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１ ． １ ． １  

適用範囲 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 章 一般事項 

 

第 1 節 総 則 

 

( 1)  本標準仕様書（ 以下「 標準仕様書」 と いう 。）  は、 東京都下水道局（ 以下

「 当局」 と いう 。） が施行する 工事のう ち、工事請負契約書及び約款（ 以下「 契

約書」 と いう 。）  並びに「 東京都下水道局工事施行規程」 第 11 条の規定にお

いて、 標準仕様書に従う と さ れた下水道用機械設備工事及び下水道用電気設

備工事に適用する 。  

ア 下水道用機械設備工事 

 ゲート 設備、 沈砂池機械設備、 主ポンプ設備、 送風機設備、 水処理機械

設備（ 第一沈殿池機械設備、 反応槽設備、 第二沈殿池機械設備、 処理水設

備、消毒設備等）、汚泥ポンプ設備、放流ポンプ設備、汚泥処理機械設備（ 汚

泥濃縮設備、 汚泥消化設備、 汚泥洗浄設備、 汚泥脱水設備等）、 汚泥乾燥設

備、 汚泥焼却設備、 汚泥有効利用設備、 脱臭設備、 高度処理設備、 汚水・

雨水貯留池機械設備等及びそれら の付属設備に係る 工事をいう 。  

イ  下水道用電気設備工事 

受変電設備、 運転操作設備、 特殊電源設備、 監視制御設備、 計装設備、

情報処理設備、 遠方監視制御設備等及びそれら の付属設備に係る 工事をい

う 。  

( 2)  標準仕様書によ り 難い次の工事については、 対応する それぞれの標準仕様

書を適用する 。  

ア 土木工事については、「 土木工事標準仕様書」（ 東京都下水道局編）   

イ  建築工事については、「 建築工事標準仕様書」（ 水再生センタ ー・ ポンプ 

所用）（ 東京都下水道局編)   

( 3)  受注者は、 別に定めがある 場合を 除き 、 標準仕様書に規定する 事項を 遵守

し 、 その責任において適正に履行する 。  

( 4)  全ての設計図書は、 相互に補完する 。 ただし 、 設計図書間に相違がある 場

合の適用の優先順位は、 次のアから エま での順のと おり と し 、 こ れによ り 難

い場合は、 「 1.1.13 疑義に対する 協議等」 によ る 。  

ア 入札時の質問回答（ イ から エま でに対する も の）  

イ  特記仕様書 

ウ  図面 

エ 標準仕様書 
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１ ． １ ． ２  

用語の定義 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こ の標準仕様書において使用する 用語の意味は、 次のと おり と する 。  

( 1)  「 監督員」 と は、 契約書第 8 条（ 監督員） に基づき 、 当局が当該工事請負

契約の受注者（ 以下「 受注者」 と いう 。） に通知し た者を総称し ていう 。 監督

員は、 工程管理等の施工に関する 各種調整を行う 。  

( 2)  「 受注者等」 と は、 当該工事請負契約の受注者又は契約書第 9 条（ 現場代

理人及び主任技術者等)  の規定に基づき 受注者が定めた現場代理人をいう 。  

( 3)  「 監督員の承諾」 と は、 受注者等が監督員に対し 、 書面で申し 出た事項に

ついて、 監督員が書面を も って了解する こ と を いう 。  

( 4)  「 監督員の指示」 と は、 監督員が受注者等に対し 、 必要な事項を書面によ

って示すこ と を いう 。 ただし 、 緊急な場合に、 監督員が、 口頭によ り 示すこ

と を含むも のと する 。 口頭の場合は、 後日監督員と 受注者等が指示の内容に

ついて書面によ り 確認する 。  

( 5)  「 監督員と 協議」 と は、 監督員と 受注者等と が結論を得る ために合議し 、

その結果を書面に残すこ と をいう 。  

( 6)  「 監督員の検査」 と は、 施工の各段階で受注者等が確認し た施工状況や機

器及び材料（ 以下「 機材」 と いう 。 ） の試験結果等について、 受注者等よ り

提出さ れた資料に基づき 、 監督員が設計図書、 承諾図等と の適否を判断する

こ と を いう 。  

( 7)  「 監督員の立会い」 と は、 監督員が臨場によ り 、 必要な指示、 承諾、 協議、

検査、 確認及び調整を 行う こ と をいう 。  

( 8)  「 監督員の確認」 と は、 施工の各段階における 施工状況等や材料検査につ

いて、 監督員の立会い又は受注者等よ り 提出さ れた資料によ り 監督員がその

事実を 認知する こ と を いう 。  

( 9)  「 契約図書」 と は、 契約書及び設計図書を いう 。  

( 10)  「 設計図書」 と は、「 1. 1. 1 適用範囲」 ( 4)  のアから エま でを いう 。  

( 11)  「 特記」 と は、 「 1. 1. 1 適用範囲」 ( 4) のアから ウ ま でに指定さ れた事項

をいう 。  

( 12)  「 書面」 と は、 発行年月日が記載さ れ、 署名又は押印さ れた文書や情報共

有シス テムを用いて同様の処理が行われたも のを いう 。緊急を要する 場合は、

書面によ ら ず、 電子メ ール等によ り 伝達でき る も のと する が、 後日有効な書

面で処理を行う 。  

なお、 関係規定等で書面又は押印を不要と し た文書については、 署名又は

押印がない場合も 有効な書面と 取扱う 。  

( 13)  「 工事関係図書」 と は、「 1. 2. 2 実施工程表」 から 「 1. 2. 6 試験、 施工等の
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１ ． １ ． ３  

シス テム設計 

 

 

 

記録」 ま でをいう 。  

( 14)  「 J I S」 と は、 産業標準化法（ 昭和 24 年法律第 185 号） に基づく 日本産業

規格を いう 。  

ま た、 設計図書の JI S 製品記号は、 JI S の国際単位系（ SI ） 移行（ 以下「 新 

JI S」 と いう 。 ） に伴い、 全て新 JI S の製品記号と し ている が、 旧 JI S に対応

し た材料を使用する 場合は、 旧 JI S 製品記号に読み替えて使用でき る も のと

する 。  

( 15)  「 JAS」 と は、農林物資の規格化等に関する 法律（ 昭和 25 年法律第 175 号）

に基づく 日本農林規格を いう 。  

( 16)  「 通知」 と は、 当局又は監督員が受注者等に対し 、 書面によ り 知ら せる

こ と を いう 。  

( 17)  「 報告」 と は、 受注者等が監督員に対し 、 施工に関する 事項について、 書

面によ り 知ら せる こ と を いう 。  

( 18)  「 提出」 と は、 受注者等が監督員に対し 、 工事に係る 書面又はその他の資

料を説明し 、 差し 出すこ と をいう 。  

( 19)  「 工事検査」 と は、 契約書第 30 条（ 検査及び引渡し ） に基づく 工事の完

了の確認、 契約書第 38 条（ 部分払） における 部分払いの請求に係る 出来形部

分等の確認及び契約書第 39 条（ 一部完了） における 部分引渡し の指定部分に

係る 工事の完了の確認その他の検査で、 当局が行う も のをいう 。  

( 20)  「 検査員」 と は、 東京都下水道局契約事務の委任等に関する 規程（ 昭和 41

年下水道局管理規程第 34 号） 第 29 条又は第 29 条の 2 第 1 項の規定によ り

指定を 受けた者で、 契約書第 12 条（ 工事材料の品質及び検査等） 及び第 30

条（ 検査及び引渡し ） に基づき 、 工事検査を行う ために当局が定めたも のを

いう 。  

( 21)  「 原則と し て」 と は、 こ れに続く 事項について、 受注者等が守る べき こ

と をいう が、 あら かじ め監督員の承諾を得た場合又は「 ただし 書」 のある 場

合は、 他の手段によ る こ と ができ る 。  

( 22)  「 電子成果品」 と は、 電子的手段によ って当局に納品する 成果品と なる

電子データ をいう 。  

( 23)  「 電子納品」 と は、 電子成果品を納品する こ と をいう 。  

 

( 1)  シス テム 設計は、 施工に先立ち、 受注者自ら が自社の責任において行う 。  

( 2)  シス テム設計と は、 受注者等が設計図書に基づく 確認・ 検討・ 打合せ・ 調

整等（ 各種容量等に関する 確認、 既設設備の確認、 運転実態把握等のための

調査等を含む。） 及び関連する 他工事（ 土木・ 建築・ 機械設備・ 電気設備等）
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１ ． １ ． ４  

監督員の権限 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ ． １ ． ５  

官公署そ の他へ

の届出手続等 

と の取合い確認を 経て、 施設に合った最適な機器・ 材料･方式を 選択し 、 シス

テムと し ての組合せを行い、 最終的に据え付ける ま でに係る 技術的な検討を

行う こ と をいう 。  

( 3)  受注者等は、 シス テム設計の結果と し て、 機器製作、 現場据付け等の施工

する ために必要な図面、 計算書等をと り ま と め、 検討図と し て当局に提出し

承諾を 得る 。  

 

( 1)  契約書第 8 条（ 監督員） の規定に基づき 、 当局が定める 当該工事の監督員

は、 次のと おり である 。  

ア 総括監督員 

工事の円滑な遂行を図る ため、 監督業務を総括する 者である 。  

イ  総括監督員補佐 

総括監督員に対する 業務報告並びに担当監督員が行う 監督業務の指導及

び調整を行う 者である 。  

ウ  担当監督員、 副監督員 

当該工事の日常業務における 監督業務を 担当する 者であり 、 その業務を

行う に当たっ ては、 総括監督員及び総括監督員補佐の指揮監督に従う 。  

なお、 当該工事の日常の監督業務は、 担当監督員が中心と なり 、 副監督

員と と も にこ れを行う 。  

( 2)  監督員の権限は、 契約書第 8 条第 2 項に規定する 事項である 。  

( 3)  監督員が行う 、 受注者等に対する 契約上の権利の行使又は義務の履行につ

いては、 いずれの監督員も 受注者等に対し て行う こ と ができ る 。  

( 4)  受注者等が行う 、 監督員に対する 契約上の権限の行使又は義務の履行につ

いては、 担当監督員に対し て書面によ り 行う 。 担当監督員が不在の場合は副

監督員に対し て行う も のと し 、 副監督員が不在の場合は総括監督員補佐に対

し て行い、 総括監督員補佐が不在の場合は総括監督員に対し て行う 。  

  なお、 緊急の場合は、 こ の限り でない。  

( 5)  監督員がその権限を 行使する と き は、 緊急の場合を除き 、 書面によ り 行う

も のと する 。 ただし 、 安全を確保する ためであり 、 かつ、 時間的余裕がない

場合等、 緊急でやむを 得ない場合は、 口頭で指示等を行う こ と ができ る 。 口

頭で行った指示内容は、 後日監督員と 受注者等の双方で確認し 、 書面を 作成

する 。  

 

( 1)  受注者等は、 工事の着手、 施工及び完了に当たり 、 関係法令等に基づく 官

公署その他の関係機関への必要な届出手続等は遅滞なく 行う 。 こ れに要する
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１ ． １ ． ６  

現場代理人及び

主任技術者等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ ． １ ． ７  

工事の下請負 

 

 

費用は、 受注者の負担と する 。  

( 2)  受注者等は、( 1) に規定する 届出手続等を行う に当たっては、届出内容につ

いてあら かじ め監督員に報告する 。  

( 3)  ( 1) に規定する 届出手続等に関係し 、官公署その他の関係機関と の協議が必

要と なった場合、 受注者等は、 監督員に速やかに報告し 、 指示を受ける 。  

( 4)  受注者等は、 関係法令に基づく 官公署その他の関係機関の検査に必要な資

機材、 労務等を提供し 、 検査に立ち会う 。  

なお、 検査結果が不合格の場合は、 受注者の責任で改善し 、 検査に合格さ

せる 。  

ま た、 こ れら の検査に要する 費用は、 受注者の負担と する 。  

( 5)  受注者等は、 労働安全衛生法第 88 条に基づく 機械、 化学設備等の設置等 

に係る 計画の届出手続等について、 労働安全衛生法第 88 条によ る 対象設備

等を確認の上、 監督員に報告する 。  

 

( 1)  現場代理人は、 工事現場の運営及び取締り 並びに契約書に規定する 職務の

執行に必要な知識と 経験を有する 者と する 。  

( 2)  受注者等は、 建設業法（ 昭和 24 年法律第 100 号） に定める 監理技術者、 監

理技術者補佐及び主任技術者についての資格を証明する 資料を 監督員に提出

する 。 ただし 、 監理技術者は、 原則と し て監理技術者資格者証（ 監理技術者

講習修了履歴） の実物を 監督員に掲示し 、 確認を受ける こ と で資格を証明す

る 資料の提出は不要と する 。  

なお、監理技術者補佐と は、建設業法第 26 条第 3 項第 2 号によ る 監理技術

者の職務を補佐する 者を いう 。  

( 3)  監理技術者、 監理技術者補佐又は主任技術者の交代については、 東京都下

水道局工事施行適正化推進要綱（ 令和 7 年 2 月東京都下水道局） によ る 。  

( 4)  監理技術者、 監理技術者補佐及び主任技術者は、 腕章を着用する 。 監理技

術者にあっては、監理技術者資格者証、監理技術者講習修了証等を携帯する 。 

ま た、 監督員がその提示を求めたと き は、 速やかに応じ る 。  

( 5)  請負契約の締結後、 東京都下水道局工事施行適正化推進要綱（ 令和 7 年 2

月東京都下水道局） に記載さ れている 期間については、 監理技術者等の工事

現場への専任は要し ない。  

 

( 1)  受注者は、 「 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する 法律」 （ 平

成 12 年法律第 127 号） 第 14 条及び「 建設業法」 第 22 条の規定に反する 一括

下請負、 その他不適切な形態の下請負契約を締結し てはなら ない。  
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１ ． １ ． ８  

工事実績情報 

の登録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ ． １ ． ９  

提出書類 

 

 

一括下請負の判断基準及び元請・ 下請それぞれが果たすべき 役割は、 「 一

括下請負の禁止について」 （ 平成 28 年 10 月 14 日付国土建第 275 号） によ

る 。  

( 2)  受注者は、 下請負に付する 場合には、 次の要件を満たす下請負人を 選定す

る 。  

ア 当該下請負工事に係る 施工能力を有し ている 。  

イ  東京都の競争入札参加有資格者である 場合は、 指名停止期間中でない。  

ウ  東京都の競争入札参加有資格者でない場合は、 東京都の契約から 排除す

る よ う 警視庁から 要請があった者でない。  

( 3)  ( 2) によ り 下請負人を 選定し た場合、 受注者は、 遅滞なく その旨を監督員

に報告する 。 こ の報告は、 当局が別に定める 受注者等提出書類基準に従い行

う 。  

 

受注者は、 工事受注時又は変更時において契約金額が 500 万円以上の 工

事については、 工事実績情報シス テム（ コ リ ン ズ） に基づき 、 受注・ 変更・

完了・ 訂正時に工事実績情報と し て「 登録用データ 」 を 作成し 、 コ リ ン ズか

ら 監督員に電子メ ールで送付さ れる 「 登録のための確認のお願い」 を出力し

て監督員の確認を 受けた上、 受注時は、 契約後、 「 東京都の休日に関する 条

例」 （ 平成元年東京都条例第 10 号） 第 1 条第 1 項に規定する 東京都の休日

（ 以下「 休日」 と いう 。 ） を除き 10 日以内に、 登録内容の変更時は、 変更

があっ た日から 「 休日」 を除き 10 日以内に、 完了時は、 工事完了後、 「 休

日」 を 除き 10 日以内に、 訂正時は適宜登録機関に登録を し なければなら な

い。  

ま た、 登録機関発行の「 登録内容確認書」 は、 コ リ ンズ登録時に監督員に

電子メ ール送信さ れる 。  

なお、 変更時と 完了時の間が 10 日間（「 休日」 を 除く ） に満たない場合は、

変更時の登録申請を省略でき る も のと する 。  

ま た、 本工事の完了後において訂正又は削除する 場合においても 同様に、

コ リ ンズから 発注者にメ ール送信さ れ、 速やかに当局の確認を 受けた上で、

登録機関に登録申請し なければなら ない。  

 

 

( 1)  受注者等は、 当局が別に定める 受注者等提出書類基準に従い、 工事に係る

提出書類を提出する 。  

なお、 提出書類は JI S の A版で、 添付する 図面の大き さ は A版と し 、 製図
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１ ． １ ． １ ０  

設計図書等の取

扱い 

 

 

 

 

１ ． １ ． １ １  

施工体制台帳等

の作成、 提出等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寸法はミ リ メ ート ル単位と する 。  

( 2)  ( 1) に定めのないも のは、 監督員が指示する 書式によ り 、 指定さ れた期日ま

でに提出する 。  

( 3)  受注者等提出書類基準のう ち、 特に提出を要し ないも のは、 監督員が指示

する 。  

( 4)  受注者等は、 提出書類の記載事項に変更が生じ たと き は、 理由を明ら かに

し 、 速やかに変更届を 監督員に提出する 。  

( 5)  情報共有シス テムを 使用する 場合は、 監督員と 協議する 。  

ま た、 発注者指定方式の適用は特記によ る 。  

なお、情報共有シス テムと は、当局及び受注者の間の情報を電子的に交換・

共有する こ と によ り 業務効率化を 実現する シス テムのこ と をいい、 本シス テ

ムを利用し た提出書類については、別途紙に出力し て提出し ないも のと する 。 

情報共有シス テムの利用に当たっ ては、 「 情報共有シス テム実施要領」 に

基づく こ と 。 実施要領は、 東京都下水道局ホ ーム ページから 入手でき る 。

（ ht t ps: //www. gesui . met r o. t okyo. l g. j p/cont r act or /kouj i /j ouhoukyouyu-

syst em)  

 

( 1)  受注者等は、設計図書及び設計図書において適用さ れる 図書( 以下「 工事関

係図書」 と いう 。 ) を工事現場に備える 。  

( 2)  受注者等は、 設計図書及び工事関係図書を 、 工事の施工の目的以外で第三

者に使用又は閲覧さ せてはなら ない。  

ま た、 その内容を漏えいし てはなら ない。 ただし 、 使用又は閲覧につい

て、 あら かじ め監督員の承諾を 受けた場合は、 こ の限り ではない。  

 

( 1)  受注者は、 工事を施工する ために下請負契約を締結し た場合、 「 建設業法

施行規則」 及び「 施工体制台帳の作成等について（ 通知） 」 （ 令和４ 年 12 月

28 日付国土交通省不動産・ 建設経済局建設業課長通知） に従って記載し た施

工体制台帳を 作成し 、 工事現場に備える と と も に、 その写し を 監督員に提出

し なければなら ない。  

( 2)  ( 1) の受注者は、 「 建設業法施行規則」 及び「 施工体制台帳の作成等につい

て（ 通知） 」 に従って、 各下請負者の施工の分担関係を 表示し た施工体系図

を作成し 、 「 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する 法律」 に従っ

て、 工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げる と と も に、

その写し を監督員に提出し なければなら ない。  

( 3)  施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じ た場合は、 その都度速やかに監

https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/contractor/kouji/jouhoukyouyu-
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１．１．１２ 

関連工事等の調

整 

 

１．１．１３ 

疑義に対する協

議等 

 

 

 

 

１．１．１４ 

工事の一時中止 

に係る事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

督員に提出しなければならない。 

 

受注者等は、契約書第 2 条（関連工事の調整）に基づき、隣接工事又は関連工

事の受注者等と相互に協力し、工事全体の円滑な施工に努める。 

 また、監督員による調整が行われた場合は、これに協力する。 

 

(1) 受注者等は、設計図書の内容に関する疑義が生じた場合又は設計図書によ

ることが困難若しくは不都合な状況が生じた場合は、監督員と協議する。 

(2) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更を行う場合は、契約書第

17 条（条件変更等）及び 18 条（設計図書の変更）による。 

  なお、契約書第 17 条及び 18 条によらない軽微な設計図書の訂正又は変更

は、「1.2.5 工事報告書等」(2)により取り扱う。 

 

(1) 受注者等は、次のアからキまでのいずれかの理由により、工事を一時的に

中止する必要が生じた場合は、直ちにその旨及び状況を監督員に報告する。 

ア 埋蔵文化財調査の遅延又は埋蔵文化財が新たに発見された場合 

イ 関連工事等の進捗が遅れた場合 

ウ 工事の着手後、周辺環境に問題等が発生した場合 

エ 第三者又は工事関係者の安全を確保する場合 

オ 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動そ

の他の自然的又は人為的な事象で、受注者の責めに帰すことができない事由

により、工事目的物等に損害を生じた場合又は工事現場の状態が変動した場

合 

カ 熱中症（特別）警戒アラートの発表等が確認された場合 

なお、詳細は下水道局ホームページを参照すること。 

（https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/contractor/kouji/necchusho） 

キ アからカまでのほか、特に必要がある場合 

(2) 当局は、受注者が契約図書に違反し又は監督員の指示に従わない場合等、

監督員が必要と認めた場合には、工事の中止内容を受注者に通知し、工事の

全部又は一部の施工について一時中止をすることができる。 

(3) 受注者等は、契約書第 19 条の規定に基づき工事を一時中止する場合は、中

止期間中における工事現場の維持・管理に関する基本計画書（以下「基本計

画書」という。）を発注者に提出し、承諾を受けるものとする。ただし、猛

暑による作業の一時的な中止を行った場合は、基本計画書の作成は不要であ

り、一時的な中止を行った作業、日時が分かる資料（日報等）を発注者に提

https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/contractor/kouji/necchusho
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１ ． １ ． １ ５  

警報等の発表時

の対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ ． １ ． １ ６  

工期の変更に係

る 資料の提出 

 

１ ． １ ． １ ７  

契約解除権の行

使に伴う 措置 

 

１ ． １ ． １ ８  

知的財産権等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出する こ と と する 。  

なお、 基本計画書に記載する 内容は、 「 工事請負契約設計変更ガイ ド ラ イ

ン」 （ 東京都下水道局） によ る 。 ただし 、 一部一時中止等で、 工事現場の維

持・ 管理体制が保たれている 場合は、 内容を省略する こ と ができ る 。  

 

( 1)  受注者等は、 当該施工箇所に係る 気象区域に大雨、 洪水及び暴風警報並び

に大雨及び暴風特別警報が発表さ れた場合は、 直ちに全ての工事を 中止し 、

作業員の安全を確保する 等必要な対応を図る 。  

( 2)  受注者等は、 屋外作業中は、 常に天候状況を 確認し 、 落雷や竜巻の可能性

が高いと 判断し た場合は、直ちに屋外作業を中止し 、安全な場所へ避難する 。 

( 3)  受注者等は、 当該施工箇所に特別警報が発表さ れた場合は、 直ちに命を守

る 行動をする 。  

( 4)  警報解除後は、 天候状況等によ り 周辺状況の安全が確認さ れ次第、 現場を

点検し 、 必要な措置を 講じ た後、 工事を再開する 。  

( 5)  上記( 1) ～( 4) の措置に必要な資機材、 労務等は受注者の負担と する 。  

 

契約書第 22 条（ 工期の変更等） に基づく 工期の変更についての発注者と の協

議に当たり 、 協議の対象と なる 事項について、 必要と する 変更日数の算出根

拠、 変更工程表その他の協議に必要な資料をあら かじ め監督員に提出する 。  

 

 受注者等は、 契約書第 45 条（ 受注者の催告によ る 解除権） に基づき 工事請負

契約を解除する 場合は、保安措置、地元住民及び関係機関と の調整等に必要な相

当期間をおいてから 行わなければなら ない。  

 

( 1)  工事材料、 機械・ 電気設備、 デザイ ン、 コ ン ピュ ータ ソ フ ト ウ ェ アと その

シス テム設計等で、 特許権その他第三者の権利の対象と なっている も のにつ

いては、 契約書第 7 条（ 特許権等の使用） における 「 特許等」 の対象と 同様

に取り 扱う 。  

( 2)  受注者等は、 工事のために考案し た機材、 施工方法等に関し て特許等を出

願又は当局以外で使用する 場合は、 出願及び権利の帰属等について、 あら か

じ め当局と 協議する 。  

ま た、 当該工事の関連で開発さ れた工事材料、 機械・ 電気設備、 デザイ ン

及びコ ンピ ュ ータ ソ フ ト ウ ェ アについても 同様と する 。  

( 3)  当局が引渡し を受けた工事目的物が、 著作権法（ 昭和 45 年法律第 48 号）

第 2 条第 1 項第 1 号の著作物に該当する 場合は、 当該著作物の著作権は当局
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１ ． １ ． １ ９  

埋蔵文化財そ の

他の物件 

 

 

１ ． １ ． ２ ０  

建設副産物の処 

理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に帰属する も のと する 。  

   なお、（ 2） によ り 出願及び権利等が当局に帰属する 著作物については、 受

注者（ 受注者が著作者でない場合は、 当該著作物の著作者） は、 当該著作物

に係る 著作者人格権を行使し ないも のと し 、 当局は、 こ れを自由に加除又は

編集し て利用する こ と ができ る 。  

ま た、 受注者等は、 1. 1. 10（ 2） に反し ない範囲において、 著作権が当局に

帰属し た著作物を 当局業務の用に供する 範囲及び自己利用の範囲で利用する

こ と ができ る 。  

( 4)  工事に伴い作成さ れ、 受注者の固有技術情報など を 含み、 受注者が営業秘

密と し ている も のについては、 協議の上、 取扱いを決定する 。  

 

 施工に当たり 、 埋蔵文化財その他の物件を発見し た場合、 受注者等は、 直ちに

その状況を監督員に報告する 。 その後の措置については、 監督員の指示に従う 。 

なお、工事に関連し た埋蔵文化財その他の物件の発見に係る 権利は、発注者に

帰属する 。  

 

( 1)  受注者等は、 施工に伴い副次的に得ら れた建設廃棄物や建設発生土等（ 以

下「 建設副産物」 と いう 。 ） について、 建設工事に係る 資材の再資源化等に

関する 法律（ 平成 12 年法律第 104 号。 以下「 建設リ サイ ク ル法」 と いう 。 ） 、

資源の有効な利用の促進に関する 法律（ 平成 3 年法律第 48 号。 以下「 資源有

効利用促進法」 と いう 。 ） 、 廃棄物の処理及び清掃に関する 法律（ 昭和 45 年

法律第 137 号。 以下「 廃棄物処理法」 と いう 。 ） 、 建設副産物適正処理推進

要綱（ 平成 5 年建設省経建発第 3 号） 、 建設廃棄物処理指針（ 平成 22 年度版 

環境省） 、 東京都建設リ サイ ク ルガイ ド ラ イ ン（ 令和 4 年 4 月 東京都） 、 東

京都建設泥土リ サイ ク ル指針（ 令和 3 年 4 月 東京都） 及び建設リ サイ ク ル法

書類作成等の手引き ( 公共工事)  （ 令和 3 年 6 月 東京都） に基づき 、 発生抑

制、 現場内での分別、 再使用、 再生利用及び適正処理に努める 。  

ま た、 再生資源の積極的活用に努める 。  

( 2)  建設副産物の処理は、 次によ る 。  

なお、 受注者等は、 設計図書で定めら れた以外に、 建設副産物の再使用、

再生利用、 再資源化及び再生資源の活用を 行う 場合は、 監督員と 協議し 、 施

工計画書に記載する 。  

ア 現場において再使用、 再生利用及び再生資源化を図る も のは、 特記によ

る 。  

イ  当局に引き 渡し を要する も の並びに特別管理産業廃棄物の有無及び処理
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１ ． １ ． ２ １  

過積載の防止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方法は、 特記によ る 。  

ウ  イ の「 当局に引き 渡し を要する も の」 と 指定さ れた建設副産物は、 監督

員の指示を受けた場所に整理する と と も に、 調書を作成し て監督員に提出

する 。  

エ ア及びイ 以外のも のは全て構外に搬出し 、 ( 1) によ り 適正に処理する 。  

( 3)  建設副産物の処理に当たっては、受注者等の責任において適正に処理する 。 

なお、 処理を 委託する 場合、 受注者等は、 下記の事項に留意する 。  

ア 運搬と 処分について、それぞれ許可を受けた産業廃棄物処理業者と 書面に

よ り 委託契約する と と も に、最終処分ま での処理が適正に行われる ための必

要な処置を講ずる も のと し 、 契約内容を適切に履行する よ う 指導監督する 。 

イ  産業廃棄物管理票（ 以下「 マニフェ ス ト 」 と いう 。 ） 等で処理が契約内容

に沿って適正に行われたこ と を 確認する と と も に、 マニフ ェ ス ト の交付状

況、 廃棄物の運搬数量、 運搬日等を整理し た集計表を作成する 。  

ウ  マニフ ェ ス ト 及び集計表を 監督員に提示する（ 集計表は提出する 。） と と

も に、 検査時に検査員から 求めら れた場合は、 こ れら を 提示する 。  

( 4)  汚染土壌が確認さ れた場合、 受注者等は、 直ちに監督員と 協議を行い、 土

壌汚染対策法（ 平成 14 年法律第 53 号） 及び都民の健康と 安全を確保する 環

境に関する 条例（ 平成 12 年東京都条例第 215 号。 以下「 環境確保条例」 と い

う 。 ） に基づいて適正に処理する 。  

ま た、 その他の有害物質が発生し た場合についても 同様に、 速やかに監督

員と 協議を行い、 関係法規等に基づいて適正に処理する 。  

( 5)  受注者等は、 建設廃棄物の運搬に当たっては、 廃棄物処理法に従い、 運搬

車の車体外面両側に産業廃棄物運搬車である こ と を 表示し 、 かつ、 その運搬

車に収集・ 運搬に関する 書面を 備える 。  

 

( 1)  受注者等は、ダンプカー等の大型輸送機械によ る 建設副産物、工事用資材、

機材等の運搬を 伴う 工事については、 搬送計画、 通行道路の選定その他車両

の通行に係る 安全対策について、 関係機関と 協議し て必要な具体的対策方法

を定め、 監督員に提出する 。  

( 2)  受注者等は、 建設副産物、 機材等の運搬に当たり 、 ダンプカー等の過積載

防止を 厳守する と と も に関係法令に基づき 、 次の事項を 遵守する 。  

ア 積載重量制限を超過し て建設副産物、 機材等を積み込ま せない。  

イ  産業廃棄物運搬車等を、 目的外に使用し ない。  

( 3)  受注者等は、 建設副産物、 機材等の運搬に当たり 、 ダンプカー等を 使用す

る 場合、 土砂等を 運搬する 大型自動車によ る 交通事故の防止等に関する 特別
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１ ． １ ． ２ ２  

関係法令等の遵 

守 

 

 

 

 

１ ． １ ． ２ ３  

情報セキュ リ  

ティ 対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ ． １ ． ２ ４  

保険の加入及び

事故の補償 

 

 

 

 

措置法（ 昭和 42 年法律第 131 号） の目的に照ら し て、 同法第 12 条に規定す

る 団体等の設立状況を踏ま え、 同団体への加入者の使用を促進する 等、 過積

載の防止及び交通安全の確保に努める 。  

( 4)  受注者は、 機材等の搬出入、 廃棄物等の運搬を下請負に付する 場合におい

て、 公正な取引の確保に努め、 その利益を 不当に害し 、 過積載を 誘発さ せる

よ う な契約を締結し てはなら ない。  

( 5)  受注者は、 過積載が違法行為である こ と を十分に認識し 、 過積載防止対策

指針（ 下水道用設備工事）（ 平成 27 年 1 月東京都下水道局） によ り 過積載防

止の取組を強化する 。  

 

( 1)  受注者等は、施工に当たり 、適用を受ける 関係法令等（ 参考： 別表－１ 「 関

係法令一覧表」 ） 及び「 2. 1. 1 規格等の適用」 に掲げる 基準、 規格、 指針等に

基づき 、 工事の円滑な進行を図る 。  

ま た、 その運用及び適用は、 受注者の負担と 責任において行う 。  

( 2)  適用を 受ける 関係法令・ 規格等は、 改定等があった場合は最新のも のと す

る 。  

 

( 1)  受注者等は、 工事の施工に当たり 、 「 東京都サイ バーセキュ リ ティ 基本方

針」 に基づき 当局が実施する 情報セキュ リ ティ 対策を遵守し 、 下水道施設の

情報セキュ リ ティ 管理に万全を 期す。  

( 2)  受注者が情報セキュ リ ティ を確保する こ と ができ ないこ と によ り 当局が被

害を被った場合には、 当局は受注者に損害賠償を請求する こ と ができ る 。 当

局が請求する 損害賠償額は、 当局が実際に被っ た被害額と する 。  

( 3)  監視制御設備等に接続する 端末及び記録媒体等は、 最新のウ イ ルス 定義フ

ァ イ ルを用いてウ イ ルス チェ ッ ク を行ってから でなければ、 接続し てはなら

ない。  

( 4)  監視制御設備の記録媒体等、 当局の情報資産が記録さ れたも のを撤去する

にあたっては、 情報資産が復元不可能な形で消去する 。  

 

( 1)  受注者は、 雇用保険法（ 昭和 49 年法律第 116 号） 、 労働者災害補償保険法

（ 昭和 22 年法律第 50 号） 、 健康保険法（ 大正 11 年法律第 70 号） 及び厚生

年金保険法（ 昭和 29 年法律第 115 号） に基づき 、 雇用者等の雇用形態に応

じ 、 雇用者等を被保険者と する こ れら の保険に加入する 。  

( 2)  受注者は、 雇用者等の業務に関し て生じ た負傷、 疾病、 死亡及びその他の

事故に対し ては、 責任を も って適正な補償をする 。  
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１ ． １ ． ２ ５  

第三者に及ぼす

損害補償 

 

 

 

１ ． １ ． ２ ６  

部分使用 

 

 

１ ． １ ． ２ ７  

関係者への広報 

等 

 

 

 

( 3)  建設業退職金共済制度の適用及び運用は、 受注者の負担と 責任において行

う 。  

( 4)  建設業退職金共済制度の対象に該当する 場合は同制度に加入し 、 その掛金

収納書（ 発注者用） を 工事請負契約締結後、 原則 1 か月以内（ 電子申請方式

によ る 場合は原則 40 日以内） に当局に提出する 。  

( 5)  受注者等は当局から 共済証紙の受払状況を把握する ための請求があっ た場

合は、 速やかに共済証紙の受払簿（ 電子申請方式の場合は掛金充当書（ 工事

別）） その他関係資料を 提出する 。  

( 6)  受注者等は、 法令等で定める 「 労災保険関係成立票」、「 建設業退職金共済

制度適用事業主工事現場」 等の標識を 工事関係者及び公衆が見やすい場所に

掲示する 。  

( 7)  受注者等は、 契約後速やかに「 労災保険加入証明願」 を東京労働局又は所

轄労働基準監督署へ提出し 、 確認を受けた後、 当局へ提出する 。  

ま た、 受注者は、 法定外の労災保険を 付さ なければなら ない。 その際、 当

該保険契約の証券又はこ れに代わる も のを当局に提示する 。  

なお、 法定外の労災保険と は、 公共工事等に従事する 者の業務上の負傷等

に対する 補償に必要な金額を担保する ための保険契約であり 、 国の労働災害

補償保険（ 労災保険） と は別に上乗せ給付等を行う こ と を目的と し た保険契

約をいう 。  

 

( 1)  第三者に損害を及ぼすおそれのある 場合、 受注者等は、 施工に先立ち工事

が周囲へも たら す影響を 予測し 、 損害が生じ ないよ う 適切な措置をと る 。  

( 2)  第三者に損害を与えた場合、 受注者等は、 応急対策をと る と と も に、 速や

かに監督員に報告し 指示を受ける 。  

( 3)  ( 1) 及び( 2) に要する 費用は、 受注者の負担と する 。  

 

契約書第 33 条（ 部分使用） に基づき 当局から 工事目的物の部分使用の承諾を求

めら れた場合、 受注者等は、 当該部分について当局に出来形その他の検査又は確

認を請求する こ と ができ る 。  

 

( 1)  受注者等は、 施工に当たり 、 振動、 騒音、 ばい煙、 粉じ ん、 有害ガス 、 悪

臭等の公害発生を 防止し 、 地域住民その他の関係者と の間に紛争が生じ ない

よ う に努める と と も に、 広報等が必要な場合は、 速やかにこ れを行う 。  

( 2)  工事に関し て、第三者から 説明の要求又は苦情があった場合、受注者等は、

誠意を も って直ちに対応する と と も に、 その解決に当たる 。  
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１ ． １ ． ２ ８  

日雇労働者の雇 
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１ ． １ ． ２ ９  

調査・ 試験に対

する 協力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし 、緊急を要し ない場合は、あら かじ めその概要を監督員に報告のう え、

対応を行う 。  

( 3)  施工上必要な地域住民その他の関係者と の交渉は、 受注者等の責任におい

て行う も のと し 、 あら かじ めその概要を監督員に提出する 。  

( 4)  受注者等は、 ( 1) から ( 3) ま での交渉等の内容について、 後日紛争と なら な

いよ う 文書で確認する 等明確にし ておく と と も に、 その経過を 遅滞なく 監督

員に報告する 。  

 

( 1)  受注者等は、 施工に当たり 、 公共事業への日雇労働者吸収要綱（ 昭和 51 年

51 労職労第 221 号） に基づき 日雇労働者の雇用に努める 。  

( 2)  同要綱を適用し た工事の工事完了届には、 同要綱によ る 「 公共事業遵守証

明書」 を添付する 。 ただし 、 「 公共事業施行通知書」 によ り 雇用予定者数が

ないと 認定さ れた事業については、 公共職業安定所又は（ 公財） 城北労働・

福祉センタ ーの収受印が押印さ れている 「 公共事業施行通知書」 の写し を も

って、 「 公共事業遵守証明書」 の代わり に添付する 。  

( 3)  受注者等は、 無技能者を必要と する 場合、 公共職業安定所又は（ 公財） 城

北労働・ 福祉センタ ーの紹介する 日雇労働者を雇用し なければなら ない。 た

だし 、 手持ち労働者数を 差し 引いた人員と する 。  

 

( 1)  受注者等は、 当局が自ら 又は当局が指定する 第三者が行う 調査及び試験に

対し て、 監督員の指示によ り 、 こ れに協力する 。 こ の場合、 発注者は、 具体

的な内容等を事前に受注者に通知する 。  

( 2)  当該工事が公共事業労務費調査の対象と なっ た場合、 受注者等は、 次に掲

げる 事項に協力を 行う も のと する 。  

ま た、 工期経過後においても 同様と する 。  

ア 調査票等に必要事項を正確に記入し 、 当局に提出する 等の必要な協力を

行う 。  

イ  調査票等を 提出し た事務所が事後に訪問し て行う 調査・ 指導の対象にな

った場合には、 その実施に協力する 。  

ウ  正確な調査票等の提出が行える よ う 、労働基準法（ 昭和 22 年日法律第 49

号） 等に従い就業規則を作成する と と も に、 賃金台帳を調整・ 保存する 等、

日頃よ り 使用し ている 現場労働者の賃金時間管理を適切に行う 。  

エ 対象工事の一部において下請負契約を 締結する 場合には、 当該下請工事

の受注者（ 当該下請工事の一部に係る 二次以降の下請負人を含む。） がアか

ら ウ ま でと 同様の義務を 負う 旨を定める 。  
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タンス 

 

 

 

 

 

(3) 当該工事について施工実態調査及び諸経費実態調査等の依頼があった場

合、受注者は、調査票等に必要事項を正確に記入し、当局に提出する等の必

要な協力を行う。 

また、工事の工期経過後においても同様とする。 

 

 受注者等は、工事の施工に当たり、暴力団等から不当介入を受けた場合（下請

負人が暴力団等から不当介入を受けた場合を含む。）は、東京都下水道局契約関

係暴力団等対策措置要綱（平成 22 年 東京都下水道局）に基づき、直ちに監督員

への報告及び警視庁管轄警察署への通報並びに捜査上必要な協力をする。 

 

週休２日制の確保については、『下水道局「週休２日制確保工事」実施要領』

の内容に従い実施するものとする。 

実施要領は、東京都下水道局ホームページから入手できる。 

（https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/contractor/kouji/syukyu2tsuka） 

 

遠隔臨場は、受発注者の作業効率化を目的として、ウェアラブルカメラ等によ

る映像と音声の双方向通信を使用して「施工状況の確認」、「工事材料の検査」、

「中間検査」と「立会い」を行うものである。 

なお、遠隔臨場は、監督員と協議の上、『建設現場の遠隔臨場に関する実施要

領』の内容に従い実施するものとする。 

 実施要領は、東京都下水道局ホームページから入手できる。 

(https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/contractor/kouji/enkaku-rinjo) 

 

監督員及び受注者は、「ワンデーレスポンス」に努める。 

ワンデーレスポンスとは、受注者からの質問・協議等に対して、その日のうち

に、あるいは適切な期限までに回答することをいう。 

 

監督員及び受注者は、「ウィークリースタンス」の実施に努める。 

ウィークリースタンスとは、労働環境を改善し、円滑な実施と品質向上に努め

ることを目的に、受発注者間で確認・共有した取組の総称をいう。 

 

 

 

 

 

https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/contractor/kouji/syukyu2tsuka
https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/contractor/kouji/enkaku-rinjo
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１ ． ２ ． １  

設計図書の精査 

及び事前調査 

 

 

 

 

 

 

１ ． ２ ． ２  

実施工程表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ ． ２ ． ３  

施工計画書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 節 工事関係図書 

 

( 1)  受注者等は、「 1. 2. 3 施工計画書」 及び「 1. 2. 4 検討図等」 の検討図の作成

に当たり 、契約締結後、速やかに設計図書に基づいて現地調査を十分に行い、

現場状況に即し た施工及び安全対策を反映さ せる 。  

なお、 現地調査に当たっ ては、 事前に現地調査計画書及び作業届を提出

し 、 監督員の承諾を得る 。  

( 2)  受注者等は、 施工方法についてあら かじ め特許権等の有無を調査し 、 特許

権等が設定さ れている 場合は、 特許権者等の許諾を得る 。 こ れに要する 費用

は、 受注者が負担する 。  

 

( 1)  受注者等は、 製作、 施工に先立ち、 契約書第 3 条（ 工程表） に基づく 実施

工程表を作成し 、 監督員へ提出する 。  

( 2)  実施工程表の作成に当たり 、 関連工事等の関係者と 調整の上、 十分検討す

る 。  

( 3)  契約書第 17 条（ 条件変更等） に基づく 条件変更等によ り 、 実施工程表を変

更する 必要が生じ た場合、 受注者等は、 当該変更部分の施工前に直ちに実施

工程表を変更し て監督員に提出する と と も に、 施工等に支障がないよ う 適切

な措置を講じ る 。  

( 4)  ( 3) によ る ほか、 実施工程表の内容を変更する 必要が生じ た場合には、 監督

員に報告する と と も に、 施工等に支障がないよ う 適切な措置を 講じ る 。  

( 5)  監督員の指示を受けた場合、 受注者等は、 実施工程表の補足と し て、 週間

又は月間工程表、 工種別工程表等を作成し 、 監督員に提出する 。  

 

( 1)  受注者等は、 現場着手前に工事目的物を完成さ せる ために必要な手順や工

法等の施工計画書（ 電子データ を含む） を 監督員に提出する と と も に、 その

内容を 遵守し 施工に当たる 。 こ の場合、 附則－１ 「 施工計画書記載要領」 に

従って作成する 。  

( 2)  施工計画書の作成に当たり 、 関連工事等の関係者と 調整の上、 十分検討す

る 。  

( 3)  施工計画書の内容に変更が生じ る おそれがある 場合、 受注者等は、 当該工

事の施工前に変更に関する 事項について監督員に報告する と と も に、 監督員

が指示し た事項については、 手順書を作成する 。  

ま た、 変更が生じ た場合には、 その都度変更に関する 事項について、 変更
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１ ． ２ ． ４  

検討図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ ． ２ ． ５  

工事報告書等 

 

 

施工計画書を監督員に提出する 。  

( 4)  監督員が指示し た事項については、 さ ら に詳細な施工計画書を提出する 。  

( 5)  受注者等は、 当該工事における 施工計画書の「 安全衛生管理」 の項目につ

いて、 次の事項を 十分に検討し 、 明記する 。  

ア 工事現場の特殊性 

イ  危険因子の分析と 対応 

ウ  安全状態の確認 

( 6)  受注者等は、 稼働中の施設で工事を行う 場合、 当局の運用に支障がなく 、

揚水及び処理機能への影響が最小と なる よ う 施工方法等を十分に検討し 、 施

工計画書に明記する 。  

 

( 1)  受注者等は、 シス テム設計の結果と し て、 機器製作、 現場据付け等の施工

をする ために必要な図面、 計算書等をと り ま と め、 検討図と し て当局に提出

し 承諾を得る 。  

「 検討図」 と は、 設計図書に基づく 施行のため、 受注者があら かじ め行う

設備機器の性能、 機能、 外形、 構造、 配置、 基礎、 据付、 配管、 配線、 各種

計算書、 製作仕様書、 フ ロ ー図等に関する 検討結果についてと り ま と めた図

面及び諸表等の関係資料をいう 。  

( 2)  機材の配置に関する 検討図は、監督員の現場立会いを 受けた上で作成する 。 

( 3)  検討図の作成に当たり 、 関連工事等の関係者と 調整の上、 完成後の維持管

理性、 安全性について十分検討する 。  

( 4)  検討図の提出に当たっ ては、 特記記載の機材発注仕様と 機材製作仕様と を

対比し た発注・ 製作仕様対比表を添付する 。  

( 5)  「 承諾図」 と は、 承諾を得た検討図のう ち、 当局が指定する 主要な図面を

取り ま と めたも のをいう 。 受注者等は、 こ れを当局に提出し 、 監督員の承諾

を得る 。  

( 6)  「 参考図」 と は、 承諾図及びその他必要な資料を取り ま と めたも のを いう 。

受注者等は、 こ れを監督員に提出する 。  

( 7)  検討図の内容に変更が生じ る 場合、 当該工事の施工前に変更に関する 事項

について監督員に報告する と と も に、 検討図を 修正し 、 承諾を 得る 。  

なお、 承諾図についても 修正の上、 当局に提出し 、 承諾を得る 。  

 

( 1)  受注者等は、 契約書第 10 条（ 履行報告） に基づき 、 作業日報及び工事出来

高報告書を作成し 、 監督員に提出する 。  

( 2)  受注者等は、 監督員の指示し た事項及び監督員又は当局職員と 協議し た結
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１ ． ２ ． ６  
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１ ． ３ ． １  

施工管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

果について、 議事録又は協議書を速やかに作成し 、 当局に提出する 。  

 

( 1)  工事の施工に当たり 、 試験を行っ た場合、 直ちに記録を 作成する 。  

( 2)  次のアから エま でのいずれかに該当する 場合は、 施工の記録、 工事記録写

真、 見本等の資料を整備する 。  

ア 設計図書に定めら れた施工の確認を行った場合 

イ  工事の進捗によ り 隠蔽状態と なる 等、 後日の目視によ る 検査が不可能又

は容易でない部分の施工を行う 場合 

ウ  施工の各段階が完了し た場合 

エ 監督員が必要である と 認め、 指示し た場合 

  なお、 配管、 配線、 接地極等を埋設し た場合、 受注者等は、 埋設位置（ 深

さ 、 既設構造物から の 3 点距離、 埋設標柱等） を 示し た埋設物配置図を 作成

する 。  

( 3)  ( 2) の記録のう ち工事記録写真は、 附則－３ 「 設備工事記録写真撮影要領」

によ る 。  

( 4)  ( 1) 及び( 2) の記録等について、 監督員から 請求さ れたと き は、 速やかに提

示又は提出する 。  

なお、 受注者は、 提出さ れた写真の全ての著作権（ 著作権法第 27 条及び第

28 条の権利を含む。 ） を 発注者に譲渡する 。  

ま た、 受注者が譲渡し た著作権に対し て著作権人格権を 行使し ない。  

 

 

第３ 節 工事現場管理 

 

( 1)  受注者等は、 設計図書に適合する 工事目的物を完成さ せる ために施工管理

体制を 確立し 、 品質、 工程、 安全等の施工管理を 行う 。  

( 2)  受注者等は、 施工に携わる 下請負人に工事関係図書及び監督員の指示の内

容を周知徹底する 。  

( 3)  受注者等は、 安全管理に必要な「 緊急連絡表」、 KY 活動等によ る 「 安全管

理の要点」、 施工管理に必要な「 工程表（ ネッ ト ワ ーク ）」 等を 工事現場の見

やすい場所に掲示する と と も に、 下請負人に周知する 。  

ま た、 緊急時に迅速に対応でき る よ う 「 緊急連絡表」 を 携帯する 。  

( 4） 施工のため当該施設内外の道路について、 通行を禁止又は制限する 場合、

受注者等は、 関係部（ 所） 及び関係官公署の許可を 受ける と と も に、 通行を

禁止又は制限する 旨を 掲示する 。  
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１ ． ３ ． ３  
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１ ． ３ ． ４  

安全衛生管理 

 

( 5)  受注者等は、 作業環境の改善、 作業現場の美化等に努める 。  

 

( 1)  当該工事における 電気工作物の工事を 行う 場合は、 当局が定める 自家用電

気工作物保安規程（ 以下「 保安規程」 と いう 。 ） によ る 。  

( 2)  受注者等は、 工事用電力設備の取扱いに際し ては、 法令に基づき 適切な保

安業務を実施する 。  

ま た、 既存設備へ影響を 及ぼさ ないよ う に必要な措置を と る 。  

( 3)  受注者等は、 工事用電力設備の保安責任者を 定め、 監督員に報告する と と

も に、 指定さ れた保安責任者は、 監督員の指示に従い、 工事用電気工作物の

保安業務を行う 。  

  ま た、 保安責任者は、 各作業員に対し 、 保安規程を周知し 、 安全確保に努

める 。  

( 4)  感電の危険性を伴う 作業を行う 場合は、 附則―７ 「 電気点検清掃作業、 委

託及び工事施工における 安全確保のための方針」 に基づき 、停電状態と する 。 

ただし 、 附則―７ 「 電気点検清掃作業、 委託及び工事施工における 安全確

保のための方針」 の項目によ り 難い場合は、 監督員と 協議する 。  

( 5)  感電の危険性を伴う 盤内作業や絶縁抵抗、 耐力試験等の作業を実施する 場

合、 受注者等は、 当該工事の作業開始前に作業手順書を 作成し 、 電気保安担

当者又は電気主任技術者と 協議する 。  

ま た、 感電事故を防止する ため、 作業時には、 絶縁保護具を 着用し 、 検電、

放電、 接地を行う 等、 安全対策を確実に行う 。  

 

( 1)  施工日及び施工時間 

ア  東京都の休日に関する 条例第１ 条第１ 項に規定する 東京都の休日は施工

し ない。 ただし 、 設計図書に定めのある 場合又はあら かじ め監督員の承諾

を得た場合は、 こ の限り でない。  

イ   夜間に作業を行う 場合又は設計図書に施工日又は施工時間が定めら れて

いる 場合でこ れを 変更する 必要がある 場合は、 あら かじ め監督員の承諾を

得る 。  

( 2)  振動、 騒音、 臭気、 粉じ ん等の発生する 作業を行う 場合は、 あら かじ め監

督員の承諾を受ける 。  

( 3)  ( 1) 、 ( 2) 以外の施工条件は、 特記によ る 。  

 

( 1)  受注者等は、 建築基準法（ 昭和 25 年法律第 201 号） 、 労働安全衛生法

（ 昭和 47 年法律第 57 号） その他関係法令等に基づく ほか、 建設工事公衆災
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害防止対策要綱（ 令和元年国土交通省告示第 496 号） 、 建築工事安全施工技

術指針（ 平成 7 年建設省営監発第 13 号） 及び建設機械施工安全技術指針

（ 平成 17 年国土交通省大臣官房技術調査課長、 総合政策局建設施工企画課

長通達） を踏ま え、 常に工事の安全に留意し 、 現場管理を行い、 施工に伴う

災害及び事故の防止に努める 。  

( 2)  工事現場の安全衛生に関する 管理は、 現場代理人が責任者と なり 、 労働安

全衛生法その他関係法令等に従って行う 。 ただし 、 別に責任者が定めら れた

場合、 受注者等はこ れに協力する 。  

( 3)  ( 2) に定めら れた安全衛生に関する 責任者は、施工中の安全を確立する ため

の安全対策を計画し 、 施工計画書に記載し て監督員に提出する 。  

なお、 工事現場において安全管理上の障害を発見し た場合は、 速やかに必

要な措置を施すと と も に、 監督員に報告する 。  

( 4)  ( 2) に定めら れた安全衛生に関する 責任者は、 安全対策の計画に基づいて、

作業所、 工事通路、 作業機器、 作業用具、 予定作業、 作業員の体調、 服装等

の安全点検等を実施し 、 記録する 。  

なお、 工事現場においては、 安全衛生に関する 責任者である こ と を 示す腕

章等を 着用する 。  

( 5)  受注者等は、 同一場所にて関連工事等が行われる 場合で、 労働安全衛生法

第 30 条第２ 項における 同法第 30 条第１ 項に規定する 措置を講ずべき も の

（ 統括安全衛生管理義務者） と し て当局から 指名を 受けたと き は、 同法に基

づく 必要な措置を 講ずる 。  

( 6)  受注者等は、同一場所にて関連工事等が行われる 場合、( 5) に定めた関連工

事等の安全衛生に関する 責任者と 連絡調整し 、 安全管理上の必要な措置を と

る 。  

( 7)  同一場所で、当局が施設内の事故防止を目的と し て「 事故防止対策協議会」

及び「 地区協議会」 を設置し ている 場合、 安全衛生に関する 責任者は、 こ れ

に参加する 。  

( 8)  受注者等は、 工事中、 第三者及び作業員等の人命の安全確保をすべてに優

先さ せる と と も に、 労働安全衛生規則（ 昭和 47 年労働省令第 32 号） 等関連

法令に基づく 措置を常に講じ る 。  

( 9)  受注者等は、 酸素欠乏危険場所等での工事に当たり 、 酸素欠乏・ 硫化水素

危険作業主任者を 定める 。 酸素欠乏・ 硫化水素危険作業主任者は、 酸素欠乏

予防のため、 酸素欠乏症等防止規則（ 昭和 47 年労働省令第 42 号） に基づき 、

作業前、 作業中に酸素、 硫化水素の濃度を 測定し 記録する と と も に、 現場実

態に応じ た換気設備の設置等の必要な措置をと る 。  
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ま た、 作業中は、 濃度を 連続測定する と と も に、 測定値が一定水準に達し

た場合に警報を発する 等の安全対策を施す。  

なお、 酸素、 硫化水素等の測定結果は、 受注者等提出書類基準に示す「 酸

素、 硫化水素等濃度測定記録表」 等に記録及び保存し 、 監督員に提示する と

と も に、 検査時に検査員から 求めら れた場合は、 こ れを 提示する 。  

( 10)  受注者等は、 施工中の薬品類、 硫化水素、 その他の有害ガス によ る 中毒事

故を防ぐ ために、保安設備や危険防止設備を設置する 等の必要な措置を と る 。 

( 11)  受注者等は、 施工に当たり 、 ク レ ーン等を設置及び使用する 場合、 労働安

全衛生規則、 ク レ ーン等安全規則（ 昭和 47 年労働省令第 34 号） 等を 遵守し 、

安全管理対策を講じ る と と も に、 次のと おり 措置を講じ なければなら ない。  

 ア 資格を必要と する 運搬機械、 ク レ ーン、 車両等を扱う 場合は、 有資格者

を従事さ せる 。  

イ  ク レ ーン等を 使用する 場合は、 地盤状況、 ブーム傾斜角度、 吊荷の荷

重、 吊上げ高さ 等を考慮の上、 適切な転倒防止策を講じ る 。  

なお、 強風のため、 ク レ ーン等に係る 作業の実施について危険が予測さ

れる 場合及び警報が発表さ れている 場合は、 作業を行わない。  

ウ  荷上げ機械（ ウ イ ンチ、 ク レ ーン、 チェ ーンブロ ッ ク 等） を 使用する 場

合は、 使用前に事前点検を確実に行う と と も に、 玉掛け、 安全荷重等につ

いての規則を 厳守する 。  

エ 現場状況に応じ た保安要員、 誘導員等を配置する 。  

なお、 保安要員及び誘導員は、 当該工事現場での施工開始から 終了ま で

配置する 。  

ま た、 誘導員は、 作業中はいかなる 理由においても 、 保安業務、 誘導業

務以外の作業を行わないも のと し 、 持ち場を離れてはなら ない。  

( 12)  受注者等は、重量物の運搬に当たって、法令を遵守する と と も に転倒防止

対策等の安全措置を施す。  

( 13)  受注者等は、 施工のため使用する 火薬、 ガス 、 油類その他の可燃性物質、

放射性物質、 劇物等の危険物について、 関係法令の定める と こ ろに従い、 貯

蔵若し く は保管又は取り 扱う 。  

( 14)  受注者等は、 可燃性ガス が発生する おそれのある 場所で作業を行う 場合、

労働安全衛生規則第 382 条の 2 の規定に基づき 、 濃度の測定等の現場調査を

十分行い、 必要な安全処置を施す。  

ま た、 測定に際し て、 濃度を 連続測定する と と も に、 測定値が一定水準に

達し た場合に警報を発する 等の安全対策を施す。  

特に、 同一場所において工事、 作業等が錯綜する 場合、 受注者等は、 監督
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１ ． ３ ． ６  
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員の指示の下、 各関係部署と 作業内容の確認等を 行い、 事故防止に努める 。  

( 15)  受注者等は、厚生労働省令で指定さ れた化学物質等を取り 扱う 場合は、労

働安全衛生法第 57 条の 3 及び労働安全衛生規則第 34 条の 2 の 7 に基づき 、

リ ス ク アセス メ ント 及びリ ス ク の低減に必要な措置を行う 。  

( 16)  受注者等は、熱中症等を生ずる 恐れがある 作業を行う 場合は、安全衛生規

則を遵守し 、 安全対策を 講ずる 。  

 

( 1)  受注者等は、 常に気象情報等の情報の収集を 行い、 災害の予防に努める 。  

ま た、 台風、 集中豪雨等によ る 災害発生のおそれがある 場合には、 事前に

現場を 点検し 必要な措置を講ずる と と も に、 点検結果及び措置内容を監督員

に報告する 。  

( 2)  受注者等は、雨天時に雨水の流入・ 増水によ る 影響を 受ける 地下工事等で、

「 雨天時安全管理強化対象工事」 に指定さ れた場合には、 当局が別途定める

雨天時における 安全管理の強化策に基づき 、 安全対策を 行う 。  

( 3)  受注者等は、 施工に先立ち、 各種警報発表時、 異常気象発生時の連絡体制

を整備し ておく と と も に工事現場に掲示する 等、 急激な気象変動や各種警報

の発令時、 万一の事故に備え、 情報収集者を配置し 緊急時の連絡体制を整備

する 。  

( 4)  受注者は、震度 4 以上の地震が発生し た場合、直ちに作業を中止する と と も

に、 現場内を点検し 、 その状況を監督員に報告し なければなら ない。  

 

( 1)  受注者等は、 火気の使用や溶接作業等を行う 場合は、 次のと おり 火災防止

対策を 講じ なければなら ない。  

ア 火気取扱責任者を 定める 。  

なお、 責任者が不在の場合は、 火気を 使用し てはなら ない。  

イ  作業箇所及びその周辺から 可燃物を除去し た上で作業を 行う 。  

ウ  可燃物が除去でき ない場合は、 十分な防火性能の防炎シート 等によ る 適

切な養生を実施し 、 作業中の引火防止を図る 。  

エ 火気使用中に発生する 溶解物、 火花等の落下地点や飛散する 区域を確認

し 、 その監視方法を検討の上、 監視員を適正に配置する 。  

オ 防火対象物の消火に見合っ た消火器及び簡易消火用具を適切に配置する

と と も に、 既設消火栓の設置場所を作業着手前に確認する 。  

  なお、 消火器は、 消火活動に使用でき る よ う 火元から 適切な離隔距離を

と り 設置する 。  

カ 施工計画書に定めた、 作業着手前の安全確認の全てを完了さ せる 。  
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キ 作業の終了時は、 火元の有無の確認と 完全消火を徹底する 。  

ク  作業員に火気取扱いの注意を喚起する と と も に、 火災報知器や消火器の

取扱方法等を 指導する 。  

ケ アセチレ ンボンベ等のボンベを使用する 場合、 受注者等は、 転倒防止対

策を施すと と も に、 移動時の専用運搬車の使用等、 安全確保に努める 。  

ま た、ボンベは火気を使用する 設備から 十分な距離を確保し て設置する 。 

( 2)  受注者等は、 可燃物の除去が困難で、 かつ適切な養生が実施でき ない箇所

等については、 火気を 使用し ない工法で作業を 行わなければなら ない。  

 

( 1)  受注者等は、 災害防止等のため、 臨機の措置をと る 必要がある 。  

ま た、 措置を と った場合には、 その内容を速やかに監督員に報告する 。  

( 2)  受注者等は、 施工中に事故が発生し た場合、 直ちに施工を 中止し て応急措

置を講ずる と と も に、 事故被害の拡大や二次災害の発生が予測さ れる 場合に

は、 近隣住民等への広報や避難、 作業員の避難等の措置を講じ る 。  

ま た、 施工計画書の緊急連絡体制に基づき 、 直ちに監督員及び関係機関等

に連絡し 、 その指示に従い被害の拡大防止に努める 。  

なお、 事故発生の原因、 措置及び被害状況等を ま と めた「 事故発生報告書」

を遅延なく 監督員に提出する 。  

 

( 1)  受注者等は、 施工に当たり 、 工事箇所並びにその周辺にある 地上及び地下

の既設構造物、 既設配管等に対し て、 支障を来さ ないよ う な施工方法等を 定

める 。 ただし 、 こ れによ り 難い場合は、 監督員と 協議する 。  

( 2)  受注者等は、 沈砂池、 沈殿池内部等の地下で作業を 行う 場合、 工事箇所及

び関連施設の水位関係を 確認し 、 工事現場に水位関係図を掲示する 等、 安全

な施工、 作業のための措置をと る と と も に、 作業中における 地上、 槽外等、

外部の作業員と の連絡体制を確保する 。  

( 3)  受注者等は、 施工のため、 施設の停止又は施設の運転に支障を及ぼす停電

や断水を行う 場合、 十分に現場調査を 行い、 あら かじ め監督員と 協議する 。

協議に際し ては、 時期、 施工方法、 停止に際し ての影響範囲、 連絡先等を 記

載し た作業手順書を監督員に提出し 、 監督員の指示に従う 。  

ま た、 原則と し て、 作業手順書に記載さ れた事項以外の作業は行わない。  

( 4)  受注者等は、 施工に当たり 、 事故防止のため、 機械器具、 材料等は当局の許

可を受けた場所に保管し 、 常に整理整頓に努める 。 不要な物は、 速やかに場外

に搬出する 。  

( 5)  受注者等は、 工事現場及び資材置場に工事安全の標示板、 工事件名、 受注者
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名、現場代理人氏名、監督員氏名、緊急連絡先等を表示し た標識等を設置する 。 

ま た、工事現場及びその周辺における 事故防止のため工事関係者以外の立入

り を禁止する 場合、 その区域に仮囲い、 立入禁止の表示板等を 設置する 。  

( 6)  受注者等は、 施行場所に駐車する 車両について、 ダッ シュ ボード 等見やす

い位置に、 工事件名、 受注者名、 現場代理人氏名、 連絡先等を 記載し たカー

ド （ A4 サイ ズ以上） を掲示する 。  

( 7)  受注者等は、 配管、 ダク ト 等の敷設に伴い既設壁、 床等に開口を設ける 場

合、 事前に建築構造物の構造と 他設備の配置等を十分調査し 、 こ れら に影響

を及ぼさ ない施工方法を 計画し た上で、 施工する 。  

( 8)  受注者等は、 施工場所の危険場所、 高所作業場所及び開口部に対し 、 仮囲

いや柵等の防護柵、 安全ネッ ト 等を設置する と と も に、 標識の設置を行い、

作業員、 工具等の転落、 落下防止のための適切な措置を と る 。  

ま た、 作業員に安全用具（ 墜落制止用器具、 安全ネッ ト 、 安全ブロ ッ ク 、

保護帽等） の使用を徹底さ せる 。  

( 9)  受注者等は、 施工に当たり 、 作業に必要な照度を常に確保する と と も に、

夜間及び暗所においては必要に応じ て保安灯を 用意し 点灯する 。  

ま た、 不要な個所の消灯など 、 常に省エネルギーに努める 。  

( 10)  受注者等は、安全通路の確保に際し ては、設備等の維持管理が適切に行え

る よ う 考慮し 、 歩行者等の通行がある 場合には、 歩行者用安全通路を設ける

と と も に、 必要に応じ て誘導員を配置する 。  

なお、 誘導員は、 作業中はいかなる 理由においても 、 保安業務、 誘導業務以

外の作業を行わないも のと し 、 持ち場を離れてはなら ない。  

( 11)  受注者等は、 工事に使用する 機械類の回転部分等の危険な箇所に巻込み

防止用カバー等を 取り 付ける 。  

( 12)  受注者等は、 各作業員等に対し て、 常に周囲の状況に注意を 払う と と も

に、 施設内及び工事現場内の資機材、 工具等が飛来、 落下する おそれがある

場所や開口部等の危険箇所に立ち入ら ないよ う 周知を図る 。  

( 13)  受注者等は、 二酸化炭素消火設備若し く は窒素ガス 消火設備又はハロ ゲ

ン化物消火設備の防護区画内で作業を する 場合、 現場調査を十分に行い、 必

要な安全措置を施す。  

( 14)  受注者等は、 安全管理に必要な事項を記載し たチェ ッ ク シート を作成し 、

危険作業時等に施工現場を巡回し 、 工事区域及びその周辺の監視、 点検を 行

う 。 点検後、 チェ ッ ク シート の内容について監督員の確認を受ける 。  
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１ ． ３ ． ９  

足場等の仮設設 

置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ ． ３ ． １ ０  

交通安全管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 1)  受注者等は、 足場、 登り 桟橋、 災害防止養生設備等の設置に当たり 、 建築

基準法、 労働安全衛生法、 労働安全衛生規則、 建設工事公衆災害防止対策要

綱その他関係法令等に基づき 、 荷重に耐える と と も に突風等で転倒ある いは

落下する こ と の無い、 適切な材料及び構造のも のと し 、 適切な保守管理を 行

う 。  

( 2)  足場の設置を 必要と する 場合は、 原則と し て手すり 先行足場と し 、 その施

工は手すり 先行工法等に関する ガイ ド ラ イ ン（ 平成 21 年 4 月厚生労働省） に

よ る も のと し 、 二段手すり 及び幅木の機能を有する も のと する 。  

( 3)  受注者等は、 はし ごによ る 昇降設備を 設置し た場合、 安全ブロ ッ ク を 設け

る 等、 転落事故防止に努める 。  

( 4)  受注者等は、 足場の設置、 解体時には作業責任者を 選任し 、 安全管理を徹

底する 。  

ま た、 各作業段階で安全が確保でき る よ う 、 足場の確保、 転落防止対策、 足

場板等の各部材と の結束を確実に行い、 事故防止に努める 。  

( 5)  受注者等は、 はし ご、 脚立の使用に当たり 、 使用前点検の実施、 適切な転

倒防止措置を と る と と も に、 使用場所の十分なス ペース の確保、 脚立の天板

に乗っ た作業を禁止する 等、 転落事故防止に努める 。  

 

( 1)  受注者等は、 ダンプカー等によ る 大量の土砂、 大型の工事用資機材、 機材

等の運搬を行う 工事において、 搬送計画、 通行道路の選定その他車両の通行

に係る 事項について関係機関と 十分打合せの上、具体的な内容を定め、車両、

第三者の交通安全管理に努める 。  

( 2)  受注者等は、 建設機械、 資材等の運搬に当たり 、 車両制限令（ 昭和 36 年政

令第 265 号）第 3 条に規定さ れた最高限度を超える 車両を通行さ せる と き は、

道路法（ 昭和 27 年法律第 180 号） 第 47 条の 2 に基づく 通行許可を得ている

こ と を 確認し なければなら ない。  

ま た、 道路交通法施行令（ 昭和 35 年政令第 270 号） 第 22 条における 制限

を超えて建設機械、 資材等を積載し て運搬する と き は、 道路交通法（ 昭和 35

年法律第 105 号） 第 57 条に基づく 許可を得ている こ と を確認し なければな

ら ない。  

( 3)  受注者等は、 工事現場内で車両を 運転する 場合又は工事現場への車両の出

入り に当たっては、 制限速度を 遵守し 、 安全運転を行う よ う 十分留意する 。  

ま た、 必要に応じ て歩行者用安全通路を設け、 歩行者と 工事車両の通行を

適切に区分し 、 必要に応じ て誘導員を配置する 。  
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１ ． ３ ． １ １  

交通誘導警備員

の適切な運用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ ． ３ ． １ ２  

災害等発生時の

安全確保 

 

 

 

１ ． ３ ． １ ３  

警戒宣言発令時

対策 

 

 

 

( 4)  受注者等は、 供用中の公共道路等における 道路占用を伴う 施工の際は、 関

係官公署その他の関係機関と 打合せを 行う と と も に、 通行人、 車両交通等の

安全を 確保する ため、 交通誘導警備員を 配置し て、 通行の誘導、 整理を行う 。 

 

 受注者等は、 工事、 作業等の規模や内容にかかわら ず、 交通誘導警備員を配置

する 場合、 次の各号によ り 適切な運用を図る 。  

( 1)  交通誘導警備員は、 警備業法（ 昭和47年法律第117号） 第2条第4項に規定

する 警備員のう ち、 同法第2条第1項第2号に規定する 警備業務（ 警備員等の

検定等に関する 規則（ 平成17年国家公安委員会規則第20号） 第1条第4号の交

通誘導警備業務に限る 。 以下こ の項において「 業務」 と いう 。） に従事する

も のと し 、 常に業務に専念さ せる 。   

( 2)  受注者等は施工に先立ち、 以下の書面を監督員に提出する 。  

ア 警備業者に業務を 行わせる 場合 

営業所に配置さ れた警備員指導教育責任者の氏名 

イ  警備業法第 23 条に基づき 公安委員会が実施する 検定（ 業務に係る 一級

又は二級の検定） に合格し た者に業務を行わせる 場合 

当該者に対し て公安委員会から 交付さ れた合格証明書の写し  

( 3)  受注者等は、 交通誘導警備員が業務を 行う 際は、 身分証明書等（ 警備業者

の発行する 社員証又は公安委員会から 交付さ れた合格証明書） を 監督員に提

示でき る よ う に、 常に携行さ せる 。  

( 4)  受注者等は、 警備業法施行規則（ 昭和 58 年総理府令第 1 号） 第 38 条に基

づく 教育を受けた交通誘導警備員を配置し 、 教育を 受けた記録について、 監

督員に提示でき る よ う に、 常に保管し ておく 。  

 

( 1)  受注者等は、 災害又は事故が発生し た場合、 人命の安全確保を最優先し 、

応急処置を施すと と も に、二次災害の発生防止に努め、直ちに「 1. 3. 1 施工管

理」 ( 3) に定める 緊急連絡表に従って、 監督員及び関係機関に連絡する 。  

( 2)  受注者等は、( 1) の後速やかに、当局が別に定める 受注者等提出書類基準に

基づき 報告書を作成し 、 監督員に報告する 。  

 

 受注者等は、 警戒宣言発令時「 施工計画書の震災時対策」 に基づき 、 施工場所

の保安体制を確保する と と も に「 1. 3. 1 施工管理」 ( 3) に定める 緊急連絡表に従

って関係者に連絡する 。  
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１ ． ３ ． １ ４  

安全教育 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ ． ３ ． １ ５  

環境保全等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 1)  受注者等は、 作業員に対し て定期的に安全教育等を 行い、 安全意識の向上

を図る 。  

なお、 新規の現場入場作業員等は、 安全教育等を 実施後でなければ就業さ

せてはなら ない。  

( 2)  受注者等は、 安全教育計画を作成し 、 施工計画書に記載する 。  

( 3)  受注者等は、 毎日の作業開始前に当日の作業予定の確認を 行う ほか、 危険

作業、 変更し た作業内容の確認を行う 。  

( 4)  受注者等は、 施工現場の特殊性、 危険因子の分析と 対応を 踏ま え、 安全教

育を次の項目について作業員全員に対し 、 月に１ 回以上実施する 。  

ア 安全活動のビ デオ等視聴覚資料によ る 安全教育 

イ  工事内容の周知徹底 

ウ  工事における 災害対策訓練 

エ 工事現場で予想さ れる 事故対策訓練 

オ その他、 安全教育に必要な事項 

( 5)  受注者は、 安全教育、 安全訓練等の実施状況について、 ビ デオ等、 工事報

告書等に記録し た資料を 整備、 保管し 、 監督員の請求があった場合は、 直ち

に提示し なければなら ない。  

 

( 1)  受注者等は、 建築基準法、 労働安全衛生法、 建設リ サイ ク ル法、 環境基本

法（ 平成 5 年法律第 91 号） 、 騒音規制法（ 昭和 43 年法律第 98 号） 、 振動規

制法（ 昭和 51 年法律第 64 号） 、 計量法（ 平成 4 年法律第 51 号） 、 大気汚染

防止法（ 昭和 43 年法律第 97 号） 、 水質汚濁防止法（ 昭和 45 年法律第 138

号） 、 廃棄物処理法、 土壌汚染対策法、 資源有効利用促進法、 石綿障害予防

規則（ 平成 17 年厚生労働省令第 21 号） 、ダイ オキシン類対策特別措置法（ 平

成 11 年法律第 105 号）、 フ ロ ン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する

法律（ 平成 13 年法律第 64 号）、 水銀によ る 環境の汚染の防止に関する 法律

（ 平成 27 年法律第 42 号） プラ ス チッ ク に係る 資源循環の促進等に関する 法

律（ 令和 3 年法律第 60 号） 及び環境確保条例その他関係法令等に基づき 、 工

事の施工に伴う 環境の保全に努める 。  

( 2)  受注者等は、 施工の各段階において、 騒音、 振動、 粉じ ん、 臭気、 大気汚

染、 水質汚濁、 温室効果ガス 発生等の影響が生じ ないよ う 、 周辺環境の保全

に努める 。  

( 3)  受注者等は、 自動車等を運転する 者に対し て、 荷待ち等で駐・ 停車する と

き は、 エンジンの停止（ アイ ド リ ングス ト ッ プ） を行う よ う 指導する 。  
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１ ． ３ ． １ ６  

養生 

 

 

 

 

１ ． ３ ． １ ７  

後片付け 

 

 

 

 

 

 

１ ． ３ ． １ ８  

工事用地等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 4)  受注者等は、 コ ンク リ ート 塊等の運搬に当たっては、 運搬物が飛散し ない

よ う にし なければなら ない。  

 

( 1)  受注者等は、 既存施設部分、 工事目的物の施工済み部分等について、 汚損

し ないよ う 、 適切な養生を行う 。  

( 2)  受注者等は、 施工に際し 、 既存部分を 汚損し た場合、 報告する と と も に、

監督員の承諾を 得て受注者の負担で原状に復旧する 。 配電盤を 汚損し た場合

は、 監督員と 協議の上、 原則、 電気清掃を実施する 。  

 

受注者等は、 作業終了時、 使用機材の整理整頓、 電気、 ガス 、 水、 火気等につ

いての安全確認及び作業現場の清掃を 行う 。  

ま た、 当該工事目的物の施工が終了し た時には、 速やかに不要材料、 廃材及び

仮設物を撤去し 、 施工に関連する 部分の後片付け及び清掃を行う 。 ただし 、 設計

図書において存置する と し たも のを除く 。  

なお、 工事検査に必要な足場、 はし ご等は、 監督員の指示に従っ て存置し 、 検

査終了後撤去する 。  

 

( 1)  受注者等は、 当局敷地内に現場事務所、 倉庫及び資材置場を設ける 等、 当局

用地を使用する 場合、 あら かじ め監督員と 協議し 、 「 受注者等提出書類基準」

に基づき 「 下水道用地使用許可申請書」 を提出する 。  

( 2)  下水道用地使用許可申請を行い、 特記に当局用地等を無償提供する 旨の記

載があり 、使用料免除申請を当局が許可し た場合、( 1) についての借地料は無

償と する 。  

( 3)  工事用地及び施行に伴い使用許可を受けた土地等（ 以下「 工事用地等」 と

いう 。 ） は、 適切に管理し 、 当該工事の施行以外に使用し てはなら ない。  

( 4)  設計図書等で、 工事施工に必要な土地・ 建物等を履行場所と し ている 範囲

は、 ( 1) 及び( 2) の申請等は不要と する 。  

( 5)  工事用地等の使用に当たり 、 別契約の関連工事と 調整を図り ながら 使用す

る 。  

( 6)  受注者等は、 工事の完了等で工事用地等が不要と なった場合、 監督員の確認

を受け、 当局に明け渡す。  

( 7)  当局敷地内に用地を 確保する こ と ができ ず、 当局敷地外に用地を確保する

場合、 借地料は受注者の負担と する 。  

 

 



- 29 - 

１ ． ３ ． １ ９  

現場事務所及び

監督員詰所 

 

 

 

 

 

 

１ ． ３ ． ２ ０  

現場作業及び仮

設建設物に要す

る 電力及び用水 

 

 

 

 

 

 

１ ． ３ ． ２ １  

室内空気汚染対 

策 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ ． ３ ． ２ ２  

ディ ーゼル自動

車、 建設機械等

の燃料 

 

 

( 1)  現場事務所は、 設置する こ と を原則と する 。 こ の場合の設置及び撤去に要す

る 費用は、 受注者の負担と する 。 ただし 、 特記にて、 当局業務に支障を来たさ

ない範囲で当局の建物の一部を無償貸与する 等の記載がある 場合は、こ の限り

でない。  

( 2)  監督員詰所は、 特記にて設置する 旨の記載がある 場合に設置する 。 こ の場合

の設置及び撤去に要する 費用は、 受注者の負担と する 。  

( 3)  現場事務所等を設置する 場合、 受注者は、 消防法（ 昭和 23 年法律第 186 号）

等の関連法令を遵守する と と も に、 必要に応じ て消防署等へ届出を行う 。  

 

( 1)  現場作業に必要な電力及び用水は、 特記に指定のない限り 有償と する 。  

なお、 こ れら に必要な仮設工事に要する 費用は、 受注者の負担と する 。  

用途については、 省エネルギーの見地から 必要最小限と し 、 監督員の承諾

を得た範囲と する 。  

ま た、 受注者等は、 電力の需給ひっ迫など の状況を踏ま え、 節電など に協

力する 。  

節電など の実施に際し ては、 工事現場における 作業環境に配慮する 。  

( 2)  仮設建物に必要な電力及び用水は、 特記に指定のない限り 有償と する 。  

ま た、 こ れら に必要な仮設工事に要する 費用は、 受注者の負担と する 。  

 

( 1)  受注者等は、 接着剤、 塗料等の塗布に当たり 、 使用方法や塗布量を 十分に

管理し 、 適切な乾燥時間をと る よ う にする 。  

ま た、 施工時及び施工後は、 通風又は換気を十分に行い、 室内に揮発し た

溶剤成分等によ る 室内空気の汚染を防止する 。  

( 2)  受注者等は、 内装仕上げが完了し た室内は常に換気し 、 仕上げ材料等から

初期に放散さ れる ホルムアルデヒ ド その他の揮発性物質を室内に滞留さ せな

いよ う にする 。  

( 3)  受注者等は、はつり 作業や溶接作業、建設機械を搬入し て作業を 行う 場合、

煙、 塵埃、 排気ガス 等によ る 室内の空気汚染を防止する よ う 、 適切な換気を

行う 。  

 

( 1)  ディ ーゼルエン ジン仕様の自動車、 建設機械等を 使用する 場合は、 規格

（ JI S） に合った軽油を 使用する 。  

( 2)  当局が調査のため( 1) の自動車、 建設機械等から 燃料を 採取する 場合等に

は、 監督員の指示によ り こ れに協力する 。  
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１ ． ３ ． ２ ３  

環境によ り 良い

自動車の利用 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ ． ３ ． ２ ４  

境界杭、 測量杭  

等 

 

 

 

１ ． ４ ． １  

環境への配慮 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受注者等は、本契約の履行に当たって自動車を 使用又は利用する 場合は、次の

事項を遵守する 。  

( 1)  環境確保条例第 37 条のディ ーゼル車規制に適合し た自動車と する 。  

( 2)  自動車から 排出さ れる 窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における 総量

の削減等に関する 特別措置法（ 平成 4 年法律第 70 号） の対策地域内で登録可

能な自動車利用と する 。  

( 3)  低公害・ 低燃費な自動車の使用又は利用に努める 。  

なお、 当該自動車の自動車検査証（ 車検証） 、 粒子状物質減少装置装着証

明書等の提示又は写し の提出を 求めら れた場合には、 速やかに提示又は提出

する 。  

 

受注者等は、 工事現場の境界杭、 測量杭等は、 施工中に移動、 除去又は埋没し

ないよ う その周囲を適切に養生する 。  

 

 

第４ 節 機 材 

 

( 1)  受注者等は、 国等によ る 環境物品等の調達の推進等に関する 法律（ 平成 12

年法律第 100 号。 以下「 グリ ーン購入法」 と いう 。） 、 東京都建設リ サイ ク ル

ガイ ド ラ イ ン及び東京都環境物品等調達方針（ 公共工事） に基づき 、 環境物

品等の使用推進及び環境影響物品等の使用抑制に努める 。  

( 2)  受注者等は、 屋内で使用する 材料の選定に当たり 、 揮発性有機化合物の放

散によ る 健康への影響に配慮し 、 次を満たすも のと する 。  

ア 合板、 木質系フ ロ ーリ ング、 構造用パネル、 集成材、 単板積層材、 MDF、

パーティ ク ルボード その他の木質建材、 ユリ ア樹脂板、 壁紙、 接着剤、 保

温材、 緩衝材、 断熱材、 塗料及び仕上塗材は、 ホルムアルデヒ ド 放散量に

ついては「 オ」 を 満たすも のと し 、 アセト アルデヒ ド 及びス チレ ンについ

ては発散し ないか、 又は発散が極めて少ない材料を使用する 。  

イ  接着剤及び塗料は、 ト ルエン、 キシレ ン及びエチルベンゼンの含有量が

少ない材料を 使用する 。  

ウ  接着材に含ま れる 可塑剤は、 フ タ ル酸ジ－n－ブチル及びフ タ ル酸ジ－2

－エチルへキシルを含ま ない難揮発性のも のと する 。  

エ 家具、 書架、 実験台その他の什( じ ゅ う ) 器等は、 ホルムアルデヒ ド 放散

量については「 オ」 を満たすも のと し 、 アセト アルデヒ ド 及びス チレ ンに
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１ ． ４ ． ２  

機材の品質等 

 

 

 

 

 

 

 

 

ついては発散し ないか、 又は発散が極めて少ない材料を 使用する 。  

オ ホルムアルデヒ ド 放散量は、 次のいずれかを 満たすも のと する 。  

( ｱ)  J I S 及び JAS の F☆☆☆☆規格品 

( ｲ)  建築基準法施行令（ 昭和 25 年政令第 338 号） 第 20 条の 7 第 4 項に規

定する 国土交通大臣認定品 

( ｳ)  次の表示のある JAS 規格品 

a 非ホルムアルデヒ ド 系接着剤使用 

b 接着剤等不使用 

c 非ホ ルム アルデヒ ド 系接着剤及びホルム アルデヒ ド を 放散し ない材

料使用 

d ホルムアルデヒ ド を 放散し ない塗料等使用 

e 非ホ ルム アルデヒ ド 系接着剤及びホルム アルデヒ ド を 放散し ない塗

料使用 

f  非ホ ルム アルデヒ ド 系接着剤及びホルム アルデヒ ド を 放散し ない塗

料等使用 

( 3)  受注者等は、 機器の選定に当たり 、 エネルギーの消費効率が優れたも のを

導入する 。  

( 4)  受注者等は、 工事に使用する 機材は石綿（ アス ベス ト ） を 含有し ないも の

と する 。  

( 5)  設計図書で特別品目等が指定さ れていない材料においても 、 特別品目等が

使用可能な場合には、 積極的に特別品目等を使用する も のと する 。 ただし 、

その使用に当たっ ては、 事前に監督員の承諾を 受ける 。  

なお、 特別品目等が使用可能である かは、 材料の使用部位、 要求強度、 性

能及び品質、 特別品目等の生産・ 供給状況、 製造場所から 工事現場ま での距

離等を 勘案し て検討する 。  

 

( 1)  工事に使用する 機材は、 仮設に使用する 機材及び特記し たも のを除き 、 設

計図書に定める 品質及び性能を 有する 新品と する 。 ただし 、 監督員の承諾を

受けた場合は、 こ の限り ではない。  

なお、「 新品」 と は、 品質及び性能が製造所から 出荷さ れた状態である 物を

指し 、 製造者によ る 使用期限等の定めがある 場合を 除き 、 製造後一定期間内

である こ と を条件と する も のではない。  

( 2)  受注者等は、 使用する 機材が、 設計図書に定める 品質及び性能を有する こ

と の証明と なる 資料を 監督員に提出する 。 ただし 、 JI S 又は JAS のマーク の

ある 機材を使用する 場合及びあら かじ め監督員の承諾を 得た場合は、 こ の限
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１ ． ４ ． ３  

機材の搬出入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ ． ４ ． ４  

機材の検査等 

り ではない。  

( 3)  （ 2） の資料は、 機材の試験結果（ 試験成績書） のほか、 製造者が有する 実

験値等に基づく 性能表・ 能力計算書等の性能を 証明する も のと し ても よ い。  

( 4)  設計図書に定める 規格等が改正さ れた場合は、「 1. 1. 13 疑義に対する 協議

等」 によ る 。  

( 5)  再生資材の品質は、 標準仕様書及び特記によ る 。  

( 6)  特記によ り 、 取外し 後再使用と 記載さ れた機材は、 次によ る 。  

ア 取外し 前に状態や性能・ 機能の確認を 行い、 機材に損傷を 与えないよ う

に取外す。  

なお、 確認する 状態や性能・ 機能は特記によ る が、 特記にない場合は、

監督員と 協議する 。  

イ  機能の確認で修理等の必要が生じ た場合は、 監督員と 協議する 。  

ウ  取外し 後、 機材を清掃又は洗浄等を実施の後、 再据付けを 行い、 機能の

確認を 行う 。 確認する 状態や性能・ 機能は特記によ る が、 特記にない場合

は、 監督員と 協議する 。  

なお、 特別な清掃を行う 場合は、 特記によ る 。  

エ 機材取外し 後、 再据付けま での間は、 機材の性能、 機能に支障がないよ

う に適切に養生を行い、 保管する 。  

なお、 保管場所は、 監督員と 協議する 。  

オ 既存の機材に配管を 接続する 場合は、機材の清掃を行ってから 取付ける 。 

カ 再使用でき ない機材は、 監督員と 協議する 。  

 

( 1)  受注者等は、 工事現場への機材の搬入に際し て、 当局が別に定める 受注者

等提出書類基準に基づき 、 あら かじ め監督員に「 材料調査請求書」 を提出す

る 。  

( 2)  受注者等は、 重量物の機材の搬出入に当たり 、 事前に工事現場の実態調査

を行い、 機材の重量、 大き さ 、 数量及び設置場所ま での搬入、 搬出方法等に

ついて記載し た搬出入計画を作成し 、 施工計画書に記載し て提出する 。  

( 3)  機材の搬出入時には、 原則と し て、 監督員の立ち会いを受ける と と も に、

( 2) で作成し た搬出入計画に基づき 、 安全に留意し て作業を行う 。  

( 4)  受注者等は、 監督員から 機材の品質及び性能を証明する 資料の請求があっ

たと き は、 速やかに提出する 。  

( 5)  ( 4) は、 支給材については適用し ない。 支給材の引渡し は、 特記によ る 。  

 

( 1)  工事に使用する 機材のう ち、 当局が別に定める 「 材料検査手続き 及び方法
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１ ． ４ ． ５  

機材の保管 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ ． ５ ． １  

施 工 

 

 

１ ． ５ ． ２  

機械設備据付工

及び技術者等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一覧」 において検査対象と し ている 機材については、「 1. 6. 5 材料検査」 に規

定する 検査に合格し たも のを使用する 。  

( 2)  検査又は試験に直接必要な費用は、 受注者の負担と する 。  

 

受注者等は、 搬入し た機材を、 工事に使用する ま での間、 変質、 損傷等がない

よ う 自ら の責任において適切に管理、 保管を行う 。  

なお、 搬入し た機材のう ち、 変質等によ り 工事に使用する こ と が適当でないと

監督員の指示を受けたも のは、 適切な措置を講じ 、 施工場所から 搬出する 。  

ま た、 「 1. 6. 5 材料検査」 に規定する 検査に合格し た機材で工事現場以外に保

管する 際は、 当局が別に定める 受注者等提出書類基準に基づき 、 監督員に「 保管

証書」 及び「 保管明細書」 を提出する 。  

 

 

第５ 節 施 工 

 

( 1)  施工は、 設計図書、 実施工程表、 施工計画書、 承諾図書等に基づき 行う 。  

( 2)  受注者等は、 施工の各段階において、 その施工が設計図書に適合する こ と

を確認し 、 適時、 監督員に報告する 。   

 

( 1)  次の設備機器の「 据付けに伴う 主体的業務」 は、 専門知識と 経験を 有する

機械設備据付工（ 機械設備工事） 及び技術者（ 電気設備工事） が行う 。 こ こ

で「 据付けに伴う 主体的業務」 と は、機械設備工事では、「 据付け作業、 調整、

指導等」、「 単体試験」、「 総合試運転」 等の業務を いい、電気設備工事では「 据

付け作業、 調整、 指導等」、「 配線及びその保護材の点検」、「 単体調整」、「 組

合せ試験」、「 総合試運転」 等の業務をいう 。  

ア 高速回転の回転機器 

ポンプ、 ブロ ワ 、 電動機、 減速機、 真空ポンプ、 空気圧縮機、 エンジン、

遠心濃縮機、 遠心脱水機等  

イ  芯出し 調整が必要な機器 

阻水扉、 制水扉、 消毒関係機器、 ボイ ラ 、 弁類、 フ ィ ルタ ー、 電動機用

抵抗制御機器、 水中ポンプ、 フ ァ ン、 水中機械式ばっ気機等  

ウ  貯留機器 

タ ンク 類、 ス ク ラ バ、 サイ レ ンサ、 熱交換器、 ス ト レ ーナ、 急速ろ過器 

等  

エ 散気設備等 
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１ ． ５ ． ３  

技能士 

 

 

 

 

 

１ ． ５ ． ４  

施工の検査等 

 

 

 

１ ． ５ ． ５  

施工の立会い等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

散気板、 散気筒、 メ ンブレ ン式散気装置、 高密度配置形散気装置等  

オ 比較的低速回転で、 現場組立の多い機器 

沈砂池機械、 沈殿池機械、 コ ンベヤ類、 ホッ パ類、 汚泥濃縮タ ンク 機械、

物上げ機械、 脱水機（ 遠心脱水機を除く ）、 ベルト 型ろ過濃縮機等  

カ 電気設備 

受変電設備、 運転操作設備、 特殊電源設備、 監視制御設備、 計装設備、

情報処理設備、 遠方監視制御設備等 

( 2)  資格を必要と する 作業は、 関係法令等を遵守し 、 有資格者が施工する 。  

ま た、 作業名、 有資格者氏名、 資格名称、 資格発行者名及び登録番号を 一

覧表にし て、 施工計画書に記載する 。  

 

技能士によ る 施工が特記さ れている 場合は、 次によ る 。  

( 1)  技能士は、 職業能力開発促進法（ 昭和 44 年法律第 64 号） によ る 一級技能

士又は単一等級の資格を 有する 者と し 、 適用する 技能検定の職種及び作業の

種別を 施工計画書に定める 。  

( 2)  技能士は、 適用する 工事作業中、 1 名以上の者が自ら 作業する と と も に、

他の作業従事者に対し て、 施工品質の向上を図る ための作業指導を行う 。  

 

( 1)  設計図書において監督員の検査が定めら れている 場合及び監督員よ り 指示

さ れた工程に達し た場合、 受注者等は、 「 1. 5. 1 施工」 ( 2) の報告後、 監督員

の検査を受ける 。  

( 2)  施工の検査等に伴う 試験は、 「 1. 4. 4 機材の検査等」 に準じ て行う 。  

 

( 1)  受注者等は、 次の場合において、 監督員の立会いを 受ける 。 ただし 、 こ れ

によ る こ と が困難な場合は、 別に指示を受ける 。  

ア 設計図書に定めら れている 場合 

イ  機材を搬出入する 場合 

ウ  主要機器を設置する 場合 

エ 施工後に検査が困難な箇所を施工する 場合 

オ 各種の試験を 行う 場合 

カ 総合試運転を 行う 場合 

キ 監督員が指示する 場合 

ク  施工条件と 異なる 状況が判明し た場合 

( 2)  監督員の立会いを受ける 場合、 受注者等は、 適切な時期に監督員に対し て

立会いの請求を行う も のと し 、立会いの日時について監督員の指示を受ける 。 
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１ ． ５ ． ７  

施設の停止を 伴
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( 3)  受注者等は、 監督員の立会いに必要な資機材、 労務等を 提供する 。  

なお、 こ れに直接要する 費用は受注者の負担と する 。  

 

( 1)  受注者等は、 工事現場の状況や施工上の特徴等を踏ま えて仮設の種類を選

定する と と も に、 こ れら に対応し た機材を使用する 。  

( 2)  受注者等は、 仮設物の構造、 工法等について、 事前に監督員と 協議し 、 施

工計画書に記載する 。  

( 3)  受注者等は、 維持管理のために必要な仮設物に関する 取扱い方法や仮設物

に関する 注意点等を記し た資料（ 単線結線図、 配置図等） を作成し 監督員に

提出する と と も に、 工事現場に掲示する 。  

( 4)  受注者等は、 設置し た仮設物について、 機能が十分発揮でき る よ う 常時点

検を行う と と も に、 不備な点を 発見し た場合は、 速やかに修理及び補強を 行

う 。  

( 5)  受注者等は、 監督員の指示がある 場合を除き 、 不要と なっ た仮設物を 速や

かに撤去し 原状に復旧さ せる 。 ただし 、 原状復旧が困難な場合等は、 監督員

と 協議する 。  

( 6)  受注者等は、 仮設物の施工に伴い生じ た建設副産物について、 「 1. 1. 20 建

設副産物の処理」 によ り 適切に処理する 。  

 

( 1)  停電等の施設の停止を 伴う 作業を 実施する 場合、 受注者等は、 施設への影

響範囲、 安全対策等について事前に十分な調査を行い、 既設施設、 設備の停

止は最小限と なる よ う 事前に監督員と 協議し 、 承諾を得てから 行う 。  

ま た、 受注者等は、 施設停止、 切替作業開始ま でに協議結果を 反映さ せ、

「 1. 3. 8 現場施工」 ( 3) の作業手順書を監督員に提出し 、 承諾を得る 。  

( 2)  受注者等は、 既設機器と の接続、 切替作業、 取外し 及び取付け作業に当た

り 、 原則と し て監督員の立会いを受ける 。  

なお、 切離し 後の機器、 操作ス イ ッ チ及びバルブ類には、 図 1. 5‐ 1 に示す

よ う な「 操作禁止」 等の表示、 操作部の固定措置等を監督員と の協議、 承諾

を得てから 取り 付ける 。  

( 3)  受注者等は、 切離し 後の機器等に対し 、 必要に応じ て以下のよ う な措置を

施す。  

ア 機器、 配管等にフ ラ ンジ蓋等を取り 付ける 場合は、 水圧等に耐えら れる

よ う 必要な措置をと る 。  

イ  主電源、 制御電源を 切り 離し た後のケーブル、 電線類の端末及び切断し

た部分等は、 安全確保のために養生を行い、 事故を防止する 。  
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１ ． ５ ． ８  

工法等の提案 

 

 

 

 

１ ． ５ ． ９  

契約後 VE方式の

工事 

 

１ ． ５ ． １ ０  

I SO9001 適用工  

事 

 

１ ． ５ ． １ １  

排出ガ ス 対策型

建設機械 

 

( 4)  受注者等は、 接続、 切離し 、 切替作業等を実施後、 必要に応じ て実機によ

る 運転を行い、 既存設備の機能が維持さ れている こ と を 確認する 。 確認内容

については、監督員及び維持管理部門の職員と 十分に協議を行い、( 1) の作業

手順書に記載する 。  

なお、 実機によ る 運転確認が行う こ と ができ ない場合は、 実運転に近い模

擬試験を実施する 。  

操作禁止 

１  工事件名   ○○○工事 

２  受注者名   ○○会社 

３  現場代理人  ○○○○ 

４  連絡先    ○○○－○○○○－○○○○ 

５  期 間    年  月  日～  年  月  日 

６  担当監督員  ○○部○○課○○担当 ○○○○ 

７  監督員連絡先 ○○－○○○○－○○○○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1. 5-1 操作禁止表示（ 例）  

 

 

設計図書に定めら れた工法等以外で、次の提案がある 場合は、監督員と 協議す

る 。 協議を行った結果は、 「 1. 1. 13 疑義に対する 協議等」 ( 2) に準じ る 。  

ア 所定の品質及び性能の確保が可能な工法等の提案 

イ  環境保全に有効な工法等の提案 

ウ  生産性向上に有効な工法等の提案 

 

VE対象工事である 旨、 特記に記載がある 場合は、 附則－4「 契約後 VE対象工事

実施要領」 のと おり 取り 扱う 。  

 

 

契約後に当局と 協議を行い、 承諾を 受けた場合は、 I SO9001 適用工事と する こ

と ができ る 。 I SO9001 適用工事については、 附則－5「 I SO9001 適用工事実施要

領」 のと おり 取り 扱う 。  

 

( 1)  受注者等は、 工事の施工に当たり 表 1. 5‐ 1 に掲げる 一般工事用建設機械

を使用する 場合は、 次の事項のいずれかに該当する 建設機械を 使用し なけれ

ばなら ない。 ただし 、 各事項の規定によ り 難い場合は、 監督員と 協議する 。  
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ま た、 工事現場において排出ガス 対策型建設機械又は排出ガス 浄化装置を

装着し た建設機械の写真撮影を 行い、 監督員に提出する 。  

ア 特定特殊自動車排出ガス の規制等に関する 法律（ 平成 17 年法律第 51 号）

に基づく 技術基準に適合する 機械 

イ  排出ガス 対策型建設機械指定要領（ 平成 3 年建設省経機発第 249 号）、排

出ガス 対策型建設機械の普及促進に関する 規程（ 平成 18 年国土交通省告

示第 348 号) 又は第 3 次排出ガス 対策型建設機械指定要領（ 平成 18 年国総

施第 215 号） に基づき 排出ガス 対策建設機械と し て指定さ れた建設機械 

ウ  排出ガス 対策型建設機械を 使用でき ないこ と を 監督員が認めた場合は、

平成 7 年度建設技術評価制度公募課題「 建設機械の排出ガス 浄化装置の開

発｣又はこ れと 同等の開発目標で実施さ れた「 民間開発建設技術の技術審

査・ 証明事業」 若し く は「 建設技術審査証明事業」 によ り 評価さ れた排出

ガス 浄化装置を装着し た建設機械。  

 

表 1. 5-1 一般工事用建設機械 

機        種 備  考 

①   バッ ク ホウ  ディ ーゼルエンジン（ エンジ

ン出力 7. 5 kW以上 260kW以

下） を 搭載し た建設機械に限

る 。  

ただし 、道路運送車両の保安

基準に排出ガス 規制が定め

ら れている 自動車で、有効な

自動車車検証の交付を 受け

ている も のは除く 。  

②  ト ラ ク タ ショ ベル（ 車輪式）  

③  ブルド ーザ 

④  発動発電機（ 可搬式）  

⑤  空気圧縮機（ 可搬式）  

⑥  油圧ユニッ ト  

 （ 以下に示す基礎工事用機械の

う ち、 ベース マシンと は別に、 独

立し たディ ーゼルエン ジン駆動の

油圧ユニッ ト を搭載し ている も

の； 油圧ハンマ、 バイ ブロ ハン

マ、 油圧式鋼管圧入・ 引抜機、 油

圧式杭圧入・ 引抜機、 アース オー

ガ、 オールケーシング掘削機、 リ

バース サーキュ レ ーショ ンド リ

ル、 アース ド リ ル、 地下連続壁施

工機、 全回転型オールケーシング

掘削機）  

⑦ ロ ード ロ ーラ 、 タ イ ヤロ ーラ 、

振動ロ ーラ  

⑧ ホイ ールク レ ーン  

・ オフ ロ ード 法の基準適合表示が付さ れている も の又は特定特殊

自動車確認証の交付を 受けている も の 

・ 排出ガス 対策型建設機械と し て指定を受けたも の 



- 38 - 

 

 

 

１ ． ５ ． １ ２  
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１ ． ５ ． １ ３  

発生品の処理 

( 2)  受注者等は、 ( 1) において第二次基準値及び第三次基準値に適合し ている

も のと し て指定さ れた排出ガス 対策型建設機械については、 普及状況を踏ま

えて、 その使用の促進に努める 。  

 

( 1)  受注者等は、 騒音規制法、 振動規制法等に基づき 必要な届出を行い、 規制

に関する 基準値に違反し ないよ う 適切な公害防止の措置を講ずる と と も に、

環境確保条例等を 遵守し 、 ま た、 建設工事に伴う 騒音振動対策技術指針（ 昭

和 62 年 3 月 30 日付建設大臣官房技術参事官通達） を参考にし て、 工事に伴

う 騒音振動の防止を図り 、 生活環境の保全に努める 。  

( 2)  受注者等は、 表 1. 5-2 に掲げる 機種の建設機械を使用する 場合は、 低騒音

型・ 低振動型建設機械の指定に関する 規程（ 平成 9 年建設省告示第 1536

号） に基づき 低騒音型・ 低振動型建設機械と し て指定さ れた建設機械を 使用

し なければなら ない。  

 

表 1. 5-2 低騒音・ 低振動型建設機械の使用を原則と する 機種 

低騒音型に係 

る 機械 

①  バッ ク ホウ   ②  ク ラ ムシェ ル  ③ ト ラ ク タ ショ ベル 

④  ク ロ ーラ ク レ ーン ・ ト ラ ッ ク ク レ ーン・ ホイ ールク レ ーン 

⑤  油圧式杭圧入引抜機・ 油圧式鋼管圧入引抜機・ 油圧式杭抜機 

⑥ アース オーガ ⑦ オールケーシング掘削機 

⑧ アース ド リ ル ⑨ ロ ード ロ ーラ ・ タ イ ヤロ ーラ ・ 振動ロ ーラ  

⑩ アス ファ ルト フ ィ ニッ シャ  ⑪ 空気圧縮機 

⑫ 発動発電機 

低振動型に係る 機械 

①バイ ブロ ハンマ 

 

( 3)  受注者等は、 ( 2) の表に掲げる 機種以外（ 低騒音型： ブルド ーザ、 バイ ブロ

ハンマ、 コ ンク リ ート カッ タ ー等、 低振動型： バッ ク ホウ ） の低騒音・ 低振

動型建設機械について、 普及状況を踏ま えて、 その使用の促進に努める 。  

( 4)  受注者等は、 ( 2) 、 ( 3) で指定さ れている 建設機械について、 超低騒音型建

設機械の普及状況を踏ま えて、 その使用の促進に努める 。  

 

( 1)  受注者等は、契約書第 14 条（ 支給材料、貸与品及び発生品） 第 10 項によ り 、
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１．５．１５ 

PCB 使用電気機

器の取扱いにつ

いて 

 

 

 

 

当局に引渡しを要すると特記された発生品を指示された場所に整理するとと

もに調書を作成し、監督員に引き渡す。 

(2) 受注者等は、再資源化を図ると特記された発生品について、分別を行い、

あらかじめ定められている所定の再資源化施設等に搬入するとともに調書を

作成し、監督員に提出する。 

 

あらかじめ関係法令等に基づき、次により、石綿含有建材の事前調査を行

う。 

(1) 「石綿障害予防規則」第８条に基づく、改修工事又は解体工事における、対

象工作物その他の施設等の石綿含有建材の使用状況等の発注者からの通知は、

特記仕様書による。 

(2) 事前調査は、工事目的物の施工範囲の全ての箇所において、石綿含有建材の

使用状況（材料の種類並びに使用の箇所及び規模をいう。以下同じ。）を既存

の設計図書、石綿含有建材の調査報告書等の書面調査及び現地での目視調査に

より実施し、調査結果を取りまとめ、監督員に提出及び説明するとともに、そ

の写しを工事の現場に備え置く。また、関係法令等に基づき、官公署へ報告を

行う。 

(3) 調査の結果、材料の石綿含有が判明しない場合は、設計図書で定めのある場

合を除き、監督員との協議による。 

なお、分析調査を行う場合は「建材中の石綿含有率の分析方法について」（令

和３年 12月 22 日基発 1222 第 17 号）に基づき、定性分析又は定量分析を行う

こととし、適用は特記仕様書による。 

(4) (2)の事前調査及び(3)の分析調査は、それぞれ厚生労働大臣が定めるものが

行う。 

(5) 調査の結果、設計図書と異なる場合は、監督員と協議する。 

(6) 石綿含有建材の有無にかかわらず、関係法令等に基づき、事前調査結果を公

衆及び作業に従事する労働者が見やすい場所に掲示する。 

 

(1) 受注者等は、PCB 使用電気機器等の取扱いに当たり、廃棄物処理法等、PCB

に関する関係法令等を遵守し、環境に悪影響を与えることのないように施工

する。諸法令の適用及び運用は受注者の負担と責任において行う。 

(2) 撤去した PCB 使用機器等は、特記仕様書で指定された場所にて保管する。

保管場所への運搬に当たっては、PCB 廃棄物収集・運搬ガイドライン（平成

16 年 3 月環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部）に準じて、適正に行う。 

(3) PCB 混入の可能性のある機器については、PCB 使用電気機器等に準じて取
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( 3)  PCB混入の可能性のある 機器については、 PCB使用電気機器等に準じ て取

り 扱う 。  

 

 

第６ 節 工事検査等 

 

( 1)  受注者は、 工事完了届を監督員に提出する 際には、 次に掲げる 要件を 全て

満たす必要がある 。  

ア 契約図書に示さ れる 全ての工事が完了し ている 。  

イ  契約書第 16 条（ 設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等） 第 1

項の規定に基づき 、 監督員の請求し た改造が完了し ている 。  

ウ  契約図書によ り 義務付けら れた工事記録写真、 出来形管理資料、 工事関

係図面等の資料の整備が全て完了し ている 。  

エ 契約変更を 行う 必要が生じ た工事においては、 最終変更契約を当局と 締

結し ている 。  

( 2)  受注者は、 契約書第 30 条（ 検査及び引渡し ） の規定に基づき 、 工事完了届

を監督員に提出する 。  

( 3)  当局は、 工事完了検査に先立って、 監督員を 通じ て受注者に対し て検査日

を連絡する 。  

( 4)  検査員は、 検査実施に当たって、 次に掲げる 項目について確認を行う 。  

ア 完了図書の確認 

イ  試験成績書及び総合試運転報告書の確認 

ウ  関係法令に基づく 届出、 許認可等の確認 

エ 組立て、 据付け状態等の出来形の確認 

オ 機能及び動作の確認 

カ その他検査員が必要と 認める 事項 

( 5)  検査員は、 監督員及び受注者の立会いの上、 工事目的物を 対象と し て契約

図書と 対比し 、 次に掲げる 検査を行う 。  

ア 資料によ る 検査 

工事目的物を 、 検査図（ 完了図を兼ねる 。）、 承諾図、 参考図、 施工成果

の記録、 試験成績書等と 照合し 、 その適否を判定する 。  

イ  観察によ る 検査 

工事目的物を 現地において目視によ り 、 施工内容、 出来ばえを 確認し 、

その適否を判定する 。  

ウ  計測・ 試験によ る 検査 
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１ ． ６ ． ２  

既済部分検査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ ． ６ ． ３  

中間検査 

 

 

 

工事目的物の出来形、 位置又は品質・ 性能等を 、 適当な装置・ 器具又は

理化学的手段を 用いて計測・ 試験を行い、 その結果の数値から 適否を判定

する 。  

エ 写真によ る 検査 

工事目的物の施工過程について、 記録写真を用いて適否を判定する 。  

オ 分解又は破壊によ る 検査 

アから エにおいて、 機材の性能が確認でき ない場合は、 分解又は破壊に

よ る 検査を実施する 。  

( 6)  検査員は、 修補（ 改造、 補修、 手直し 等を いう 。 以下同様と する 。） の必要

がある と 認めた場合には、 受注者等に対し て、 期限を定めて修補の指示を 行

う 。  

なお、 修補の指示の日から 修補完了の確認の日ま での期間は、 契約書第 30

条（ 検査及び引渡し ） 第 2 項に規定する 期間に含めない。  

( 7)  当該工事完了検査については、「 1. 5. 5 施工の立会い等」 ( 3) の規定を準用

する 。  

 

( 1)  受注者等は、 契約書第 38 条（ 部分払） 第 1 項の部分払の確認の請求を 行っ

た場合又は契約書第 39 条（ 一部完了） の工事の完了の通知を 行っ た場合、 既

済部分に係る 検査を受ける 。  

( 2)  受注者等は、 契約書第 38 条（ 部分払） に基づく 部分払いの請求を 行う と き

は、 前項の検査を 受ける 前に、 工事出来高報告書等検査に必要な書類を作成

し 、 監督員に提出する 。  

( 3)  検査員が実施する 項目について、 受注者等は、「 1. 6. 1 完了検査」 ( 5) に従

う 。  

( 4)  検査員の指示によ る 修補について、 受注者等は、「 1. 6. 1 完了検査」 ( 6) に

従う 。  

( 5)  当該既済部分検査については、「 1. 5. 5 施工の立会い等」 ( 3) の規定を準用

する 。  

( 6)  当局は、 既済部分検査に先立って、 監督員を 通じ て受注者等に対し て検査

日を連絡する 。  

 

( 1)  受注者等は、 施工途中でなければその検査が不可能なと き 又は著し く 困難

なと き は、 それぞれの段階において、 直ちに当局に対し 検査の請求をする 。  

なお、 こ の場合、 受注者等は、 支払い請求を行う こ と はでき ない。  

( 2)  当該検査を行う 日は、 受注者の意見を聞いて、 当局が決定する 。  
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１ ． ６ ． ４  

打切検査 

 

 

 

１ ． ６ ． ５  

材料検査 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ ． ６ ． ６  

法定検査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 3)  検査員が実施する 項目について、 受注者等は、「 1. 6. 1 完了検査」 ( 5) に従

う 。  

( 4)  検査員の指示によ る 修補について、 受注者等は、「 1. 6. 1 完了検査」 ( 6) に

従う 。  

( 5)  当該中間検査については、「 1. 5. 5 施工の立会い等」 ( 3) の規定を準用する 。 

( 6)  当局は、 中間検査に先立って、 監督員を通じ て受注者等に対し て検査日を

連絡する 。  

 

( 1)  受注者等は、 契約書第 46 条（ 解除等に伴う 措置） の契約解除に伴う 部分払

いの確認の請求を 行っ た場合は、 既済部分に係る 検査を 受ける 。  

( 2)  検査の内容等については、「 1. 6. 2 既済部分検査」 ( 3) 、 ( 4) 、 ( 5) 、 ( 6) に従

う 。  

 

( 1)  契約書第 12 条（ 工事材料の品質及び検査等） に基づき 、 検査を請求し た場

合、 当局の検査員又は監督員は、 当局が別に定める 材料検査手続及び方法一

覧に従い、 材料検査を 実施する 。  

なお、 材料検査は、 原則日本国内で行う も のと し 、 監督員へ検査の申請を

遅滞なく 行う 。  

( 2)  当局の検査員又は監督員の指示によ り 、 材料検査の全部又は一部を 省略し

た場合は、製作者及び受注者の社内検査結果を 検査員又は監督員に提出する 。 

ま た、 受注者等は、 関係行政機関又は関係協会等の検査を受けたも のにつ

いて、 検査合格証等を 検査員又は監督員に提出する 。  

 

( 1)  法定検査と は、 電気事業法（ 昭和 39 年法律第 170 号）、 労働安全衛生法等

の関係法令及び当局が別に定める 保安規程に基づき 当局又は官公署が実施す

る 検査をいう 。  

( 2)  法定検査の種類は、 以下のと おり である 。  

ア 自家用電気工作物について、 当局の統括電気主任技術者、 電気主任技術

者又はボイ ラ ータ ービ ン主任技術者が実施する 使用前自主検査 

イ  ク レ ーン、 台貫設備等について、 労働基準監督署長又は検査代行機関が

実施する 落成検査及び性能検査 

ウ  その他の法定検査 

( 3)  受注者等は、「 1. 1. 5 官公署その他への届出手続等」 ( 4) で定めた検査に必

要な資材、 労務等の提供等の協力を行う 。  

なお、 こ れに要する 費用は、 受注者の負担と する 。  



- 43 - 

 

１ ． ６ ． ７  

検査手続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ ． ７ ． １  

試験及び総合試

運転の目的 

 

１ ． ７ ． ２  

試験及び総合試

運転の対象と 種

類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 4)  法定検査の実施時期、 検査項目、 内容等の詳細は、 特記によ る 。  

 

( 1)  受注者等は、 検査を 受ける に当たり 、 当局が別に定める 受注者等提出書類

基準に基づき 、 必要な書類を作成し 監督員に提出する 。  

( 2)  検査日時は、 検査員又は監督員が指定し た日時と する 。  

( 3)  受注者は、 検査を受ける に当たり 、 あら かじ め社内検査を実施する 。  

( 4)  受注者等は、 検査に必要な設計図書及び工事関係図書等の書類について、

あら かじ め監督員の承諾を得る 。  

( 5)  工事検査に必要な資材、 労務等は、 受注者の負担と する 。  

 

 

 

第７ 節 試験及び総合試運転並びに実務運転 

 

試験は、工事に使用する 機材について、性能や機能等を確認する ために実施す

る 。  

ま た、 総合試運転は、 完成後の通常運転を円滑に行う ために実施する 。  

 

工事に使用する 機材及び支給品等で据付けを行っ たも のについては、次に示す

試験を行う 。  

なお、 特記に記載がある 場合は、 総合試運転を実施する 。  

( 1)  単体試験（ 機械設備工事）  

単体試験と は、 据付け完了後に行う 機器の調整、 試験、 動作確認試験（ シ

ーケンス 試験） 等をいい、 次のアから キま でのう ち、 該当する 項目を含む。  

ア タ ンク 、 配管等の漏れ、 耐圧試験 

イ  機器の振動、 騒音試験 

ウ  保護装置の動作試験、 設定値（ 整定値） の調整確認、 継電器試験等 

エ タ イ マ、 補助継電器、 その他制御機器の動作試験、 設定及び試験  

オ 絶縁抵抗、 絶縁耐力、 接地抵抗の測定等 

カ 計装計器の単独動作試験及び確認（ 零調整、 ス パン調整等）  

キ その他必要な単体試験 

( 2)  単体調整（ 電気設備工事）  

単体調整と は、 据付け完了後に行う 機器、 保護装置、 計装設備等の機器単

体の調整をいい、 次のアから ク ま でのう ち、 該当する 項目を含む。  

ア 保護装置の動作試験、 設定値（ 整定値） の調整確認、 継電器試験等 
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１ ． ７ ． ３  

試験及び総合試

運転の方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ  タ イ マ、 補助継電器、 その他制御機器の動作試験、 設定及び試験 

ウ  絶縁抵抗及び接地抵抗の測定等 

エ 計装設備の単独動作試験及び確認（ 零調整、 ス パン調整等）  

オ 蓄電池組込み調整（ 電圧試験）  

カ タ ンク 、 配管等の漏れ、 耐圧試験 

キ 機器の振動及び騒音試験 

ク  その他必要な単体調整 

( 3)  組合せ試験（ 電気設備工事）  

組合せ試験と は、 当該工事及び当該工事と 関連工事、 ある いは既設装置等と

の機器間の良好な動作、機能的関連等を確認する ために実負荷をかけずに行う

各種試験（ イ ンタ ーフェ ース 試験、 シーケンス 試験、 計装制御及びループ試験

等） 、 絶縁耐力試験、 自主検査、 発電装置等に係る 試験等である 。  

( 4)  総合試運転 

総合試運転と は、 プラ ント と し ての機能を 確認する ため、 当該工事の施工

部分、 関連工事の施工部分及び既存の関連設備を包括し て行う 実負荷（ 又は

相当負荷） 運転である 。  

ア 機械設備工事は、 単体試験、 別途電気工事で実施する 組合せ試験完了後

に実施する 。  

イ  電気設備工事は、 単体調整、 組合せ試験完了後に実施する 。  

 

( 1)  受注者等は、試験及び総合試運転を円滑に実施する ため、「 試験及び総合試

運転実施計画書」 を作成し 、 監督員の承諾を得る 。  

( 2)  組合せ試験（ 電気設備工事） は、 単体調整終了後に実施する 。 総合試運転

の日程等については、 監督員と 協議する 。  

( 3)  総合試運転の運転時間は、 特記によ る 。  

( 4)  総合試運転における 性能は、 対象プラ ント が安定し た状況で確認する 。  

( 5)  総合試運転において、 最大負荷（ 能力） の運転が不可能な場合は、 監督員

と の協議によ り 可能な範囲の部分負荷運転を実施する 。  

( 6)  試験及び総合試運転に要する 電力及び用水は、 特記に記載が無い限り 有償

と する 。  

なお、 試験及び総合試運転に必要な負荷（ 汚水、 雨水、 汚泥、 脱水ケーキ、

沈砂、 し さ 等） は、 当局の支障のない範囲において無償で提供する 。  

( 7)  試験及び総合試運転に要する 薬品、 燃料、 その他の消耗材は、 受注者の負

担と する 。  

ま た、こ れら の試験等に必要な仮設及び保安施設等も 受注者の負担と する 。 
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１ ． ７ ． ４  

試験及び総合試

運転の注意事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ ． ７ ． ５  

総合試運転終了

後の実務運転指

導 

 

 

 

 

 

１ ． ７ ． ６  

不具合発生時の

対応 

 

 

 

１ ． ８ ． １  

完了時の提出図 

書 

 

( 8)  試験及び総合試運転によ り 発生する 脱水ケーキ、 焼却灰等は、 当該施設で

それら の処分が可能な場合、 原則と し て当局が処分する 。  

( 9)  試験及び総合試運転において改善すべき 箇所が見つかった場合、 受注者等

は、 監督員の指定する 期日ま でに改善し 、 再度、 試験及び総合試運転を実施

する 。 こ れに要する 費用は、 受注者の負担と する 。  

 

( 1)  受注者等は、 試験及び総合試運転の完了後、 業務日誌（ 点検内容を 含む。）、

各種データ 、 事故・ 故障記録、 分析結果表等の試験成績書を監督員に提出す

る 。  

( 2)  試験及び総合試運転が当該施設の運転に影響を及ぼすと 予想さ れる 場合、

受注者等は、 試験及び総合試運転の時期、 期間、 方法等について監督員と 協

議する 。  

( 3)「 1. 7. 3 試験及び総合試運転の方法」 で機材の性能が確認でき ない場合、 受

注者等は、 物理、 化学試験等の試験を実施する 。  

なお、 監督員が特に指示し た場合は、 当局が指定する 試験研究機関でそれ

ら の試験を実施する 。 こ れに要する 費用は、 受注者の負担と する 。  

 

( 1)  受注者等は、 総合試運転終了後に当該施設の運転操作員に実務運転を 指導

する 。  

( 2)  実務運転の指導時期及び期間は、 特記によ る 。  

なお、 特記に指定がない場合は、 監督員と 協議する 。  

( 3)  実務運転指導中に受注者の責任に起因する 不良が発生し た場合、 受注者等

は、 自ら の責任で不良箇所を改善する 。 その後、 監督員は、 不良箇所が消滅

し たこ と を確認する 。  

なお、 こ れに要する 費用は、 受注者の負担と する 。  

 

 工事完了後の契約不適合責任期間において不具合が発生し た場合、 受注者は、

当局の要請を 受けてから 速やかに技術者を派遣し 、 原因調査等に協力する 。  

 

 

第８ 節 完了図等 

 

( 1)  受注者等は、 工事の完了（ 指定部分に係る 工事完了時を含む。） 後、 完了図

及び保全に関する 資料等を作成し 一覧表と と も に、 監督員に提出する 。  

( 2)  完了図は、 承諾図に準じ る も のと し 、 特記に指定がなければ次によ る 。  
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１ ． ８ ． ２  

保全に関する 資 

料 

ア 図面の種類 

( ｱ)  目次 

( ｲ)  一般平面図 

( ｳ)  施工概要全体図 

( ｴ)  機器組立図、 フロ ーシート （ 機械設備）  

( ｵ)  単線結線図、 フロ ーシート 、 シス テム系統図（ 電気設備）  

( ｶ)  主要機器図 

( ｷ)  施工部分図 

イ  完了図に記す、 寸法、 縮尺、 文字、 図示記号等は、 工事完了時における

設備の現状を 明瞭かつ正確に表現し たも のと する 。  

( 3)  完了図等の提出様式、 提出部数、 提出期日等は、 当局が別に定める 受注者

等提出書類基準及び附則－９ 「 下水道用設備工事の提出図面作成要領」 によ

る 。  

( 4)  保全に関する 資料等は、 「 1. 8. 2 保全に関する 資料」 によ る 。  

 

( 1)  保全に関する 資料等は、 次によ る 。  

ア 機器取扱説明書 

イ  官公署届出書類 

ウ  試験成績書（ 電子成果品を 含む）   

エ 参考図（ 電子成果品を含む）   

オ 展開接続図 

カ 埋設物配置図 

( 2)  試験成績書、 参考図の電子成果品と は、 附則－８ 「 下水道用設備工事電子

成果品作成要領（ 参考図及び試験成績書用） 」 に基づいて作成し た電子デー

タ を指す。  

( 3)  受注者等は、 ( 1) の資料の提出時に、 監督員に内容の説明を行う 。  
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規格等の適用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 章 設備工事 

 

第 1 節 機材の製作・ 据付け 

 

( 1)  機材の製作及び据付けに適用する 基準、 規程、 規格等は、 次によ る 。  

 高圧ガス の配管に関する 基準（ 高圧ガス 保安協会）  

 東京都高圧ガス 施設安全基準（ 東京都環境局）  

 電気設備に関する 技術基準を定める 省令（ 経済産業省）  

 電気設備の技術基準の解釈（ 経済産業省）  

 電気技術規程（ JEAC）  

 日本産業規格（ JI S）  

 電気規格調査会標準規格（ JEC）  

 日本電機工業会規格（ JEM）  

 電池工業会規格（ SBA）  

 日本電線工業会規格（ JCS）  

 日本農林規格（ JAS）  

 日本水道協会規格（ JWWA）  

 日本水道鋼管協会規格（ WSP）   

 日本ダク タ イ ル鉄管協会規格（ JDPA）  

 日本下水道協会規格（ JSWAS）  

 石油学会規格（ JPI ）  

 日本フルード パワ ー工業会規格（ JOHS、 JPAS、 JFPS）  

 ス テンレ ス 協会規格（ SAS）  

 塩化ビニル管・ 継手協会規格（ AS）  

 日本バルブ工業会規格（ JV）  

 日本電力ケーブル接続技術協会規格（ JCAA）  

 日本照明工業会規格（ JLMA、 JI L、 JEL）  

( 2)  機材の製作及び据付けに適用する 指針等については、原則と し て次によ る 。 

 電気技術指針（ JEAG）  

 下水道施設耐震構造指針（ 東京都下水道局）  

 自家用発電設備耐震設計のガイ ド ラ イ ン（ 日本内燃力発電設備協会）  

 工場電気設備防爆指針（ 労働安全衛生総合研究所）  

( 3)  前記規格、 基準、 規程、 指針等によ り 難い場合は、 当局の承諾を得て、 他

の規格等を採用する こ と ができ る 。  
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２ ． １ ． ２  

機材の材質 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ ． １ ． ３  

機材の製作加 

工等 

 

 

 

 

 

( 1)  機材の材質は、 原則と し て次によ る 。  

鋳鉄         FC200 以上 

鋳鋼         SC450 以上 

鍛鋼         SF440 以上 

形鋼、 鋼板      SS400 以上 

青銅鋳物       CAC402、 CAC403 又は CAC406 

軸類         S35C以上、 SUS304 又は SUS403 

ボルト 、 ナッ ト     SS400、 SUS304 又は SUS403 

リ ベッ ト        SUS304 

搬送用チェ ーン    SUS403 又は合成樹脂  

ス プロ ケッ ト      FCD600、 SCS2、 S35C以上又は合成樹脂 

フ ラ イ ト        合成木材又は FRP 

操作用チェ ーン    SUS304 

荷鎖チェ ーン     耐食処理チェ ーン 

  上記における 「 以上」 と は、 同じ JI S に規定する 材質であって、 上記で示

す材質よ り 引張り 強さ が大き いも のを いう 。  

( 2)  機材に使用する 油脂類等は、 特記によ る 指定のない限り 、 消防法第２ 条第

７ 項に該当し ないも のを 選定する 。 ただし 、 こ れによ り 難い場合は、 関係法

令等に基づく 取扱いも 含めて、 監督員と 協議する 。  

( 3)  配電盤に係る 材質は、「 第５ 節 配電盤」 によ る 。  

ま た、 ケーブル、 ケーブル保護材等に係る 材質は、「 第６ 節 配線」 によ る 。 

( 4)  変圧器、 その他電気機器の材質は、 原則と し て製作者標準と する 。 ただし 、

こ れによ り 難い場合は、 監督員の承諾を得て、 よ り 適切な材質を使用する こ

と ができ る 。  

( 5)  契約書第 12 条第 1 項に規定する 「 中等の品質」 と は、 JI S に適合し たも

の、 こ れと 同等以上の品質を 有する も の又は監督員がこ れと 同等以上の品質

を有する と 認めたも のを いう 。  

 

( 1)  購入又は製作し 、 据え付ける 機材は、 全て承諾図書に適合する 素材及び部

品を用いて組立て加工する 。 受注者は、 こ れら の性能、 品質等が良好である

こ と を 証明し 、 ま た保証し なければなら ない。  

( 2)  機材は、 当局の維持管理（ 運転、 監視、 保守等)  が容易に行える 構造のも

のを製作する 。  

( 3)  機器は、 承諾図書に基づき 、 製作する 。  
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( 4)  組立て及び各部の仕上げは、 傷、 汚れ、 突起、 く ぼみ、 ひずみ等が生じ な

いよ う に丁寧に行い、 必要箇所は、 分解及び組立てが容易な構造と し 、 合い

マーク 等を付ける 。  

( 5)  鋼材の接合は、 原則と し て溶接と し 、 特殊な場合に限り リ ベッ ト 又はボル

ト 締めと する 。 溶接は、 亀裂、 溶込み不良、 ピ ンホール、 アンダーカッ ト 、

肉厚過不足、 融合不良等のないよ う 体裁よ く 仕上げを行う 。  

( 6)  機器は、 防音・ 防振対策について、 規制基準を遵守する よ う 十分な措置を

施す。  

( 7)  機器の軸受は、 負荷の性質に応じ た精度の高い加工を施す。  

( 8)  軸受部分は、 回転数及び負荷に対し て適し た形式と し 、 耐久性に優れ、 さ

ら に、 潤滑剤の点検、 補給及び交換が容易に行える 構造と する 。  

( 9)  歯車、 チェ ーン、 ベルト 等によ る 駆動の場合は、 かみ合いが滑ら かで接触

がよ く 効率が高いも のと し 、 回転部分や可動部分が露出し て人が触れる おそ

れのある 箇所には、 カバー、 危険表示（ 着色） 等を設け危険防止の措置を 講

じ る 。  

なお、 カバーは分割等を 考慮し 、 維持・ 保守管理等において、 身体の一部

や物が挟ま れる こ と がないよ う 安全を 確保し 、 かつ、 分割等によ り 容易に取

外し 及び取付けができ る 構造・ 質量と する 。  

( 10)  歯車は、 原則と し て機械切削加工で高級仕上げを 行い、 さ ら に、 必要箇所

には熱処理等を施す。  

( 11)  雨水、 散水等によ り 、 水溜ま り のでき る おそれのある 鋼製歩廊等は、 排水

穴（ φ12 程度） を 設ける 。  

( 12)  機材の検査項目及び方法は、「 材料検査手続及び方法一覧」 を参照し 、 あ

ら かじ め当局と 協議を 行い決める 。  

  なお、「 材料検査手続及び方法一覧」 によ り 難い場合は、「 2. 1. 1 規格等の

適用」 に示し た規格によ る ほか、受注者又は各製造所の規格等を参考と する 。 

( 13)  機材は設置場所等を 考慮し た上、 十分な耐震性を 有する 構造、 強度と す

る 。  

  なお、 液体を貯蔵する 貯槽類は、 ス ロ ッ シングについても 考慮する 。  

( 14)  耐震計算は、「 下水道施設耐震構造指針－水再生センタ ー・ ポンプ所施設

編－（ 平成 28 年 10 月東京都下水道局）」 によ る 。  

なお、耐震計算に用いる 耐震計算法及び設計用標準水平震度は、それぞれ別

表－4 及び別表－5 によ る 。  
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２ ． １ ． ４  

製造銘板・ 工 

事銘板等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 1)  銘板の種類は、 製造銘板及び工事銘板と する 。  

( 2)  機器には、 製造銘板を取り 付ける 。 製造銘板は、 製造工場で機器に取り 付

ける 銘板であり 、 名称・ 形式・ 仕様・ 質量・ 製造番号・ 製造年月・ 製造会社

名を記載する 。  

( 3)  主要機器には、製造銘板を補完する 工事銘板を取り 付ける 。工事銘板には、

名称・ 工事年度・ 工事件名・ 完了年月・ 受注者名等を記載する 。  

  なお、 別表－3「 工事銘板を取り 付ける 主要機器例」 に工事銘板を取り 付け

る 主要機器例を示す。  

( 4)  製造銘板及び工事銘板は、 記載事項をま と め、 1 枚の銘板（ 以下「 製造工

事銘板」 と いう 。） と し ても よ い。  

( 5)  工事銘板は、 工事を 行った主要機器に取り 付ける 銘板であり 、 名称・ 工事

年度・ 工事件名・ 完了年月・ 受注者名等を記載する 。  

( 6)  銘板は、 JI S Z 8304（ 銘板の設計基準） によ る 。  

( 7)  銘板の材質は、 原則と し て SUS304 製と し 、 SUS304 製のねじ 止めと する 。  

  なお、 銘板の表面には反射の少ない加工を施し 、 ポリ ウ レ タ ン透明塗料を

塗布する 。 ただし 、 電気設備における 配電盤等には、 アルミ 板製及びアク リ

ル樹脂製等耐久性のある 材質の銘板を 貼り 付けても よ い。  

ま た、 計装設備等構造上やむを得ない場合は、 設置環境等を考慮し 適切な

材質及び取付方法によ り 取り 付ける 。  

( 8)  銘板は、 各機器の見やすい位置（ 水中機器は、 近傍の端子箱等） に取り 付

ける 。 電気設備における 配電盤内に据え付ける 装置（ 変圧器、 コ ンデンサ、

リ アク ト ル、 CT 等）  の銘板は、 配電盤内の見やすい箇所に製造銘板又は製

造銘板に代わる 銘板を 取り 付ける 。  

( 9)  製造銘板の製造年月は、 機器の製造年月と し 、 汚泥かき 寄せ機等の現場組

み立て機器の場合は、 機材の検査年月と する 。  

( 10)  人が接触する おそれのある 場合は、銘板の角を面取り する 等、必要な措置

を施す。  
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製造銘板 

 

名   称  雨水ポンプ○号 

形 式       立軸斜流ポンプ 

口 径       １ ６ ５ ０ ㎜ 

吐 出 量       ○○○ｍ 3/mi n 

全 揚 程       ○ｍ 

電動機出力  ○○○kW 

質      量  ○○ｔ  

製 造 番 号       ○○○○○○○○ 

製 造 年 月       令和９ 年○月( 2027 年○月)  

製造会社名  〇〇〇〇〇 

 

工事銘板 

 

名     称  雨水ポンプ○号 

 

工 事 年 度  令和 8・ 9・ 10 年度 

 

工 事 件 名  ○○ポンプ所ポンプ設備その○工事 

 

完 了 年 月   令和 10 年○月( 2028 年○月)  

 

受 注 者 名  〇〇〇〇〇 
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２ ． １ ． ５  

標識その他 

 

 

 

 

２ ． １ ． ６  

据付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2. 1-1 銘板（ 記載例）  

 

( 1)  受注者等は、 消防法、 電気設備に関する 技術基準を定める 省令（ 平成 9 年

通商産業省令第 52 号） 等によ る 標識（ 危険物表示板、 機械室等の出入ロ の立

入禁止標示、 火気厳禁の標識、 電気設備の高圧注意の標識等)  を設置する 。  

( 2)  受注者等は、 製造物責任法の趣旨に基づき 、 当該工事で施工し たプラ ント

設備の危険を 予防する ため、 安全表示・ 警告ラ ベルを設置する 。  

 

( 1)  主要機器は、 保守点検の効率性、 保守時の仮置き ス ペース の確保、 緊急時

の避難通路等を考慮し 、 でき る 限り グループ化し 、 配置する 。  

  ま た、危険物を扱う 機器等は、機器相互間及び機器と 建物の間に離隔距離、

保有空地、 保安距離を 設ける 。  

( 2)  機材の据付けに当たっては、 当局が提示する 将来の容量増加に、 十分対応

し 得る よ う 配置等を考慮し 据え付ける と と も に運転、 保守点検及び荷役作業

が安全に行える よ う ス ペース を確保する 。 ただし 、 原則と し て、 こ のス ペー

ス に開口部覆蓋上部等の危険箇所は含ま ない。  

( 3)  機材の据付けに当たっては、 設計図書と 実測と の差異や他工事と の取合い

製造工事銘板 

名   称  雨水ポンプ○号 

形 式       立軸斜流ポンプ 

口 径       １ ６ ５ ０ ㎜ 

吐 出 量       ○○○ｍ 3/mi n 

全 揚 程       ○ｍ 

電動機出力  ○○○kW 

質      量  ○○ｔ  

製 造 番 号       ○○○○○○○○ 

製 造 年 月       令和９ 年○月( 2027 年○月)  

製造会社名  〇〇〇〇〇 

工 事 年 度  令和８ 年度 

工 事 件 名       ○○ポンプ所ポンプ設備その○工事 

完 了 年 月   令和９ 年○月( 2027 年○月)   

受 注 者 名       〇〇〇〇〇 
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の関係等から 、 据付位置を変更する こ と がある ため、 事前に十分な調査や調

整を行う 。 特に、 架台や階段は、 構造、 位置及び安全性等を考慮し て据付け

を行う 。  

ま た、 開口部に設置する 架台等は、 原則と し てコ ンク リ ート 躯体に鉛直方

向に荷重を受けさ せる 形で固定する 。   

  なお、 点検歩廊等に昇降設備を設ける 場合は、 原則と し て階段と する 。 こ

れによ り 難い場合は協議と する 。  

( 4)  機材は、 地盤高、 階高、 梁下有効高、 荷重条件等を考慮の上、 製作、 据付

けを行う 。  

( 5)  機器及び配管・ 弁類の接続、 取合いに当たっ ては、 停電又は緊急停止時の

装置の保安、 振動、 熱応力、 水撃、 逆流、 逆転等を考慮し 設計、 施工する 。  

( 6)  保全上重要な事項のある 機器等は、 注意事項を記入し た銘板や系統区分表

示等を 見やすい位置に明瞭に表示する 。  

ま た、 開口部等に覆蓋を 施工し た場合は、 要所に耐荷重を明記する 。  

( 7)  洗浄を 必要と する ポンプ、 ス ト レ ーナ、 コ ン ベヤ、 汚泥管等は、 取外し 、

取付けが容易な構造と し 、 ド レ ン排水、 ブロ ー、 排気等の装置を設ける 。  

( 8)  排水等の仮締切り のため仮設を必要と する 場合、 仮設は十分な強度を も た

せる と と も に、 作業上の安全を考慮する 。  

( 9)  機器の組立て及び据付けは、 原則と し て鋼板製ウ ェ ッ ジやラ イ ナ等を 用い

て垂直、 水平方向の芯出し 調整を 十分に行い、 適切な方法で仮止めし た後、

基礎ボルト で堅固に固定し 、 隙間をモルタ ル等で充填する 。  

  なお、 原則と し て据付け記録表を 提出する 。  

( 10)  主要な機器及び主要な鋼製架台等の基礎ボルト は、 原則と し て構造物の

鉄筋に結束し 、 必要に応じ て溶接を行う 。 ただし 、 こ れによ り 難い構造物の

場合は、 監督員の承諾を 得て、 あと 施工アンカー（ 接着系） によ り 施工でき

る 。  

( 11)  主要な機材の基礎ボルト は、 耐震計算書を 提出し 、 監督員の承諾を得る 。 

( 12)  振動が少なく 、大き な衝撃を受けない小型機器（ コ ンベヤ、小型タ ンク 等）

の基礎ボルト は、 監督員の承諾を 得て、 あと 施工アンカー（ 接着系） によ り

施工でき る 。  

( 13)  軽微な鋼製加工品（ 歩廊、 階段、 配電盤など の架台等） の基礎ボルト は、

監督員の承諾を得て、 あと 施工アンカー（ 接着系又は金属拡張系） によ り 施

工でき る 。   

( 14)  機器等の天井つり 下げ用アンカー（ 天井から の引抜荷重を 主に受け持つ

場合） には、 原則と し てあと 施工アンカー（ 接着系） を使用し てはなら ない。 
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( 15)  シンダーコ ンク リ ート 面には、 機材用のあと 施工アンカーを設けてはな

ら ない。  

なお、 シンダーコ ンク リ ート 上に機材を据え付ける 必要がある 場合は、 監

督員の承諾を 得て構造体にあと 施工アンカーを 設置し 、 シンダーコ ンク リ ー

ト に応力がかから ないよ う に施工する 。  

( 16)  あと 施工アンカーを使用する 場合、 受注者等はアンカーボルト にかかる

引抜やせん断等の荷重を 算出し 、 その荷重に耐えう る アンカーボルト を 選定

し 、 監督員の承諾を得る 。  

( 17)  あと 施工アンカーの穿孔時に鉄筋等に当たった場合は、 耐力上支障のな

い部分に穿孔位置を変更する 。  

( 18)  ( 17) で使用し ない孔は、 モルタ ル等を充填し 、 平滑に仕上げる 。  

( 19)  あと 施工アンカーの引抜耐力の確認試験は次によ る 。 ただし 、 軽易な場

合は、 監督員の承諾を 受けて試験を省略する こ と ができ る 。  

 ア 引抜耐力の確認試験は、 引張試験機によ る 非破壊試験と する 。  

イ  試験箇所数は、 同一施工条件のあと 施工アンカーを 1 ロ ッ ト と し 、 1 ロ

ッ ト 当たり 3 本以上と する 。  

ウ  引張試験は、 ( 16) で算出し た荷重を試験荷重と し 、 過大な変位を起こ さ

ずに耐えう る も のを合格と し 、 すべての試験箇所が合格すれば、 そのロ ッ

ト を合格と する 。  

エ 試験において、 1 箇所でも 不合格のも のがあった場合には、 さ ら に、 そ

のロ ッ ト 全数の 20％を再試験し 、 試験箇所の全数が合格すれば、 ロ ッ ト

を合格と する 。 ただし 、 再試験で 1 箇所でも 不合格のも のがあった場合

は、 ロ ッ ト 全数について引張試験を行う 。  

オ 不合格と なったアンカーは切断等の処置を 行った後、 新たに施工し て引

張試験を行う 。  

( 20)  振動等によ り 、 ボルト ・ ナッ ト 類がゆる むおそれのある 箇所には、 ゆる み

止めの措置を 施す。  

  ま た、 みぞ形鋼のテーパ部分に取り 付ける ボルト 等の支持金物は、 テーパ

ワ ッ シャ を用いて強固に固定する 。  

( 21)  ボルト ・ ナッ ト 類について、取外し 頻度の高い箇所は SUS304 製と SUS403 

製の組合せと し 、 その他は亜鉛めっき 等の有効な防錆
せい

処理を 施す。  

  なお、 屋外、 乾湿交番部、 水中部、 水滴飛散部等腐食のおそれのある 箇所

は、 ボルト ・ ナッ ト 共 SUS304 製と し 、 かじ り 防止処置を施す。  

( 22)  機器等の基礎ボルト は、基礎コ ンク リ ート が硬化し た後、十分な強度が出

る ま で養生期間をおいて、 ナッ ト の締付けを行う 。  



- 55 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ ． １ ． ７  

砕石等 

  ま た、 基礎ボルト は、 試験及び総合試運転終了後に再点検を行い、 増締め

等の必要な措置を行う 。  

( 23)  機器の搬入、 搬出に当たっては、 建屋の搬入路の大き さ を 考慮し て、 機器

の分割等を行う 。  

  ま た、 つり 具が既に設けてある 場合は、 許容荷重について十分調査し 、 安

全に機器の搬入、 搬出を 行う 。  

( 24)  屋外、 乾湿交番部、 水滴飛散部及び高湿部に設置する 機器等は、 コ ンク リ

ート 製基礎上に据え付ける 。  

ま た、 床面に据え付ける 場合は、 床面よ り 100mm程度、 モルタ ルで根巻き

を行う 。  

( 25)  鋼製の機器架台の脚には、 根巻き を施す。 根巻き の高さ は、 100mm以上と  

する 。  

( 26)  機械・ 電気設備工事の配線の取合いは、 原則と し て次のと おり と する 。  

 ア 高圧電動機 

   機械設備で設置し た電動機の高・ 低圧ダク ト の端子台。  

 イ  機械設備工事で制御盤・ 端子箱を設置し た場合 

   制御盤・ 端子箱内端子台。  

 ウ  低圧電動機・ 電動弁 

   機器に付属する 端子箱内の端子台又はリ ード 線。 ただし 、 端子箱の大

き さ は、 事前に電気工事で施工する ケーブルの太さ について打合せを行

い選定する 。  

 エ コ ンデンサモータ 等の一般的に端子箱の無いも の 

   機器のリ ード 線。 ただし 、 端子箱の有無については、 事前に打合せを

行い決定する 。  

( 27)  はつり 、 掘削等を行う と き は、 既存の埋設物を事前に十分調査し 、 必要に

応じ て試掘を 行う 。  

  ま た、 はつり 、 掘削等を行った場所等は、 原形に復旧する 。  

( 28)  据え付ける 機材が、 通常の点検通路に接近し 人に触れる おそれのある 場

合は、 その箇所の危険性を考慮し 、 表示と 緩衝材を取り 付ける 。  

( 29)  グレ ーチング等の受枠は、 コ ンク リ ート 躯体に鉛直方向に荷重を受けさ

せる 形で固定する 。 床版等に直接固定でき ない箇所は、 別途鋼材（ SUS 材） に

て受枠の支持材を 設ける など 、 受枠等の腐食によ り グレ ーチングが脱落し な

い構造と する 。  

 

基礎に使用する 再生ク ラ ッ シャ ラ ン、 単粒度砕石、 割ぐ り 石等の石材は、 土木
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２ ． １ ． ８  

コ ン ク リ ート  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事標準仕様書に準ずる 。  

 

( 1)  コ ンク リ ート 工事に使用する 材料、 施工方法については、 標準仕様書のほ

か、 土木工事標準仕様書を準用する 。  

( 2)  機器、 配管その他の基礎、 充てん等に使用する コ ンク リ ート は、 レ ディ ー

ミ ク ス ト コ ンク リ ート （ JI S A 5308） 又はこ れに準じ た現場機械練り コ ン ク

リ ート と する 。  

( 3)  コ ンク リ ート の使用区分は、 表 2. 1-1 及び表 2. 1-2 によ る 。 ただし 、 こ れ

によ り 難い場合は、 監督員の承諾を得る 。  

 

表 2. 1-1 レ ディ ーミ ク ス ト コ ンク リ ート の仕様及び使用箇所例 

種別 
JI S 等対応 

表記名 

設計基 

準強度 

N/mm2 

ス ラ ン プ 

cm 
使用箇所例 

鉄筋 

コ ン ク

リ ート  

普通 24-8-20/25N 

( 水ｾﾒﾝﾄ比 55％以下）  
24 

8 
架台、 基礎、 躯体で強度を 要

する 箇所等 普通 24-12-20/25N 

( 水ｾﾒﾝﾄ比 55％以下）  
12 

無筋 

コ ン ク

リ ート  

普通 18-8-20/25N 

( 水ｾﾒﾝﾄ比 55％以下）  

18 

8 
充て ん部で水密性を 要する

箇所等 

普通 18-8-20/25N 8 

充てん部・ 土間・ 割石・ 砕石

締結用、 電気室床用、 レ ベル

調整用、 沈殿池底部等 

注 1 骨材の最大寸法は、 20mm又は 25mmと する 。  

    

表 2. 1-2 現場機械練り コ ンク リ ート の仕様及び使用箇所例 

                             (  m3 当たり )  

種別 
設計基 

準強度 

N/mm2 

配  合 

使用箇所例 セメント  

袋 

水 

m3 

洗砂 

m3 

洗砂利 

m3 

鉄筋 

ｺﾝｸﾘ ﾄー 
24 相当 8. 88 0.19 0. 49 0. 71 

架台、 基礎、 

躯体で強度 

を要する 箇 

所等 

無筋 

ｺﾝｸﾘ ﾄー 
18 相当 8. 01 0.20 0. 52 0. 73 

充てん部、  

土間、 割石、 

砕石締結等 

注1  セメ ント 1 袋は 40kg 入換算と する 。  
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２ ． １ ． ９  

モルタ ル 

( 4)  レ ディ ーミ ク ス ト コ ンク リ ート は、 ポルト ラ ンド セメ ント 又は混合セメ ン

ト （ B種）（ 高炉セメ ント 、 フ ラ イ アッ シュ セメ ント ） を使用する こ と ができ

る 。  

( 5)  レ ディ ーミ ク ス ト コ ンク リ ート の打設に際し ては、 事前に配合計画書を提

出する 。  

  なお、 レ ディ ーミ ク ス ト コ ンク リ ート 打設を １ 箇所又は同一施工箇所で連

続し て 30m3 以上打設する 場合は、 原則と し て JI S A 5308 によ る 品質管理試

験を行う 。  

( 6)  現場機械練り コ ン ク リ ート は、材料が分離し ないよ う 十分練混ぜ打設する 。 

( 7)  コ ンク リ ート は、 速やかに運搬し 直ちに打設する 。 特別の事情で直ちに打

設でき ない場合でも 、 練混ぜてから 打設終了ま での時間は次の基準を 超えて

はなら ない。  

  外気温が 25℃を 超える と き は、 1. 5 時間 

  外気温が 25℃以下のと き は、 2 時間 

( 8)  打設前には、打設場所のすべての雑物を除いて清掃し 、鉄筋のある 場合は、

鉄筋を 正し い位置に配置する 。  

( 9)  コ ンク リ ート は、 打設中及び打設後バイ ブレ ータ 又は突き 棒によ り 、 鉄筋

の周囲や型枠の隅々ま で良く 行き わたる よ う 締め固める 。  

( 10)  コ ンク リ ート は打設後、低温、急激な温度変化及び衝撃等の有害な影響を

与えないよ う 、 ま た、 湿潤状態に保ちながら 養生を行う 。  

( 11)  既設コ ンク リ ート に新し いコ ンク リ ート を 打ち継ぐ 場合は、 既設コ ンク

リ ート 面に十分な目荒し を行い、 雑物等を 取り 除いた後、 よ く 吸水さ せ既設

コ ンク リ ート と 密着さ せる 。  

  なお、 必要に応じ て接着剤の塗布を行う 。  

( 12)  モルタ ルを 施さ ない箇所は、 金ごて仕上げによ る 。 仕上げ面は美観、 耐久

性及び水密性をよ く する ため、 セメ ント ペース ト 面が得ら れる よ う に施工す

る 。  

( 13)  屋外及び水気の多いと こ ろに設ける コ ン ク リ ート 基礎は、 水切り 勾配を

施す。  

( 14)  配管等によ る コ ンク リ ート 構造物の貫通部は、 必要に応じ てダイ ヤ筋等

によ り 補強を 行い、 入念にコ ンク リ ート 又はモルタ ル充てんを 行う と と も に

既設面と の調和を図る 。  

  なお、 漏水のおそれがある 場合は、 さ ら に防水モルタ ル仕上げを行う 。  

 

( 1)  基礎ボルト 穴等の充てん、 機器コ ンク リ ート 基礎、 排水溝内、 配管溝内、
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２ ． １ ． １ ０  

型枠 

 

 

 

 

 

 

 

２ ． １ ． １ １  

手すり  

 

 

床面等の仕上げ上塗り 及び据付け面のすき ま 充てんに使用する モルタ ルは、

表 2. 1-3 によ る 。  

 

         表 2. 1-3 モルタ ルの配合別使用箇所例 

                             ( m3 当たり )  

配合比 
セメ ント  

袋 

洗 砂 

m3 
使用箇所例 

1: 2 18. 0 0. 95 
基礎ボルト 穴及び据付け面すき ま 等充

てん用 

1: 3 13. 3 1. 05 仕上げ上塗り 用、 根巻き 、 調整用 

 注 1  セメ ン ト 1 袋は 40kg 入換算と する 。  

 

( 2)  モルタ ルは、 セメ ント 及び洗砂を 所定の配合で混合し 、 全体が等色になる

ま で空練り し た後、 注水し ながら さ ら に十分切り 返し て練混ぜる 。  

( 3)  モルタ ルは、 塗り 上げた面が良好で、 収縮の少ない材質と する 。  

( 4)  仕上げ上塗り モルタ ルの厚さ は、 20mmを 標準と する 。  

( 5)  仕上げ上塗り の際は、 亀裂及びはく 離が生じ ないよ う 十分な目荒し を し た

後、 清水でコ ンク リ ート 表面に付着し ている ごみ、 セメ ント 等を完全に除去

し コ ンク リ ート に十分吸水さ せる 。  

( 6)  こ て塗り は、 面及び角に注意し 、 こ てむら 及び地むら のないよ う 塗り 付け

る 。  

( 7)  防水モルタ ルに混入する 防水剤は、 JI S A 1404（ 建築用セメ ント 防水剤の

試験方法） に合格し たも のを使用する 。  

 

( 1)  合板型枠を使用する 場合は、 合理的使用によ り 反復使用に努めなければな

ら ない。 合板は、 ウ レ タ ン樹脂等で表面処理し た塗装合板、 合成樹脂フ ィ ル

ム等で覆ったも のを使用する 。  

( 2)  型枠は、 容易に組立て及び取外し ができ 、 セメ ント 等が漏れない構造と す

る 。  

  ま た、 コ ンク リ ート の角は、 面取り ができ る 構造と する 。  

( 3)  型枠は、 コ ンク リ ート の自重及び施工中に加わる 荷重に十分耐えら れる 構

造と し 、 コ ンク リ ート が必要な強度になる ま で、 取り 外し てはなら ない。  

 

( 1)  鋼製手すり は SGP 製又は SUS304TP 製と し 、 形状は図 2. 1-2 によ る 。 ただ

し 、 SUS304TP 製手すり の場合は、 FB38×4. 5 を FB38×4. 0 と する 。  
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         図 2. 1-2 鋼製手すり の形状 

 

( 2)  池周用アルミ 製手すり の形状は、 図 2. 1-3 によ る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         図 2. 1-3 アルミ 製手すり の形状 
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２ ． １ ． １ ２  

階段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 3)  アルミ 製手すり の仕様は、 表 2. 1-4 によ る 。  

( 4)  アルミ 製手すり の設計耐力は、 笠木（ 水平 1. 5kN/m、 鉛直 1. 0kN/m）、 支柱

（ 2. 6kN/m） と し 、 たわみ量は笠木の水平、 鉛直と も 1/500 以下かつ 5 ㎜以下

（ 500N/m）、 笠木及び支柱局部荷重 1/100 以下（ 500N） と する 。  

 

         表 2. 1-4 アルミ 製手すり の仕様 

手すり 及び扉の表面処理 
JI S H 8602 無着色陽極酸化塗装複合皮膜上

に透明合成樹脂塗料 7μm 

継手金物 ビス 、 ボルト 等は SUS304 

丁番 SUS304 

打掛錠 アルミ 製又は SUS304 

アルミ 材 JI S H 4100 A6063S-T5 

 

( 1)  階段の形状は、 原則と し て図 2. 1-4 によ る 。  

( 2)  階段の幅は、 原則と し て 800mmと する 。  

  ま た、階段の踏み面はすべり 止め付と し 、高さ 4. 0mを越える も のについて

は、 4. 0m以内ごと に踊り 場を設ける 。  

( 3)  階段の手すり は、 高所用と し 、 図 2. 1-2 のと おり と する 。  

( 4)  階段の傾斜角は、 原則と し て 45°以下と する 。

 

図 2. 1-4 階段の形状 
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２ ． ２ ． １  

配管材料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 節 配管 

 

( 1)  配管材料の規格、 主な使用区分は、 表 2. 2-1 によ る 。  

 

表 2. 2-1 配管材料 

種類 規格 記号 主な使用区分 

鋼管 

J I S G 3452 

配管用炭素鋼鋼

管 

SGP( 黒)  

水分を含ま ない油、 ガス 、 空気等耐食を要し ない場合 

圧力ほぼ１ MPa 以下、 温度 350℃以下の一般配管 

呼び径 500mm以下 

呼び径 125mm以上は、耐溝状腐食電縫鋼管( SGP-MN) 黒

と する 。  

SGP( 白)  

水分を含むガス 、 エアパージ、 電磁弁駆動用空気等若

干の耐食を要する 場合 

圧力ほぼ 1MPa 以下、 温度 50℃以下の一般配管 

他は SGP( 黒) に準ずる  

呼び径 500mm以下 

呼び径 125mm以上は、耐溝状腐食電縫鋼管( SGP-MN) 白

と する 。  

J I S G 3442 

水配管用亜鉛め

っき 鋼管 

SGPW 

雑用水、 空気等 

SGP( 白) よ り 耐食を 要する 場合 

圧力ほぼ 1MPa 以下 

呼び径 300mm以下、 温度 50℃以下の一般配管 

呼び径 125mm 以上は、 耐溝状腐食電縫鋼管( SGPW-MN)

と する 。  

J I S G 3457 

配管用ア ーク 溶

接炭素鋼鋼管 

STPY400 

蒸気、 水、 ガス 、 空気等 

圧力ほぼ 1MPa 以下、 温度 350℃以下の一般配管 

呼び径 350～2, 000mm 

耐食を要する 場合は、 亜鉛めっき ( 膜厚 HDZT77 以上)

を施す。 こ のと き 、 使用温度は温度 50℃以下と する 。 

J I S G 3443-1 

水輸送用塗覆装

鋼管 

STW400 

蒸気、 水、 ガス 、 空気等 

圧力ほぼ 1MPa 以下、 温度 350℃以下の一般配管 

呼び径 2, 100～3, 000mm 

耐食を要する 場合は、 亜鉛めっき ( 膜厚 HDZT77 以上)

を施す。 こ のと き 、 使用温度は温度 50℃以下と する 。 

低圧空気用は呼び厚さ B、その他は呼び厚さ Aと する 。 

J I S G 3454 

圧力配管用炭素

鋼鋼管 

STPG370 

脱水汚泥、 油圧、 空気等 

圧力ほぼ 10MPa 以下、 温度 350℃以下の圧力配管 

継目無管 

J I S G 3455 

高圧配管用炭素

鋼鋼管 

STS370 

脱水汚泥、 油圧、 空気等 

圧力ほぼ 10～100MPa、 温度 350℃以下の高圧配管 

継目無管 
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種類 規格 記号 主な使用区分 

ラ イ ニ 

ング 

鋼管 

JWWA K 116 

水道用硬質塩化

ビ ニ ルラ イ ニ ン

グ鋼管 

SGP-VA 

SGP-VB 

SGP-VD 

雑用水、 シーリ ング水、 冷却水等 

圧力１ MPa 以下、 温度ほぼ 50℃以下 

呼び径 150mm以下 

敷設によ り VA、 VBを 使い分ける 。 VDは埋設用 

WSP 011 

フ ラ ン ジ 付硬質

塩化ビ ニ ルラ イ

ニン グ鋼管 

SGP-FVA 

次亜塩素酸ナト リ ウ ム、 PAC、 臭素消毒用薬液等 

圧力１ MPa 以下、 温度ほぼ 50℃以下 

呼び径 400mm以下 

JWWA K 132 

水道用ポ リ エ チ

レ ン 粉体ラ イ ニ

ング鋼管 

SGP-PA 

SGP-PB 

SGP-PD 

主と し て飲料用( 上水)  

圧力１ MPa 以下、 温度ほぼ 50℃以下 

呼び径 100mm以下 

敷設環境によ り PA、 PBを使い分ける 。 PDは埋設用 

WSP 039 

フ ラ ン ジ 付ポ リ

エ チレ ン 粉体ラ

イ ニング鋼管 

SGP-FPA 

次亜塩素酸ナト リ ウ ム、 PAC、 臭素消毒用薬液等 

返水、 排水等、 耐食性を 要する 場合 

圧力１ MPa 以下、 温度ほぼ 50℃以下 

呼び径 500mm以下 

ス テン  

レ ス  

鋼管 

J I S G 3459 

配管用ス テ ン レ

ス 鋼鋼管 

SUS304TP 

計装配管等、 ス ケールを 嫌う 場合 

散気用ラ イ ザ管、 薬液等、 耐食性を 要する 場合 

蒸気管及び汚泥管で FCDが使用でき ない箇所 

シーリ ン グ水配管及び冷却水配管の枝管 

管厚は JI S G 3459 表 8 又は表 9 の寸法によ る 。  

呼び径 650mm以下 

鋳鉄管 

JSWAS G-1 

下水道用ダ ク タ

イ ル鋳鉄管 

FCD 

下水、 汚泥、 分離液、 排水等 

呼び径 

直管    75～1, 200mm（ 内面: ｴﾎ゚ ｷｼ樹脂粉体塗装）  

1, 350～2, 600mm（ 内面: 液状ｴﾎ゚ ｷｼ樹脂塗装）  

異形管   75～1, 500mm（ 内面: ｴﾎ゚ ｷｼ樹脂粉体塗装）  

1, 600～2, 600mm（ 内面: 液状ｴﾎ゚ ｷｼ樹脂塗装）  

樹脂管 

J I S K 6741 

硬質ポ リ 塩化ビ

ニル管 

VP 

給水、 薬液、 分離液等 

強度を 要し ない箇所 

圧力１ MPa 以下、 温度ほぼ 50℃以下 

呼び径 300mm以下 

VU 

排水等 

強度を 要し ない箇所 

圧力 0. 6MPa 以下、 温度ほぼ 50℃以下 

呼び径 700mm以下 

J I S K 6742 

水道用硬質ポ リ

塩化ビ ニル管 

VP 

水道用 

圧力 0. 75MPa 以下、 温度ほぼ 50℃以下 

呼び径 150mm以下 

JWWAK 127, 129 

耐衝撃性硬質ポ

リ 塩化ビ ニル管 

HI VP 

薬液、 分離液等 

耐衝撃性及び強度を要する 箇所 

その他は、 VP と 同じ  

注１  亜鉛メ ッ キが施さ れている 配管は、 50℃以上では腐食の進行や剥離のお

それがある 。 こ のため、 50℃以上での使用を避ける 。  
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２ ． ２ ． ２  

配管施工上の注

意事項 

 

なお、 使用流体が気体の場合はこ の限り ではない。  

 

( 2)  表 2. 2-1 の各管種に対応する 管継手、 異形管の規格は、 表 2. 2-2 によ る 。  

表 2. 2-2 管継手・ 異形管 

直管の種類 管継手・ 異形管の規格等 

鋼管 

SGP( 黒)  

J I S B 2301 ねじ 込み式可鍛鋳鉄製管継手 

JI S B 2302 ねじ 込み式鋼管製管継手 

JI S B 2311 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 

JI S B 2220 鋼製管フ ラ ン ジ 

SGP( 白)  
SGP( 黒) に同じ 。 ただし 、 白管継手を使用する か又は SGP( 白) と

同等の亜鉛めっ き を施す。  

SGPW 
SGP( 黒) に同じ 。 ただし 、 白管継手を使用する か又は SGPWと 同

等の亜鉛めっき を施す。  

STPY400 

STW400 

J I S G 3443-2 水輸送用塗覆装鋼管の異形管に規定さ れた原管

を使用し 、 直管部と 同等の防錆
せい

処置を 施す。  

STPG370 

J I S B 2312 配管用鋼製突合せ溶接式管継手 

JI S B 2313 配管用鋼板製突合せ溶接式管継手 

JI S B 2316 配管用鋼製差込み溶接式管継手 

直管部と 同等の防錆
せい

処置を 施す。  

STS370 STPG370 に同じ 。 ただし 、 JI S B 2313 は使用でき ない。  

ラ イ ニン グ 

鋼 

管 

SGP-VA 

SGP-VD 
管端防食継手 

SGP-FVA 
WSP 011 

フ ラ ンジ付硬質塩化ビ ニルラ イ ニン グ鋼管 

SGP-PA 

SGP-PD 
管端防食継手 

SGP-FPA 
WSP 039 

フ ラ ンジ付ポリ エチレ ン 粉体ラ イ ニング鋼管 

ス テンレ ス  

鋼管 
SUS304TP 

J I S B 2312 配管用鋼製突合せ溶接式管継手 

JI S B 2313 配管用鋼板製突合せ溶接式管継手 

JI S B 2316 配管用鋼製差込み溶接式管継手 

直管部と 同材質のス テン レ ス 鋼製 

鋳鉄管 FCD JSWAS G-1 下水道用ダク タ イ ル鋳鉄管 

樹脂管 

VP 

VU 

J I S K 6739 排水用硬質ポリ 塩化ビ ニル管継手 

( J I S K 6741 に規定する 管の継手)  

VP( 水道用)  
J I S K 6743 水道用硬質ポリ 塩化ビ ニル管継手( TS)  

( J I S K 6742 に規定する 管の継手)  

HI VP 
J I S K 6743 水道用耐衝撃性硬質ポリ 塩化ビ ニル管継手( HI TS)  

( J I S K 6742 に規定する 管の継手)  

 

( 1)  配管の敷設経路は、 原則と し て設計図書によ る 。 敷設に当たっては、 他の

配管及び機器と の関連（ 将来計画を含む。） を 詳細に検討する と と も に、 弁

類や分岐管の位置、 配管の分解等の維持管理性を 十分に考慮する 。  
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( 2)  配管は、 将来の機器増設や配管分岐を考慮し 、 分岐管、 フ ラ ンジ蓋及びプ

ラ グを 設ける 。  

ま た、 主管から 分岐する 枝管には、 原則と し て分岐部枝管に弁を設ける 。  

( 3)  配管の立上がり 部及び水撃のおそれのある 箇所には空気抜き 弁、 立下がり

部にはド レ ン弁を必要に応じ て設ける 。  

  ま た、 投入管等の大気開放部は滝落と し によ る 臭気発生に配慮し 、 ド レ ン

口は飛散防止を考慮する 。  

( 4) 詰ま り が生じ やすい排水管等には、 要所に T字管を用いて、 点検口を設け

る 。  

( 5)  制御弁、 安全弁等は、 操作性、 分解及び組立ての際の取外し 、 搬出入に必

要なス ペース を考慮し た位置に取り 付ける 。  

( 6)  配管に取り 付ける 電装品、 導圧管、 分析計、 試料採取管等は、 維持管理に

要する ス ペース 、 点検通路等を考慮の上、 施工する 。  

( 7)  汚泥管等の敷設に当たっては、 管内洗浄作業に必要なス ペース を確保し 、

小口径配管は、 掃除口を 設ける 。   

  ま た、 排水時に管溜り が生じ ないよ う 、 必要な配管勾配を 設ける 。  

( 8)  配管には、 無理な力が加わら ないよ う 施工する 。  

  ま た、 管の切断、 折曲げ等の加工は、 割れ、 ひずみ及び有害な傷ができ な

いよ う に丁寧に行う 。  

( 9)  鋳鉄管配管は、 原則と し て K形 3 種管を使用する 。 ただし 、 曲管部、 Ｔ 字

部等で離脱する おそれのある 箇所は、 原則と し てフ ラ ンジ接合と する 。  

  なお、 こ れによ り 難い場合は、 特殊押輪によ り 接合する 。  

( 10)  鋳鉄管切管の端部には、 塗装を 施す。  

( 11)  呼び径 65mm以上の鋼管配管は、 原則と し てフ ラ ンジ接合と する が、 機器

及び弁回り の配管は、 分解及び組立ての際の取外し を考慮し 、 ルーズ継手等

を使用する 。  

( 12)  呼び径 50mm以下の鋼管配管は、 ねじ 接合と し ても よ いが、 こ の場合定尺

2 本相当ごと にフ ラ ンジ接合又はユニオン接合と する 。  

なお、 機器及び弁回り の配管は、 分解及び組立ての際の取外し を考慮し 、

フ ラ ンジ接合又はユニオン接合と する 。  

( 13)  フ ラ ンジ付硬質塩化ビニルラ イ ニング鋼管及びフラ ンジ付ポリ エチレ ン

粉体ラ イ ニング鋼管の寸法調整用の乱尺管は、 現場で裸管にフ ラ ンジを 仮付

け後、 工場でラ イ ニン グを行う 。  

( 14)  ラ イ ニング鋼管（ フ ラ ンジ付以外） のねじ 接合をする 場合の継手は、 管

端防食継手と し 、 パイ プニッ プルは管端防食継手用パイ プニッ プル（ ロ ング
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ニッ プル） と する 。  

( 15)  ス テンレ ス 鋼管を 現場溶接する 場合は TI G溶接等と し 、 溶接焼けが認め

ら れる 場合は、 酸洗い等にて除去する 。  

( 16)  亜鉛めっき 管に溶接を行う 場合は、 原則と し て工場で溶接後、 亜鉛めっ

き 処理を施す。 ただし 、 こ れによ り 難い場合は、 監督員の承諾を得て、 内外

面に亜鉛めっ き 相当の処理を施す。  

( 17)  ポンプ等のシーリ ング水配管及び冷却水配管の枝管（ 呼び径 32mm以下）

には、 配管用ス テンレ ス 鋼管（ Sch20S 以上） を使用する 。  

なお、 ねじ 切り 加工する 場合は、 Sch40 以上と する 。  

( 18)  配管接合材は、 流体の特性を考慮し 、 漏れ・ にじ みが生じ る こ と のない

も のと する 。  

( 19)  鋼管又は鋳鉄管と ス テンレ ス 鋼管等の異種管を接続する 場合は、 異種金

属接触腐食防止の検討を 行い、 必要な箇所に絶縁継手（ 絶縁フ ラ ンジ、 絶縁

ス リ ーブ、 絶縁ワ ッ シャ 若し く は絶縁シート 等） を使用する 。  

( 20)  不同沈下、 温度変化のおそれのある 箇所及び機器周り で振動が発生する

箇所については、 可と う 管、 伸縮継手、 防振継手等の適切な継手類を設け

る 。  

( 21) 配管は、 フ ラ ンジ部の漏水や結露水等によ り 、 配電盤等の機材に影響を及

ぼさ ないよ う に施工する 。  

( 22)  支持材は、 質量及び振動に対し 十分な支持力を有する 形鋼又は鋼管を用

い、 溶接又はボルト 締めによ り 強固に組み立てる 。  

( 23)  支持金具は、 配管に振動や離脱が生じ ないよ う 強固に取り 付ける 。 特

に、 曲管及びＴ 字部では、 管を離脱さ せる 力が生じ る のでコ ンク リ ート 又は

鋼材で離脱防止の措置を 施す。  

( 24)  支持材の設置間隔及び固定方法は、 次のと おり と する 。  

ア 直管部分の支持は、 原則と し て定尺 1 本につき 2 か所以上、 支持間隔は

3m以内と する 。 ただし 、 小口径で自重によ り たわみを生じ る おそれのあ

る 場合は、 適宜支持間隔を考慮する 。  

イ  空気用配管を独立に敷設する 場合の支持間隔は、 呼び径 350～600mmで

は 4m以内、 呼び径 650mm以上では 5m以内と する 。  

ウ  配管支持は、 衝撃や偏荷重（ 曲がり 管部、 大き な転倒モーメ ント 等） の

かかる おそれのある 場合、 原則と し て支持基礎鉄筋を構造物の鉄筋に結束

し 、 必要に応じ て溶接を 行う 。  

  ま た、 監督員の承諾を得て、 あと 施工アン カー（ 接着系） によ り 施工で

き る 。  
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なお、 こ の場合、 2. 1. 6( 19) に基づき 引抜耐力の確認試験を実施する 。  

エ 軽微な荷重を受ける 支持は、 あと 施工アン カー（ 接着系又は金属拡張

系） で固定し ても よ い。  

オ 支持材の強度計算、 あと 施工アンカーの耐震計算書を監督員から 求めら

れた場合は、 こ れら を 提出し て当局の承諾を受けてから 施工する 。  

カ 天井から の吊り によ る 配管支持は、 原則と し て行わないも のと する 。  

キ 横走り 配管の末端部には、 原則と し て振止め支持を行う 。  

( 25)  みぞ形鋼のテーパ部分に取り 付ける ボルト 等の支持金物は、 テーパワ ッ

シャ を 用いて強固に固定する 。  

( 26)  配管支持材の脚には、 根巻き を 施す。 根巻き の高さ は、 100mm程度と す

る 。  

( 27)  コ ンク リ ート 構造物等の貫通部は、 原則と し て鋳鉄管又はス テン レ ス 鋼

管を使用し 、 貫通部直近にはフ ラ ンジを設ける 。 こ れによ り 難い場合は、 監

督員と 協議する 。  

ま た、 漏水等の懸念さ れる 場所は、 止水板を設ける 等、 止水処理を行

う 。  

なお、 コ ア抜き 等で鉄筋を切断し た場合は、 鉄筋末端の防錆
せい

処置を 施

す。  

( 28)  配管が防火区画を 貫通する 場合、 隙間を モルタ ル又はその他の不燃材で

埋める 。  

   ま た、 不燃材以外の配管が防火区画を貫通する 場合は、 貫通する 部分か

ら 両側 1m以内の部分を 不燃材と する か、 建築基準法施行令（ 昭和 25 年政令

第 338 号） に適合する 工法を用いる 。  

( 29)  床を貫通する 配管は、 床面よ り 100mm以上モルタ ルで保護する 。 こ の場

合、 特にモルタ ルの亀裂、 はく 離がないよ う に施工する 。 ただし 、 こ れによ

り 難い場合は、 監督員と 協議する 。  

( 30)  埋設配管の施工は、 次のと おり と する 。  

ア  配管を埋設する 場合の土被り は、 道路を横断する 部分及び重量物の圧力

を受ける おそれのある 部分は、 0. 6m以上、 その他の場所は 0. 3m以上と す

る 。  

イ  地中埋設部分は、 掘削完了後切込砂利又は再生ク ラ ッ シャ ラ ンを 100mm

以上敷き なら し 、 よ く つき 固めてから 管をなじ みよ く 敷設する 。 受注者

は、 埋戻し に当たり 、 埋戻し 箇所の残材、 廃物、 木屑等を撤去し 、 一層の

仕上がり 厚を 30cm以下を基本と し て、 路床部（ 路盤下約 1. 0ｍ） にあっ

ては 20cm以下を基本と し て、 十分締め固めながら 、 埋め戻さ なけばなら
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ない。  

   なお、 埋設配管は、 敷設後に行う 当局の確認が終了する ま で埋戻し をし

てはなら ない。  

ウ  名称、 埋設深さ 、 方向等を表示し たコ ンク リ ート 製埋設標柱又は埋設表

示板を 埋設配管の屈曲箇所、 道路横断箇所及び直線部分（ 30ｍ程度ごと ）

等に設置する と と も に、 地表から 200～400mm程度の深さ に埋設表示シー

ト を敷設する 。   

( 31)  配管施工中は、 管の内部に土、 砂、 ごみ等を残さ ないよ う に丁寧に清掃

する 。  

  ま た、 配管施工後は、 配管の使用用途に応じ た洗浄を行う 。  

  なお、 給水装置等の上水配管を施工する 場合は、 東京都給水条例( 昭和 33

年東京都条例第 41 号) に基づいて施工する 。  

( 32)  特記、 規格、 関係法令等に規定のない配管（ 下水、 汚泥、 雑用水、 空

気、 排水、 油等） の耐圧試験等は、 次のと おり と する 。  

ア 配管の試験は水圧試験、 気密試験、 通水（ 気） 試験の３ 種と する 。  

イ  水系配管（ 下水、 汚泥、 雑用水等） の水圧試験は、 最高使用圧力の 1. 5

倍の水圧と する 。  

  なお、 最高使用圧力はポンプの締切圧力等を 考慮し たも のと し 、 水圧の

保持時間は、 30 分間と する 。  

ウ  空気配管、 油配管等の気密試験は、 最高使用圧力の 1. 1 倍の気圧（ ただ 

し 、 最高圧力は 0. 6MPa 以下） と し 、 気圧の保持時間は、 30 分間と する 。  

 なお、 油圧配管、 燃料配管、 ガス 管等で、 特記、 規格、 関係法令に試験

圧力、 試験流体の規定がある も のは、 それによ る 。  

エ 通水（ 気） 試験は、 耐圧試験後に、 原則と し て実流体を 送水（ 気） し て

行い、 漏水（ 気） 等の異常がないこ と を確認する 。  

なお、 排水管、 排気管、 オーバーフ ロ ー配管等で耐圧試験を 要し ない配

管は、 通水（ 気） 試験にて漏水（ 気） を確認する こ と ができ る 。  

オ 耐圧試験は、 上記イ 、 ウ を原則と する が、 管路構成品の取外し によ り 試

験の信頼性が低下する こ と を避ける ため、 伸縮管、 特殊弁等の構成部品で

試験圧力に耐えら れないも のを事前に確認し 、 監督員の承諾を 得て、 最も

低い構成部品に試験圧力を合わせる こ と ができ る 。  

カ 耐圧試験においては、 試験する 配管系統の異常の有無を 確認し ながら 、

試験流体を徐々に昇圧する 。   

キ 耐圧試験時は、 配管等の破裂、 飛散等によ る 事故防止のための保安対策

を行う 。  
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( 33)  既設配管の撤去を 行う 場合は、「 1. 5. 14 石綿処理について」 に基づき 適

正に施工する 。 分析調査が必要な場合は、 監督員と 協議する 。  

 

( 1)  弁類は、 設計図書に明示のない場合、 原則と し て表 2. 2-3 によ る 。  

 

表 2. 2-3 弁の材質と 使用区分 

種類 弁箱 弁体 弁棒 弁座 使用区分 

外ねじ 式 

仕切弁 

( J I S B 2062 

準用)  

FC200 以上 FC200 以上 

SUS403 

又は 

SUS304 

CAC406／CAC406 

 雑用水、  

空気用 

( 350mm以上)  

FC200 以上 FC200 以上 

SUS403 

又は 

SUS304 

SUS304／SUS403 
下水、 汚泥

用 

ソ フ ト  

シール弁 

( JWWA B 120 

準用)  

FCD450 
FCD450+ 

ｺﾞ ﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ  
SUS403 ― 

下水、 汚泥

用 

バタ フ ラ イ 弁 

( 1500mm以下

JWWA B 138 

準用、 1600mm

以上 JWWA B 

121 準用）  

FC200 以上 FC200 以上 SUS403 

合成ゴム  

／硬質ク ロ ム めっき 、

SUS304 又は SUS316 

雑用水用 

FC200 以上 FC200 以上 SUS403 

耐熱ゴム  

／硬質ク ロ ム めっき 、

SUS304 又は SUS316 

空気用 

FCD450 FCD450 SUS403 

SUS304 

／特殊ス テン レ ス 鋼、

CAC703 又は 

モネル合金盛金等 

下水用 

ウ エハー形バ

タ フ ラ イ 弁

（ JI S B 

2032）  

FCD450 SCS14 SUS420J2 耐熱ゴム  空気用 

偏心構造弁 

FCD450 

又 は FC200

以上 

FCD450 

又は SCS13 
ｽﾃﾝﾚｽ鋼 合成ゴ ム／メ タ ル 

汚泥用 

FC200 以上 
FC+ 

ｺﾞ ﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ  

ｽﾃﾝﾚｽ鋼 

又は FC 
― 

逆止弁 
FC200 以上 

又は FCD450 

FC200 以上 

又は FCD450 

― SUS304／合成ゴム 下水用 

― 
SUS304 

／耐熱ゴム又は SUS304 
空気用 

フ ラ ッ プ弁 FC200 以上 SUS304 ― SUS304／合成ゴ ム  下水用 

ボール弁 
FCMB 

又は SCS13 

SUS304 

又は SCS13 

SUS403 

又は SUS304 
― 雑用水用 

小口径弁 

( 300mm以下)  
J I S B 2011( 青銅弁)  及び JI S B 2031( ねずみ鋳鉄弁)  によ る 。  

上水、 雑用

水、 空気用 
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注１  逆止弁及びフラ ッ プ弁のヒ ン ジピ ン は、 SUS304 又は SUS403 と する 。  

 ２  フ ラ ッ プ弁は、 異種金属接触腐食防止措置を 施す。  

 ３  小口径弁は、 外ねじ 式又は弁棒上昇式と する 。  

( 2)  弁は、 時計回り 「 閉」、 反時計回り 「 開」 と する 。  

  なお、 ハンド ル付き のも のは、 ハンド ルに開閉方向を表示し たも のを使用

し 、 必要に応じ て開度計を設ける 。  

( 3)  ラ イ ニング管をねじ 接続する 弁は、 管端コ ア付き と する 。  

( 4)  高所に設置する 手動弁で、 操作架台・ はし ご等を設置し ない場合は、 原則

と し て床上から チェ ーン（ SUS304 製） 操作のでき る 構造と する 。  

( 5)  バルブコ ント ロ ーラ の電動機は、 始動ト ルク に対応し たも のと し 、 油浴又

はグリ ス 潤滑の減速機構にフ ラ ンジで取り 付ける 。 バルブコ ント ロ ーラ は、

電動及び手動で操作でき る も のと し 、 手動ハン ド ルと 電動機が直結し えない

構造と する と と も に、 手動ハンド ル使用時に電動機用電気回路を断と する 位

置開閉器を設ける 。  

  ま た、 開、 閉の両方向にそれぞれト ルク ス イ ッ チ及びリ ミ ッ ト ス イ ッ チを

取り 付ける 。  

  なお、 ト ルク ス イ ッ チ及びリ ミ ッ ト ス イ ッ チは、 設計図書に明示のない場

合は、 自動復帰式と する 。  

( 6)  バルブコ ント ロ ーラ の内部配線には、 丸形端子を使用する 。  

( 7)  弁の開閉速度( 開閉時間) と 口径の関係は、 表 2. 2-4 によ る 。  

( 8)  地中埋設部分に弁を 設ける 場合は、 コ ンク リ ート 製の弁ま すを設ける 。  

 

表 2. 2-4 電動弁・ 制水扉の開閉速度 

種類 口径 開閉速度又は開閉時間 

仕切弁 

ソ フト シール弁 

800mm以下 0. 20m/mi n 以上 

900～1, 200mm 0. 25m/mi n 以上 

1, 350mm以上 0. 30m/mi n 以上 

バタ フ ラ イ 弁 

200～400mm 30s 以内 

450～800mm 40s 以内 

900～1, 000mm 50s 以内 

1, 100～1, 200mm 60s 以内 

1, 350mm以上 90s 以内 

偏心構造弁 
100～400mm 30s 以内 

450～500mm 40s 以内 
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被覆 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボール弁 

15～25mm 11s 以内 

32～50mm 18s 以内 

65～100mm 24s 以内 

125～200mm 26s 以内 

制水扉 全口径 0. 30m/mi n 以上 

注１  揚砂、 集砂、 し さ 等に使用する 弁については緊急性を要さ ないため、 上記表によ ら

ないこ と ができ る 。  

 ２  反応槽風量調整弁等の開度制御を要する 弁は、 上記表によ ら ない場合があ る 。 こ の

場合、 開度制御特性等を 考慮し て開閉時間を 決定する 。  

 

( 1)  雑用水配管等の水配管の被覆は、 設計図書に明示し た箇所、 結露、 凍結の

おそれのある 配管に施工する 。  

( 2)  反応槽散気用空気配管の被覆は、 設計図書に明示し た箇所に施工する 。  

( 3)  施工方法及び被覆に用いる 保温材の仕様は、 表 2. 2-5、 表 2. 2-6 及び表

2. 2-7 によ る 。  

 

表 2. 2-5 被覆の施工方法 

用途 屋内 隠蔽 屋外 

雑用水配管 

ｼー ﾘﾝｸﾞ 水配管 

冷却水配管等 

１  ﾎ゚ ﾘｽﾁﾚﾝﾌｫ ﾑー保温材 

２  粘着テープ 

３  合成樹脂製カバー 

 

注 管廊内は原則と し

て被覆はし ない｡ 

１  ﾎ゚ ﾘｽﾁﾚﾝﾌｫ ﾑー保温材 

２  粘着テープ 

３  ｱﾙﾐｶ゙ ﾗｽｸﾛｽ 

１  ﾎ゚ ﾘｽﾁﾚﾝﾌｫ ﾑー保温材 

２  粘着テープ 

３  ﾎ゚ ﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 

４  ス テン レ ス 鋼板 

散気用空気配管 

( 空気配管室、 管

廊部)  

１  ｸﾞ ﾗｽｳ ﾙー保温材 

２  鉄線又はき っ甲金網 

３  ﾎ゚ ﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 

４  カ ラ ー亜鉛鉄板 

－ － 

 

表 2. 2-6 保温材厚さ  

( 単位 mm)  

用途 
   呼び径 

保温材 

15 

A 

20 

A 

25 

A 

32 

A 

40 

A 

50 

A 

65 

A 

80 

A 

100 

A 

125 

A 

150 

A 

200 

A 

250 

A 

300 

A 

350A 

以上 

雑用水 

配管等 

ﾎ゚ ﾘｽﾁﾚﾝﾌｫ ﾑー

保温材 
20 25 

空気配管 
ｸﾞ ﾗｽｳ ﾙー 

保温材 
20 25 40 50 

( 4)  施工方法は、「 公共建築工事標準仕様書（ 機械設備工事編）」 に準ずる 。  
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( 5)  被覆の施工に先立ち、 管のねじ 切り 部、 溶接加工部等に防錆
せい

処理を 行う 。  

( 6)  被覆さ れた配管には、「 第４ 節 塗装 2. 4. 1 一般事項( 20) 」 によ り 、 管

名、 管種、 管径、 流れ方向等を記入する 。  

( 7)  弁類及びフ ラ ンジ部は、 取外し 可能な形状と する 。  

 

表 2. 2-7 保温材、 外装材及び補助材 

材料区分 仕様 

保 

 

 

温 

 

 

材 

ロ ッ ク ウ ール 

保温材 

ロ ッ ク ウ ール保温板、 保温筒、 保温帯、 フ ェ ルト 及びブラ ンケッ ト

は、 J I S A 9504「 人造鉱物繊維保温材」 のロ ッ ク ウ ールによ る も のと

し 、 保温板は１ 号又は２ 号、 保温帯は１ 号、 フ ェ ルト は密度 40kg/m3

以上、 ブラ ン ケッ ト は１ 号と する 。  

ブラ ン ケッ ト は、 JI S G 3554「 き っ甲金網」 によ る 亜鉛めっき を 施

し た網目呼称 16、線径 0. 55 の金網又は RWAS02「 ロ ッ ク ウ ール保温材

のブラ ン ケッ ト に使用する メ タ ルラ ス 品質規格」 によ る 平ラ ス で外

面を 補強し たも のと する 。  

アルミ ガラ ス ク ロ ス 化粧保温板、 保温筒、 保温帯又はフ ェ ルト は、

上記保温板、 保温筒、 保温帯又はフ ェ ルト （ J I S に規定さ れている 表

面布は不要） の表面をアルミ ガラ ス ク ロ ス で被覆し たも のと する ｡ 

ガラ ス ク ロ ス 化粧保温板は、 上記保温板（ JI S に規定さ れている 表

面布は不要） の表面をガラ ス ク ロ ス で被覆し たも のと する 。  

グラ ス ウ ール 

保温材 

グラ ス ウ ール保温板、保温筒、保温帯及び波形保温板は、JI S A 9504

「 人造鉱物繊維保温材」 のグラ ス ウ ールによ る も のと し 、 保温板、 保

温筒、 保温帯及び波形保温板は 40K以上のも のと する 。  

アルミ ガラ ス ク ロ ス 化粧保温板、 保温筒、 保温帯又は波形保温板

は、 上記保温板、 保温筒、 保温帯又は波形保温板（ JI S に規定さ れて

いる 表面布は不要） の表面を アルミ ガラ ス ク ロ ス で被覆し たも のと

する ｡ 

ガラ ス ク ロ ス 化粧保温板は、 上記保温板（ JI S に規定さ れている 表

面布は不要） の表面をガラ ス ク ロ ス で被覆し たも のと する 。  

ポリ ス チレ ン 

フ ォ ーム保温材 

ポリ ス チレ ン フ ォ ーム保温板及び保温筒は、 J I S A 9511「 発泡プラ

ス チッ ク 保温材」 のビ ーズ法ポリ ス チレ ンフ ォ ーム によ る も のと し 、

保温板及び保温筒は３ 号と する 。  

アルミ ガラ ス ク ロ ス 化粧保温板又は保温筒は、 上記保温板又は保

温筒（ J I S に規定さ れている 表面布は不要） の表面をアルミ ガラ ス ク

ロ ス で被覆し たも のと する 。  

弁類、 継手カバー類は、 原則と し て、 金型成形し たも ので、 品質は

上記保温筒の規格に適合し たも のと する 。  

外 

 

装 

 

材 

カラ ー亜鉛鉄板 

JI S G 3312「 塗装溶融亜鉛めっき 鋼板及び鋼帯」 で、 亜鉛めっ き の

付着量 180g/m2（ Z18） 以上のも のと し 、 板厚は、 保温外径 250mm以下

の管、 弁等に使用する 場合は 0. 27mm、 その他は 0. 35mmと する 。  

ス テン レ ス 鋼板 

JI S G 4305「 冷間圧延ス テンレ ス 鋼板及び鋼帯」 によ る も のと し 、

板厚は、 管、 弁等に使用する 場合は 0. 2mm以上、 その他は 0. 3mm以上

と する 。  

溶融ア ルミ ニ ウ

ム－亜鉛鉄板 

JI S G 3321「 溶融 55％アルミ ニウ ム－亜鉛合金めっ き 鋼板及び鋼

帯」 で、 亜鉛めっ き 付着量 150g/m2 以上のも のと し 、 板厚は、 保温外

径 250mm以下の管、 弁等に使用する 場合は 0. 27mm、 その他は 0. 35mm

と する 。  

合成樹脂製カ バ

ー１  

( シート タ イ プ)  

合成樹脂を使用し た難燃性の樹脂製カバーは、 JI S A 1322「 建築用

薄物材料の難燃性試験方法」 に規定する 防炎２ 級に合格し たも ので

板厚は、0. 3mm以上と する 。合成樹脂製カバー用ピン は銅合金製と し 、

樹脂製カ バーの重ね部分を 保持でき る 強度及び形状を 有する も のと

する 。  
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外 

 

装 

 

材 

合成樹脂製カ バ

ー２  

( ジャ ケッ ト  

タ イ プ)  

合成樹脂を使用し た難燃性の樹脂製カバーは、 JI S A 1322「 建築用

薄物材料の難燃性試験方法」 に規定する 防炎２ 級に合格し たも ので

板厚は、 0. 5mm以上と する 。 接合は、 合成樹脂製カバー用差込みジョ

イ ナーと 50mmピッ チのボタ ンパン チ加工さ れたも のと し 、 保温材又

はカバーの反発力で外れないも のと する 。  

合成樹脂製カ バ

ー３  

( 保温化 粧カ バ

ータ イ プ)  

合成樹脂を使用し た難燃性の樹脂製カバーは、 JI S A 1322「 建築用

薄物材料の難燃性試験方法」 に規定する 防炎２ 級に合格し たも ので

板厚は、 1. 0mm以上と する 。 樹脂製カバー同士を接合でき る 強度及び

形状を有する も のと する 。  

ガラ ス ク ロ ス  
JI S R 3414「 ガラ ス ク ロ ス 」 に規定する EP18Aによ る E ガラ ス 平

織ガラ ス ク ロ ス と し 、 ダク ト 類の内貼り の押さ えと し て使用する 。  

アルミ  

ガラ ス ク ロ ス  

厚さ 0. 02mmのアルミ ニウ ム箔に、 JI S R 3414「 ガラ ス ク ロ ス 」 に

規定する EP11E をアク リ ル系接着剤で接着さ せたも のと し 、 管等に

使用する 場合は、 適当な幅に裁断し 、 テープ状にし たも のと する 。  

アルミ  

ガラ ス ク ロ ス  

粘着テープ 

アルミ ガラ ス ク ロ ス のガラ ス ク ロ ス 面に粘着剤を 粘着加工し 、 剥

離紙をも ってその粘着力を 保持し たも のと し 、 JI S Z 0237「 粘着テー

プ・ 粘着シート 試験方法」 によ る 粘着力 1. 5N/10mm 以上のも のと す

る 。  

着色ア ルミ ガラ

ス ク ロ ス  

アルミ ガラ ス ク ロ ス の表面にアク リ ル系塗料を焼付塗装（ 焼付温度

240℃以上、 着色塗布量４ g/m2 以上） し たも の。  

保温化粧ケース  

保温化粧ケース は樹脂製、アルミ 合金製、溶融アルミ ニウ ム－亜鉛

鉄板、鋼板若し く は鋼材に溶融亜鉛めっき を 施し たも の、溶融亜鉛め

っ き 鋼板製に粉体塗装仕上げを し たも の又はス テン レ ス 鋼板製等と

する 。 ま た、 樹脂製のも のは耐候性を 有し 、 －20℃から 60℃に耐え

る も のと する 。  

アルミ  

パンチング 

メ タ ル 

JI S H 4000「 アルミ ニウ ム及びアルミ ニウ ム 合金の板及び条」 に規

定する アルミ ニウ ム板を 穿孔加工し たも ので板厚は 0. 6mm以上と し 、

穿孔開口率は 30％以上 60％以下と する 。  

亜鉛めっき 鋼板 

パンチング 

メ タ ル 

JI S G 3302「 溶融亜鉛めっき 鋼板及び鋼帯」 に規定する 溶融亜鉛め

っき 鋼板を穿孔加工し たも ので板厚は 0. 6mm 以上と し 、 穿孔開口率

は 30％以上 60％以下と する 。  

アルミ ガラ ス  

化粧原紙 

原紙に規定する 整形用原紙の表面に、 アルミ ガラ ス ク ロ ス に規定

する アルミ ガラ ス ク ロ ス 面を オレ フ ィ ン 系樹脂接着剤で貼り 合わせ

たも のと する 。  

補 

 

 

 

助 

 

 

 

材 

原 紙 １ m2 当たり 370g 以上の整形用原紙と する 。  

整形エルボ 

合成樹脂を使用し た難燃性の整形用エルボで、 JI S A 1322「 建築用

薄物材料の難燃性試験方法」 に規定する 防炎２ 級に合格し たも のと

する 。  

ポリ エチレ ン 

フ ィ ルム 

JI S Z 1702「 包装用ポリ エチレ ンフ ィ ルム」 に規定する １ 種（ 厚さ

0. 05mm） と する 。  

粘着テープ 
JI S C 2336「 電気絶縁用ポリ 塩化ビ ニル粘着テープ」 Ａ 種( 厚さ

0. 2mm) のも のと する 。  

鉄 線 J I S G 3547「 亜鉛めっき 鉄線」 によ る 亜鉛めっ き 鉄線と する 。  

鋲 

亜鉛めっ き 鋼板製座金に保温材の厚みに応じ た長さ の釘を 植えた

も の、銅めっ き ス ポッ ト 溶接鋲又は絶縁座金付ス ポッ ト 溶接鋲（ 銅又

は銅合金製） と し 、保温材等を支持する のに十分な強度を有する も の

と する ｡ 

き っ甲金網 

JI S G 3547「 亜鉛めっき 鉄線」 によ る 亜鉛めっき 鉄線の線径 0. 4mm

以上のも のを 、 J I S G 3554「 き っ 甲金網」 によ る 網目呼称 16 によ り

製作し たも のと する 。  

銅き っ甲金網 

JI S H 3260「 銅及び銅合金の線」 によ る C1100Wの線径 0. 5mmのも

のを JI S G 3554「 き っ甲金網」 によ る 網目呼称 10 に準じ て製作し た

も のと する 。  
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補 

 

 

助 

 

 

材 

シーリ ング材 
主成分を シリ コ ン系の１ 成分形と し 、 JI S K 6249「 未硬化及び硬化

シリ コ ーンゴ ム の試験方法」 によ る 耐熱温度 120℃のも のと する 。  

鋼 枠 
亜鉛鉄板によ る 原板の標準厚さ 0. 4mm 以上のも ので加工し たも の

と する 。  

幅木、 菊座及び 

バンド  
ス テン レ ス 鋼板（ 厚さ 0. 2mm以上） によ り 製作し たも のと する 。  

接着剤 
鋲を接着する 場合は、合成ゴム系接着剤、エポキシ系接着剤又は変

性シリ コ ン系接着剤と する 。  

 

( 8)  鋳鉄管以外の地中埋設部分は、 原則と し て合成樹脂等で外面を被覆さ れた

鋼管又はス テンレ ス 鋼管と する 。 やむを得ず鋼管を使用する 場合は、 表

2. 2-8 によ り 、 電食や腐食を考慮し 、 防食処理を 次のと おり 行う 。  

ア ペト ロ ラ タ ム系を 使用する 場合は、 汚れ、 付着物等の除去を行い、 防食

用プラ イ マを塗布し 、 防食テープを 1/2 重ね 1 回巻き の上、 プラ ス チッ ク

テープを 1/2 重ね１ 回巻き と する 。 継手等のよ う に巻き づら いも のは、 凹

部分にペト ロ ラ タ ム系のマス チッ ク を 詰め、 表面を平滑にし た上で、 防食

シート で包み、 プラ ス チッ ク テープを 1/2 重ね 1 回巻き と する 。  

イ  ブチルゴム系を使用する 場合は、 汚れ、 付着物等の除去を 行い、 防食用

プラ イ マを塗布し 、 絶縁テープ 1/2 重ね 2 回巻き する 。 継手等のよ う に巻

き づら いも のは、 凹部分にブチルゴム系のマス チッ ク を詰め、 表面を平滑

にし た上で、 絶縁シート で包み、 さ ら にプラ ス チッ ク テープのシート 状の

も ので覆い、 プラ ス チッ ク テープを 1/2 重ね 1 回巻き と する 。  

ウ  熱収縮チュ ーブ及びシート を使用する 場合は、 汚れ、 付着物等の除去を

行いチュ ーブは 1 層、 シート は 2 層重ねと し 、 プロ パンガス バーナーで均

一に加熱収縮さ せる 。  

エ 油管の地中埋設管は、 危険物の規制に関する 技術上の基準の細目を 定め

る 告示（ 昭和 49 年自治省告示第 99 号） 第 3 条の規定によ る 塗覆装若し く

はコ ーティ ング又はこ れと 同等以上の防食効果のある 材料・ 方法で、 所轄

消防署が承認し たも ので防食措置を行う 。  

 

表 2. 2-8 埋設配管用防食材料 

名  称 仕  様 

防食テープ 
J I S Z 1902「 ペト ロ ラ タ ム 系防食テープ」 の１ 種又は２ 種Ａ タ イ プ（ 厚さ

1. 1mm） のも のと する 。  

絶縁テープ 
ブチルゴ ム 系合成ゴ ム を 主成分と する 自己融着性の粘着材を、 ポリ エチレ ン

テープに塗布し た厚さ 0. 4mm以上のも のと する 。  
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防食シート  

ペト ロ ラ タ ム を 主成分と する 防食層と 、 未加硫ゴ ム シート 層から なる シート

で、 厚さ 4. 0mmの 

も のと する 。  

絶縁シート  
ブルチゴ ムを 主成分と する 自己融着性非加硫のゴムシート で、 厚さ 2. 0mm の

も のと する 。  

プラ イ マ 

( ｱ) ペト ロ ラ タ ム系は、 JI S Z 1903（ ペト ロ ラ タ ム系防食ペース ト 類） によ る

ペト ロ ラ タ ム を 主成分と する ペース ト 状のも のと する 。  

( ｲ) ブチルゴム 系は、ブチルゴムを主成分と する 固形分を溶剤で溶かし たも の

と する 。  

プラ ス チッ ク

テープ 

自己融着性の粘着剤をポリ エチレ ン テープに塗布し た厚さ 0. 4mm のも ので、

試験等は、 JI S Z 1901（ 防食用ポリ 塩化ビ ニル粘着テープ） に準ずる も のと

する 。  

熱収縮材 
架橋ポリ エチレ ン を 基材と し て、 内面にブチルゴ ム の粘着層を 塗布し た、 厚

さ 1. 5mm以上の熱収縮チュ ーブ又は厚さ 1. 0mm以上の熱収縮シート と する 。  

マス チッ ク  

( ｱ) ペト ロ ラ タ ム に短繊維及び無機質充塡材など を 加えた非硬化性の粘土状

にし たも ので、 ブロ ッ ク 又はシート 状のも の。  

( ｲ)  ブチルゴ ム に短繊維及び無機質充塡材を 加えた非硬化性の粘土状にし た

も ので、 ブロ ッ ク 又はシート 状のも の。  

( ｳ)  イ ソ プレ ン ゴ ム に無機質充塡材を 加え た非硬化性の粘土状にし たも の

で、 ブロ ッ ク 又はシート 状のも の。  
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２ ． ３ ． １  

ダク ト の材質 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 節 脱臭ダク ト  

 

 主材料別の各部の材質は、 設計図書に明示のない場合、 表 2. 3-1 によ る 。  

 

表 2. 3-1 ダク ト の各部材質 

区分 ス テン レ ス 鋼板製 
硬質塩化 

ビニル板製 

硬質塩化 

ビニル管製 

主材料 

JI S G 4305（ 冷間圧延ス テンレ ス

鋼板及び鋼帯） によ る SUS304 と

する ｡ 

表面仕上げは、 No. 2Bと する ｡ 

JI S K 6745（ 硬質

塩化ビニル板） に

よ る 塩化ビニル 

PVC-U-E-T1-1 

PVC-U-P-T1-1 

ダク ト 用硬質塩化ビ

ニル管と し 、 材質の

物性値は次によ る ｡ 

引張強さ  

41. 7MPa 以上 

曲げ強さ  

88. 3MPa 以上 

曲げ弾性率 

3, 140MPa 以上 

鋼  材 

( フ ラ ン

ジ・ 補強

材・ 吊り

金物等)  

A 

山形鋼は JI S G 4317（ 熱間圧延

ス テンレ ス 鋼等辺山形鋼）、 棒鋼

は JI S G 4303（ ス テンレ ス 鋼棒）、

鋼帯は JI S G 4305（ 冷間圧延ス

テン レ ス 鋼板及び鋼帯） によ る

SUS304 と する ｡ 

フ ラ ン ジ 及び補強ア ン グ ルに ついて

は、主材料を成形し たも のと する 。その

他については、 ス テン レ ス 鋼板製と 同

じ と する ｡ 

B 

山形鋼、 棒鋼及び鋼帯は、 J I S G 

3101（ 一般構造用圧延鋼材） によ

る SS400 に塗装し たも のと する ｡ 

リ ベッ ト  

J I S B 1213（ 冷間成形リ ベッ ト ）

に 準 ずる ス テ ン レ ス リ ベ ッ ト

（ SUS304） と する 。  

なお、原則と し てリ ベッ ト の内面

は、樹脂又は耐食ゴ ム系シールを

施す｡ 

― 

ボルト  

・  

ナッ ト  

A 
J I S B 1180（ 六角ボルト ） 及び JI S B 1181（ 六角ナッ ト ） によ る ス テン レ

ス 鋼（ SUS304） 製と する ｡ 

B 
J I S B 1180（ 六角ボルト ） 及び JI S B 1181（ 六角ナッ ト ） によ る 鋼製と し

亜鉛めっき を施す｡ 

フ ラ ン ジ用

ガス ケッ ト  

糸状又は繊維状のガラ ス 繊維、炭

素繊維、ロ ッ ク ウ ール等を 使用し

た厚さ 3mm以上のテープと し 、飛

散のおそれがなく 、不燃性能を有

し たも のと する 。ただし 、不燃性

能を 必要と し ない場合で、ダク ト

内に水分又は結露の発生する お

それのある 場合は、同右と し ても

よ い｡ 

発泡軟質塩化ビ ニル又は発泡ク ロ ロ プ

レ ン ゴ ムで、 厚さ 3mm 以上のも のと す

る ｡ 

適用区分 
腐食性が低い気体、 躯体貫通部、

不燃性を必要と する 場合 

腐食性が高い気体、 屋内 
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２ ． ３ ． ２  

ダク ト の製作 

 

 

 

 

 

 

区分 ガラ ス 繊維強化塩化ビ ニル板製 ガラ ス 繊維強化プラ ス チッ ク 製 

主材料 

硬質塩化ビ ニル板にガラ ス 繊維を 積

層し て補強し たも の又はガラ ス 繊維

に硬質塩化ビ ニル樹脂を 含浸さ せて

補強し たも のと し 、 材質の物性値は

次によ る ｡ 

引張強さ  

68. 6MPa 以上 

曲げ強さ  

102MPa 以上 

曲げ弾性 

3, 620MPa 以上 

樹脂は、 不飽和ポリ エス テル・ オル

ソ 系と し 、 内面はゲルコ ート 、 外面

はト ッ プコ ート 仕上げと する 。 材質

の物性値は次によ る 。  

引張強さ  

63. 8MPa 以上 

曲げ強さ  

123MPa 以上 

曲げ弾性 

5, 890MPa 以上 

樹脂含有率 

75％以下 

鋼  材 

( フ ラ ン

ジ・ 補強

材・ 吊り

金物等)  

A 

フ ラ ン ジ及び補強アング ルについて

塩化ビ ニル製と する 場合は、 硬質塩

化ビ ニル板及び硬質塩化ビ ニル管製

と 同じ と する ｡ 

鋼製と する 場合は、 ス テン レ ス 鋼板

製と 同じ と する ｡ 

補強材を 設ける 場合及びフ ラ ン ジ

については、 主材料を 成形し たも の

と する 。 その他については、 ス テン

レ ス 鋼板製と 同じ と する ｡ 

リ ベッ ト  

J I S B 1213（ 冷間成形リ ベッ ト ） に

準ずる ス テンレ ス リ ベッ ト（ SUS304）

と する 。 なお、 原則と し てリ ベッ ト

の内面は、 樹脂又は耐食ゴ ム 系シー

ルを 施す｡ 

― 

ボルト  

・  

ナッ ト  

A 
J I S B 1180（ 六角ボルト ） 及び JI S B 1181（ 六角ナッ ト ） によ る ス テン レ

ス 鋼（ SUS304） 製と する ｡ 

フ ラ ン ジ用

ガス ケッ ト  

発泡軟質塩化ビ ニル又は発泡ク ロ ロ プレ ンゴ ム で、 厚さ 3mm以上のも のと

する ｡ 

適用区分 腐食性が高い気体、 衝撃等に対する 強度を必要と する 場合 

注１  ス テンレ ス 鋼板製ダク ト 、 硬質塩化ビ ニル板製ダク ト 及び硬質塩化ビ ニル管製ダク

ト は、 鋼材（ フ ラ ンジ、 補強材、 吊り 金物等） 及びボルト ・ ナッ ト の材質によ り Aダ

ク ト 、 B ダク ト に区分する 。 区分 Aは、 こ れら がス テン レ ス 製、 区分 Bは、 普通鋼製

と する 。 ガラ ス 繊維強化塩化ビニル板製ダク ト 及びガラ ス 繊維強化プラ ス チッ ク 製ダ

ク ト は、 Aダク ト と する 。  

 ２  Aダク ト は、 原則と し て、 設置場所が屋外、 沈砂池、 汚泥処理施設等腐食性雰囲気の

高い場所に適用する 。  

 

( 1)  ダク ト は、 気密構造で気体の通過抵抗を少なく し 、 騒音及び振動が少な

く 、 かつ、 ダク ト の内外差圧によ り 変形を起さ ない構造と する 。  

 なお、 ダク ト のフ ラ ンジ取付け部やリ ベッ ト 部分は、 必要に応じ て気密保

持のため充てん材処理を 施す。  

( 2)  長方形ダク ト の縦横比は、 原則と し て 4 以下と する 。  

( 3)  ダク ト の湾曲部の内側半径は、 ス パイ ラ ルダク ト 及びフ レ キシブルダク ト

の場合はその半径以上、 長方形ダク ト の場合は、 半径方向の幅の 1/2 以上
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と する 。 ただし 、 やむを 得ず上記の寸法がと れないと き は、 必要に応じ て

案内羽根を設ける 。  

( 4)  ダク ト の断面積を 変形さ せる と き は、 その傾斜角度は、 拡大部は 15゜ 以

下、 縮小部は 30゜ 以下と する 。 ただし 、 ダク ト 途中にコ イ ル及びフ ィ ルタ

ー等が取り 付けら れる 場合は、 拡大部は 30゜ 以下、 縮小部は 45゜ 以下と

し 、 やむを得ず傾斜角度を超える 場合は、 整流板を設ける 。  

( 5)  建築基準法施行令第 112 条第 15 項に規定する 準耐火構造の防火区画等を

貫通する ダク ト は、 1. 5mm厚以上のス テンレ ス 鋼板製（ SUS304） 又はス テン

レ ス 配管（ SUS304） を用い、 内面にエポキシ樹脂系塗装を施す。  

  ま た、 貫通部の隙間は、 モルタ ル又はロ ッ ク ウ ール保温材で埋める 。  

 防火区画を 貫通する 箇所に設ける 防火ダンパは、 建築基準法関係法令の規

定に適合する も のと し 、 内面にエポキシ樹脂系塗装を施す。 塗装膜厚は、 製

作者標準と する 。  

( 6)  ダク ト の継目は、 十分な接合効率を持たせる と と も に外観についても 考慮

する 。 継目に関する 注意事項は、 次によ る 。  

ア 主材料を ス テンレ ス 鋼板と する ダク ト  

( ｱ)  ダク ト のかど の継目は、 2 か所以上と する 。 ただし 、 長辺が 750mm以

下の場合は、 1 か所以上と し 、 ピ ッ ツ バーグはぜ又はボタ ンパンチス ナ

ッ プはぜと する 。  

( ｲ)  流れに直角方向の継目は、 流れ方向に内部甲はぜ継ぎと し 、 同一面に

おいてピ ッ チ 900mm以上で、 側面の継目から 300mm以上離す。  

( ｳ)  流れの方向の継目は、 標準の板で板取り でき ないも のに限り 、 内部甲

はぜ継ぎと する こ と ができ る 。  

イ  主材料を ガラ ス 繊維強化塩化ビニル板又は硬質塩化ビニル板と する ダク

ト  

( ｱ)  直線部は、 原則と し て四辺折曲げ加工と し 、 折曲げ部分を 避けた位置

で偏平ニク ロ ム線によ る 加熱接合を行う 。 ただし 、 硬質塩化ビニル板の

場合は、 熱風溶接によ る 突合せ又は当て板接合と し ても よ い。  

( ｲ)  湾曲部等で、 折曲げ部分を 避けた位置で接合でき ない場合は、 原則と

し てかど 部を 突合せ接合し 、 突合せ接合部の外面をガラ ス 繊維強化ポリ

エス テルの積層加工によ り 補強する 。 ただし 、 硬質塩化ビニル板の場合

は、 突合せ接合部の内面に、 ビ ニル製アングルで熱風溶接によ り 補強し

ても よ い。  

( ｳ)  接合は、 主材料のも つ強度を損なう こ と のないよ う に行う 。  

( ｴ)  溶接する 板の開先角度は、 60～90°と する 。  
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ダク ト の板厚 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 7)  矩型ダク ト は、 アングルフ ラ ンジ工法と する 。  

( 8)  常用圧力以上に圧力が上昇する おそれのある 箇所には、 リ リ ーフ ダンパ又

はそれに相当する 安全装置を設ける 。  

 

 ダク ト 内圧によ る 種類と 圧力の関係は、 表 2. 3-2 によ る 。  

 

表 2. 3-2 ダク ト 内圧によ る 種類と 圧力範囲 

（ 単位 Pa）  

ダク ト 内圧 

によ る 種類 

常用圧力 

正圧 負圧 

低圧ダク ト  ＋500 以下 －500 以内 

高圧 1 ダク ト  ＋500 を 超え＋1, 000 以下 －500 を 超え－1, 000 以内 

高圧 2 ダク ト  ＋1, 000 を 超え＋2, 500 以下 －1, 000 を 超え－2, 000 以内 

注１  常用圧力と は、 通常の運転時における ダク ト 内圧を いう 。  

 ２  ガラ ス 繊維強化塩化ビ ニル板製ダク ト 、 ガラ ス 繊維強化プラ ス チッ ク 製ダク ト 及び

硬質塩化ビ ニル管製ダク ト は除外と する 。  

 

 ダク ト の板厚は、 表 2. 3-3、 表 2. 3-4、 表 2. 3-5 及び表 2. 3-6 によ る 。  

 

表 2. 3-3 ス テンレ ス 鋼板製ダク ト の板厚 

（ 単位 mm）  

ダク ト 圧力区分 低圧ダク ト  
高圧 1 ダク ト  

高圧 2 ダク ト  
板厚 

ダク ト の長辺 

750 以下 ― 0. 5 

750 を 超え 1, 500 以下 ― 0. 6 

1, 500 を 超え 2, 200 以下 450 以下 0. 8 

2, 200 を 超える も の 450 を 超え 1, 200 以下 1. 0 

― 1, 200 を 超える も の 1. 2 

注１  板厚を定める 圧力は、 原則と し て吸込側は負圧、 吐出側は正圧のそれぞれの常用圧

力と する 。  

 ２  ダク ト 両端の寸法が異なる 場合は、 その最大寸法側の板厚を適用する 。  
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２ ． ３ ． ５  

ダク ト の接続 

 

表 2. 3-4 ガラ ス 繊維強化塩化ビニル板及び 

ガラ ス 繊維強化プラ ス チッ ク 製ダク ト の板厚 

（ 単位 mm）  

ダク ト 圧力 1, 000Pa 以下 1, 000Pa を 超える も の 板厚 

ダク ト の長辺 

1, 000 以下 500 以下 3 

1, 000 を 超え 2, 000 以下 500 を 超え 2, 000 以下 4 

2, 000 を 超える も の 2, 000 を 超える も の 5 

注１  板厚を定める 圧力は、 原則と し て吸込側は負圧、 吐出側は正圧のそれぞれの常用圧

力と する 。  

 ２  ダク ト 両端の寸法が異なる 場合は、 その最大寸法側の板厚を適用する 。  

 

表 2. 3-5 硬質塩化ビ ニル板製ダク ト の板厚 

 （ 単位 mm）  

ダク ト 圧力 1, 000 Pa 以下 
1, 000 Pa を超え 

1, 500 Pa 以下 

1, 500 Pa を 超え 

2, 500 Pa 以下 
板厚 

ダク ト の 

長辺 

500 以下 500 以下 － 3 

500 を 超え 

1, 000 以下 
－ 500 以下 4 

1, 000 を超え 

2, 000 以下 

500 を超え 

2, 000 以下 

500 を 超え 

2, 000 以下 
5 

2, 000 を超える も の 2, 000 を 超える も の 2, 000 を 超える も の 6 

注１  板厚を定める 圧力は、 原則と し て吸込側は負圧、 吐出側は正圧のそれぞれの常用圧

力と する 。  

 ２  ダク ト 両端の寸法が異なる 場合は、 その最大寸法側の板厚を適用する 。  

 ３  ダク ト 長辺は、 3, 000mm以下と する 。  

 

表 2. 3-6 硬質塩化ビ ニル管製ダク ト の板厚 

（ 単位 mm）  

ダク ト 圧力 3, 000Pa 以下 

ダク ト の呼び径 

( mm)  
150 200 250 300 350 400 450 500 600 

板厚 2. 5 2. 5 3. 0 3. 0 3. 5 4. 0 4. 5 5. 0 6. 0 

 

 

( 1)  長方形ダク ト の接続は、 フ ラ ンジ接続と する 。 フ ラ ンジは、 四隅を 外面溶

接し 、 フ ラ ンジ接触面が平滑と なる よ う に組み立て、  必要な穴開け加工を
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施す。 円形ダク ト の接続は、 熱風溶接によ る ソ ケッ ト 接合、 当て板接合又は

フ ラ ンジ接合と する 。  

( 2)  フ ラ ンジ接合の場合には、 フ ラ ンジ幅と 同一幅のガス ケッ ト を使用し 、 ボ

ルト 及びナッ ト で気密に締め付ける 。  

( 3)  フ ラ ンジの各寸法は、 表 2. 3-7、 表 2. 3-8、 表 2. 3-9、 表 2. 3-10、 表 2. 3-

11 及び表 2. 3-12 によ る 。  

( 4)  ス テンレ ス 鋼板製ダク ト のフ ラ ンジ部のダク ト 端折返し は、 5mm以上と

し 、 折返し 部の四隅にはシールを施す。  

 

表 2. 3-7 ス テンレ ス 鋼板製ダク ト の接合用材料 

（ 単位 mm）  

ダク ト の長辺 

接合用フ ラ ンジ 
フ ラ ン ジ取付用 

リ ベッ ト  
接合用ボルト  

ｽﾃﾝﾚｽ製 

山形鋼寸法 
最大間隔 呼び径 

リ ベッ ト

の間隔 
呼び径 

ボルト の

間隔 

750 以下 25×25×3 1, 820 4. 5 65 M8 100 

750 を 超え 1, 500 以下 30×30×3 1, 820 4. 5 65 M8 100 

1, 500 を 超え 2, 200 以下 40×40×3 1, 820 4. 5 65 M8 100 

2, 200 を 超える も の 40×40×5 1, 820 4. 5 65 M8 100 

注１  フ ラ ンジと ダク ト と の取付けは、 リ ベッ ト 又はス ポッ ト 溶接と し 、 溶接箇所の間隔

は、 リ ベッ ト の間隔と する 。  

 

表 2. 3-8 ガラ ス 繊維強化塩化ビニル板製ダク ト の接合用材料 

        （ 接合用フ ラ ンジを 硬質塩化ビ ニル板製と する 場合）  

（ 単位 mm）  

ダク ト の長辺 

接合用フ ラ ンジ 接合用ボルト  

ビ ニル製 

アングル 
鋼帯 最大間隔 呼び径 

ボルト  

の間隔 

500 以下 50×50×6 － 4, 000 M8 100 

500 を 超え 1, 000 以下 60×60×7 ( 50×4)  4, 000 M10 100 

1, 000 を 超え 2, 000 以下 60×60×7 50×4 3, 000 M10 100 

2, 000 を 超える も の 60×60×7 50×4 2, 000 M10 100 

注１  フ ラ ンジと ダク ト と の取付けは、 熱風溶接によ る 。  

 ２  フ ラ ンジ補強の鋼帯は、 フ ラ ンジの片側の背面に取り 付ける 。  

 ３  鋼帯の(  )  内は、 ダク ト 圧力が 1, 500Pa を超える 場合。  

 



- 81 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2. 3-9 ガラ ス 繊維強化塩化ビニル板製ダク ト の接合用材料 

        （ 接合用フ ラ ンジを ス テンレ ス 製と する 場合）  

（ 単位 mm）  

ダク ト の長辺 

接合用フ ラ ンジ 
フ ラ ン ジ取付用 

リ ベッ ト  
接合用ボルト  

ｽﾃﾝﾚｽ製 

山形鋼寸法 
最大間隔 呼び径 

リ ベッ ト

の間隔 
呼び径 

ボルト の

間隔 

500 以下 30×30×3 4, 000 4. 0 100 M8 100 

500 を 超え 1, 000 以下 40×40×3 4, 000 4. 0 100 M10 100 

1, 000 を 超え 2, 000 以下 40×40×3 3, 000 4. 0 100 M10 100 

2, 000 を 超え 3, 000 以下 40×40×3 2, 000 4. 0 100 M10 100 

3, 000 を 超える も の 40×40×5 2, 000 4. 0 100 M10 100 

 

表 2. 3-10 ガラ ス 繊維強化プラ ス チッ ク 製ダク ト の接合用材料 

（ 単位 mm）  

ダク ト の長辺 

接合用フ ラ ンジ 接合用ボルト  

ガラ ス 繊維強化 

プラ ス チッ ク 製 
最大間隔 呼び径 ボルト の間隔 

500 以下 幅 50×厚さ 6 4, 000 M8 100 

500 を 超え 1, 000 以下 幅 60×厚さ 7 4, 000 M10 100 

1, 000 を 超え 2, 000 以下 幅 60×厚さ 7 3, 000 M10 100 

2, 000 を 超える も の 幅 60×厚さ 7 2, 000 M10 100 

注１  フ ラ ン ジは、 積層によ り 成形する 。  

 

表 2. 3-11 硬質塩化ビニル板製ダク ト の接合用材料 

（ 単位 mm）  

ダク ト の長辺 

接合用フ ラ ンジ 接合用ボルト  

ビ ニル製 

アン グル 
鋼帯 最大間隔 呼び径 

ボルト  

の間隔 

500 以下 50×50×6 － 4, 000 M8 100 

500 を 超え 1, 000 以下 60×60×7 ( 50×4)  4, 000 M8 100 

1, 000 を 超え 2, 000 以下 60×60×7 50×4 3, 000 M8 100 

2, 000 を 超え 3, 000 以下 60×60×7 50×4 2, 000 M8 100 

注１  フ ラ ン ジと ダク ト と の取付けは、 熱風溶接によ る 。  

 ２  フ ラ ン ジ補強の鋼帯は、 フ ラ ン ジの片側の背面に取り 付ける 。  

 ３  鋼帯の(  )  内は、 ダク ト 圧力が 1, 500Pa を超える 場合。  
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ダク ト の補強 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2. 3-12 硬質塩化ビニル管製ダク ト の接合用材料 

（ 単位 mm）  

ダクト の呼び径 

使用区分 
当て板 

接合 
フランジ接合 

ソケッ

ト 接合 

当て板

接合 

フラン

ジ接合 

当て板 

の厚さ 

接合用フランジ 接合用ボルト  

ビニル製 

アングル 

板フラ 

ンジ 

最大 

間隔 
呼び径 

ボルト  

の間隔 

400以下 ○ ○ ○ 
ダクト の

厚さ以上 

40×40×5 45×10 4,000 M8(M10)  75 

400を超え500以下 ○ ○ ○ 50×50×6 － 4,000 M8(M10)  75 

500を超え600以下 ○ ○ ○ 50×50×6 － 3,000 M8(M10)  75 

注１  板フ ラ ン ジに替えて溶接フ ラ ンジを 使用し ても よ い。  

 ２  接合用ボルト の(  )  内は、 硬質塩化ビ ニル製ボルト の場合を示す。  

 ３  ソ ケッ ト 接合及び当て板接合の場合は、 最大間隔の範囲内でフ ラ ンジを入れる 。  

 

( 1)  主材料を ス テンレ ス 鋼板と する ダク ト の外部補強は、 次によ る 。  

ア 外部補強は、 表 2. 3-13 及び表 2. 3-14 によ る も のと し 、 補強山形鋼の製

作及び加工は、「 2. 3. 5 ダク ト の接続」 に準ずる 。  

イ  長辺が 450mmを 超える ダク ト には、 アによ る ほか、 間隔 300mm以下のピ

ッ チで補強リ ブを 入れる か、 又は間隔 500mm以下のピ ッ チで流れに直角方

向に表 2. 3-13 及び表 2. 3-14 の板厚によ る 山形鋼で補強する 。 ただし 、 保

温を施す場合には、 補強を必要と し ない。  

 

表 2. 3-13 ス テンレ ス 鋼板製ダク ト の流れに直角方向の補強 

（ 単位 mm）  

ダク ト の長辺 

外部補強 山形鋼取付用リ ベッ ト  

山形鋼寸法 最大間隔 呼び径 
リ ベッ ト  

の間隔 

( 250 を 超え 750 以下)  25×25×3 925 4. 5 100 

750 を 超え 1, 500 以下 30×30×3 925 4. 5 100 

1, 500 を 超え 2, 200 以下 40×40×3 925 4. 5 100 

2, 200 を 超える も の 40×40×5 925 4. 5 100 

注１  (   ) 内寸法は、 低圧ダク ト に適要し ない。  
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表 2. 3-14 ス テンレ ス 鋼板製ダク ト の流れ方向の補強 

（ 単位 mm）  

ダク ト の長辺 

外部補強 山形鋼取付用リ ベッ ト  

山形鋼寸法 取付箇所 呼び径 
リ ベッ ト  

の間隔 

1, 500 を 超え 2, 200 以下 40×40×3 １ か所 4. 5 100 

2, 200 を 超える も の 40×40×5 ２ か所 4. 5 100 

注１  山形鋼と ダク ト と の取付けは、 ダク ト 板厚 1. 0mm以上の場合、 溶接と し ても よ い。  

 ２  溶接箇所の間隔は、 リ ベッ ト の間隔と する 。  

 ３  高圧１ 及び高圧２ ダク ト の場合は、 1, 500 を 1, 200 に読み替える 。  

 

( 2)  主材料を ガラ ス 繊維強化塩化ビニル板と する ダク ト の外部補強は、 表

2. 3-15、 表 2. 3-16、 表 2. 3-17 及び表 2. 3-18 によ る も のと し 、 補強アング

ルの製作及び加工は、「 2. 3. 5 ダク ト の接続」 に準ずる 。  

 

表 2. 3-15 ガラ ス 繊維強化塩化ビニル板製ダク ト の流れに直角方向の補強 

（ 補強アングルを 硬質塩化ビニル製と する 場合）  

（ 単位 mm）  

ダク ト の長辺 

外部補強 鋼帯取付用ボルト  

ビ ニル製 

アン グル 
鋼帯 最大間隔 呼び径 

ボルト  

の間隔 

500 以下 50×50×6 － 1, 000( 750)  － － 

500 を 超え 1, 000 以下 60×60×7 ( 50×4)  1, 000( 750)  M10 100 

1, 000 を 超える も の 60×60×7 50×4 1, 000( 750)  M10 100 

注１   (  )  内は 2, 000Pa を超え 3, 000Pa 以下の場合。  

 ２  ビ ニル製アングル補強の鋼帯は、 アングルの背面に取り 付ける 。  
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表 2. 3-16 ガラ ス 繊維強化塩化ビニル板製ダク ト の流れに直角方向の補強 

（ 補強アングルを鋼製と する 場合）  

（ 単位 mm）  

ダク ト の長辺 

外部補強 山形鋼取付用リ ベッ ト  

山形鋼寸法 最大間隔 呼び径 
リ ベッ ト  

の間隔 

500 以下 30×30×3 1, 000( 750)  4. 0 200 

500 を 超え 3, 000 以下 40×40×3 1, 000( 750)  4. 0 200 

3, 000 を 超える も の 40×40×5 1, 000( 750)  4. 0 200 

注１  (  )  内は 2, 000Pa を超え 3, 000Pa 以下の場合。  

 

表 2. 3-17 ガラ ス 繊維強化塩化ビニル板製ダク ト の流れ方向の補強 

       （ 補強アングルを硬質塩化ビニル製と する 場合）  

（ 単位 mm）  

ダク ト の長辺 

外部補強 鋼帯取付用ボルト  

ビニル製 

アングル 
鋼帯 取付箇所 呼び径 

ボルト  

の間隔 

2, 000 を 超える も の 60×60×7 50×4 １ か所以上 M10 150 

注１  ビ ニル製アングル補強の鋼帯は、 アングルの背面に取り 付ける 。  

 

表 2. 3-18 ガラ ス 繊維強化塩化ビニル板製ダク ト の流れ方向の補強 

       （ 補強アングルを鋼製と する 場合）  

（ 単位 mm）  

ダク ト の長辺 

外部補強 山形鋼取付用リ ベッ ト  

山形鋼寸法 取付箇所 呼び径 
リ ベッ ト  

の間隔 

( 2, 000 を 超え 3, 000 以下)  ( 40×40×5)  ( １ か所以上)  4. 0 ( 150)  

3, 000 を 超える も の 40×40×5 
１ か所以上 

( ２ か所)  
4. 0 

200 

( 150)  

注１  (  )  内は 2, 000Pa を超え 3, 000Pa 以下の場合。  

 

( 3)  主材料を ガラ ス 繊維強化プラ ス チッ ク と する ダク ト に補強材を設ける 場合

は、 主材料を 成形し たも のと する 。  

( 4)  主材料を 硬質塩化ビ ニル板製と する ダク ト の外部補強は、 表 2. 3-19 及び

表 2. 3-20 によ る ビニル製アングルの補強と し 、 熱風溶接によ り ダク ト に取

り 付ける 。 補強の鋼帯は、 ビニル製アングルにボルト によ り 取り 付ける 。  
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表 2. 3-19 硬質塩化ビニル板製ダク ト の流れに直角方向の補強 

（ 単位 mm）  

ダク ト の長辺 

外部補強 鋼帯取付用ボルト  

ビ ニル製 

アン グル 
鋼帯 最大間隔 呼び径 

ボルト  

の間隔 

500 以下 50×50×6 ― 1, 000( 500)  ― ― 

500 を 超え 1, 000 以下 60×60×7 ( 50×4)  1, 000( 500)  M10 150 

1, 000 を 超え 3, 000 以下 60×60×7 50×4 1, 000( 500)  M10 150 

注１  (  )  内数値は 2, 000Pa を超え 2, 500Pa 以下の場合。  

 ２  ビ ニル製アングル補強の鋼帯は、 アングルの背面に取り 付ける 。  

 

表 2. 3-20 硬質塩化ビニル板製ダク ト の流れ方向の補強 

（ 単位 mm）  

ダク ト の長辺 

外部補強 鋼帯取付用ボルト  

ビ ニル製 

アン グル 
鋼帯 取付箇所 呼び径 

ボルト  

の間隔 

2, 000 を 超え 3, 000 以下 60×60×7 50×4 １ か所以上 M10 150 

注１  ビ ニル製アングル補強の鋼帯は、 アングルの背面に取り 付ける 。  

 

( 5)  主材料を ガラ ス 繊維強化塩化ビニル板又は硬質塩化ビニル板と する ダク ト

の内部補強（ ダク ト 内部の支柱によ る 補強） は、 表 2. 3-21、 表 2. 3-22 及び

表 2. 3-23 によ り 行う 。 内部支柱によ る 補強は、 フ ラ ンジ部分と 、 ( 2) 及び

( 4) で行ったダク ト の流れに直角方向に対し ての外部補強によ る 。 フ ラ ンジ

部分の内部支柱は、 合フ ラ ンジの片側のみ行う 。  

支柱は、 取付座を設けて硬質塩化ビニル管（ φ50） を溶接する か、 又は硬

質塩化ビニル管（ φ25） を溶接し た中に、 ス テンレ ス 鋼管（ 15A） をボルト

でフ ラ ンジ又は補強部分に締め付ける 。  

 

表 2. 3-21 ガラ ス 繊維強化塩化ビニル板製ダク ト の内部補強 

         （ 補強アングルを 硬質塩化ビ ニル製と する 場合）  

（ 単位 mm）  

ダク ト の長辺 接合用フ ラ ン ジ部分 
流れに直角方向に対し て 

外部補強し た部分 

1, 000 を 超え 2, 000 以下 1 本 1 本 

2, 000 を 超え 3, 000 以下 2 本 2 本 

3, 000 を 超える も の 2 本以上 2 本以上 
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２ ． ３ ． ７  

ダク ト の支持 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2. 3-22 ガラ ス 繊維強化塩化ビニル板製ダク ト の内部補強 

         （ 補強アングルを 鋼製と する 場合）  

（ 単位 mm）  

ダク ト の長辺 接合用フ ラ ンジ部分 
流れに直角方向に対し て 

外部補強し た部分 

1, 000 を 超え 1, 500 以下 （ 1 本）  
1 本 

1, 500 を 超え 2, 000 以下 1 本 

2, 000 を 超え 3, 000 以下 1 本（ 2 本）  2 本 

3, 000 を 超える も の 1 本以上（ 2 本以上）  2 本以上 

注 1 (  )  内は 2, 000Pa を 超え 3, 000Pa 以下の場合。  

 

表 2. 3-23 硬質塩化ビニル板製ダク ト の内部補強 

（ 単位 mm）  

ダク ト の長辺 接合用フ ラ ン ジ部分 
流れに直角方向に対し て 

外部補強し た部分 

1, 000 を 超え 2, 000 以下 
1 本 

1 本 

2, 000 を 超え 3, 000 以下 2 本 

 

 

( 1)  吊り 金物及び立上がり 部等の支持金物は、 表 2. 3-24、 表 2. 3-25 及び表

2. 3-26 によ る 。  

( 2)  振動の伝播を防ぐ 必要のある 場合は、 防振材を取り 付ける 。  

( 3)  吊り 金物の形鋼の長さ は、 接合用フ ラ ンジの横幅以上と する 。  

 

表 2. 3-24 ス テンレ ス 鋼板製ダク ト の吊り 金物及び支持金物 

（ 単位 mm）  

ダク ト の長辺 
吊り 金物 支持金物 

山形鋼寸法 棒鋼呼び径 最大間隔 山形鋼寸法 最大間隔 

750 以下 25×25×3 9 以上 3, 640 25×25×3 4, 000 

750 を 超え 1, 500 以下 30×30×3 9 以上 3, 640 30×30×3 4, 000 

1, 500 を 超え 2, 200 以下 40×40×3 9 以上 3, 640 40×40×3 4, 000 

2, 200 を 超える も の 40×40×5 9 以上 3, 640 40×40×5 4, 000 

 

 

 



- 87 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ ． ３ ． ８  

ダク ト の取付け 

 

表 2. 3-25 ガラ ス 繊維強化塩化ビニル板、 ガラ ス 繊維強化プラ ス チッ ク 及び 

硬質塩化ビニル板製ダク ト の吊り 金物及び支持金物 

（ 単位 mm）  

ダク ト の長辺 
吊り 金物 支持金物 

山形鋼寸法 棒鋼呼び径 最大間隔 山形鋼寸法 最大間隔 

500 以下 30×30×3 9 以上 4, 000 30×30×3 4, 000 

500 を 超え 1, 000 以下 40×40×3 9 以上 4, 000 40×40×3 4, 000 

1, 000 を 超え 1, 500 以下 40×40×3 9 以上 3, 000 40×40×3 4, 000 

1, 500 を 超え 2, 000 以下 40×40×5 9 以上 3, 000 40×40×5 3, 000 

2, 000 を 超え 3, 000 以下 40×40×5 9 以上 2, 000 40×40×5 3, 000 

3, 000 を 超える も の 40×40×5 12 2, 000 40×40×5 2, 000 

 

表 2. 3-26 硬質塩化ビニル管製ダク ト の吊り 金物及び支持金物 

（ 単位 mm）  

ダク ト の呼び径 
吊り 金物 支持金物 

鋼帯 棒鋼呼び径 最大間隔 山形鋼寸法 最大間隔 

300 以下 30×3 9( 1 本吊り )  4, 000 30×30×3 4, 000 

300 を 超え 500 以下 40×3 9( 2 本吊り )  4, 000 40×40×3 4, 000 

500 を 超え 600 以下 50×4 9( 2 本吊り )  3, 000 40×40×3 3, 000 

 

 

( 1)  吊り 金物及び支持金物の取付けは、 あと 施工アンカー（ 接着系又は金属拡

張系） と する 。  

なお、 天井吊り 下げ用アンカー（ 天井から の引抜荷重を主に受け持つ場

合） には、 あと 施工アンカー（ 接着系） を使用し てはなら ない。  

( 2)  地震等によ り 、 脱落のおそれのある 箇所には、 振止めを 施す。  

ま た、 横走り 主ダク ト 末端部に形鋼振止め支持を 行う 。  

( 3)  送風機と ダク ト の接合部には、 たわみ継手を挿入する 。  

( 4)  ダク ト の取付けは、 原則と し て空気の流れに沿って上り 勾配をと り 、 最低

部に必ず硬質塩化ビニル製の排水管( シールポッ ト 又は S ト ラ ッ プ付き ) 及び

バルブを設ける 。  

( 5)  屋外の熱伸縮及び構造物のエキス パンショ ン対策用と し て使用する 伸縮・

可と う 継手は、 原則と し て屋内は軟質塩化ビニル製、 屋外はガラ ス ク ロ ス フ

ッ 素樹脂コ ーティ ング製と する 。  

( 6)  壁・ 床等を貫通する 場合で漏水等が懸念さ れる 場所は、 止水処理を 実施す
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る 。  

( 7)  ダク ト は、 継目から の結露水等が機材、 配電盤等に影響を 及ぼさ ないよ う

に施工する 。  
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図 2. 3-1 ダク ト 施工図（ 参考図）  

（ SU S304）  

ス テンレ ス リ ベッ ト  

ス テン レ ス アングル 
ガス ケッ ト  

樹脂又は耐食 

ゴム系シール 

 

接合用ボルト 、  

接合用フ ラ ン ジ  

ガス ケッ ト  

全周熱風溶接 

鋼帯（ SU S304）  

φ50 VU  

全周熱風溶接 

（ PVC）  

フ ラ ン ジ接合（ ス テンレ ス 製）  

ス テン レ ス リ ベッ ト  

ス テン レ ス アングル 

外部 

内部 

樹脂又は耐食 

ゴム 系シール 

※1.  内部補強はダク ト の長辺方向の中心に取り 付ける も のと する  

    フ ラ ン ジ接合（ 塩化ビ ニル製） 及び内部補強 

流れ方向に直角に補強（ ス テンレ ス 製） 

流れ方向の補強 

流れ方向に直角の補強 
鋼 帯 

外部補強（ 塩化ビ ニル製）  

補強アングル 

内部補強 

全周熱風溶接 

全周熱風溶接 

（ PVC）  

φ50 VU  

全周熱風溶接 

鋼帯取付用ボルト 、  

(SU S304) 鋼帯（ SU S304）  

※1.  内部補強はダク ト の長辺方向の中心に取り 付ける も のと する  

    流れ方向に直角の補強（ 塩化ビ ニル製）  

(SU S304) 
鋼帯（ SU S304）  

全周熱風溶接 

（ PVC） 

全周熱風溶接 

補強アングル 

ａ －ａ 矢視 

全周熱風溶接 

接合用フ ラ ン ジ  

流れ方向の外部補強（ 塩化ビ ニル製）  

接合用フ ラ ン ジ  
（ PVC）  

流れ方向の補強アングル（ PVC）  

鋼 帯（ SU S304）  

ａ  

ａ  

内部補強 

ナッ ト 、 平座金 

ナッ ト 、 平座金 

鋼帯取付用ボルト 、  
ナッ ト 、 平座金 



- 90 - 

 

２ ． ４ ． １  

一般事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４ 節 塗装 

 

( 1)  塗装に当たっ ては、 労働安全衛生法（ 昭和 47 年法律第 57 号） 及び有機溶

剤中毒予防規則（ 昭和 47 年労働省令第 36 号）、 特定化学物質障害予防規則

（ 昭和 47 年労働省令第 39 号）、 鉛中毒予防規則（ 昭和 47 年労働省令第 37

号） 等関係規則を 守り 、 作業者に対する 十分な防護を施し 、 健康障害が起こ

ら ぬよ う 、 十分注意を 払う 。  

( 2)  塗装に当たっては、大気汚染防止法に基づく 、政令や省令を遵守し 、VOC（ 揮

発性有機化合物） 排出抑制を図る 。  

( 3)  各種機材のう ち、 次の部分を除き 、 原則と し て全て塗装を行う 。  

ア アルミ ニウ ム、 ス テンレ ス 、 銅、 合成樹脂製等、 特に塗装の必要を認め

ら れない面 

イ  カラ ー亜鉛鉄板面 

ウ  製作者の標準仕様と する 場合 

( 4)  塗装を行う 前に、 塗装仕様一覧表を提出し 、 当局の承諾を得る 。  

( 5)  新設機器の塗装は、 原則と し て上塗り ま で工場にて塗装を 行い、 工場塗装

を行わない部分は、 必要に応じ た防錆
せい

処理を施す。  

   なお、 工場塗装と 現場塗装に分割する 場合で、 表 2. 4-4 に示す新設機器の

塗装間隔を超えた場合は、 密着性をよ く する ために目荒し を施す。  

( 6)  大型回転機器、 塔、 タ ンク 、 構架物、 弁、 製缶機器等検査を必要と する 鍛

造品、 鋳造品及び溶接部分については、 原則と し て検査を終えてから 塗装を

行う 。 やむを 得ず検査前に塗装を必要と する と き は、 あら かじ め監督員の承

諾を得る 。  

( 7)  塗装の仕上げ色、 配管色別表示等について、 特記仕様書に明示のない場合

は、 原則と し て、 別表－2「 標準塗装色」 によ る 。  

( 8)  現場塗装は、 原則と し てはけ塗り と する が、 監督員の承諾を得た場合は、

ロ ーラ ー又はス プレ ーと し ても よ い。  

( 9)  次の作業条件のう ち、 一つでも 該当する 場合は、 原則と し て塗装を 行って

はなら ない。  

ア 気温が 5℃以下のと き  

イ  相対湿度が 85％以上のと き  

ウ  炎天下で塗装面に気泡を生じ る おそれのある と き  

エ 風じ んがひど いと き  

オ 降雨を受ける おそれのある と き  

カ 換気が不十分等によ り 結露する おそれのある と き  
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( 10)  塗装は、 ピ ンホール、 ムラ 及び液だれのないよ う 丁寧に行う 。  

( 11)  各塗装工程の放置時間は、塗装順序各表に示す塗装間隔に基づき 、材料の

種類、 気象条件等に応じ 、 適切に定める 。  

  なお、 塗装順序表に示す塗装間隔を超えた場合は、 密着性をよ く する ため

に目荒し を施し 塗装を 行う 。  

( 12)  搬入据付によ り 塗装面を損傷し た場合及び現地接合部は、 適切な下地処

理を加え、 正規な塗装状態と 同程度に補修塗装を 行う 。  

( 13)  塗装面、 その周辺、 床等に汚染、 損傷を 与えないよ う に注意し 、 必要に応

じ てあら かじ め塗装箇所、 周辺に適切な養生を 行う 。  

( 14)  機材の据付、 現場補修の際に既設機材の塗装が剥がれた箇所については、

母材の保護と 美観を考慮し 、 部分的なタ ッ チアッ プ塗装を行う 。  

( 15)  火気に注意し 、 爆発、 火災等の事故を起こ さ ないよ う にする 。  

  ま た、 塗料を ふき 取った布、 塗料の付着し た布片等で自然発火を 起こ す恐

れのある も のは、 作業終了後、 速やかに処置する 。  

( 16)  チェ ーンブロ ッ ク 、可搬式空気圧縮機、除湿機等の単体で機能する 汎用品

は、 使用する 場所の環境によ る 耐食性等を 十分に考慮し た上で、 監督員の承

諾を得て、 標準仕様書によ ら ないこ と ができ る 。 ただし 、 色分けの必要のあ

る も のについては、 中塗り ま で製作者標準と し 、 上塗り は特記仕様書及び標

準仕様書を適用する 。  

( 17)  低圧電動機、遊星式減速機等の機器に組み込む汎用機器は、原則と し て組

み込む機器の塗装仕様と 同等と する が、 監督員の承諾を 得て( 16) に準じ る こ

と ができ る 。  

( 18)  自動ス ク リ ーンのチェ ーン 等摺動部品の塗装は、 監督員と の協議によ り

製作者標準塗装と し ても よ い。  

( 19)  機器等には維持管理上必要と さ れる 場合において、 機器名称等を 記入す

る 。  

  なお、 記入内容及び記入場所については監督員の承諾を 得る 。  

( 20)  配管には原則と し て、 管名、 管種、 管径、 流れ方向矢印等を次の場所に記

入する 。  

ア 連続配管部 20～30mごと  

イ  機器に接続する 配管部 

ウ  室内、 管廊等から 別室又は屋外へ出る 配管の出入り 箇所 

エ 配管中に設置さ れている 弁類の前又は後 

オ 埋設配管の前後 

カ その他監督員の指示する 箇所 
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２ ． ４ ． ２  

素地調整 

 

 

 

 

 

 

( 21)  ス テンレ ス 配管等の配管で無塗装の場合は、 ( 20) に準じ て指定色のバン

ド 塗装を行う 。  

( 22)  配管被覆部の塗装仕様は、「 公共建築工事標準仕様書（ 機械設備工事編）」

に準ずる 。  

( 23)  脱臭ダク ト には、 原則と し てダク ト 名、 ダク ト 材質、 ダク ト 径、 流れ方向

矢印等を( 20) に準じ て記入する 。  

( 24)  機器、 配管及びダク ト 名称等の記入に当たっ ては、 シールを 使用でき る 。

シールを使用する 場合は、 剥がれ、 変色等の無いも のを 選定する 。  

( 25)  塗装は、 塗装工程ごと に当局で工程確認ができ る よ う に塗装色の調整と

工程ごと の写真撮影を 行う 。  

なお、 主要機器については、 塗装管理記録（ 作業年月日、 天気、気温、室温、

湿度等） を提出する 。  

( 26)  受注者は、 工程毎に塗装膜厚の測定を行い、 膜厚記録を 提出する 。  

( 27)  塗装膜厚の測定は、 部材等のエッ ジ部、 溶接ビ －ド 部等から 少なく と も

50mm以上離れた箇所で行い、 最低値が標準膜厚以上でなければなら ない。 測

定箇所数は、 表 2. 4-1 によ る 。  

 

表 2. 4-1 塗装膜厚測定箇所数（ 機器単位ごと ）  

塗装面積 測定箇所数 測定箇所数例 

10m2 ま で 4 か所 10m2 →  4 か所 

10m2 を超え 100m2 ま で 
10m2 増ごと に 

4 か所増 

20m2 →  8 か所 

50m2 → 20 か所 

80m2 → 32 か所 

100m2 を 超える も の 
100m2 増ごと に 

8 か所増 

100m2 → 40 か所 

200m2 → 48 か所 

500m2 → 72 か所 

1, 000m2 → 112 か所 

 

( 1)  素地調整は、 塗装に先立ち、 表 2. 4-2 によ り 行う 。  
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２ ． ４ ． ３  

塗装基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2. 4-2 素地調整基準 

素地調整の種類 調整面の状態 工法又は工具 

1 種ケレ ン  
黒皮、 さ び等を 完全に除去し 、 清浄な金属面

と する 。（ I SO Sa2 1/2 相当）  
ブラ ス ト 工法 

2 種ケレ ン  
完全に付着し た黒皮以外のも のを 除去し 、 清

浄な金属面と する 。（ I SO St 3 相当）  

グラ イ ン ダ 

ワ イ ヤブラ シ 

サンド ペーパー 

ディ ス ク サン ダ 

ス ク レ ーパ等 

3 種ケレ ン  
黒皮及び活膜以外のも のを 除去し 、 清浄な面

と する 。（ I SO St 2 相当）  
同上 

4 種ケレ ン  
粉化物、 さ び、 汚れ及び溶接ス パッ タ を 除去

し 、 清浄な面と する 。  
同上 

 

( 2)  素地調整後は、 速やかに塗装を施す。  

 

塗装及び素地調整の種類は、 表 2. 4-3 によ る 。  

なお、 鋳鉄管の塗装は、「 2. 4. 7 鋳鉄管の塗装」 によ る 。  

 

表 2. 4-3 塗装基準 

適用区分 塗装の種類 
素地調整の種類 

新設機器の場合 塗替えの場合 

屋内 
乾燥部 

フ タ ル酸樹脂系又は 

ポリ ウ レ タ ン 樹脂系 

1 種ケレ ン 

（ 鋳鉄部分は、2

種ケレ ン でも よ

い。）  

3 種ケレ ン（ 残

っ て いる 活膜

部には、 目荒

し を 行う 。）  

高湿部 ポリ ウ レ タ ン 樹脂系 

屋外 ポリ ウ レ タ ン樹脂系 

乾湿交番部 

水中部 

水滴飛散部 

変性エポキシ樹脂系 

又はエポキシ樹脂系 

耐薬品部 エポキ シ 樹脂系 

高温部 シリ コ ン系 

注１  1 種ケレ ンを指定し た機器は、 1 種ケレ ンを施し た鋼材を 用いても よ い。 ただし 、 こ

の場合は、 鋼材のケレ ン 証明書を添付する 。  

 ２  歩廊、 手すり 、 配管支持材等付帯部分は、 2 種ケレ ンと する こ と ができ る 。  

 ３  屋内乾燥部と は、 電動機室、 送風機室、 送風機配管室、 換気機械室、 発電機室、 電

気室等をいう 。  

 ４  屋内乾燥部で、 亜鉛めっき 製品等の塗装を行う 場合は、 ポリ ウ レ タ ン樹脂系と す
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２ ． ４ ． ４  

機器の塗装 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る 。  

 ５  屋内高湿部と は、 沈砂池室、 阻水扉室、 ポンプ室、 配管室、 管廊、 汚泥処理機械室

等を いう 。  

 ６  高温部と は、 100℃以上の場合である 。  

 

( 1)  新設機器の場合の塗装は、 表 2. 4-4-1 に示す順序で行う 。  

 

表 2. 4-4-1 新設機器の塗装順序 

種類 工程 塗料 

標準 

膜厚 

（ μ

m）  

塗装間隔 

（ 20℃）  
備考 

フ タ ル酸

樹脂系 

下 塗 

( 第 1 層)  

鉛・ ク ロ ムフ リ ーさ び止め 

ペイ ント （ 溶剤系）  

（ J I S K 5674 1 種）  

35 
1 日～7 日 

 

下 塗 

( 第 2 層)  
〃 35 

1 日～6 か月 

中 塗 
フ タ ル酸樹脂塗料中塗り  

（ J I S K 5516）  
30 

1 日～7 日 
上 塗 

フ タ ル酸樹脂塗料上塗り  

（ J I S K 5516）  
25 

ポリ ウ レ

タ ン 樹脂

系 

プラ イ マ 
ジン ク リ ッ チプラ イ マ（ 有機）  

（ J I S K 5552）  
20 

1 日～6 か月 

 

下 塗 

( 第 1 層)  

エポキシ樹脂塗料 

（ J I S K 5551）  
60 

1 日～7 日 
下 塗 

( 第 2 層)  
〃 60 

1 日～7 日 

中 塗 
ポリ ウ レ タ ン樹脂塗料中塗り  

（ J I S K 5659）  
30 

1 日～7 日 
上 塗 

ポリ ウ レ タ ン樹脂塗料上塗り  

（ J I S K 5659）  
25 
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変性エポ

キシ樹脂

系 

プラ イ マ 
ジン ク リ ッ チプラ イ マ（ 有機）  

（ J I S K 5552）  
20 

1 日～6 か月 

 

下 塗 
変性エポキシ樹脂塗料 

（ 水中部用）  
80 

1 日～7 日 

中 塗 〃 70 

1 日～7 日 
上 塗 〃 70 

エポキシ

樹脂系 

プラ イ マ 
ジン ク リ ッ チプラ イ マ（ 有機）  

（ J I S K 5552）  
20 

1 日～6 か月 

 

下 塗 

( 第 1 層)  
エポキシ樹脂塗料 60 

1 日～7 日 
下 塗 

( 第 2 層)  
〃 60 

1 日～7 日 

中 塗 〃 40 

1 日～7 日 
上 塗 〃 40 

シリ コ ン

系※ 

プラ イ マ 
ジン ク リ ッ チプラ イ マ（ 無機）  

（ J I S K 5552）  
20 

1 日～3 か月 

100 ℃ 以

上の場合

に 用 い

る 。  

400 ℃ 以

上の場合

は、 プラ

イ マの工

程 を 除

く 。  

下 塗 

( 第 1 層)  
耐熱シリ コ ン樹脂塗料 30 

1 日～1 か月 
下 塗 

( 第 2 層)  
〃 30 

1 日～1 か月 

中 塗 〃 20 

1 日～7 日 
上 塗 〃 20 

※シリ コ ン系の膜厚及び工程は、 必要に応じ て監督員と 協議のう え決定する 。  

 

( 2)  塗替えの場合の塗装は、 表 2. 4-4-2 に示す順序で行う 。  
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表 2. 4-4-2 塗替えの塗装順序 

種類 工程 塗料 

標準 

膜厚 

( μm)  

塗装間隔 

（ 20℃）  
備考 

フ タ ル酸

樹脂系 

補修塗 

鉛・ ク ロ ムフ リ ーさ び止め 

ペイ ン ト （ 溶剤系）  

（ J I S K 5674 1 種）  

35 
1 日～7 日 

 

下 塗 〃 35 

1 日～6 か月 

中 塗 
フ タ ル酸樹脂塗料中塗り  

（ J I S K 5516）  
30 

1 日～7 日 
上 塗 

フ タ ル酸樹脂塗料上塗り  

（ JI S K 5516）  
25 

ポリ ウ レ

タ ン樹脂

系 

補修塗 
変性エポキシ樹脂塗料 

（ 大気部用）  
50 

1 日～7 日 

 

下 塗 〃 50 

1 日～7 日 

中 塗 
ポリ ウ レ タ ン樹脂塗料中塗り  

（ J I S K 5659）  
30 

1 日～7 日 
上 塗 

ポリ ウ レ タ ン樹脂塗料上塗り  

（ J I S K 5659）  
25 

変性エポ

キシ樹脂

系 

補修塗 
変性エポキシ樹脂塗料 

（ 水中部用）  
80 

1 日～7 日 

 

中 塗 〃 70 

1 日～7 日 
上 塗 〃 70 

エポキシ

樹脂系 

補修塗 変性エポキシ樹脂塗料 50 
1 日～7 日 

 

下 塗 〃 50 

1 日～7 日 

中 塗 エポキシ樹脂塗料 40 

1 日～7 日 
上 塗 〃 40 

シリ コ ン

系※ 

下 塗 耐熱シリ コ ン樹脂塗料 30 
1 日～1 か月 

100℃以上

の場合に

用いる 。  

 
中 塗 〃 20 

1 日～7 日 
上 塗 〃 20 

注１  補修塗と は、 ケレ ン で地肌がでた部分について、 部分的に下塗を 行う も のである 。  

※シリ コ ン系の膜厚及び工程は、 必要に応じ て監督員と 協議のう え決定する 。  
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２ ． ４ ． ５  

亜鉛めっ き 製品

等の塗装 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ ． ４ ． ６  

塩化ビ ニ ル製品

類の塗装 

 

 

 

 

( 1)  亜鉛めっ き 製品の塗装は、 表 2. 4-5 に示す順序で行う 。  

 

表 2. 4-5 亜鉛めっき 製品の塗装順序 

種類 工程 塗料 

標準 

膜厚 

（ μm）  

塗装間隔

（ 20℃）  
備考 

ポリ ウ レ

タ ン樹脂

系 

下 塗 
エポキシ樹脂塗料 

（ 亜鉛めっ き 面用）   
60 

1 日～7 日 

 

中 塗 
ポリ ウ レ タ ン 樹脂塗料中塗り  

（ J I S K 5659）  
30 

1 日～7 日 
上 塗 

ポリ ウ レ タ ン 樹脂塗料上塗り  

（ J I S K 5659）  
25 

変性エポ

キシ樹脂

系 

下 塗 
変性エポキシ樹脂塗料 

（ 水中部用）  
80 

1 日～7 日 

 

中 塗 〃 70 

1 日～7 日 
上 塗 〃 70 

エポキシ

樹脂系 

下 塗 
エポキシ樹脂塗料 

（ 亜鉛めっ き 面用）   
60 

1 日～7 日 

 

中 塗 エポキシ樹脂塗料 40 

1 日～7 日 
上 塗 〃 40 

 

( 2） 素地調整は、 4 種ケレ ン後、 ダス ト 、 油脂分、 水分、 粉化物を 完全に除去

する 。  

( 3)  ス テンレ ス 面に反射障害防止等の塗装を行う 場合は、 亜鉛めっき 面の塗装

に準じ て行う 。 ただし 、 塗膜が剥離し にく いよ う にする ため、 ケレ ン後さ ら

にサンド ペ－パー等で目荒し を行い、 その後ダス ト 、 油脂分、 水分、 粉化物

を完全に除去する 。  

 

( 1)  屋外に設置する 塩化ビニル製品類の塗装は、 表 2. 4-6 に示す順序で行う 。  
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２ ． ４ ． ７  

鋳鉄管の塗装 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2. 4-6 塩化ビ ニル製品類の塗装順序  

種類 工程 塗料 

標準 

膜厚 

（ μm）  

塗装間隔

（ 20℃）  
備考 

ポリ ウ レ

タ ン樹脂

系 

中 塗 
ポリ ウ レ タ ン 樹脂塗料中塗り  

（ J I S K 5659）  
30 

1 日～7 日 

 

上 塗 
ポリ ウ レ タ ン 樹脂塗料上塗り  

（ J I S K 5659）  
25 

 

( 2)  塗装に先立ち、 サン ド ペーパーで目荒し を 行い、 その後ダス ト 、 油脂分、

水分、 粉化物を除去する 。  

 

( 1)  露出配管及び水中配管の鋳鉄管の外面塗装は、 表 2. 4-7 に示す順序で行う 。  

 

表 2. 4-7 鋳鉄管の塗装順序 

種類 工程 塗料 

標準 

膜厚 

( μm)  

塗装 

場所 

塗装間隔

( 20℃)  

アク リ ル

NAD系

（ 屋内乾

燥部）  

下 塗 

( 1 次)  

亜鉛溶射又は 

ジンク リ ッ チペイ ン ト  
20 工場 

1 日～6 か月 

下 塗 

（ 2 次）  

現地塗装のアク リ ル NAD系艶有

塗料に適し た合成樹脂塗料 
80 〃 

1 日～3 か月 

中 塗 アク リ ル NAD系艶有塗料 15 現場 

1 日～7 日 
上 塗 〃 15 〃 

ポリ ウ レ

タ ン樹脂

系（ 屋外

及び屋内

高湿部）  

下 塗 

( 1 次)  

亜鉛溶射又は 

ジンク リ ッ チペイ ン ト  
20 工場 

1 日～6 か月 

下 塗 

( 2 次)  

エポキシ樹脂塗料 

（ J I S K 5551）  
50 〃 

１ 日～７ 日 
下 塗 

( 3 次)  
エポキシ M. I . O塗料 50 〃 

1 日～12 か月 

中 塗 
ポリ ウ レ タ ン樹脂塗料中塗り  

（ J I S K 5659）  
20 現場 

1 日～7 日 
上 塗 

ポリ ウ レ タ ン樹脂塗料上塗り  

（ J I S K 5659）  
20 〃 
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２ ． ４ ． ８  

脱臭ダク ト の塗装 

 

 

 

 

 

２ ． ４ ． ９  

電気設備の塗装 

 

 

 

 

 

 

エポキシ

樹脂系 

（ 乾湿交

番部、 水

中部、 水

滴飛散

部）  

下 塗 

( 1 次)  

亜鉛溶射又は 

ジンク リ ッ チペイ ン ト  
20 工場 

1 日～6 か月 

下 塗 

( 2 次)  
エポキシ樹脂塗料 50 〃 

1 日～7 日 
下 塗 

( 3 次)  
エポキシ M. I . O塗料 50 〃 

1 日～12 か月 

中 塗 エポキシ樹脂塗料 20 現場 

1 日～7 日 
上 塗 〃 20 〃 

 

( 2)  埋設配管の外面塗装は、 JSWAS G-1 付属書 2 の 1 に規定する 合成樹脂塗装

（ 膜厚： 直管 100μｍ、 異形管 80μm） と する 。  

( 3)  鋳鉄管の内面塗装の仕様は、 JSWAS G-1 付属書 2 の 2 に規定する エポキシ

樹脂粉体塗装（ 膜厚 300μm） 又は JSWAS G-1 付属書 2 の 3 に規定する 液状

エポキシ樹脂塗装（ 膜厚 300μm） と する 。  

 

( 1)  ス テンレ ス 製脱臭ダク ト の内面塗装を行う 場合は、 亜鉛めっき 面のエポキ

シ樹脂系塗装に準じ て行う 。 ただし 、 塗膜が剥離し にく いよ う にする ため、

ケレ ン後さ ら にサンド ペ－パー等で目荒し を行う 。 その後、 ダス ト 、 油脂

分、 水分、 粉化物を完全に除去する 。  

( 2)  屋外に設置する 脱臭ダク ト の塗装は、「 2. 4. 6 塩化ビニル製品類の塗装」

によ る 。  

 

( 1)  盤の塗装は、「 2. 5. 1 高圧配電盤 3 盤の塗装」 によ る 。  

( 2)  変圧器その他電気機器の塗装は、 塗装色を 除き 、 原則と し て製作者標準と

する が、 屋外に設置する も のは、 設置環境を十分考慮する 。  

  なお、 塗装色は、 別表－２ 「 標準塗装色」 によ る 。  

( 3)  ケーブル等保護材の塗装は、「 2. 6. 3 ケーブル等の保護材」 によ る 。  
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２ ． ５ ． １  

高圧配電盤 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５ 節 配電盤 

 

1 一般事項 

高圧配電盤は、  J I S C 62271-200 に規定する 金属閉鎖形ス イ ッ チギヤ及び

コ ント ロ ールギヤと する 。  

 

2 盤の構造 

( 1)  高圧配電盤の定格耐電圧は、 表 2. 5-1 のと おり と する 。  

 

表 2. 5-1 定格耐電圧 

( 単位 kV)  

定格電圧 

( 実効値)  

定格商用周波耐電圧 

（ 実効値）  

定格雷イ ンパルス 耐電圧 

（ ピ ーク 値）  

対地及び相間 
断路部の同相

極間 
対地及び相間 

断路部の同相

極間 

3. 6 16 19 45 52 

7. 2 22 25 60 70 

 

( 2)  高圧配電盤の連続性喪失区分及び仕切板等級は、LSC1 又は LSC1-PI と す

る 。  

遮断器、その他の機器等を引出し 形の構造と する も のは、次の機器を それ

ぞれ区分し たコ ンパート メ ント に収納する 。  

ア 各々の主開閉機器 

イ  主開閉機器の一方の側に接続する 機器（ 一次側、 母線側等）  

ウ  主開閉機器の他方の側へ接続する 機器（ 二次側、 接続側等）  

ま た、 断路器、 VCT 等で引出し 形の構造を 要し ないも のは、 コ ンパート メ

ント の区分は製作者標準と する 。  

母線コ ンパート メ ント は、二重母線の各母線を 分離する ための仕切り を

設ける 。  

( 3)  盤の設計、 製作に当たっ ては、 設計図書を参照の上、 機器の運転操作を

効率的かつ円滑に行える よ う にする と と も に、保守点検の容易性及び安全

性に十分留意する 。  

( 4)  盤は、 扉面又は扉接触面の全周に、 原則と し てパッ キン を取り 付ける 。 
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( 5)  盤は、ダク ト 、ピ ッ ト 等から 腐食性ガス が侵入し にく いよ う 対策を講ず

る 。  

( 6)  屋外盤の扉に窓を設ける 場合は、強化ガラ ス 等を 用いる と と も に、取付

計器や表示灯、 ス イ ッ チ位置が確認でき る よ う 考慮する 。  

ま た、窓に太陽光が入射する 向き に盤を 設置する 場合は、窓のガラ ス 面

に紫外線を 低減する フ ィ ルムを 貼る 等の対策を講じ る 。  

( 7)  屋外盤の扉（ 外扉・ 中扉） のヒ ンジピ ン は、 SUS304 製と する 。 外扉は、

水抜き を 考慮する 。  

( 8)  盤の表面に取り 付ける 名称板は、 全て合成樹脂製と し 、 その取付けは、

原則と し てビ ス（ SUS304 製） 止めと する 。 名称板に記入する 文字は、 書体

を 統一し 、 大き さ についても でき る 限り 統一する 。  

なお、盤名称板の取付けに当たっ ては、名称板の熱によ る 膨張を 考慮し 、

両端若し く は片端の取付穴を 長穴にする など 、膨張によ る 破損が発生し な

いよ う 考慮する 。  

( 9)  盤の上部つり 金具は、 据付け後に取り 外し 、 ボルト 穴を ふさ ぐ 。  

なお、 取り 外し たつり 金具は、 必要に応じ て当局に納入する 。 ただし 、

屋外盤はこ の限り でなく 、つり 金具を残置する 場合は、設置環境を 考慮す

る 。  

( 10)  内蔵機器によ る 発熱や設置環境によ り 高温と なる 盤の放熱は、 自然冷

却と する 。 やむを 得ず、 冷却のためのガラ リ 、 フ ァ ン 等を 設ける 場合は、

フ ィ ルタ 等を 設け、 粉じ ん等を 吸い込みにく い構造と する 。 フ ィ ルタ は、

容易に交換でき 、水洗い等で再使用でき る 耐久性のある 素材、構造と する 。 

( 11)  フ ァ ンは、 専用の保護装置を設けて故障時には警報を出力さ せる 。 た

だし 、 個々の機器に実装さ れている 専用フ ァ ンは除く 。  

ま た、フ ァ ンの取替えに当たっ ては、原則と し て配電盤機能を停止する

こ と なく 容易に行える 構造と する 。  

( 12)  ガラ リ 等を 設ける 場合は、 床面の水洗いや降雨によ って、 水滴の浸入

がない構造と する 。        

( 13)  将来増設予定が明確な盤については、 増設が容易にでき る よ う 考慮す

る と と も に、 主母線等の容量は、 増設を 考慮し て選定する 。  

( 14)  既設盤と 列盤と なる 盤の外観、 取付器具の配置等は、 既設盤を 考慮す

る 。  

( 15)  盤は、 1 面ごと に仕切板を 設ける も のと する 。 ただし 、 母線の貫通部

等で構造上やむを 得ない部分は、当局の承諾を受けた場合においてこ の限
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り でない。  

ま た、仕切板にケーブル等の貫通用開口を 設ける 場合には、当局の承諾

を 得た上で、こ の開口部にはケーブル等を 保護する ための保護材を 取り 付

け、 必要以上に大き なも のと し ない。  

( 16)  盤間渡り 線（ 列盤含む。） は、 原則と し て端子台経由と する 。 ただし 、

当局の承諾を 受けたも ので、母線の貫通部等構造上やむを 得ない部分や弱

電回路は、 こ の限り でない。  

( 17)  盤の内部点検に際し て充電部に触れる おそれのある 部分は、 防護カバ

ー等で遮へいする 。防護カバーは、内部の目視点検が容易にでき る 構造と

する 。  

なお、 防護カバーを 取り 付ける ビス は、 落下し ない構造と する 。  

ま た、 重量のある 防護カバーは取手付き と する 。  

( 18)  盤内で使用する コ ネク タ ケーブルと そのソ ケッ ト には、 合いマーク 等

の誤接続防止対策を 施す。  

( 19)  内部収納機器で、 運転操作上及び維持管理上必要なも のには、 用途銘

板を 取り 付ける 。  

ま た、 二重化し た機器は、「 A系」・「 B系」 等の表示を 取り 付け、 機能を

明示する 。  

( 20)  盤は、 自立形と する 。  

( 21)  盤に使用する 鋼板は、 次のと おり と する 。  

ア 原則と し て熱間圧延鋼（ SPHC） 又は冷間圧延鋼（ SPCC） と する 。  

イ  盤に使用する 鋼板の最小呼び厚さ は、 表 2. 5-2 のと おり と する 。  

ウ   表 2. 5-2 の構成部に該当し ないも のは、 製作者標準と する 。  

エ  機械的強度が要求さ れる 場合は、 十分な強度を 有する も のと する 。   
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表 2. 5-2 鋼板の最小呼び厚さ  

( 単位 mm)  

構成部 
呼び厚さ  

屋内盤 屋外盤 

側面板 2. 3 2. 3 

底板 2. 3 2. 3 

天井板 2. 3 1. 6 

屋根板 － 2. 3 

仕切板 1. 6 1. 6 

扉板 2. 3 2. 3 

中扉及び正面板 2. 3 2. 3 

 

( 22)  盤は、 全て閉鎖形と し 、 屋外盤は、 閉鎖形の箱体の上に屋根を 設ける 。

屋根は、 1/30 以上の後勾配と する 。  

( 23)  扉は、 原則と し て扉端部を Ｌ 形又は、 コ 形に加工し た構造と する 。  

( 24)  屋内用自立閉鎖盤及び屋外盤の扉（ 中扉を含む。） には、 原則と し てア

ームロ ッ ク 式ド アス ト ッ パを 設ける 。ス ト ッ パは、保守点検に必要な開度

を 保持し 、軽い力で閉じ ないも のと する 。屋外盤のス ト ッ パは、SUS304 製

と し 、 風圧に十分耐える よ う ロ ッ ク でき る 構造と する 。  

( 25)  扉のハンド ルつめ及びロ ッ ド のフ レ ームと の接触面（ 閉状態以外にも

接する 可能性がある 面を含む。） には、 SUS304 製の保護用当て板を 取り 付

ける 。      

ま た、 ハンド ルつめをロ ッ ク する 部分に金属プレ ート を用いる 場合は、

フ レ ーム受け部分から 可能な限り 飛び出さ ないも のと する 。  

( 26)  盤の外面には、ビ ス 等鋼板止めの金具を 出さ ないも のと する 。ただし 、

構造上やむを 得ず、 当局の承諾を 得たも の及び屋内盤の天井部について

は、 こ の限り でない。  

( 27)  扉のヒ ンジは、 扉を 閉じ た状態で、 盤内面と なる よ う に取り 付け、 パ

ッ キンによ り 密閉さ れ外気と 接触し ない構造と する 。ただし 、電気室及び

監視室で腐食性ガス の存在し ない場所に設置する も の又は構造上やむを

得ず、耐食性を 考慮し た場合（ ヒ ンジに耐食性を有する 材質のも のを 使用

する か、 塗装を施す等） で当局の承諾を 得たも のは、 こ の限り でない。  

( 28)  盤は、 前面及び後面を扉と する 。  
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ま た、盤の扉開閉ハンド ルは、列盤又は近接し て設置さ れる 盤の保守点

検に支障を 生じ ない位置及び開閉機構と する 。  

( 29)  盤は、 原則と し てかぎを 取り 付ける 。 かぎの形状は、 当局と 協議の上、

選定する 。  

( 30)  盤内機器を 引き 出す構造のも のについては、 機器の引出し に際し て制

御用ケーブル、ケーブルコ ネク タ 、扉面に設けた各種継電器等に触れない

構造と する 。  

( 31)  多段積の配電盤は、 上下を 隙間なく 仕切る 。 ただし 、 ケーブルの貫通

部等構造上やむを 得ない部分はこ の限り でないが、貫通部分は極力少なく

する 。  

( 32)  高圧遮断器、 高圧交流電磁接触器等で引出用の車輪を備える 場合は、

盤前面から の引出し ができ る 構造と し 、移動転倒防止用ス ト ッ パを 設けて

固定する 。  

ま た、 引き 出し た後は、 充電部が露出し ないよ う に、 絶縁体の材質から

なる シャ ッ タ で遮へいする 。  

なお、 充電部に近接する 可能性がある ため、 シャ ッ タ には明瞭・ 簡潔な

危険表示を 行う と と も に、 用途（ 電源側、 負荷側等） を明示する 。  

( 33)  断路器を 収納する 盤の内部の防護カバーには、 断路器の開閉状態を確

認する ための点検窓を設ける 。  

 

3 盤の塗装 

( 1)  盤の塗装は、 表 2. 5-3 によ り 行う 。 原則と し て、 屋外は全つや、 屋内は

半つやと する 。  

 

表 2. 5-3 盤の塗装基準 

適用区分 塗装の種類 

 

屋内盤 
乾燥部 

ポリ ウ レ タ ン樹脂系 

又はメ ラ ミ ン樹脂系 

高湿部 ポリ ウ レ タ ン樹脂系 

屋外盤 ポリ ウ レ タ ン樹脂系 

 

( 2)  盤の塗装は、 原則と し て化学処理等の素地調整を 行い、 下塗、 中塗及び

空研ぎ（ 又は水研ぎ） 後、 仕上げ塗装を 行う 。  
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なお、 塗装最低膜厚は、 仕上り で外面 80μm以上、 内面で 40μm以上と

する 。ただし 、標準製作品等で当局の承諾を 得たも のは、こ の限り でない。 

( 3)  盤の塗装色は、 別表―2「 標準塗装色」 によ る 。 ただし 、 盤内収納器具

については、 こ の限り でない。  

( 4)  電気室、 監視室に設置する 盤の塗装は、  ( 1) 、 ( 3) によ る 。 その他の塗

装仕様については、 原則と し て製作者標準と する 。  

( 5)  ス テンレ ス 製の盤の塗装は、 ( 1) 、 ( 3) によ る 。 その他の塗装仕様につい

ては、 原則と し て製作者標準と する 。  

 

4 取付器具、 材料及び取付方法 

( 1)  盤には、図面に示す器具を 取り 付ける 。盤内収納器具、盤表面取付器具、

端子台等は、 操作、 保守点検に便利なよ う に合理的に配置する 。 図面に明

示さ れていない器具であっ ても 、 操作に必要なも のは各盤に付属する 。  

なお、 扉（ 中扉含む） 裏面に取り 付ける 器具は、 盤内に取り 付けら れた

引出し 器具を 引き 出し たと き に接触し ないよ う 配置する 。  

( 2)  盤内器具には、 器具名称・ 器具番号等を 取り 付ける 。  

( 3)  端子台には、 端子番号を記入する 。  

( 4)  裸銅母線（ 接地母線を 含む。） は、 原則と し て、 表面にすずめっき 等の

腐食防止の処理を 施す。  

( 5)  盤内収納器具等には、当該盤の設置環境を考慮し 、必要に応じ てコ ーテ

ィ ング等の防食処理を施す。  

( 6)  盤面に取り 付ける 指示計や操作ス イ ッ チ類は、視認性・ 操作性を考慮し

た高さ に配置する 。 配置に当たっ ては、 配電盤基礎の高さ を 考慮する 。  

( 7)  盤内配線は、原則と し て環境配慮形（ Ｅ Ｍ） 電線・ ケーブルを 使用する 。 

ただし 、電子回路、通信用継電器等の弱電流回路及び機能上やむを 得な

い場合に使用する 配線は、 こ の限り でない。  

( 8)  盤内配線は、 次のと おり と する 。  

ア 動力回路は 3. 5mm2 以上と する 。  

イ  制御回路は 1. 25mm2 以上と する 。  

ウ  計器用変成器二次回路は 2. 0mm2 以上と する 。  

エ 電子回路、通信用継電器等の弱電流回路で電流容量、電圧降下等に支

障がなく 、保護協調がと れる も ので当局の承諾を得たも のは、こ の限り

でない。  

( 9)  盤内配線（ 主回路に用いる も のを 除く 。） の被覆の色は、 表 2. 5-4 によ
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る 。ただし 、電子回路の弱電流回路等及び機能上やむを 得ない場合に使用

する 配線の色別は、 こ の限り でない。  

ま た、 主回路の配線及び導体は、 その端部又は一部に、 表 2. 5-5 によ り

色別を 施す。  

 

表 2. 5-4 盤内配線の被覆の色 

種       別 色         別 

一 般      黄 

接 地 線      緑 

 

表 2. 5-5 主回路の配線及び導体の色別 

項      目 色別   備        考 

交
流 

三相 

第 1 相( R)  黒  

第 2 相( S)  赤 

第 3 相( T)  白 

零相及び中性相 灰 

単相 

第 1 相 黒 ただし 、 三相回路から 分岐し

た単相回路においては、 分岐

前の色別によ る 。  

第 2 相 白 

中性相 灰 

直  流 
正  極 赤  

負  極 青 

 

( 10)  盤内配線には、 線番表示を 行う 。  

( 11)  原則と し て、よ り 線の末端には、丸形圧着端子を 付ける も のと する が、

特殊なも のはこ の限り でない。  

( 12)  盤内配線は、 被覆と 圧着端子の間を ビ ニルキャ ッ プで覆う 。 ただし 、

特殊電線等でこ れによ り 難いも のは、 こ の限り でない。  

( 13)  盤内配線の曲げ半径は、 許容値よ り 大き く する 。  

( 14)  扉に取り 付ける 器具の盤内配線は、 扉の開閉で盤本体と 干渉し ないよ

う 考慮する 。  

( 15)  各負荷に使用する 配線用遮断器、 開閉器、 電磁接触器等は、 十分な接

点容量を 有する も のを選定する 。  

( 16)  配線用遮断器、 漏電遮断器及び機器保護用遮断器等には、 原則と し て
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ト リ ッ プ接点を設ける 。  

なお、 接点信号・ 制御信号等は、 当該盤の端子台ま で配線し ておく 。 た

だし 、 ス ペース ヒ ータ 、 照明、 コ ンセント 等に用いる も のは除く 。  

( 17)  制御用継電器は、 小型のも のを使用し 合理的な配列と する 。  

なお、 補助継電器は、 原則と し て動作中「 入」 状態が容易に確認でき る

よ う な表示機能付き と する 。  

( 18)  継電器類は、 接点容量、 動作条件、 使用条件等について検討の上、 選

定する 。  

( 19)  盤内照明及び表示灯は LEDと する 。  

( 20)  表示灯は、 高輝度で視認性の高いも のと する 。  

( 21)  表示灯の配色は、 表 2. 5-6 によ る 。  

 

表 2. 5-6 表示灯の配色 

種       別 色         別 

重故障 赤 

軽故障 燈 

状態表示 白 

 

( 22)  表示回路には、電流容量を 考慮の上、原則と し て系統別ヒ ュ ーズ等保護

装置を 設ける 。  

( 23)  内部収納機器及び盤扉裏面部に取り 付けた器具の充電部に、 容易に触

れる おそれが無いよ う 絶縁キャ ッ プ、 バリ ヤ等の感電防止措置を 施す。  

( 24)  盤内照明器具、 フ ァ ン、 ヒ ュ ーズ、 ス ペース ヒ ータ 等は、 原則と し て設

備の運転中においても 充電部に触れる こ と なく 、容易に取り 替えら れる 構

造と する 。 特に、 照明器具、 フ ァ ン等の配線は、 コ ネク タ 接続又は回路に

端子台を 設ける 等によ り 、 器具交換時に電源から 切り 放せる よ う にする 。 

なお、 ス ペース ヒ ータ については、 サーモス イ ッ チ付と する 。  

( 25)  盤内・ 盤面に取り 付けた器具は、 原則と し て端子台ま で配線し ておく 。 

( 26)  制御ス イ ッ チ（ CS、 COS、 LBS） 等を設ける 場合は、 誤操作のないよ う に

機器名称・ 器具番号等を操作ス イ ッ チ取付位置上部等に表示する 。  

( 27)  盤には、引出し ケーブルのサイ ズ、本数及び質量並びに端末処理し ろを

考慮し て、 端子台及びケーブルサポート を 設ける 。  

( 28)  盤内器具・ 装置の取付けに当たっ ては、 その器具・ 装置に適応し た配線
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を 使用する と と も に、やむを 得ず装置用電源にコ ンセント を使用する 場合

は、 ロ ッ ク 機構付き と する 。 ただし 、 構造上やむを得ず、 配線の固定等を

行っ た場合で当局の承諾を 得たも のは、 こ の限り でない。  

( 29)  表示灯の配列は、 表 2. 5-7 によ る 。  

 

表 2. 5-7 表示灯の配列 

 横  配  列 縦  配  列 

左  →  右 上  →  下 

2 灯式 
停止 運転 － 運転 停止 － 

閉 開 － 開 閉 － 

3 灯式 
逆転 停止 正転 正転 停止 逆転 

閉 停 開 開 停 閉 

 

( 30)  操作位置、操作モード 等の切替ス イ ッ チは、左側から 手元・ 監視、単独・

連動、 手動・ 自動等にする 。  

( 31)  盤には、 附則－２ 「 接地極分類要領」 に基づき 、 接地種別ご と に接地端

子及び種別表示を設ける 。  

( 32)  盤内の接地線の引込み部には、接地種別の色別を 施す。色別は A種（ 白）、

B種（ 青）、 C種（ 黄）、 D種（ 黒） と する 。  

( 33)  盤内の照明・ コ ンセント 等は、 配線用遮断器等を設け、 最大電流を表示

する 。  

( 34)  自立閉鎖盤には、原則と し て盤内照明器具を取り 付け、ド アス イ ッ チに

よ り 点灯さ せる 。  

( 35)  遮断器の一次側配線は遮断器の容量に、 二次側配線は負荷の容量に合

わせる と と も に、 遮断電流を 考慮し た配線を 行う 。  

( 36)  遮断器、 熱動継電器等は、 関連する 遮断器等と 保護協調を図り 、 負荷の

熱的、 機械的耐量を 考慮し て選定する 。  

ま た、 継電器等の電流等の整定に際し ては、 必要に応じ て事前に保護協

調曲線を 当局に提出する 。  

( 37)  保護継電器は、 原則と し て静止形で動作表示器付き のも のを 使用する 。

動作表示器は、 手動復帰式を 原則と する 。  

( 38)  指示計器は、広角度のも のを 使用し 、一辺の長さ は原則と し て 110mmと

する 。 ただし 、 当局が指示し たも のは、 こ の限り でない。  
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２ ． ５ ． ２  

高圧コ ン ビ ネ ーシ

ョ ン ス タ ータ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、 電流計の定格値は、 原則と し てス パンの 50％以上と なる よ う 考慮

する 。  

( 39)  主要機器の指示計器には、 定格等を 示すための色帯表示又は設定指針

を 設ける 。  

なお、 進相コ ンデンサを並列に接続し た場合の表示値は、 総合力率を考

慮の上、 決定する 。  

( 40)  電力量計は、 パルス 発信器付のも のを 使用し 、 乗率は、 原則と し て 10

の整数べき 倍と する 。  

( 41)  始動時間が特に長い負荷に対し ては、 保護継電器の始動特性及び過負

荷保護特性について考慮する 。  

( 42)  計器用変圧器の一次回路には、 ヒ ュ ーズを設ける 。  

( 43)  可逆式電磁開閉器（ 接触器） は、 両方同時に投入でき ないよ う 確実にイ

ンタ ーロ ッ ク を 施す。  

( 44)  高圧電路に使用する 計器用変成器は、 JEC 1201、 J I S C 1731-1、 J I S C 

1731-2 に準拠する 。 材質は、 合成樹脂モールド 製と し 、 電路の異常電圧

に対し て十分な絶縁強度を 有し なければなら ない。  

ま た、 短絡電流に対し ても 熱的、 機械的に十分耐える 構造と する 。  

( 45)  盤内の、 制御電源、 表示電源等は、 それぞれ配線用遮断器等を 設ける 。 

 

1 一般事項 

高圧コ ンビ ネーショ ンス タ ータ は、 高圧交流電磁接触器等を収納する 配電

盤であっ て、 JEM 1225 によ る 。  

 

2 盤の構造 

( 1) 高圧コ ンビ ネーショ ン ス タ ータ の定格使用電圧は、 3. 3kV 又は 6. 6kV で

ある 。 耐電圧は、 JEM 1225 によ る 。  

( 2)  機能構造級別は、 4 以上と し 、 シャ ッ タ 付と する 。  

( 3)  その他、 盤の構造は、「 2. 5. 1 高圧配電盤 2 盤の構造」 ( 3) ～( 33) によ

る 。  

 

3 盤の塗装 

盤の塗装は、「 2. 5. 1 高圧配電盤 3 盤の塗装」 によ る 。  

 

4 取付器具、 材料及び取付方法 
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２ ． ５ ． ３  

高圧 VVVF 装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取付器具、 材料及び取付方法は、「 2. 5. 1 高圧配電盤 4 取付器具、 材料及

び取付方法」 によ る 。  

 

1 一般事項 

( 1)  高圧 VVVF 装置を収納する 盤は、 変換装置、 制御装置等で構成さ れた配

電盤であり 、  JI S C 62271-200 に準拠する 。  

( 2)  高圧 VVVF装置は、 JEC-2410、 JEC-2440 及び JEC-2453 によ る 。  

 

2 盤の構造  

( 1)  高圧 VVVF装置の定格使用電圧は、 3. 3kV又は 6. 6kVである 。 耐電圧は、

JEC-2453 によ る 。  

( 2)  高圧 VVVF装置の制御方式は、 高圧を 直接制御する 方式と する 。  

( 3)  高圧 VVVF 装置は、 高圧又は特別高圧で受電する 需要家の高調波抑制対

策ガイ ド ラ イ ン（ 原子力安全・ 保安院） によ り 系統に流出する 高調波を抑

制する 必要がある 場合、 対策を 講ずる こ と ができ る も のと する と と も に、

高調波によ り 他の機器に影響を 与えない構造と する 。  

( 4)  高圧 VVVF 装置は、 漏れ電流やノ イ ズによ る 影響を 周辺の機器に及ぼさ

ないよ う 対策を施す。  

( 5)  フ ァ ンは、専用の保護装置を 設けて故障時には警報を 出力さ せる 。ただ

し 、 個々の機器に実装さ れている 専用フ ァ ンは除く 。  

( 6)  盤に使用する 鋼板は、 次のと おり と する 。  

ア 原則と し て熱間圧延鋼（ SPHC） 又は冷間圧延鋼（ SPCC） と する 。  

イ  盤に使用する 鋼板の最小呼び厚さ は、 製作者標準と する 。  

ウ   機械的強度が要求さ れる 場合は、 十分な強度を 有する も のと する 。   

( 7)  盤は、 前面及び後面を 扉と する 。 ただし 、 当局の承諾を 受けたも ので、

保守点検に支障がない構造と し た場合は、 片面のみ扉と する こ と ができ

る 。  

ま た、盤の扉開閉ハンド ルは、列盤又は近接し て設置さ れる 盤の保守点

検に支障を 生じ ない位置及び開閉機構と する 。  

( 8)  その他、 盤の構造は、「 2. 5. 1 高圧配電盤 2 盤の構造」  ( 2) ～( 5) 、 ( 8)

～( 10) 、 ( 12) 、 ( 14) ～( 20) 、 ( 22) ～( 27) 、 ( 29) によ る 。  

 

3 盤の塗装 

盤の塗装は、「 2. 5. 1 高圧配電盤 3 盤の塗装」 によ る 。  
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２ ． ５ ． ４  

変圧器盤 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ ． ５ ． ５  

低圧配電盤 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 取付器具、 材料及び取付方法 

取付器具、 材料及び取付方法は、「 2. 5. 1 高圧配電盤 4 取付器具、 材料及び

取付方法」 ( 1)  ～( 23) 、 ( 25) ～( 42) 、 ( 44) 及び( 45) によ る 。  

 

1 一般事項 

変圧器盤は、 モールド 型乾式変圧器等を 収納する 配電盤であ り 、 JI S C 

62271-200 に準拠する 。  

 

2 盤の構造 

( 1)  変圧器盤の定格耐電圧は、 高圧巻き 線側は JI S C 62271-200、 低圧巻き

線側は JEM 1265 によ る 。  

( 2)  変圧器の絶縁距離は、 変位幅を 考慮する 。  

( 3)  変圧器に接続する 導電部は、 その変位幅分を加算し た余長を見込む。  

( 4)  その他、 盤の構造は、「 2. 5. 1 高圧配電盤 2 盤の構造」 ( 2) ～( 29) によ

る 。  

 

3 盤の塗装 

盤の塗装は、「 2. 5. 1 高圧配電盤 3 盤の塗装」 によ る 。  

 

4 取付器具、 材料及び取付方法 

( 1)  正面扉及び裏面扉の表面に、 一次側遮断器の入切状態がわかる 表示灯

を 設ける 。  

( 2)  その他、 取付器具、 材料及び取付方法は、「 2. 5. 1 高圧配電盤 4 取付器

具、 材料及び取付方法」 ( 1) ～( 42)  、 ( 44) 及び( 45) によ る 。  

 

1 一般事項 

低圧配電盤は、 気中遮断器、 配線用遮断器等を 収納する 配電盤であっ て、

JEM 1265 に規定する 金属閉鎖形ス イ ッ チギヤ及びコ ント ロ ールギヤと する 。 

 

2 盤の構造 

 ( 1)  低圧配電盤の形式は、 遮断器の種類によ り ACBを 収納する も のは FW形  

又は FWG形と し 、 MCCBを 収納する も のは、 CX形と する 。  

なお、 ス イ ッ チギヤの形は表 2. 5-8 のと おり である 。  
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表 2. 5-8 ス イ ッ チギヤの形 

記号 条件 

第 1 記号 

A 接地さ れた 金属閉鎖箱内に装置が一括し て 収納さ れて

いなければなら ない 

C さ ら に、 装置の運転中、 扉を 開いて操作ま たは補助回路

の点検を 必要と する 場合、 主回路充電部に誤っ て触れる

危険がないよ う 考慮さ れていなければなら ない 

F さ ら に、 個々の遮断器は独立し たコ ンパート メ ント に収

納さ れていなければなら ない 

第 2 記号 

X 固定形機器 

Y 搬出形機器 

S 差込形機器 

W 引出形機器（ 移動形機器）  

第 3 記号 G 主回路の母線、 接続導体及び接続部に絶縁被覆を施し た

も の 

 

 第 2 記号 

X Y S W 

第 1 記号 

A AX AY AS － 

C CX CY CS CW 

F － － － FW、 FWG 

 

ま た、遮断器以外の主要機器（ 変圧器、計器用変圧器、低圧 VVVF 装置等）

を 収納する も のについては遮断器を 収納する 部分と 同一の構造に統一し な

く ても よ い。  

( 2)  その他、 盤の構造は、「 2. 5. 1 高圧配電盤 2 盤の構造」 ( 3) ～( 31) によ  

る 。  

 

3 盤の塗装 

盤の塗装は、「 2. 5. 1 高圧配電盤 3 盤の塗装」 によ る 。  

 

4 取付器具、 材料及び取付方法 
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( 1)  電動式の MCCBを 使用する も のは、 入切の表示灯を 設ける 。  

( 2)  MCCB の二次側が、 ケーブルを使用せず母線タ イ プと なる も のは、 背面

の負荷側接続部にも 名称等を 記入する 。  

ま た、配電盤内の同一面に入力側と 出力側の端子台がある 場合は、入力

側に電源である 旨の表示を 行う 。  

2 面以上の列盤で入力端子と 出力端子が同一側面にある 場合は、入力側

に電源である 旨の表示を行う 。  

( 3)  その他、 取付器具、 材料及び取付方法は、「 2. 5. 1 高圧配電盤 4 取付器

具、 材料及び取付方法」 ( 1) ～( 43) によ る 。  

 

1 一般事項 

コ ント ロ ールセンタ は、 配線用遮断器、 交流電磁開閉器、 その他補助機器

で構成さ れた配電盤であっ て、 JEM 1195 に準拠する 。  

 

2 盤の構造 

( 1)  コ ント ロ ールセンタ のユニッ ト は、 主回路ごと に装置を 収納する 。  

( 2)  主回路には、 単位回路ごと に配線用遮断器を設ける 。 配線用遮断器は、

全容量遮断方式と し 、 過電流及び短絡電流を 考慮し て選定する 。  

( 3)  各ユニッ ト は、装置の種別ごと に互換性を持ち、容易に引出し が可能な

構造と する 。  

ま た、主回路は、原則と し て電源側及び負荷側と も 自動連結方式と する 。

ただし 、 大容量のも のなど で当局の承諾を 得たも のは、 こ の限り でない。 

( 4)  制御回路の接続は、 原則と し てコ ネク タ 方式と する 。  

( 5)  各ユニッ ト の制御電源は、原則と し て個別電源方式と し 、保護協調を考

慮し た構成と する 。 ただし 、 制御回路の構成・ 保護協調など から 個別制御

電源と する こ と が困難な場合で、当局の承諾を得たも のは、こ の限り でな

い。  

( 6)  地絡保護を行う 場合は、 原則と し て制御回路を 含む。 ただし 、 制御回路

に絶縁変圧器を用いる 場合は、 こ の限り でない。  

( 7)  配線用遮断器は、扉表面から 操作が可能で、その入切状態が容易に確認

でき る 構造と する 。  

( 8)  熱動継電器、地絡継電器は、原則と し て扉表面よ り 各々の動作の確認が

でき 、 安全かつ容易にリ セッ ト でき る 構造と する 。  

( 9)  ユニッ ト の扉は、 配線用遮断器が「 入」 の状態では開かないよ う にイ ン
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２ ． ５ ． ７  

低圧動力制御盤 

 

 

 

 

 

 

 

タ ーロ ッ ク を 施す。  

( 10)  負荷接続及び制御接続用の端子は、 一括集合し た総括端子室を 設け、

端子台への接続は、 保守点検を 考慮し た構造と する 。 ただし 、 大容量のＹ

－△ユニッ ト 等総括端子室を 設ける こ と が困難な場合は、 当局と 協議す

る 。  

( 11)  コ ント ロ ールセンタ は、 特記に指定のない限り 、 両面形と する 。  

( 12)  コ ント ロ ールセンタ の正面及び裏面には、 ユニッ ト ごと に非照光式名

称板を 取り 付ける 。  

( 13)  電源系統の異なる 盤と 盤の間には、 仕切板を 設ける も のと する 。 ただ

し 、母線の貫通部等構造上やむを 得ない部分は、当局の承諾を受けた場合

においてこ の限り でない。  

( 14)  盤に使用する 鋼板の材質及び厚さ は、 製作者標準と する 。  

なお、機械的強度が要求さ れる 場合は、十分な強度を 有する も のと する 。 

( 15)  その他、 盤の構造は、「 2. 5. 1 高圧配電盤 2 盤の構造」 ( 3) ～( 5) 、 ( 8)

～( 11)  、 ( 13) 、 ( 14) 、 ( 16) ～( 20) 、 ( 26) 、 ( 27) によ る 。  

 

3 盤の塗装 

盤の塗装は、「 2. 5. 1 高圧配電盤 3 盤の塗装」 によ る 。  

 

4 取付器具、 材料及び取付方法 

( 1)  伝送装置のパネル面は、 製作者標準と する 。  

( 2)  表示灯の配列は、 製作者標準と する 。  

( 3)  その他、 取付器具、 材料及び取付方法は、「 2. 5. 1 高圧配電盤 4 取付器

具、材料及び取付方法」 ( 1) ～( 28)  、( 30) ～( 32) 、( 35) ～( 40) 、( 42) ～( 45)

によ る 。  

 

1 一般事項 

低圧動力制御盤は、 配線用遮断器、 交流電磁開閉器、 シーケンス 制御装置、

補助継電器、タ イ マ等を収納する 低圧配電盤及び制御盤であって、JEM1265 又

は JEM1460 に準拠する 。  

 

2 盤の構造 

( 1)  内部器具の配置、 配列は、 グループ化し 増設が可能な構造と する 。  

( 2)  盤に使用する 鋼板は、 次のと おり と する 。  
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ア 原則と し て熱間圧延鋼（ SPHC） 又は冷間圧延鋼（ SPCC） と する 。  

イ  盤に使用する 鋼板の最小呼び厚さ は、 表 2. 5-9 のと おり と する 。  

ウ   表 2. 5-9 の構成部に該当し ないも のは、 製作者標準と する 。  

エ  機械的強度が要求さ れる 場合は、 十分な強度を 有する も のと する 。  

 

表 2. 5-9 鋼板の最小呼び厚さ  

( 単位 mm)  

構成部 

呼び厚さ  

自立盤・ 壁掛盤・ ス タ ン ド 盤 

鋼  製 ス テン レ ス 製 

屋内盤 屋外盤 屋外盤 

側面板 2. 3 2. 3 2. 0 

底板 2. 3 2. 3 2. 0 

天井板 2. 3 1. 6 1. 5 

屋根板 － 2. 3 2. 0 

背面板 2. 3 2. 3 2. 0 

仕切板( ※)  1. 6 1. 6 1. 5 

扉板 2. 3 2. 3 2. 0 

中扉 2. 3 2. 3 2. 3( 鋼板)  

（ ※） 自立盤において、 仕切板を 設ける 場合のみ適用する 。  

 

( 3)  ス タ ンド 盤の脚は、 鋼板又は鋼管と し 、 十分な強度を 有する も のと す

る 。  

ま た、 盤本体と 脚と の接合面には、 十分な補強を行う 。  

( 4)  盤の外面には、 ビス 等鋼板止めの金具を 出さ ないも のと する 。 ただし 、

構造上やむを 得ず、耐食性を考慮し た材料を 用いた場合で、当局の承諾を

得たも のは、 こ の限り でない。  

( 5)  盤の扉及び扉開閉ハン ド ルは、 列盤又は近接し て設置さ れる 盤の保守

点検に支障を 生じ ない位置及び開閉機構と する 。  

( 6)  盤は、電源系統の異なる 盤間に、開口部のない仕切板を設ける も のと す

る 。 ただし 、 母線の貫通部等で構造上やむを 得ない部分は、 当局の承諾を

受けた場合においてこ の限り でない。  

ま た、仕切板にケーブル等の貫通用開口を 設ける 場合には、当局の承諾
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２ ． ５ ． ８  

直流電源装置・  

無停電電源装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を 得た上で、こ の開口部にはケーブル等を 保護する ための保護材を 取り 付

け、 必要以上に大き なも のと し ない。  

( 7)  低圧動力制御盤の形式は、 引出し 形の構造を 要し ないも のは、 CX形以

上と する 。  

( 8)   その他、 盤の構造は、「 2. 5. 1 高圧配電盤 2 盤の構造」 ( 3) ～( 14) 、

( 16) ～( 19) 、（ 22） ～( 25) 、 ( 27) 、 ( 29) によ る 。  

 

3 盤の塗装 

盤の塗装は、「 2. 5. 1 高圧配電盤 3 盤の塗装」 によ る 。  

 

4 取付器具、 材料及び取付方法 

( 1)  機器操作用の押し ボタ ンス イ ッ チは、 原則と し て照光式と する 。  

( 2)  継電器、 タ イ マ、 設定器、 変換器等は、 電気的、 機械的に十分な強度の

ある も のを 選定する 。  

( 3)  タ イ マ、 設定器等には、 原則と し て使用目的を 表示する 。  

ま た、 設定値の一覧表を盤内に表示する 。  

（ 4） 低圧動力制御盤に接続する 端末等は、最新のウ イ ルス 定義フ ァ イ ルを用

いてウ イ ルス チェ ッ ク を行っ てから でなければ、 接続し てはなら ない。  

( 5)  その他、 取付器具、 材料及び取付方法は、「 2. 5. 1 高圧配電盤 4 取付器

具、 材料及び取付方法」 ( 1) ～( 43) によ る 。  

 

1 一般事項 

直流電源装置は、 整流器と 蓄電池で構成さ れ、 直流電動機や高圧配電盤等

の電源に用いる 。  

無停電電源装置は、 整流器、 蓄電池及びイ ンバータ で構成さ れ、 無瞬断切

替装置を 有し 、 監視制御設備や計装設備等の電源に用いる 。  

 

2 盤の構造 

( 1)   蓄電池容量が 10kW･h 超の場合は、 東京都火災予防条例によ る キュ ービ

ク ル式蓄電池設備構造基準適合品と する 。ただし 、蓄電池容量 10kW･h 超

20kW･h 以下において消防庁長官が定める 出火防止措置を 講じ ら れたも

のは除く 。  

ま た、消防用負荷がある 場合は、登録認定機関によ る 認定を 受けたも の

と する 。  
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２ ． ５ ． ９  

手元操作盤 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 2)  蓄電池には、 転倒防止枠を 設ける 。  

ま た、蓄電池と 転倒防止枠の間には、耐震用ゴムパッ キン 等を挿入する 。 

( 3)  盤は、 1 面ごと に仕切板を 設ける も のと する 。 ただし 、 蓄電池を収納す

る 盤については、 こ の限り でない。  

( 4)  その他、 盤の構造は、「 2. 5. 1 高圧配電盤 2 盤の構造」 ( 3) ～( 5) 、 ( 8)

～( 11) 、 ( 13) 、 ( 14) 、 ( 16) ～( 21) 、 ( 23) ～( 29) によ る 。  

 

3 盤の塗装 

( 1)  蓄電池を 内蔵する 部分は、 耐酸塗装を 施す。  

( 2)  その他、 盤の塗装は、「 2. 5. 1 高圧配電盤 3 盤の塗装」 によ る 。  

 

4 取付器具、 材料及び取付方法 

( 1)  直流電源装置及び無停電電源装置は、 電圧低下及び蓄電池電圧喪失時

警報を 出力する 。  

( 2)  蓄電池には、 原則と し て温度警報装置を 装備し たも のを 54 セル当たり

4 セル以上設け、 適正な位置に配置する 。  

( 3)  無停電電源装置における 無瞬断切替装置には、 メ ンテナンス バイ パス

回路を 設ける 。  

( 4)  負荷電圧補償装置は、 低負荷時においても 電源を 供給する 機器の寿命

に、 出力電圧が悪影響を与えないも のと する 。  

( 5)  その他、 取付器具、 材料及び取付方法は、「 2. 5. 1 高圧配電盤 4 取付器

具、 材料及び取付け方法」 ( 1) ～( 39) 、 ( 42) によ る 。  

 

1 一般事項 

手元操作盤は、 機側において機器を 操作する ための盤である 。  

 

2 盤の構造 

( 1)  手元操作盤の保護等級は、 次のと おり である 。  

屋内盤 I P4X相当、 屋内防滴盤 I P41 相当、 屋外盤 I P43 相当 

( 2)  粉じ んの発生する おそれのある 場所に設置する 盤は、 防じ ん構造と す

る 。  

( 3)  盤に使用する 鋼板は、 次のと おり と する 。  

ア 原則と し て熱間圧延鋼（ SPHC） 又は冷間圧延鋼（ SPCC） 以上と する 。 

イ  盤に使用する 鋼板の最小呼び厚さ は、 表 2. 5-9 のと おり と する 。  
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２ ． ５ ． １ ０  

集合操作盤 

 

 

 

 

ウ  表 2. 5-9 の構成部に該当し ないも のは、 製作者標準と する 。  

エ 機械的強度が要求さ れる 場合は、 十分な強度を 有する も のと する 。  

( 4)  ス タ ンド 盤の脚は、 鋼板又は鋼管と し 、 十分な強度を 有する も のと す

る 。  

ま た、 盤本体と 脚と の接合面には、 十分な補強を行う 。  

( 5)  盤の外面には、 ビス 等鋼板止めの金具を 出さ ないも のと する 。 ただし 、

構造上やむを 得ず、耐食性を 考慮し た材料を 用いた場合で当局の承諾を得

たも のは、 こ の限り でない。  

( 6)  盤の扉及び扉開閉ハン ド ルは、 近接し て設置さ れる 盤の保守点検に支

障を 生じ ない位置及び開閉機構と する 。  

( 7)  外線の引込は、 原則と し て盤下（ 最下部） から と する 。  

( 8)  屋内用自立閉鎖盤及び屋外盤の扉には、 原則と し てアームロ ッ ク 式ド

アス ト ッ パを 設ける 。 屋外盤のス ト ッ パは、 SUS304 製と し 、 風圧に十分

耐える よ う ロ ッ ク でき る 構造と する 。  

なお、 屋外盤中扉のス ト ッ パは製作者標準仕様と する 。 ス ト ッ パは、 保

守点検に必要な開度を保持し 、 軽い力で閉じ ないも のと する 。  

( 9)  その他、 盤の構造は、「 2. 5. 1 高圧配電盤 2 盤の構造」 ( 3) ～( 14) 、 ( 16)

～( 19) 、 ( 22) 、 ( 23) 、 ( 25) 、 ( 27) 、 ( 29) によ る 。  

 

3 盤の塗装 

盤の塗装は、「 2. 5. 1 高圧配電盤 3 盤の塗装」 によ る 。  

 

4 取付器具、 材料及び取付方法 

( 1)  機器操作用押し ボタ ン ス イ ッ チは、 原則と し て照光式と する 。  

( 2)  内部器具及び表面取付器具の配置・ 配列は、グル－プ化し 増設が可能な

構造と する 。  

( 3)  その他、 取付器具、 材料及び取付方法は、「 2. 5. 1 高圧配電盤 4 取付器

具、 材料及び取付方法」 ( 1) ～( 39) によ る 。  

 

1 一般事項 

集合操作盤は、 発電設備等の設備全体を 操作する ための盤である 。  

 

2 盤の構造 

( 1)  粉じ んの発生する おそれのある 場所に設置する 盤は、 防じ ん構造と す



- 119 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ ． ５ ． １ １  

中継端子盤 

 

 

 

 

 

 

 

る 。  

( 2)  盤に使用する 鋼板は、 次のと おり と する 。  

ア 原則と し て熱間圧延鋼（ SPHC） 又は冷間圧延鋼（ SPCC） 以上と する 。 

イ  盤に使用する 鋼板の最小呼び厚さ は、 表 2. 5-9 のと おり と する 。  

ウ  表 2. 5-9 の構成部に該当し ないも のは、 製作者標準と する 。  

エ 機械的強度が要求さ れる 場合は、 十分な強度を 有する も のと する 。  

( 3)  盤の外面には、 ビス 等鋼板止めの金具を 出さ ないも のと する 。 ただし 、

構造上やむを 得ず、耐食性を 考慮し た材料を 用いた場合で当局の承諾を得

たも のは、 こ の限り でない。  

( 4)  盤の扉開閉ハン ド ルは、 列盤又は近接し て設置さ れる 盤の保守点検に

支障を 生じ ない位置及び開閉機構と する 。  

( 5)  仕切板にケーブル等の貫通用開口を 設ける 場合には、 ケ ーブル等を 保

護する ための保護材を取り 付け、 必要以上に大き なも のと し ない。  

( 6)  その他、 盤の構造は、「 2. 5. 1 高圧配電盤 2 盤の構造」 ( 3) ～( 14) 、 ( 16)

～( 20) 、 ( 22) ～( 25) 、 ( 27) 、 ( 29) によ る 。  

 

3 盤の塗装 

盤の塗装は、「 2. 5. 1 高圧配電盤 3 盤の塗装」 によ る 。  

 

4 取付器具、 材料及び取付方法 

( 1)  機器操作用押し ボタ ン ス イ ッ チは、 原則と し て照光式と する 。  

( 2)  内部器具及び表面取付器具の配置・ 配列は、グル－プ化し 増設が可能な

構造と する 。  

( 3)  その他、 取付器具、 材料及び取付方法は、「 2. 5. 1 高圧配電盤 4 取付器

具、 材料及び取付方法」 ( 1) ～( 41) によ る 。  

 

1 一般事項 

中継端子盤は、 端子板等を 収納する 盤であっ て、 制御配線の中継を行う 。  

 

2 盤の構造 

( 1)  仕切板にケーブル等の貫通用開口を 設ける 場合には、 ケ ーブル等を保護

する ための保護材を 取り 付け、 必要以上に大き なも のと し ない。  

( 2)  その他、 盤の構造は、「 2. 5. 1 高圧配電盤 2 盤の構造」 ( 3) ～( 5) 、 ( 8) ～

( 14) 、 ( 16) ～( 21) 、 ( 23) ～( 29) によ る 。  
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２ ． ５ ． １ ２  

監視制御装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 盤の塗装 

盤の塗装は、「 2. 5. 1 高圧配電盤 3 盤の塗装」 によ る 。  

 

4 取付器具、 材料及び取付方法 

取付器具、 材料及び取付方法は、「 2. 5. 1 高圧配電盤 4 取付器具、 材料及び

取付方法」 ( 1) ～( 5) 、 ( 7) ～( 13) 、 ( 24) 、 ( 27) 、 ( 28) 、 ( 31) ～( 34) によ る 。  

 

1 一般事項 

監視制御装置は、 監視コ ント ロ ーラ 、 監視操作卓、 小規模監視制御装置、 周

辺装置、 データ 伝送装置、 大型表示装置等で構成さ れ、 下水道プラ ント の監視

制御を 行う シス テム である 。  

 

2 盤の構造 

( 1)  自立閉鎖盤は、 前面及び後面を 扉と する 。  

ま た、盤の扉開閉ハン ド ルは、列盤又は近接し て設置さ れる 盤の保守点検

に支障を 生じ ない位置及び開閉機構と する 。  

( 2)  仕切板にケーブル等の貫通用開口を 設ける 場合には、 ケ ーブル等を保護

する ための保護材を 取り 付け、 必要以上に大き なも のと し ない。  

( 3)  盤に使用する 鋼板は、 次のと おり と する 。  

ア 原則と し て熱間圧延鋼（ SPHC） 又は冷間圧延鋼（ SPCC） と する 。  

イ  盤に使用する 鋼板の最小呼び厚さ は、 表 2. 5-9 のと おり と する 。  

ウ  表 2. 5-9 の構成部に該当し ないも のは、 製作者標準と する 。  

エ 機械的強度が要求さ れる 場合は、 十分な強度を 有する も のと する 。  

( 4)  その他、 盤の構造は、「 2. 5. 1 高圧配電盤 2 盤の構造」 ( 3) ～( 5) 、 ( 8) ～

( 11) 、 ( 13) 、 ( 14) 、 ( 16) ～( 19) 、 ( 24) 、 ( 25) 、 ( 29) によ る 。  

 

3 盤の塗装 

盤の塗装は、「 2. 5. 1 高圧配電盤 3 盤の塗装」 によ る 。  

 

4 取付器具、 材料及び取付方法 

( 1)  通信用又は周辺装置接続用イ ン タ ーフ ェ ース を 有する 機器は、 物理的又

はソ フ ト ウ ェ アによ る 対策によ り 、 容易に接続でき ない措置を講じ る 。  

ま た、 通信用又は周辺装置接続用イ ン タ ーフ ェ ース に接続する ケーブル
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２ ． ５ ． １ ３  

情報管理装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は、 容易に配線を 変更でき ない措置を講じ る 。 ただし 、 施錠可能な盤等の内

部に設置する も のを 除く 。  

( 2)  監視制御装置に接続する 端末等は、 最新のウ イ ルス 定義フ ァ イ ルを用い

てウ イ ルス チェ ッ ク を行っ てから でなければ、 接続し てはなら ない。  

( 3)  その他、 取付器具、 材料及び取付方法は、「 2. 5. 1 高圧配電盤 4 取付器

具、 材料及び取付方法」 ( 1) ～( 39) によ る 。  

 

1 一般事項 

情報管理装置は、情報管理コ ント ロ ーラ 、情報管理端末及びその周辺装置等

で構成さ れ、帳票データ 、運転データ 等を 蓄積し プラ ント データ ベース と し て

の情報処理を 行う 。  

 

2 盤の構造 

( 1)  自立閉鎖盤は、 前面及び後面を 扉と する 。  

ま た、盤の扉開閉ハン ド ルは、列盤又は近接し て設置さ れる 盤の保守点検

に支障を 生じ ない位置及び閉鎖機構と する 。  

( 2)  仕切板にケーブル等の貫通用開口を 設ける 場合には、 ケ ーブル等を保護

する ための保護材を 取り 付け、 必要以上に大き なも のと し ない。  

( 3)  盤に使用する 鋼板は、 次のと おり と する 。  

ア 原則と し て熱間圧延鋼（ SPHC） 又は冷間圧延鋼（ SPCC） と する 。  

イ  盤に使用する 鋼板の最小呼び厚さ は、 表 2. 5-9 のと おり と する 。  

ウ  表 2. 5-9 の構成部に該当し ないも のは、 製作者標準と する 。  

エ 機械的強度が要求さ れる 場合は、 十分な強度を 有する も のと する 。  

( 4)  その他、 盤の構造は、「 2. 5. 1 高圧配電盤 2 盤の構造」 ( 3) ～( 5) 、 ( 8) ～

( 11) 、 ( 13) 、 ( 14) 、 ( 16) ～( 19) 、 ( 24) 、 ( 25) 、 ( 29) によ る 。  

 

3 盤の塗装 

盤の塗装は、「 2. 5. 1 高圧配電盤 3 盤の塗装」 によ る 。  

 

4 取付器具、 材料及び取付方法 

( 1)  通信用又は周辺装置接続用イ ン タ ーフ ェ ース を 有する 機器は、 物理的又

はソ フ ト ウ ェ アによ る 対策によ り 、 容易に接続でき ない措置を講じ る 。  

ま た、 通信用又は周辺装置接続用イ ン タ ーフ ェ ース に接続する ケーブル

は、 容易に配線を 変更でき ない措置を講じ る 。 ただし 、 施錠可能な盤等の内



- 122 - 

 

 

 

 

 

２ ． ５ ． １ ４  

プ ロ セ ス コ ン ト ロ

ーラ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ ． ５ ． １ ５  

補助継電器盤 

 

部に設置する も のを 除く 。  

( 2)  情報管理装置に接続する 端末等は、 最新のウ イ ルス 定義フ ァ イ ルを用い

てウ イ ルス チェ ッ ク を行っ てから でなければ、 接続し てはなら ない。  

( 3)  その他、 取付器具、 材料及び取付方法は、「 2. 5. 1 高圧配電盤 4 取付器

具、 材料及び取付方法」 ( 1) ～( 5) 、 ( 7) ～( 37) によ る 。  

 

1 一般事項 

プロ セス コ ント ロ ーラ は、プラ ント を制御する 演算装置（ シーケン ス 制御機

能と DDC制御機能を有する 装置）、 電源装置、 入出力装置等で構成さ れ、 プロ

セス 制御 LANによ り 監視制御装置と の接続を 行う 。  

 

2 盤の構造 

( 1)  仕切板にケーブル等の貫通用開口を 設ける 場合には、 ケ ーブル等を保護

する ための保護材を 取り 付け、 必要以上に大き なも のと し ない。  

( 2)  盤に使用する 鋼板は、 次のと おり と する 。  

ア 原則と し て熱間圧延鋼（ SPHC） 又は冷間圧延鋼（ SPCC） と する 。  

イ  盤に使用する 鋼板の最小呼び厚さ は、 表 2. 5-9 のと おり と する 。  

ウ  表 2. 5-9 の構成部に該当し ないも のは、 製作者標準と する 。  

エ 機械的強度が要求さ れる 場合は、 十分な強度を 有する も のと する 。  

( 3)  その他、 盤の構造は、「 2. 5. 1 高圧配電盤 2 盤の構造」 ( 3) ～( 5) 、 ( 8) ～

( 11) 、 ( 13) 、 ( 14) 、 ( 16) ～( 20) 、 ( 24) 、 ( 25) 、 ( 28) 、 ( 29) によ る 。  

 

3 盤の塗装 

盤の塗装は、「 2. 5. 1 高圧配電盤 3 盤の塗装」 によ る 。  

 

4 取付器具、 材料及び取付方法 

( 1)  プロ セス コ ン ト ロ ーラ に接続する 端末等は、 最新のウ イ ルス 定義フ ァ イ

ルを 用いてウ イ ルス チェ ッ ク を 行っ てから でなければ、接続し てはなら な

い。  

( 2)  その他、 取付器具、 材料及び取付方法は、「 2. 5. 1 高圧配電盤 4 取付器

具、 材料及び取付方法」 ( 1) ～( 5) 、 ( 7) ～( 37) によ る 。  

 

1 一般事項 

補助継電器盤は、補助継電器及び配線用遮断器等を 収納し 、原則と し て機器
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２ ． ５ ． １ ６  

シ ーケ ン ス 制御装

置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の単独・ 連動制御を 行う 制御盤である 。  

2 盤の構造 

( 1)  内部器具の配置、 配列は、 グループ化し 増設が可能な構造と する 。  

( 2)  仕切板にケーブル等の貫通用開口を 設ける 場合には、 ケーブル等を保護

する ための保護材を 取り 付け、 必要以上に大き なも のと し ない。  

( 3)  その他、 盤の構造は、「 2. 5. 1 高圧配電盤 2 盤の構造」 ( 3) ～( 5) 、 ( 8) ～

( 14) 、 ( 16) ～( 21) 、 ( 23) ～( 29) によ る 。  

 

3 盤の塗装 

盤の塗装は、「 2. 5. 1 高圧配電盤 3 盤の塗装」 によ る 。  

 

4 取付器具、 材料及び取付方法 

( 1)  継電器、 タ イ マ、 設定器及び変換器等は、 電気的、 機械的に十分な強度

のある も のを 選定する 。  

( 2)  タ イ マ、 設定器等には、 原則と し て使用目的を 表示する 。  

ま た、 設定値の一覧表を盤内に表示する 。  

( 3)  その他、 取付器具、 材料及び取付方法は、「 2. 5. 1 高圧配電盤 4 取付器

具、 材料及び取付方法」 ( 1) ～( 5) 、 ( 7) ～( 37) によ る 。  

 

1 一般事項 

シーケンス 制御装置盤は、 シーケンス 制御装置、 入出力装置、 補助継電器、

配線用遮断器等を 収納し 、原則と し て機器の単独・ 連動運転制御及び各プロ セ

ス コ ント ロ ーラ 、 コ ント ロ ールセンタ 等と の信号の授受を 行う 。  

 

2 盤の構造 

( 1)  内部器具の配置、 配列は、 グループ化し 増設が可能な構造と する 。  

( 2)  仕切板にケーブル等の貫通用開口を 設ける 場合には、 ケーブル等を保護

する ための保護材を 取り 付け、 必要以上に大き なも のと し ない。  

( 3)  その他、 盤の構造は、「 2. 5. 1 高圧配電盤 2 盤の構造」 ( 3) ～( 5) 、 ( 8) ～

( 14) 、 ( 16) ～( 21) 、 ( 23) ～( 29) によ る 。  

 

3 盤の塗装 

盤の塗装は、「 2. 5. 1 高圧配電盤 3 盤の塗装」 によ る 。  
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２ ． ５ ． １ ７  

計装変換器盤 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ ． ５ ． １ ８  

盤内収納機器 

 

 

 

 

 

4 取付器具、 材料及び取付方法 

( 1)  シーケンス 制御装置盤に接続する 端末等は、 最新のウ イ ルス 定義フ ァ イ

ルを 用いてウ イ ルス チェ ッ ク を 行っ てから でなければ、 接続し てはなら な

い。  

( 2)  その他、 取付器具、 材料及び取付方法は、「 2. 5. 1 高圧配電盤 4 取付器

具、 材料及び取付方法」 ( 1) ～( 5) 、 ( 7) ～( 37) によ る 。  

 

1 一般事項 

計装変換器盤は、 設定器、 変換器等の計装機器を収納する 盤である 。  

 

2 盤の構造 

( 1)  内部器具の配置、 配列は、 グループ化し 増設が可能な構造と する 。  

( 2)  仕切板にケーブル等の貫通用開口を 設ける 場合には、 ケ ーブル等を 保

護する ための保護材を取り 付け、 必要以上に大き なも のと し ない。  

( 3)  その他、 盤の構造は、「 2. 5. 1 高圧配電盤 2 盤の構造」 ( 3) ～( 14) 、 ( 16)

～( 29) によ る 。  

 

3 盤の塗装 

盤の塗装は、「 2. 5. 1 高圧配電盤 3 盤の塗装」 によ る 。  

 

4 取付器具、 材料及び取付方法 

( 1)  継電器、 タ イ マ、 設定器、 変換器等は、 電気的、 機械的に十分な強度の

ある も のを 選定する 。  

( 2)  タ イ マ、 設定器等には、 原則と し て使用目的を 表示する 。  

ま た、 設定値の一覧表を盤内に表示する 。  

( 3)  その他、 取付器具、 材料及び取付方法は、「 2. 5. 1 高圧配電盤 4 取付器

具、 材料及び取付方法」 ( 1) ～( 39) によ る 。  

 

( 1)  高圧遮断器及び高圧交流電磁接触器（ 共通事項）  

ア 高圧遮断器及び高圧交流電磁接触器（ 以下「 遮断器等」 と いう 。） の

消弧室は、 遮断時に発生する 内圧に対し て十分耐える 構造と する 。  

ま た、高圧遮断器は、操作時の衝撃荷重及び短絡時の電磁力を考慮し

た耐振構造と する 。  

イ  遮断器等の操作は、電気的操作を主と し 、手動操作機構も 備えたも の
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と する 。  

なお、 操作機構は、 全位置（ 常用及び試験位置） において引外し 自由

装置を 備える 。  

ウ  操作装置及び補助回路の定格電圧は、 直流 100Ｖ と する 。  

エ 遮断器等の主回路は、 自動連結式構造と する 。  

オ 遮断器等には、試験位置を 設け、試験位置では主回路を切り 放し た単

体で投入、 引外し の試験ができ る 構造と する 。  

カ 遮断器等は、 取扱い上の誤操作を未然に防ぎ操作の安全を期すため、

各種のイ ンタ ーロ ッ ク を施すと と も に安全装置を完備する 。  

キ 遮断器等は、 1 台ごと に開閉度数積算計及び開閉表示器を設ける 。  

ク  盤内に収納する 遮断器等の機器の銘板は、 見やすい位置に取り 付け

る 。  

ケ 遮断器の遮断容量は、図面記載値以上と し 、設置点の短絡電流を 検討

の上、 選定する 。  

( 2)  真空遮断器 

ア 真空遮断器は、 JEC 2300 に準拠する 。  

イ  真空バルブは、さ い断電流及び開閉サージ電圧を でき る だけ小さ く さ

せる 。  

ウ  真空遮断器は、開閉時に発生する 異常電圧に対し て十分な性能を 有す

る サージ抑制装置を 必要によ り 設ける 。  

エ 真空遮断器の操作は、 原則と し て電動ばね式又は電磁式と する 。  

オ 真空遮断器には、 主接点の入切状態を 示す表示器を設ける 。  

( 3)  高圧交流電磁接触器 

ア 高圧交流電磁接触器は、 JEM 1167 に準拠する 。  

イ  高圧交流電磁接触器は、 真空電磁接触器と する 。  

ウ  真空電磁接触器には、 ラ ッ チ機構（ 手動引外し 装置付き ） を 設け、 無

電圧においても 閉路状態を 保持する も のと する 。ただし 、負荷の特性を

考慮し てラ ッ チ機構の必要ない場合は、 特記仕様書によ る 。  

エ 真空電磁接触器には、 主接点の入切状態を示す表示器を 設ける 。  

( 4)  断路器 

ア 断路器は、 JEC 2310 に準拠する 。  

イ  断路器は、 その開閉に関し て関連遮断器と のイ ン タ ーロ ッ ク を 設け

る 。  

ウ  断路器は、手動操作ハンド ルの挿入時及び手動操作時、並びに断路器
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２ ． ５ ． １ ９  

配電盤等の据付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

が不完全な開閉状態にある 場合は、それら を 検出でき る リ ミ ッ ト ス イ ッ

チ等によ り 、 関連遮断器と のイ ンタ ーロ ッ ク を設けら れる 構造と する 。 

エ 断路器には、 主接点の入切状態を示す表示器を 設ける 。  

( 5)  高圧電力ヒ ュ ーズ 

ア 高圧電力ヒ ュ ーズは、 JEC 2330 に準拠する 。  

イ  高圧電力ヒ ュ ーズは、適切な遮断容量のも ので、ヒ ュ ーズ溶断を 表示

する 接点を 設ける 。 ただし 、 計器用変成器は除く 。  

( 6)  気中遮断器 

気中遮断器は、交流 600Ｖ 以下の低圧配電盤の主幹遮断器と し て主に用

いら れる 装置であっ て、 こ れに関する 注意事項は次のと おり である 。  

ア 気中遮断器は、 JEC 160 に準拠する 。  

イ  気中遮断器は、配電盤よ り 引出し ができ る 構造と する 。車輪を 備える

場合は、 車止めを設けて固定する 。  

ま た、 定位置以外は、 投入ができ ないよ う イ ンタ ーロ ッ ク を 施す。  

なお、気中遮断器が開路し ている と き のみ、こ れを 引出し 又は挿入す

る こ と ができ る 構造と する 。  

ウ  気中遮断器の主回路は、 自動連結式構造と する 。  

エ 気中遮断器の操作は、電気的操作を 主と し 手動操作機構も 備えたも の

と する 。  

オ 気中遮断器には、 主接点の入切状態を 示す表示器を設ける 。  

 

( 1)  沈砂池室、管廊等浸水のおそれのある 場所に設置する 盤は、充電部が床

上 1m以上と なる よ う に据え付ける 。  

( 2)  壁掛盤は、 壁面から 離し て取り 付ける 。  

( 3)  屋外及び水気の多いと こ ろに設ける 盤のコ ン ク リ ート 基礎は、 水切り

勾配を 設ける と と も に、 盤と の接触面周囲に防水処理を施す。  

( 4)  配電盤を 鋼製架台上に設置する 場合は、 振動等で操作に支障を き たさ

ないよ う に十分な補強を行う 。  

( 5)  盤相互及び盤と 建物の離隔距離、 維持管理ス ペース 等について十分考

慮し て据え付ける 。  

( 6)  配電盤の据付けに当たっては、設計図書と 実測と の差、ある いは他工事 

と の取合い等によ り 若干の変更を 要する こ と がある 。  

( 7)  配電盤の据付け位置等は、当局が事前に指示する 将来の増設等に、十分

対応し 得る よ う 考慮する 。  
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( 8)  配電盤の基礎ボルト は、基礎コ ンク リ ート が硬化し た後、十分な強度が

出る ま で養生期間を おいて、 ナッ ト の締付けを行う 。  

ま た、 据え付け調整後に再点検を行い、 増締め等の必要な処置を 行う 。 

( 9)  シンダーコ ンク リ ート 上に配電盤を 設置する 場合は、「 2. 1. 6 据付」 ( 14)

によ る 。  

( 10)  機器の搬入、 搬出に当たっ ては、 建屋の搬入路の大き さ を 考慮し て、

機器の分割を 決定する 。  

ま た、 吊り 具が既に設けてある 場合は、 許容荷重について十分調査し 、

重心位置を 明示する など 、 安全に機器の搬入、 搬出を 行う 。  
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２ ． ６ ． １  

配線材料等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６ 節 配線 

 

配線材料と は、 ケーブル、 電線、 光フ ァ イ バケーブル（ 以下「 ケーブル・

電線類」 と いう 。） 及びバス ダク ト 類並びに端末処理材及び接続材料等配線工

事に必要な材料を いう 。  

( 1)  ケーブル・ 電線類は、 表 2. 6-1 に従い選定する 。 ただし 、 火災報知設

備、 放送設備、 電話設備、 監視制御装置、 プロ セス コ ン ト ロ ーラ 、 シーケ

ンス 制御装置等の配線に用いる ケーブル及び電線については、こ の限り で

ない。  

なお、 原則と し て環境配慮形（ Ｅ Ｍ） 電線・ ケーブルを使用する 。  

 

表 2. 6-1 ケーブル・ 電線類の使用目的によ る 分類 

使用目的 規格 

 

材料名 

（ 記号）  

摘 要 

高圧配線 J I S C3606 

 

JCS 4395 

 

架橋ポリ エチレ ン 絶縁耐燃性ポリ エチレ ン シ        

ース ケーブル( CE/F、 CET/F)  

架橋ポリ エチレ ン 絶縁耐燃性ポリ エチレ ン シ        

ース ケーブル( 3 層押出型)  

 ( CE/F( EE) 、 CET/F( EE) )  

銅 テ ー プ シ

ー ル ド を 施

す。  

低圧動力配線 J I S C3605 

 

架橋ポリ エチレ ン 絶縁耐燃性ポリ エチレ ン シ     

ース ケーブル( CE/F、 CED/F、 CET/F、 CEQ/F)  

 

低圧配線 J I S C3612 

J I S C3605 

耐燃性ポリ エチレ ン 絶縁電線( I E/F)  

ポリ エチレ ン 絶縁耐燃性ポリ エチレ ン シース  

ケーブル( EE/F、 EEF/F)  

照 明 用 及 び

コ ン セ ン ト

用配線 

制御配線 J I S C3401 

 

制御用ポリ エチレ ン 絶縁耐燃性ポリ エチレ ン

シース ケーブル( CEE/F)  

 

接地線 J I S C3612 耐燃性ポリ エチレ ン 絶縁電線( I E/F)   

計装配線 JCS 4258 

 

遮へい付制御用ポリ エチレ ン 絶縁耐燃性ポリ  

エチレ ン シース ケーブル( CEE/F-S)  

 

光フ ァ イ バケ

ーブル配線 

光フ ァ イ バケーブル  場内 LAN等 

LAN ケ ーブル

配線 

JCS 5503 耐燃性ポリ オレ フ ィ ンシース LAN 用ツ イ ス ト ペアケ

ーブル 
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２ ． ６ ． ２  

配線方法等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 2)  ケーブルの太さ は、 特記によ る が、 特に記載のない場合は次によ る 。  

高圧ケーブルは 14 mm2 以上、 低圧動力配線は 3. 5 mm2 以上、 制御配線及

び計装配線は 1. 25 mm2 以上のも のを 使用する 。 ただし 、 制御、 計装配線

等で電流容量、 電圧降下、 過電流、 機械的強度等に支障がなく 、 保護協調

のと れる も ので当局の承諾を 得たも のは、 こ の限り でない。  

( 3)  高圧電動機の二次側配線に用いる ケーブルは、 電動機の二次電流が連

続し て流れても 、 そのケーブルの絶縁物に許さ れる 最高使用温度を超えな

い容量と する 。  

( 4)  主要な盤相互間及び関連する 主要機器の制御盤、 操作盤等と の間に制

御線を 用いる 場合は、 原則と し て 3 心以上の予備線を 確保する 。  

( 5)  多心ケーブルは、 1 心ごと に判別でき る も のを 使用する 。  

( 6)  低圧配線にバス ダク ト を 用いる 場合は、 JI S C 8364 と 同等以上の規格

に準拠し たも のを 使用する 。  

ま た、 高圧バス ダク ト （ 閉鎖母線） を用いる 場合は、 JEM 1519 に準拠

する 。  

 

ケーブル・ 電線類敷設上の一般的な注意事項は、 次のと おり である 。  

( 1)  配線方法は、 原則と し て表 2. 6-2 によ る 。 ただし 、 特殊な場所又は他の

工事の施工状況等によ り 、こ の配線方法によ る こ と が困難な場合は、当局

の承諾を 得た後、 適切な方法によ り 施工する 。  

 

表 2. 6-2 配線方法 

配線場所 工 事 方 法 

ピ ッ ト 築造 

部分 
ピ ッ ト 内配線工事 

管廊内 主と し てラ ッ ク 上又は電線管（ 金属管、 合成樹脂管）  配線工事 

コ ン ク リ ート

類の築造部分 
ラ ッ ク 上、 ダク ト 内及び電線管配線工事 

地中埋設部分 

ヒ ュ ーム 管、 ピ ッ ト 内及び波付硬質合成樹脂管配線工事 

電線管配線工事（ PE 管及び防食テープ巻き の SGPW若し く は防食

テープ巻き の厚鋼電線管）  
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( 2)  ケーブル・ 電線類に加わる 張力及び側圧は、許容張力及び許容側圧以下

と する 。  

( 3)  ケーブルの末端には、 ケーブル番号、 行先等の事項を 表示する 。  

ま た、 マンホール、 点検口など 要所にも 表示する 。  

なお、高圧ケーブルには、こ れら の事項を 記載し た耐食性の名称板を 取

り 付ける 。  

( 4)  ケーブル・ 電線類の長さ は、 現場実測を 行い必要な余長も 見込む。  

( 5)  ケーブルは、 原則、 敷設区間の中途で接続し てはなら ない。 ただし 、 長

尺のも の等で接続を 要する 特殊な場合は、 当局の承諾を得た上で行う 。  

なお、高圧ケーブルの接続は、ケーブル製造会社の技術者又は電力会社

の高圧ケーブル工事技能認定者のほか、こ れら と 同等の受注者の社内検定

合格者等が行う 。  

( 6)  配電盤に配線する ケーブル・ 電線類の引込み部は、パテ等を 用いて密閉

する 。沈砂池室、地下室等に設置する 盤及び腐食性ガス や水分等が引込み

部よ り 浸入し やすい環境に設置する 盤は、特に浸入し ないよ う 十分考慮し

た密閉処理を 施す。  

( 7)  湿気、水気の多い場所、腐食性ガス 及び可燃性ガス の発生する 場所に設

置する 器具並びに配線は、こ れに適合し た電気的接続、絶縁及び接地工事

を 行う と と も に適切な防湿、 防食及び防爆処理を施す。  

( 8)  ケーブル・ 電線類を屋外に引き 出す部分は、 防水処置を 施す。  

( 9)  使用電圧 7000Ｖ 以下のケーブル・ 電線類を、 需要場所の地中に管路引

入れ式（ 管径 200mm以下） で敷設する 場合の土被り は、 原則と し て地表面

（ 舗装がある 場合は、 舗装下面） から 深さ 0. 3m以上と する 。  

( 10)  使用電圧 7000Ｖ を超える ケーブル・ 電線類を 、 需要場所の地中に管路

引入れ式で敷設する 場合の土被り は、原則と し て車道の地下にあっ ては深

さ 0. 8m以上、 歩道の地下にあっ ては深さ 0. 6m以上と する 。  

( 11)  ケーブル・ 電線類を 直接埋設式で敷設する 場合の土被り は、 車両その

他の重量物の圧力を 受ける おそれがある 場所は、 原則と し て深さ 1. 2m以

上、 その他の場所は深さ 0. 6m以上と する 。  

( 12)  高圧ケーブルの端末処理は、 原則と し て（ 一社） 日本電力ケーブル接

続技術協会（ JCAA） 規格に基づき 施工する 。  

ま た、 公称断面積 38 mm2 以上の低圧ケーブルは電気絶縁用ビニールテ

ープ等、適切な方法にて、ケーブルの絶縁物及びシース と 同等以上の性能

を 有する よ う に絶縁処理を 行う 。  
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なお、機器側の接続端子等の条件から 、規格の端末処理材を 使用する こ

と が困難な低圧ケーブルについては、監督員の承諾を 得て、他の方法で端

末処理する こ と ができ る 。  

( 13)  高圧電動機のケーブル接続箇所には、 原則と し てケーブル覆いを取り

付ける 。 ケーブル覆いは、 厚さ 2mm以上の金属製と し 、 機械と 間隙のない

よ う に取り 付ける 。  

( 14)  外傷を 受け、 ある いは感電する おそれのある 箇所のケーブル・ 電線類

は、 電線管又は鋼製の覆いで保護し 、 堅固に体裁よ く 配線する 。  

( 15)  電線管によ ら ない立上がり 、 引下げ部分は、 適切な金物で保護する 。  

( 16)  ケーブルの敷設に当たっ て、 その屈曲半径は、 表 2. 6-3 によ る 。  

 

表 2. 6-3 ケーブルの屈曲半径 

区    分 高圧ケーブル 
低圧動力 

ケーブル 

制御 

ケーブル 

単    心 10D以上 8D以上 － 

多    心 

(遮へい付) 
8D以上 6D以上 

6D以上 

( 8D以上)  

ト リ プレ ッ ク ス 形 8D以上 － 

注 1 Dはケーブルの仕上がり 外径を示す。 ただし 、 ト リ プレ ッ ク ス 形では、 撚り 合わせ 

外径を 示す。  

 

( 17)  光フ ァ イ バケーブルの敷設に当たっ て、 その屈曲半径は、 仕上がり 外

径の 20 倍以上と する 。  

ま た、 固定時の屈曲半径は、 仕上がり 外径の 10 倍以上と する 。  

( 18)  光フ ァ イ バケーブルの接続点銘板・ ケ－ブル銘板については、「 東京都

下水道局土木工事標準仕様書」 を 準用する 。  

( 19)  屋外で使用する ケーブル結束バンド は、耐候性のある 材質を 使用する 。 

( 20)  ポリ エチレ ン絶縁ケーブル又は架橋ポリ エチレ ン絶縁ケーブルのシー

ス を はぎ取っ た後の絶縁体に、直射日光又は紫外線が当たる おそれのある

場合は、自己融着テープ又は収縮チュ ーブ等を使用し て、紫外線対策を施

す。  

( 21)  既設配線経路において、 配線工事を 行う 場合は、「 1. 5. 14 石綿処理に
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ついて」 に基づき 適正に施工する 。  

なお、 分析調査が必要な場合は監督員と 協議し 、 実施し た場合は、 分析

結果を 防火区画材付近に表示する 。  

( 22)  切り 離し たケーブル、 電線類の撤去が施工上困難な場合は、 監督員と

協議し 、末端にケーブル元の接続先、残置ケーブルである 旨等を 表示する 。 

( 23)  光フ ァ イ バケーブルを 支持又は固定する 場合には、 外圧又は張力が加

わら ないよ う にする 。  

( 24)  光フ ァ イ バケーブルに外圧又は衝撃を 受ける おそれのある 部分は、 適

切な防護処置を施す。  

( 25)  光フ ァ イ バケーブルの敷設時は、 テンショ ンメ ンバに延線用よ り 戻し

金物を 取り 付け、 一定の速度（ 10ḿ/分程度以下） で敷設し 、 張力の変動や

衝撃を 与えないよ う にする 。  

( 26)  光フ ァ イ バケーブルの端末から ケーブル内に水が浸入し ないよ う に防

護処置を 施す。  

( 27)  光フ ァ イ バケーブルを 電線管等から 引き 出す部分には、 ブッ シング等

を 取り 付け、引出部で損傷し ないよ う にス パイ ラ ルチュ ーブ等によ り 保護

する 。  

( 28)  光フ ァ イ バケーブルの敷設時は、 踏付け等によ る 荷重が光フ ァ イ バケ

ーブル上に加わら ないよ う に施工する 。  

( 29)  コ ネク タ 付光フ ァ イ バケーブルの場合は、 コ ネク タ を十分に保護し て

敷設する 。  

( 30)  光フ ァ イ バケーブル施設及び情報ネッ ト ワ ーク 設備関連の工事を 施工

する 場合や光フ ァ イ バケーブル施設又は情報ネッ ト ワ ーク 設備の設置か所

で下水道施設の補修、 改良、 再構築工事等を 施工する 場合は、 当局規定の

様式によ り 管路管理部所及び施設管理部所に対し て事前協議を 行い、 光フ

ァ イ バケーブル施設に与える 影響を 最小限にする よ う 、 施工方法等につい

て調整する 。  

  なお、 事前協議の結果、 伝送試験が必要と する 場合も 生じ る ため、 施設

管理部所への連絡は、 十分な余裕を 持っ て行う 。  

  事前協議の対象工事は、 以下のと おり である 。  

ア 光フ ァ イ バケーブル施設（ 管理依頼を 含む） の補修、 改良、 支障移設

工事 

イ  稼働中又は、 管理依頼を 受けている 光フ ァ イ バケーブルの接続工事 

ウ  光フ ァ イ バネッ ト ワ ーク 施設を 使用する 遠方監視制御等設備工事 
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エ 水再生センタ ー、 ポンプ所構内の光フ ァ イ バケーブル施設及び情報ネ

ッ ト ワ ーク 設備の通信装置の切り 回し 、 移設、 切断・ 融着を 伴う 工事 

 

ケーブル等の保護材と は、 ケーブル・ 電線類の敷設に必要なダク ト 、 ラ ッ

ク 、 ピ ッ ト 、 電線管その他の材料を いい、 こ れに関する 注意事項は、 次のと

おり である 。  

( 1)  ダク ト の仕様は、 次のと おり と する 。  

ア ダク ト は、原則と し てアルミ 製と する 。アルミ 製ダク ト は、厚さ 2. 0mm

以上のアルミ 合金製と し 、アルマイ ト 処理を 施す。腐食のおそれのある

場所に設置する 場合は、さ ら に透明塗料を 塗布する 等の防せい処理を 施

す。  

イ  ケーブルダク ト の要所には、開閉が容易で防食を 考慮し た点検口を設

ける 。  

ま た、 ビ ス 及び蝶番は、 SUS304 製又は黄銅製と する 。  

ウ  本体断面の長辺が 400mmを 超える も のは、 補強材を 設ける 。  

エ 鋼製ダク ト を 使用する 場合は、厚さ 2. 3mm以上の鋼板製と し 、防せい

処理の後塗装を 施す。  

( 2)  ダク ト の支持金物は、溶融亜鉛めっ き 処理を し た鋼材等を用い、吊り ボ

ルト 等は、 SUS 304 製と する 。  

なお、 支持間隔は、 原則と し て 3m以下と する 。  

ま た、ダク ト 相互、ダク ト と ボッ ク ス 等の接続部及びダク ト 端部に近い

箇所で支持する 。  

屋外又は湿気のある 場所の床面に支持架台を 設ける 場合は、 床面よ り

100mm以上モルタ ルで保護する 。 こ の場合、 特にモルタ ルの亀裂、 はく 離

がないよ う に施工する 。  

( 3)  ラ ッ ク の仕様は、 次のと おり と する 。  

ア ラ ッ ク は、 原則と し てアルミ 製と する 。  

イ  アルミ 製ラ ッ ク は、 アルミ 合金を使用し 、 アルマイ ト 処理を 施す。 腐

食のおそれのある 場所に設置する 場合は、さ ら に透明塗料を 塗布する 等

の防せい処理を 施す。  

ウ  鋼製ラ ッ ク を 使用する 場合は、溶融亜鉛めっき 処理又は電気亜鉛めっ

き 処理を 施す。  

( 4)  ラ ッ ク の支持金物は、溶融亜鉛めっ き 処理を し た鋼材等を用い、支持間

隔は、 原則と し て水平部では 1. 5m以下、 垂直部では 3m以下と する 。 吊り
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ボルト 及び支持金物取付用ボルト は、 SUS304 製と し 、 長尺の吊り 金物等

を 用いる 場合は、 振止めを 考慮し 堅固に取り 付ける 。  

ま た、直線部と 直線部以外と の接続部では、接続部に近い箇所及びケー

ブルラ ッ ク 端部に近い箇所で支持する 。  

( 5)  ラ ッ ク 上の配線は、整然と 敷設し 、水平部では 3m以下、垂直部では 1. 5m

ごと に固定する 。  

( 6)  ラ ッ ク の敷設は、 原則と し て脱臭ダク ト の下部には敷設し てはなら な

い。 ただし 、 脱臭ダク ト 上部にラ ッ ク を 通す空間が無い等の場合で、 かつ

脱臭ダク ト の下部に当たる 部分のラ ッ ク にカバー（ 耐食性を 有する も の）

を 施し 、 当局の承諾を得たも のは、 こ の限り でない。  

( 7)  ピ ッ ト は、 表 2. 6-4 に基づき 製作する 。  

なお、 監視室、 制御装置室等に設ける ピ ッ ト については、 原則と し て縁

金物は黄銅製と し 、 蓋板の踏み面は床材と 同質と する 。  

 

表 2. 6-4 ケーブルピ ッ ト の施工方法 

分 類 方        法 

ピ ッ ト 内 不陸処理を行っ た後、 防じ ん塗装を施す。  

縁金物 ピ ッ ト 全体に、 床面に合わせ堅固に取り 付ける 。  

蓋  板 
原則と し て板厚 4. 5mm以上のし ま 鋼板と する 。 ただし 、 蓋重量、

荷重等を 考慮し て分割し 、 適切な補強を 行う 。  

注 1 蓋板の製作に当たっ ては保守点検での開閉が容易なよ う に作成する と 共に、 要所

に取外し 用のつかみ金物を 設ける 。  

 

( 8)  フ リ ーアク セス フ ロ アは、 表 2. 6-5 に基づき 製作する 。  

 

表 2. 6-5 フ リ ーアク セス フ ロ アの施工方法 

分 類 方        法 

構成材 耐震型フ リ ーアク セス フ ロ ア認定品と し 、 材質はアルミ ダイ カ

ス ト 製と する 。  

パネル 表面はビ ニル系タ イ ル（ 静電防止、 厚さ 2mm） 張り と する 。  

フ ロ ア下

部 

不陸処理を行っ た後、 防じ ん塗装を施す。  

 

( 9)  ダク ト 、ラ ッ ク 、ピ ッ ト 等に配線する ケーブル・ 電線類の高圧－低圧間、



- 135 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低圧－制御間及び必要な箇所には、 隔壁（ セパレ ータ ） を 設ける 。  

なお、 ダク ト 、 ラ ッ ク の要所には、 配線種別( 高圧、 低圧、 動力、 制御、

光等) を 表示する 。  

ま た、計装配線等で誘導障害を 受ける おそれのある も のは、分離し て障

害を 除く 。  

( 10)  電線管配線工事において、 金属管を 使用する も のは、 厚鋼電線管（ JI S 

C 8305） と する 。 ただし 、 金属管を 埋込み配管する 場合等で、 事前に指示

し たと き には、 薄鋼又はねじ なし 電線管を 使用し ても よ い。  

ま た、ケーブル工事のケーブル保護材に厚鋼電線管を 用いる 場合は、接

続部に防水処置を 施し たねじ なし 付属品によ る 工法を 原則と する 。  

なお、 金属電線管の支持間隔は、 原則と し て 2m以下と し 、 曲げ半径は

管径の 6 倍以上と する 。  

( 11)  電線管の敷設に当たり 、 その末端よ り 水分が浸入する おそれのある 場

合は、 パテ等を用いて密閉する 。  

( 12)  電線管の固定金物は、屋外及び水気の多いと こ ろは SUS304 製、その他

のと こ ろは溶融亜鉛めっき を 施し た鋼製と する 。  

( 13)  電線管が床を 貫通する 場合は、 入念にモルタ ルを 充てんする 。  

ま た、腐食のおそれのある 場合は、防せいのため床面よ り 100mm以上モ

ルタ ルで保護する 。 こ の場合、 特にモルタ ルの亀裂、 はく 離がないよ う に

施工する 。  

( 14)  金属可と う 電線管を 使用する 場合は、 ビニル被覆金属製可と う 電線管

（ J I S C 8309） を 使用する 。  

( 15)  波付硬質合成樹脂管を 埋設する 場合は、 掘削後埋戻し 用砂を 敷き なら

し 、 締め堅めた後に管を敷設し 、 要所は枕及び止め杭を用いて固定する 。

埋戻し は、管上部 100mm程度ま で埋戻し 用砂を敷き なら し た後、根切り 土

の中の良質土を用いて 1 層の仕上がり 厚さ が 0. 3ｍ以下と なる よ う に均一

に締め堅める 。  

( 16)  合成樹脂管は、 機械的強度を要し ない場所、 直射日光が当たら ない場

所及び腐食性ガス 等を考慮する 場所で、当局の承諾を 得たも のに限り 用い

る こ と ができ る 。  

( 17)  金属製のプルボッ ク ス は、原則と し て板厚 2. 3mm以上の鋼製と する が、

ス テンレ ス 製を使用する 場合は板厚 1. 5mm 以上で必要な強度を 有する も

のと する 。  

( 18)  電線管及び鋼製プルボッ ク ス は、 亜鉛めっ き（ 膜厚： HDZT42 以上） を
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施すか又は露出部分に合成樹脂調合ペイ ント 1 種（ JI S K5516 1 種） 2 回

塗り を 施す。  

なお、 溶融亜鉛めっ き 上に塗装を 施す場合は、「 2. 4. 5 亜鉛めっ き 製品

等の塗装」 によ る 。  

( 19)  電線管工事で埋込配管を 行う 場合は、 接続部の防水及び防せい処理を

施すと と も に、アース ボンディ ングを行う 。ケーブルダク ト と ラ ッ ク の接

続部、 伸縮及び屈曲部には、 アース ボンディ ングを 行う 。  

ま た、 送り 接続、 ユニオン接続の電線管相互、 電線管と プルボッ ク ス ・

ケーブルダク ト ・ ラ ッ ク の接続部には、 アース ボン ディ ングを行う 。 ただ

し 、 アース ボンディ ングは、 2. 0mm2 以上の軟銅線を 使用する 。  

( 20)  建築物の接続部分、 ケーブルを屋外に引き 出す部分等、 不同沈下等に

よ り ケーブル及び保護材に機械的な力がかかる おそれのある 箇所は、特に

施工方法を 考慮する 。  

( 21)  配線が、 防火区画を 貫通する 箇所は、 建築基準法関係法令に規定さ れ

た材料、 施工方法によ り 開口部を 遮へいする 。  

なお、国土交通大臣の指定を 受けた指定性能評価機関が発行する 工法に

係わる 大臣認定番号等を明記し た工法表示ラ ベルを 取り 付ける 。  

（ 22） 屋外又は水気の多いと こ ろに設ける ピ ッ ト は、水切り 勾配を 設ける 等た

ま り 水を 排除でき る 構造と する 。  

なお、 コ ンク リ ート 工事は、「 2. 1. 8 コ ンク リ ート 」 によ る 。  

 

接地工事は、 接地板又は接地棒、 充てん剤、 接地端子箱、 接地線、 同保護

材等一切を 含むも のと し 、 こ れに関する 注意事項は、 次のと おり である 。  

( 1)  接地線は緑色と し 、 接地種別の色別を 各分岐接続部にテープを 巻く こ

と によ り 行う 。 その色別は、 次のと おり である 。  

        A種         白 

        B種         青 

        C種         黄 

        D種         黒 

( 2)  接地端子箱には、図面に示す各種接地端子を 全て収納し 、接地抵抗の測

定が端子の切替え（ 予備極を使用）  によ り 機器を 運転中でも 可能な構造

と する 。  

( 3)  接地端子箱に使用する 鋼板の厚さ は、1. 6mm以上で必要な強度を 有する

も のと する 。  
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２ ． ６ ． ５  

埋設表示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 4)  裸銅の接地母線は、 表面にすずめっ き 等の腐食防止の処理を施す。  

( 5)  接地端子箱の塗装は、「 2. 4. 9 電気設備の塗装」 によ る 。  

( 6)  内部の接地端子には、 接地種別の表示を 行う 。  

( 7)  保安用接地の分類は、 附則－２ 「 接地極分類要領」 によ り 、 当局が指示

する 。  

( 8) 接地種別、 接地極の埋設深さ 、 埋設年月を 明示する 埋設標柱、 埋設表示

板等を 接地極の埋設位置近く に設ける 。  

( 9)  埋設表示板は SUS304 製と し 、 表面にポリ ウ レ タ ン透明塗料を 施す。  

なお、 文字は刻印と する 。  

 

( 1)  高圧及び特別高圧の管等に収める 地中電線路には、 次のア～ウ の埋設

表示を 行う 。  

ア 管等の表面に、 おおむね 2mの間隔で次の表示を 行う 。 表示は、 管等

の地色に対し 鮮明なも のと し 、耐食性、耐水性に優れた材料を 使用する 。 

物件の名称    高圧（ 又は特別高圧） ケーブル 

管 理 者 名         東京都下水道局 

電   圧    ○kV 

埋 設 年    ○○○○ （ 西暦 4 ケタ ）   

イ  管等の頂部と 地表面（ 舗装のある 場合は、 舗装下面） のほぼ中間に、

連続し て埋設表示シート を 敷設する 。敷設に当たっ ては、機械掘削作業

時に破断し にく いよ う にする ため、 敷設長さ の 2 倍長以上のシート を

重ね合わせて折り 込む。  

なお、 埋設表示シート の地色は橙と し 、 おおむね 2mの間隔でアと 同

じ 表示を 赤色の文字で行う 。  

ウ  名称、埋設深さ 、方向など を 表示し たコ ンク リ ート 製埋設標柱を 線路

の屈曲箇所、 道路横断箇所及び直線部分（ 30ｍ程度ご と ） に設置する 。 

なお、埋設部分が場内道路にかかる 部分は金属製埋設鋲と し 、通行の

支障と なら ないよ う に考慮する 。  

( 2)  その他の地中電線路は、 分岐及び曲がり 部にコ ン ク リ ート 製埋設標柱

又は金属製埋設鋲等を設置する と と も に、 ( 1) イ に準じ て埋設シート を敷

設する 。  

なお、埋設シート の地色及び文字色については、ケーブルの用途や種別

に応じ て適切なも のを選定する 。  
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２ ． ６ ． ６  

在来工作物 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 1)  既設の照明、コ ンセント 、ス イ ッ チ等の在来工作物を 工事の都合によ り

取り 外し た場合は、 原位置に復旧する 。 ただし 、 原位置では不都合な場合

は、 当局の指示する 位置に復旧する 。  

( 2)  既設ダク ト 、 ラ ッ ク 、 ピ ッ ト 、 電線管等のう ち、 特記・ 図面に指示する

部分は、 工事で使用でき る 。  

  なお、 その他については、 監督員と 協議する 。  

( 3)  受注者の都合で使用し ない部分の開口、突起物等は、埋戻し 又は取外し

の上、 周辺と 合わせた仕上げを 行う 。  

 



 

 

 

 

 

 

別    表 
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別表－１  関係法令一覧表 

法 令 等 名 

( 1)   電気事業法（ 昭和 39 年法律第 170 号）  

( 2)   高圧ガス 保安法（ 昭和 26 年法律第 204 号）  

( 3)   労働安全衛生法（ 昭和 47 年法律第 57 号）  

( 4)   消防法（ 昭和 23 年法律第 186 号）  

( 5)   建築基準法（ 昭和 25 年法律第 201 号）  

( 6)   大気汚染防止法（ 昭和 43 年法律第 97 号）  

( 7)   水質汚濁防止法（ 昭和 45 年法律第 138 号）  

( 8)   騒音規制法（ 昭和 43 年法律第 98 号）  

( 9)   振動規制法（ 昭和 51 年法律第 64 号）  

( 10)  悪臭防止法（ 昭和 46 年法律第 91 号）  

( 11)  廃棄物の処理及び清掃に関する 法律（ 昭和 45 年法律第 137 号）  

( 12)  環境基本法（ 平成 5 年法律第 91 号）  

( 13)  ダイ オキシン類対策特別措置法（ 平成 11 年法律第 105 号）  

( 14)  都民の健康と 安全を 確保する 環境に関する 条例（ 平成 12 年東京都条例第 215 号）  

( 15)  下水道法（ 昭和 33 年法律第 79 号）  

( 16)  地球温暖化対策の推進に関する 法律( 平成 10 年法律第 117 号)   

( 17)  毒物及び劇物取締法（ 昭和 25 年法律第 303 号）  

( 18)  労働基準法（ 昭和 22 年法律第 49 号）  

( 19)  労働者災害補償保険法（ 昭和 22 年法律第 50 号）  

( 20)  建設業法（ 昭和 24 年法律第 100 号）  

( 21)  文化財保護法（ 昭和 25 年法律第 214 号）  

( 22)  港湾法（ 昭和 25 年法律第 218 号）  

( 23)  航空法（ 昭和 27 年法律第 231 号）  

( 24)  電波法（ 昭和 25 年法律第 131 号）  

( 25)  中小企業退職金共済法（ 昭和 34 年法律第 160 号）  

( 26)  道路交通法（ 昭和 35 年法律第 105 号）  

( 27)  河川法（ 昭和 39 年法律第 167 号）  

( 28)  土砂等を 運搬する 大型自動車によ る 交通事故の防止等に関する 特別措置法（ 昭和 42 年法律

第 131 号）  

( 29)  酸素欠乏症等防止規則（ 昭和 47 年労働省令第 42 号）  

( 30)  作業環境測定法（ 昭和 50 年法律第 28 号）  

( 31)  建設工事に係る 資材の再資源化等に関する 法律（ 平成 12 年法律第 104 号）  

( 32)  資源の有効な利用の促進に関する 法律（ 平成 3 年法律第 48 号）  

( 33)  製造物責任法（ 平成 6 年法律第 85 号）  

( 34)  出入国管理及び難民認定法（ 昭和 26 年政令第 319 号）  

( 35)  公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する 法律（ 平成 12 年法律第 127 号）  

( 36)  雇用保険法 （ 昭和 49 年法律第 116 号）  

( 37)  健康保険法（ 大正 11 年法律第 70 号）  

( 38)  計量法（ 平成 4 年法律第 51 号）  

( 39)  石綿障害予防規則（ 平成 17 年厚生労働省令第 21 号）  

( 40)  エネルギーの使用の合理化等に関する 法律（ 昭和 54 年法律第 49 号）  

( 41)  火災予防条例（ 昭和 37 年東京都条例第 65 号）  

( 42)  ポリ 塩化ビ フ ェ ニル廃棄物の適正な処理の推進に関する 特別措置法（ 平成 13 年法律第 65 号） 

( 43)  電離放射線障害防止規則（ 昭和 47 年労働省令第 41 号）  



- 142 - 

( 44)  水道法（ 昭和 32 年法律第 177 号）  

( 45)  建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する 法律（ 平成 28 年法律第 111 号）  

( 46)  ガス 事業法（ 昭和 29 年法律第 51 号）  

( 47)  土壌汚染対策法( 平成 14 年法律第 53 号)  

( 48)  厚生年金保険法( 昭和 29 年法律第 115 号)  

( 49)  東京都の休日に関する 条例（ 平成元年東京都条例第 10 号）  

( 50)  道路法（ 昭和 27 年法律第 180 号）  

( 51)  警備業法（ 昭和 47 年法律第 117 号）  

( 52)  フ ロ ン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する 法律( 平成 13 年法律第 64 号)  

( 53)  水銀によ る 環境の汚染の防止に関する 法律( 平成 27 年法律第 42 号)  

( 54)  国等によ る 環境物品等の調達の推進等に関する 法律( 平成 12 年法律第 100 号)  

( 55)  職業能力開発促進法( 昭和 44 年法律第 64 号)  

( 56)  特定特殊自動車排出ガス の規制等に関する 法律( 平成 17 年法律第 51 号)  

( 57)  著作権法（ 昭和 45 年法律第 48 号）  

( 58)  東京都給水条例( 昭和 33 年東京都条例第 41 号)  

( 59)  公共工事の品質確保の促進に関する 法律（ 平成 17 年法律第 18 号)  

( 60） プラ ス チッ ク に係る 資源循環の促進等に関する 法律（ 令和 4 年 4 月施行）  
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別表－２  標準塗装色 

設備名称 機器名称 

日本塗料 

工 業 会 

色票番号 

マンセル 

記号 

（ 参考）  

色名 摘  要 

沈砂池機械 

設備 

除砂設備、自動ス ク リ ーン、沈

砂洗浄装置、 フ ラ イ ト コ ン ベ

ヤ、ベルト コ ンベヤ、ホッ パ等 

P37-60D 7. 5GY6/2 青磁色 

 

ポンプ設備 

汚水、 雨水、 放流、 汚泥、 脱離

液、 ス カム、 消化槽、 洗浄槽、

濃縮槽、 給水、 雑用水、 薬品、

真空、 潤滑、 油圧、 燃料の各種

ポンプ 

P37-60D 7. 5GY6/2 青磁色 

消火栓ポンプは赤色（ PO7-

40X, 7. 5R4/14）  と する 。  

沈殿池機械 

反応槽設備 

中央駆動形、チェ ーンフ ラ イ ト

形、ミ ーダ形、走行サイ ホン形

等の沈殿池機械（ 露出部）、 散

気用送風機、空気ろ過機、風量

制御機器等 

P37-60D 7. 5GY6/2 青磁色 

 

汚泥濃縮 

設備 

濃縮設備、消化タ ンク 、消化汚

泥貯留タ ンク 、洗浄タ ンク 、洗

浄汚泥貯留タ ン ク 等の機械露

出部、 機械濃縮機、 ボイ ラ 、 熱

交換器、 ブロ ワ 、 圧縮機等 

P37-60D 7. 5GY6/2 青磁色 

１  ガス タ ンク 、 脱硫器及

び煙突は、 青磁色（ P37-

60D, 7. 5GY6/2）  と し ても

よ い。  

 

２  ガス タ ンク 外面には塗

装年月日及び塗装仕様を記

入する 。  
ガス タ ンク 、 脱硫器、 煙突等 － － 銀色 

汚泥脱水 

焼却設備 

汚泥脱水機、ミ キサ、真空ポン

プ、 空気圧縮機、 薬注機器、 消

音器、ス ラ ッ ジケーキ貯留タ ン

ク 、 ベルト ウ ェ ア、 灰ホッ パ、

焼却炉回り 付属機器等 

P37-60D 7. 5GY6/2 青磁色 

集じ ん機は、 他の機器と 組

み合わせて 青磁色（ P37-

60D, 7. 5GY6/2） と し ても よ

い。  

焼却炉、洗煙塔、排煙処理設備、

サイ ロ 、 集じ ん機、 反応塔、 ボ

イ ラ 、 熱交換器等 

－ － 銀色 

脱臭設備 脱臭塔、 送風機等 P37-60D 7. 5GY6/2 青磁色  

配電盤 

電気機器 

受電盤、高低圧配電盤、変圧器

盤、 発電機盤、 制御盤、 補助継

電器盤、工業計器盤、手元操作

盤、 配電盤、 各種箱等 

P25-70B 5Y7/1 黄灰色 

１  グラ フ ィ ッ ク 盤、 監視

盤、 操作卓等は、 その都度

指示する 。  

ス テン レ ス 製の盤は、 ク リ

ア仕上げと し ても よ い。  

 

２  変圧器（ 乾式） は、 製

作者標準と する 。  

計器、継電器等盤表面

に取り 付け る 器具の

ふち枠、開閉器、操作

器等の取手 

一般用 PN-15 N1. 5 黒色 

非常 

停止用 
PO7-40X 7. 5R4/14 赤色 

変圧器（ 油入）  P25-70B 5Y7/1 黄灰色 

電線管、 ダク ト 及びラ ッ ク  P25-70B 5Y7/1 黄灰色 

  機械設備の水没部分は、 黒色と する 。  
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設備名称 機器名称 

日本塗料 

工 業 会 

色票番号 

マンセル 

記号 

（ 参考）  

色名 摘  要 

一般機器 

電動機、 液体抵抗器、 減速機、

ミ キサ、ディ ーゼル機関、発電

機、 圧縮機、 油圧・ 空圧・ 水圧

シリ ンダ、油圧機器、ス ト レ ー

ナ、 消毒設備、 ホイ ス ト 、 ベル

ト コ ンベヤ、天井ク レ ーン、フ

ィ ーダ、 ト リ ッ パ、 歩廊、 踊り

場、 金網、 各種カバー、 覆い等 

P37-60D 7. 5GY6/2 青磁色 

1 水没部は、 黒色と

する 。  

2 階段端、 段違い

部、 手すり 端、 凸部、

踊り 場隅、 低い梁桁、

暗い部分の柱、 標柱等

危険な箇所及びク レ ー

ン、 ホイ ス ト のブロ ッ

ク 等の必要箇所には、

黄色（ P22-

80X, 2. 5Y8/14）、  

黒色（ PN -10, N1） に

て 45°の斜帯線塗装と

する 。  

3 消火栓及び消火栓

ホース 格納箱は、 赤色

（ P07-40X、

7. 5R4/14）  と する 。  

機械付属と し ての屋内、屋外計

器ス タ ンド 及び箱 
P25-70B 5Y7/1 黄灰色 

大型機器中間軸、 カ ッ プリ ン

グ、プーリ 、はずみ車等回転部

分や可動部分が露出し て、人が

触れる おそれのある 箇所 

P22-80X 

P07-40X 

2. 5Y8/14 

7. 5R4/14 

黄色と

赤色の

縞 

タ ン ク ・ 塔

設備 

空気槽、高分子凝集剤槽、砂ろ

過槽等 
P37-60D 7. 5GY6/2 青磁色 

屋外燃料槽は銀色でも

よ い。  
給水、水道水、雑用水など のタ

ンク  
P72-50L 2. 5PB5/6 水色 

冷却塔 PN-70 N7 灰色 

塩化第二鉄貯槽 P05-30T 5R3/10 暗赤色 

燃料槽及び屋内燃料小出槽（ 重

油）  
P07-40X 7. 5R4/14 赤色 

燃料槽及び屋内燃料小出槽（ 灯

油）  
P09-50X 10R5/14 赤色 

潤滑油槽 P17-50L 7. 5YR5/6 茶色 

次亜塩素酸ナト リ ウ ムタ ンク  P25-85V 5Y8. 5/12 黄色 

硫酸タ ンク  P19-80L 10YR8/6 黄色 

水酸化ナト リ ウ ムタ ンク  P82-50H 2. 5P5/4 灰紫色 

塩酸タ ンク  P05-70L 5R7/6 淡桃色 

アンモニアタ ンク  P17-70X 7. 5YR7/14 黄色 

ポリ 塩化アルミ ニウ ム（ PAC）  

タ ンク  
P45-50H 5G5/4 若竹色 

塩化アルミ ニウ ム（ LAC）  

タ ンク  
P02-60H 2. 5R6/4 ピ ンク  

ポリ 硫酸第二鉄タ ンク  P09-60D 10R6/2 赤褐色 
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設備名称 機器名称 

日本塗料 

工 業 会 

色票番号 

マンセル 

記号 

（ 参考）  

色名 摘  要 

配管 

水道水管 P72-50L 2. 5PB5/6 水色 1 配管途中の弁は、配

管系統色に合わせる 。  

2 散気用空気管は、屋

内及び管廊部以外は、

黒色でも よ い。  

3 配管が部屋に露出

する 場合で、 その部屋

の機能と 指定色が不つ

り 合いのと き は、 壁と

同色にし 、 要所に指定

色 の バ ン ド 塗 装 を 行

う 。  

4 水没部、湿潤部及び

埋設部は黒色と する 。  

二次処理水管 P75-20L 5PB2/6 暗青色 

高度処理水管（ 砂ろ過、膜ろ過） P75-30P 5PB3/8 明青色 

水質自動採水管 P59-40P 10BG4/8 青緑色 

排水管 PN-55 N5. 5 灰色 

蒸気管 － － 銀色 

空気管 PN-95 N9. 5 白色 

散気用空気管 P37-60D 7. 5GY6/2 青磁色 

汚水、 雨水ポンプ配管 P37-60D 7. 5GY6/2 青磁色 

一沈引抜汚泥管 P15-30F 5YR3/3 濃褐色 

返送汚泥管 P17-50L 7. 5YR5/6 茶色 

余剰汚泥管 P17-70L 7. 5YR7/6 明褐色 

循環汚泥管 P05-70L 5R7/6 淡桃色 

凝集剤配管 P39-60L 10GY6/6 青磁色 

ス カム配管 P17-70F 7. 5YR7/3 明褐色 

その他汚泥管及び脱離液管 PN-10 N-1 黒色 

揚砂管 P12-50L 2. 5YR5/6 淡茶色 

加圧水管 P12-50V 2. 5YR5/12 黄茶色 

加圧水給水管 P12-60X 2. 5YR6/14 黄赤色 

ポンプ吸込管（ 水中部）   PN-10 N1 黒色 

燃料配管（ 重油）   P07-40X 7. 5R4/14 赤色 

燃料配管（ 灯油）   P09-50X 10R5/14 赤色 

消火栓用配管 P07-40X 7. 5R4/14 赤色 

機関の排気管、 消火ガス 管 － － 銀色 

都市ガス 管、プロ パンガス 管及

び消化槽発生ガス 管 
P22-80L 2. 5Y8/6 淡黄色 

潤滑油配管及び油圧配管 P17-50L 7. 5YR5/6 茶色 

塩化第二鉄配管 P05-30T 5R3/10 暗赤色 

次亜塩素酸ナト リ ウ ム 配管 P25-85V 5Y8. 5/12 黄色 

硫酸配管 PK19-80L 10YR8/6 黄色 

水酸化ナト リ ウ ム配管 P82-50H 2. 5P5/4 灰紫色 

塩酸配管 P05-70L 5R7/6 淡桃色 

アンモニア配管 P17-70X 7. 5YR7/14 黄色 

ポリ 塩化アルミ ニウ ム（ PAC）

配管 
P45-50H 5G5/4 若竹色 

塩化アルミ ニウ ム( LAC） 配管 P02-60H 2. 5R6/4 ピンク  

ポリ 硫酸第二鉄配管 P09-60D 10R6/2 赤褐色 

その他 文字及び矢印 
PN-10 

PN-95 

N1 

N9. 5 

黒色 

白色 

 

色票番号は、（ 一社） 日本塗料工業会発行によ る 「 塗料用標準色見本帳（ 2024 年 P 版）」 によ る も のである 。 見本

帳が改訂さ れた場合は、 色票番号を 最新のも のに読み替える 。 こ れによ り 難い場合は、 マンセル値に対応する 色

又はその近似色で当局の承諾を得たも のと する 。  
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別表－３  工事銘板を取り 付ける 主要機器例 

類  別 品  目 摘  要 

機
械
設
備 

沈砂池機械設備 
自動（ 前） ス ク リ ーン 、 ジェ ッ ト ポン プ・ 集砂設

備、 沈砂・ し さ 処理機等 
 

ポンプ設備 
汚水ポンプ、雨水ポンプ、放流ポンプ、汚泥ポン

プ等 
 

水処理設備 
汚泥かき 寄せ機、反応槽設備、消毒設備、ろ過設

備等 
 

汚泥処理設備 
濃縮設備、消化タ ンク 設備、消化ガス 設備、脱硫

設備、 薬注設備、 脱水設備等 
 

汚泥焼却設備 焼却設備、乾燥設備、発電設備、排煙処理設備等  

原動機設備 
電動機、ディ ーゼル機関、発電設備、ガス タ ービ

ン、 ガソ リ ン機関等 
 

動力伝達設備 増速機、 減速機等  

空気機械設備 
散気用送風機、流動ブロ ワ 、誘引フ ァ ン、タ ーボ

フ ァ ン、 空気圧縮機等 
 

荷役設備 
ク レ ーン類、コ ンベヤ類、チェ ーンブロ ッ ク 、ギ

ヤード ト ロ リ 、 ホイ ス ト 等 
 

貯留設備 
タ ンク 類（ 水、 油、 空気、 ガス 、 薬液等）、 ホッ

パ等 
 

ゲート 設備 阻水扉、 制水扉（ 手動、 電動、 油圧等）    

弁類 
汚水・ 雨水・ 放流ポンプ吐出弁・ 逆流防止弁、 散

気用送風機吐出弁等 
 

計量設備 ト ラ ッ ク ス ケール、 計量器等  

その他 

風量制御装置、 潤滑装置、 撹拌装置、 脱臭装置、

エアフ ィ ルタ 、ス カム除去（ 処理） 装置、消音器、

冷却塔等 
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類  別 品  目 摘  要 

受
変
電
設
備 

金属閉鎖型スイッ チギヤ

類 

引込み盤、受電盤、き電盤、変圧器盤、コンデンサ盤、

低圧閉鎖配電盤、 アクティ ブフィ ルター盤等 
 

ガス絶縁・ 気中絶縁受変

電装置類 
受電ユニット 、 変圧器ユニッ ト 等  

断路器・ 遮断器類 断路器、 ガス遮断器、 真空遮断器、 気中遮断器等 

高圧コンビネーショ

ン及び気中開閉器等

を含む。  

変圧器類 油入変圧器、 モールド 変圧器、 ガス絶縁変圧器等 
主と し て電力用変圧

器 

その他 
避雷器、 計器用変成器、 進相コンデンサ、 直列リ ア

クト ル等 
 

運
転
操

作
設
備 

負荷設備機器類 

高圧コンビネーショ ンスタータ、コント ロールセンタ、

動力制御盤、 速度制御装置、 補助継電器盤、 手元操作

盤、 電動機等 

シーケンスコント ロー

ラ等を含む。  

特
殊
電
源
設
備 

発電機・ 原動機類 
発電装置（ 発電機･原動機）、機関補機類、発電機盤、

速度制御装置、 自動始動盤、 同期盤、 補機盤等 
 

直流電源機器類 整流器盤、 蓄電池盤等  

無停電電源機器類 整流器盤、 インバータ盤、 蓄電池盤等 UPS、 蓄電池等含む。 

監
視
制
御
設
備 

監視制御機器類 
監視操作卓、集合操作盤、工業計器盤、計装盤、 情報

伝達装置等 

監視制御用コント ロ

ーラ、 プロセスコン

ト ローラ等を含む。  

工業用テレ ビ 機器類 
工業用テレビカメ ラ、 映像モニタ、 コント ロールパネ

ル等 
 

遠方監視制御機器類 遠方監視制御盤、 情報伝送装置等  

気象観測設備 
風向風速計、気温計、雨量計、雨量強度計、気圧計、

百葉箱、  パネル計器盤等 

それぞれ発信器・ 変

換器等と 組合せにな

ったもの 

情
報
処

理
設
備 

電子計算機機器類 
情報処理装置、 入出力装置、 補助記憶装置、 情報管理

端末、 プリ ンタ等 
 

計
装
設
備 

検出器類 

流量計（ 電磁式、超音波式、オリ フィ ス式等）、液位

計（ フロート 式、 投込み式、 圧力式、 超音波式等）、

圧力計、 温度計（ 測温抵抗体式、 熱電対等）、  水質

計器（ pH計、 濃度計、 DO計、 MLSS 計、 UV計、 COD

計、残留塩素計、濁度計、TNTP計、ORP計等）、その

他検出器 

 

表示計器類 指示計、 指示警報計、 記録計、 積算計等  

調節計器・ 演算器類 
調節計、 比率設定器、 警報設定器、 手動操作器、 開平

演算器、 ワンループコント ローラ等 
 

補助計器類 
アレスタ、 リ ミ ッ タ、 ト ランスデューサ、 アイソレ

ータ、 ディ スト リ ビュータ、 電源装置等 
 

（ 盤内に収納する 機器については、 収納する 盤に工事銘板を 取り 付ける 。）  
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別表－４  耐震計算法 
●は照査を示す 

№ 設備分類 装置・ 機器名称 

重要度 対象地震動 

地 震 

入 力 

算定法 

耐 震 

設計法 

法

的

規

制

対

象 

備   考 

第 

Ⅰ 

種 

重 

要 

度 

第 

Ⅱ 

種 

重 

要 

度 

第 

Ⅲ 

種 

重 

要 

度 

段

階

設

定

な

し 

段 階 

設 定 

局

部

震

度

法 

修

正

震

度

法 

許

容

応

力

度

法 

限

界

状

態

設

計

法 

レ

ベ

ル

１ 

レ

ベ

ル

２ 
1 主ポン プ設備 ポンプ ○   ○   ○  ○   放流ポンプ含む 

2 沈砂池設備 

阻水扉 ○   ○   ○  ○    

ス ク リ ーン  ○   ○   ○  ○   手動、 自動ス ク リ ーン  

その他機器  ○  ○   ○  ○    

3 水処理設備 

第一沈殿池 ○   ○   ○  ○   高速ろ 過含む 

反応槽  ○  ○   ○  ○    

第二沈殿池  ○  ○   ○  ○    

送風機  ○  ○   ○  ○    

4 高圧ガス 設備  
対象設備分類によ り

設定  ○ ● 注２  ○ ● ○ 高圧ガス 保安法によ る  

5 汚泥処理設備 

受送泥装置  ○  ○   ○  ○    

濃縮装置  ○  ○   ○  ○    

消化装置 ○   ○   ○  ○    

球形ガス ホルダー ○   ○    ○ ○   注１  

脱水装置  ○  ○   ○  ○   屋外設置も 含む 

脱水汚泥搬送装置  ○  ○   ○  ○    

6 汚泥焼却設備 

焼却炉 ○    ○ ● 注２  ○ ●   

排煙処理装置 ○   ○ ○ ● 注３  ○ ●   バグ フ ィ ルタ ー、 ダク ト 等 

熱交換器 ○   ○   ○  ○    

煙突（ 鋼製）  ○   ○   ○  ○  ○ 建築基準法によ る  

その他設備  ○  ○   ○  ○    

共通架台  ○   ○ ●   ○ ● ○ 建築基準法によ る  

7 
給水及び 

燃料供給設備 

ろ過装置  ○  ○   ○  ○   給水配管含む 

屋外燃料タ ンク  ○   ○    ○ ○  ○ 消防法によ る  配管含む 

8 消毒設備 消毒装置 ○   ○   ○  ○    

9 支持・ 固定及び配管 配管 
対象設備分類によ り

設定 ○   ○  ○    

10 薬品タ ンク   ○   ○   〇  〇    

11 屋外設置塔槽類 塔槽類、 配管 
対象設備分類によ り

設定  ○ ● 注２  ○ ●   

12 脱臭設備 

生物脱臭  ○  ○   ○  ○    

吸着塔   ○ ○   ○  ○    

フ ァ ン 及びダク ト    ○ ○   ○  ○    

注１  ガス 事業法「 球形ガス ホルダー指針」 によ る  

注２  「 高圧ガス 設備等耐震設計基準」 によ る  

注３  排煙処理塔は、「 高圧ガス 設備等耐震設計基準」 によ る 。  



- 149 - 

 

［ 参考資料］  

1  耐震計算法は、 当局発行によ る 「 下水道施設耐震構造指針―水再生センタ ー・ ポンプ所施設編―

（ 平成 28 年 10 月改定）」 によ る も のである 。「 下水道施設耐震構造指針―水再生セン タ ー・ ポン

プ所施設編―」 が改定さ れた場合は、 耐震計算法を最新のも のに読み替える 。  

2  「 下水道施設耐震構造指針―水再生センタ ー・ ポンプ所施設編―（ 平成 28 年 10 月改定）」 によ る

耐震計算法は、 日本下水道協会発行の「 下水道施設の耐震対策指針と 解説―2014 年版―」 を 参考

にし て作成し たも のである 。  

 

№ 設 備 分 類 装置・ 機器名称 

重要度 対象地震動 

地 震 

入 力 

算定法 

耐 震 

設計法 

法

的

規

制

対

象 

備 考 

第 

Ⅰ 

種 

重 

要 

度 

第 

Ⅱ 

種 

重 

要 

度 

第 

Ⅲ 

種 

重 

要 

度 

段

階

設

定

な

し 

段 階 

設 定 

局

部

震

度

法 

修

正

震

度

法 

許

容

応

力

度

法 

限

界

状

態

設

計

法 

レ

ベ

ル

１ 

レ

ベ

ル

２ 
1 受 変 電 設 備 

特高受変電装置 ○   ○   ○  ○   注４  

高圧受変電装置 ○   ○   ○  ○    

2 配 電 設 備 配 電 盤 類 
対象設備分類によ り

設定 
   ○  ○    

3 監視制御設備 監 視 制 御 装 置 ○   ○   ○  ○    

4 自家発電設備 

自 家 発 電 装 置 ○   ○   ○  ○   注５  

燃 料 タ ン ク  ○            

補 機 ○   ○   ○  ○    

5 
直流電源装置 

設 備 

直 流 電 源 装 置 ○   ○   ○  ○    

無停電電源装置 ○   ○   ○  ○    

6 計 装 設 備 
計 測 器 

対象設備分類によ り

設定 
○   ○  ○    

計 装 変 換 器 盤 
対象設備分類によ り

設定 
○   ○  ○    

7 
支 持 ・ 固 定 

及 び 配 線 

電 線 管 
対象設備分類によ り

設定 
○   ○  ○   注４  

ケ ーブ ル ラ ッ ク  
対象設備分類によ り

設定 
○   ○  ○    

ケ ーブ ル ダ ク ト  
対象設備分類によ り

設定 
○   ○  ○    

注４  「 変電所等における 電気設備の耐震対策指針」 によ る 場合 

注５  「 自家用発電設備耐震指針のガイ ド ラ イ ン 」 によ る 場合 



- 150 - 

別表－５  設計用標準水平震度 

注 1 設計用標準水平震度は、 当局発行によ る 「 下水道施設耐震構造指針―水再生センタ ー・ ポン プ

所施設編―（ 平成 28 年 10 月改定）」 によ る も のである 。「 下水道施設耐震構造指針―水再生セン

タ ー・ ポンプ所施設編―」 が改定さ れた場合は、設計用標準水平震度を最新のも のに読み替える 。  

注 2 「 下水道施設耐震構造指針―水再生センタ ー・ ポン プ所施設編―（ 平成 28 年 10 月改定）」 によ

 

 

 

 

第Ⅰ種 第Ⅱ種 第Ⅲ種 

Ｓ  Ａ  Ｂ  

設置階 
4～6 階の

建物 
3 階建て 2 階建て 

設
計
用
標
準
水
平
震
度 

上層階 

最上階 － － ２ ． ０  １ ． ５  １ ． ０  

－ 3 階 2 階 １ ． ５  １ ． ５  １ ． ０  

中間階 
( 4 階建て の場合 2

階､3 階)  
2 階 － １ ． ５  １ ． ０  ０ ． ６  

地階 

及び 1 階 

地階 

及び 1 階 

地階 

及び 1 階 

地階 

及び 1 階 

１ ． ０  

（ １ ． ５ ）  

０ ． ６  

（ １ ． ０ ）  

０ ． ４  

（ ０ ． ６ ）  

機械設備 

（ ※1）  

①主ポンプ設備 

②沈砂池設備 

（ ゲート 、 ス ク リ ー

ン）  

③水処理設備 

（ 第一沈殿池）  

④汚泥処理設備 

（ 消化装置、球状ガス

ホルダー）  

⑤汚泥焼却設備 

（ 焼却炉、排煙処理装

置、 熱交換器、 煙突）

⑥燃料供給設備 

⑦消毒設備 

⑧薬品タ ンク  

①沈砂池設備 

（ ゲ ート ス ク リ ーン

除く ）  

②水処理設備 

（ 第一沈殿池除く ）  

③汚泥処理設備 

（ 消化装置、球状ガス

ホルダー除く ）  

④汚泥焼却設備 

（ 焼却炉、排煙処理装

置、 熱交換器、 煙突

除く ）  

⑤給水供給設備 

⑥脱臭設備 

（ 生物脱臭）  

①脱臭設備 

（ 生物脱臭除く ）  

②天井ク レ ーン、 ホイ

ス ト 、 チェ ーンブロ

ッ ク  

電気設備 

（ ※2）  

①受変電設備（ ※3）  

②監視制御設備 

③自家発電設備（ ※4）

④直流電源装置設備 

  

  （  ） 内の数値は地階及び１ 階（ 地表） に設置する 水槽の場合に適用する 。  

上層階の定義 

・ 2 階建ての建物では、 2 階を上層階と する 。  

・ 3 階建ての建物では、 3 階を上層階と する 。  

・ 4 階から 6 階建ての建物では、 最上階を上層階と する 。  

中間階の定義 

・ 地階、 1 階を除く 各階で上層階に該当し ない階を 中間階と する 。  

（ ※1）： 下記の設備の重要度は対象設備分類によ り 設定する 。  

機械設備（ ①高圧ガス 設備 ②支持固定及び配管 ③屋外設置塔槽類）   

（ ※2）： 下記の設備は対象設備分類によ り 設定する が、 同一室内に設置する 場合には、 適用さ れる 耐震ク ラ ス の内で最も 上位

のも のに統一する 。  

電気設備（ ①配電設備 ②計装設備 ③支持・ 固定及び配線）  

（ ※3）：「 変電所等における 電気設備の耐震対策設計指針」 に準じ る 。  

（ ※4）：「 自家用発電設備耐震設計のガイ ド ラ イ ン 」 に準じ る 。  

※共通 1： 主装置の補機や同一基礎・ 架台上の補機等は、 主装置の重要度ラ ン ク を 適用する 。  

※共通 2： 焼却炉など の地盤に自立し て設置さ れる 大型の架構類（ 共通架台） は、 建築基準法に準じ る 。  

耐震ク ラ ス  

重要度 

設置場所 
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る 設計用標準水平震度は、 日本下水道協会発行の「 下水道施設の耐震対策指針と 解説―2014 年版

―」 を 参考にし て作成し たも のである 。  
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附則－１  施工計画書記載要領 

 

１  適用 

設備工事標準仕様書「 1. 2. 3 施工計画書」 で規定する 施工計画書は、 こ の要領に準拠し て作成す

る 。  

 

２  製本 

( 1)  施工計画書は、 A4 判縦置き 横書き を原則と する 。  

( 2)  本文には、 ページを 付すと と も に、 目次を 作成する 。  

( 3)  表紙には、 表題、 工事件名、 工期、 提出年月日、 受注者名、 分冊番号を表記する 。  

( 4)  図面を付する 場合は、 寸法又は縮尺を表示する 。  

( 5)  書面で提出する 場合は、 A4 判で印刷し 、 加除式フ ァ イ ルに綴る 。 図面を付する 場合は、 A4 サ

イ ズに折り たたむ。  

 

３  提出 

施工計画書は、 原則と し て、 現場着手 2 か月前ま でに監督員に提出する 。  

なお、「 ５ 」 に示す項目のう ち、 調整が遅れる 項目については、 監督員と 協議の上、 別途提出す

る こ と ができ る 。 別途提出は、 調整が済み次第直ちに行う 。  

 

４  記載内容の変更 

受注者等は、 施工計画書の内容を変更する 必要が生じ た場合は、 あら かじ め変更内容を監督員に

報告する と と も に、 施工時に支障がないよ う 適切な措置を講じ る 。  

 

５  記載項目と その内容 

施工計画書の記載内容は、 原則と し て次によ る 。 ただし 、 記載項目等について疑義が生じ た場合

は、 監督員と 協議する 。  

( 1)  工事概要 

工事件名、 施工場所、 工事概要、 工期、 工事種目別施工内容( 設計図書の工事説明に準じ る 。 )  

( 2)  施工範囲 

施工範囲を平面図に図示する 。  

( 3)  現場組織 

ア 現場組織構成員の氏名、 担当職務を記載し た職務分担一覧表 

イ  工事関係者への緊急連絡先( 電話番号) を記載し た緊急連絡表 
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なお、 当局及び受注者の関係者は、 夜間、 休日等にも 連絡が可能な電話番号を記載する 。  

工事関係者と は次によ る 。  

( ｱ)  当局工事主管課： 総括監督員、 総括監督員補佐、 担当監督員 

( ｲ)  受注者： 会社名及び担当部署、 現場代理人、 監理技術者、 主任技術者 

( ｳ)  所轄労働基準監督署 

( ｴ)  所轄消防署 

( ｵ)  所轄警察署 

( ｶ)  労災指定緊急病院 

( ｷ)  電力会社、 ガス 会社、 電話会社、 水道事業者等 

( ｸ)  関連工事業者 

ウ  各種資格者については、 有資格者氏名、 資格名称、 資格登録番号及び資格発行者名を記載し

た名簿を添付する 。  

なお、 資格を 証明する 写し を添付する 必要がある 場合は、 住所等は黒塗り と する 。  

エ 熱中症の報告体制 

作業員が、熱中症の自覚症状がある 場合や、熱中症が生じ た疑いがある こ と を 他の者が発見

し た場合に、 その旨を 報告さ せる ための体制を 整備し 、 体制表を添付する 。  

( 4)  施工体系図等 

ア 作業の下請負範囲及び下請負会社について記載する 。  

イ  受注者等は、工事を施工する ために下請負契約を締結し た場合は、建設業法及び公共事業の

入札及び契約の適正化の促進に関する 法律に基づき 、施工体制台帳を整備し 、施工体系図の管

理方法について記載する 。  

( 5)  工程表 

設計図書に基づいて現地を調査し 、 ま た、 関連工事受注者と も 十分調整を 行った上で、 次の工

程表を 提出する 。  

ア 全体ネッ ト ワ ーク （ 工場製作期間を含む、 関連工事の施工期間を併記）  

イ  現場施工ネッ ト ワ ーク  

( 6)  工事記録写真計画 

附則－３ 「 設備工事記録写真撮影要領」 に基づき 、 工事写真撮影計画を 作成する 。  

( 7)  仮設計画 

ア 仮設建物及び材料置き 場 

( ｱ)  設置場所及び規模 

( ｲ)  仮設建物等の配置を 示す平面図 

( ｳ)  仮設建物の間取り 及び什器、 消火器等の配置を示す平面図 
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( ｴ)  火気取扱責任者氏名 

イ  工事用仮設電気設備 

( ｱ)  単線結線図 

( ｲ)  電気設備配置図 

( ｳ)  使用電力予定表( 作業内容、 使用電力量、 最大電力等)  

( ｴ)  仮設電力の使用条件 

( ｵ)  保守管理上の確認事項 

( ｶ)  配電設備使用上の注意事項 

( ｷ)  取扱責任者氏名 

ウ  工事用仮設水道設備 

工事用仮設電気設備の各項目に準じ る 。  

エ 作業用機械の使用 

作業名、 使用機械器具名、 仕様、 数量、 配置場所等の一覧表 

オ 建設機械適正燃料使用計画 

目的、 使用機械一覧、 協力会社、 リ ース 業者への周知、 給油方法 

カ 仮設資材使用計画 

( ｱ)  仮設資材名、 仕様、 数量、 使用方法 

( ｲ)  必要に応じ 仮設物の構造図、 荷重計算書、 搬入・ 搬出方法、 設置方法等 

キ 高所作業計画 

施工目的、 施工場所・ 範囲、 使用足場の種類、 組立図、 注意事項等 

( 8)  搬出入計画 

以下の項目について記載する 。  

ア 搬入・ 搬出予定日 

イ  搬入・ 搬出機器、 数量、 運搬物質量 

ウ  運搬に使用する 車種等の機器仕様 

エ 設置場所ま での搬入・ 搬出方法及び設置場所での移動方法 

オ 誘導員等の配置 

カ 搬出入に当たっての安全対策（ 転倒、 落下、 挟ま れ防止等）  

なお、 搬出入の際に仮設物を設置する 場合は、 次の項目についても 記載する 。  

( ｱ)  仮設道路、 桟橋等 

( ｲ)  仮設物の構造図、 荷重計算書等 

( 9)  施工計画 

ア 標準仕様書「 1. 2. 1 設計図書の精査及び事前調査」 に基づき 、 特記仕様書の工事概要項目
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に準じ て作成する 。  

イ  基礎工事 

( ｱ)  設置物の荷重 

ａ  設置機器名、 計算荷重一覧表 

ｂ  必要に応じ 荷重分布図 

( ｲ)  土質、 地耐力 

試掘調査報告 

( ｳ)  杭打ち 

ａ  種類、 形状、 寸法、 数量等杭打表、 杭配置図、 杭打ち作業方法 

ｂ  必要に応じ 計算書 

( ｴ)  基礎施工 

割栗石等の資材、 施工方法 

( ｵ)  基礎コ ン ク リ ート 床版 

施工方法、 施工図、 強度計算書 

ウ  据付工事 

墨出し 、 機器の小運搬、 芯出し 締結、 測定等の作業手順 

エ 取付け及び現場加工 

取付け物の取付け方法、 現場加工物の加工方法 

オ 配管工事 

管種、 接合、 支持、 埋設、 構造物貫通部処理、 防露、 防食等 

カ 配線工事 

ケーブル布設、 埋設、 防護、 隔壁貫通部処理、 接地方法等 

キ 塗装工事 

塗料、 塗装工程、 色彩等 

ク  コ ンク リ ート 工事 

使用材料、 規格、 試験方法、 配筋、 型枠、 打設法、 養生等 

ケ あと 施工アンカー工事 

使用場所、 選定方法、 施工方法、 試験方法等 

コ  特殊工法 

材料、 施工方法等 

（ はつり 、 コ ア抜き 等の既設構造物に対する 作業については、 埋設物、 構造物の事前調査方

法も 記載する 。）  

サ 現地改良、 補修作業 
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使用材料、 規格、 組み立て作業手順、 養生等 

シ 撤去、 解体工事 

既設機器の撤去、 解体作業手順（ 足場等含む）  

ス  調整、 試験、 試運転 

単体試験、 単体調整、 組合せ試験、 総合試運転の概要 

なお、 標準仕様書「 1. 7. 3 試験及び総合試運転の方法」 に規定する 「 試験及び総合試運転

実施計画書」 は、 別途提出する 。  

セ I SO9001 対象工事で、 特記仕様書に定める も の 

( 10)  施設停止、 設備切替等作業計画 

ア 作業工程及び作業概要 

イ  施工手順 

ウ  作業完了後の確認方法 

エ 切離し 機器の安全対策 

オ 既存設備への影響及び対策 

( 11)  安全衛生管理 

ア 安全衛生管理体制 

労働災害を 防止する ため労働安全衛生法に基づき 、 統括安全衛生責任者の選任等の労働災

害防止の体制について記載する 。  

イ  危険因子の分析・ 対応策 

施工環境における 現場の特殊性をあら かじ め認識し 、 その内容を 記載する 。  

ま た、 こ の特殊性の中から 危険因子を 分析し 、 こ れに対する 対応策について記載する 。  

ウ  安全教育計画書 

当該工事の内容に応じ た安全・ 訓練等の具体的な方法について記載する 。  

エ 安全点検方法 

作業器具、 仮設物等のチェ ッ ク リ ス ト によ る 点検について記載する 。  

オ 酸素欠乏症、 有毒ガス 等への対策 

作業環境測定記録方法、 作業の中止基準、 必要に応じ て換気、 呼吸用保護具の使用等につい

て記載する 。  

カ 爆発及び火災の防止 

可燃性ガス 等によ る 爆発及び火災の防止方法について記載する 。  

( ｱ)  火気取扱責任者 

( ｲ) 「 火気厳禁」、「 硫化水素発生場所」 等の危険エリ アの図示 

( ｳ)  火災予防に関する 措置方法 
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( ｴ)  作業員への注意喚起と 指導方法 

( ｵ)  爆発物、 危険物等の保管方法 

( ｶ)  関係官公署への届出等 

キ 感電事故防止対策 

誤配線や作業手順の誤り によ る 感電事故防止対策について記載する 。  

ク  墜落、 転落事故防止対策 

墜落、転落事故防止対策を施す場所及び作業内容を示し 、その内容について図を用いて記載

する 。  

ケ 工具等落下防止対策 

( ｱ)  安全保護具の装着方法 

( ｲ)  保安設備や危険防止設備の設置方法 

( ｳ)  工具等落下防止措置 

コ  危険な作業場所、 設備等に対する 安全対策 

( ｱ)  養生等の措置方法、 防護策の設置等 

( ｲ)  特記によ り 指定さ れた安全対策 

サ 歩道及び点検通路の確保 

標示板、 照明の配置、 通路幅の確保や区画の方法等について記載する 。  

  シ 第三者に対する 安全対策 

作業現場の清掃、 工事用車両の安全対策について記載する 。  

ス  危険物、 毒物、 劇物の管理方法 

JI S Z 7253（ GHS に基づく 化学品の危険有害性情報の伝達方法―ラ ベル、 作業場内の表示及

び安全データ シート ( SDS) ） によ る 安全データ シート を添付し 、 管理方法について記載する 。  

セ 作業前ミ ーティ ン グの徹底 

当日の作業内容と 安全注意事項の伝達、 各作業工種の危険予知活動、 準備体操、 体調確認等

について記載する 。  

ソ  各作業現場間の連絡及び調整方法 

複数の施工箇所で作業を 行う 場合における 、各作業現場間の作業前、作業中の指示及び連絡、

報告体制について記載する 。  

タ  新規の現場入場作業員等及び毎月の安全教育について記載する 。  

チ 熱中症対策、 感染症対策等の必要な対策について記載する 。  

熱中症リ ス ク を抱えている 作業を行う 際は、現場にＷＢ Ｇ Ｔ 測定器を設置し 、ＷＢ Ｇ Ｔ 値に

応じ た熱中症対策について記載する 。  

ツ  高年齢労働者、 年少労働者、 女性労働者、 外国人労働者のう ち、 当該工事に関係する 者への
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安全対策について記載する 。  

テ その他、 厚生労働省が分類する「 事故の型」 を参考に、 当該工事に係る 危険と 安全対策につ

いて記載する 。  

ト  予定外作業発生時の対応について記載する 。  

( 12)  建設副産物対策 

ア 記載事項 

( ｱ)  建設副産物の種類、 リ サイ ク ルの方法等 

建設副産物の種類、 発生予測量、 売却量、 最終処分量（ 直接最終処分する 場合に限る ）、

処理期間、 保管方法、 収集運搬方法、 処分方法、 処分先、 運搬経路等について記載する 。  

( ｲ)  運搬・ 処理業者名 

業者名、 許可番号、 許可の種類、 許可品目、 許可の期限、 処理能力、 最大保管量、 会社、

施設所在地等について記載する 。  

( ｳ)  現場での分別 

工事現場、現場事務所等における 一般廃棄物の分別の方法、機器、材料の梱包材、切れ端、

金属類等の分別収集方法について記載する 。  

イ  添付書類 

( ｱ)  「 再生資源利用計画書」  

建設資材（ 土砂、 砕石、 アス フ ァ ルト 混合物） を 現場に搬入し 利用する 場合に作成し 、 コ

ブリ ス ・ プラ ス の入力データ の写し を 添付する 。  

( ｲ)  「 再生資源利用促進計画書」  

建設副産物のう ち、 建設発生土、 コ ンク リ ート 塊、 アス フ ァ ルト 塊、 建設発生木材、 建設

泥土、 建設混合廃棄物等を搬出する 場合に作成し 、 建設副産物情報交換シス テム（ COBRI S）

の入力データ の写し を 添付する 。  

( ｳ)  収集運搬、 処理業者の許可証の写し  

( ｴ)  廃棄物処理委託契約書の写し  

( ｵ)  運搬ルート 図 

( ｶ)  使用する 産業廃棄物管理票の様式 

( ｷ)  広域認定制度によ り 処理する 特別管理産業廃棄物に係る 書類（ 特記によ り 指定さ れた場

合）  

ａ  認定取得者と の産業廃棄物処理委託契約書の写し  

ｂ  環境大臣から 認定を 受けている こ と を証明する 認定書の写し  

ｃ  認定取得者が委託する 収集運搬事業者及び産業廃棄物処分事業者を確認でき る 書面の

写し  
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ｄ  使用する 産業廃棄物管理票の様式 

 ( 13)  環境対策 

ア 公害防止 

騒音、 振動、 悪臭、 地盤沈下、 粉塵等の防止方法、 危険物、 劇物等に対する 措置について記

載する 。  

イ  不正軽油防止 

建設機械（ ディ ーゼルエンジン仕様） に対する 不正軽油使用の防止対策について記載する 。 

ウ  過積載防止 

過積載防止対策について、 具体的に記載する 。  

( 14） 震災時対策 

地震警戒宣言の発令に伴う 措置と し て、附則－６「 施工計画書における 工事現場の震災対策に

関する 記載例」 を参考に、 次の項目について記載する 。  

ア 警戒宣言発令時における 機器、 仮設物、 開口部など の安全措置 

イ  現場関係者の参集計画 

ウ  現場関係者の現場体制の確保と 役割分担 

エ 社内及び現場の連絡体制 

オ 応急資機材の確保 

カ 現場の具体的な震災対策 

キ その他 

なお、 カについては、 当局ソ フ ト プラ ン電話によ る 点検結果の迅速な報告のため、 工事現場

最寄の水再生センタ ー又は下水道事務所ま での所要時間、 移動手段についても 記載する 。  
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附則－２   接地極分類要領 

 

接地方式は、 大別し て独立接地方式、 共通接地方式に分けら れる が、 こ れは接地抵抗の目標値、 大

地抵抗率、 敷地面積、 経済性等を考慮し た上で決定する 。  

表 1 は、 独立接地方式を 選定し た場合の接地極分類要領である 。  

（ 地絡電流が大き く 異なる 接地設備間で共通接地を 行う と 、 他の回路の地絡電流によ る 電位上昇

を受ける こ と になる 。  

ま た、イ ンバータ 機器と 他の機器間で接地を共有する と 、ノ イ ズによ る 機材の動作不良等が起き

る こ と になる 。 こ れら によ る 弊害を避ける ため、 表 1 のよ う に分類し た。 )   
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表 1 独立接地方式を 選定し た場合の接地極分類要領 

種 別 使用電圧 記 号 用         途 適用条文( 注 1)  

A種 

特別高圧 

高 圧 

EA-1 
受電線（ 停電作業時の接地）   労 339 

予備極（ 接地抵抗値測定時における 被測定極の代替極）   － 

EA-2 受電点の接地装置付断路器（ GI S 設備等の場合）   労 339 

特別高圧 

EA-3 

特高機器の鉄台、 外箱、 盤等（ 断路器、 遮断器、 変圧器）  電 29 

特高ケーブルの被覆及び防護装置の金属部( 注 2)  
電 86, 112, 128,  

132, 169, 176, 191 

EA-4 
特高計器用変成器の二次電路及び中性点 

（ EVT、 CT等の二次電路及び中性点）  
電 28 

EA-5 
特高変圧器の高圧側電路の放電装置又は特高・ 高圧電路の

避雷器 
電 25, 37 

高 圧 
EA-6 

高圧機器の鉄台、 外箱、 盤等（ 断路器、 遮断器、 変圧器、

電動機、 発電機及びダミ ーロ ード ）   
電 29 

高圧ケーブルの被覆及び防護装置の金属部( 注 2)  

電 67, 111, 114,  

117, 123, 128,  

132, 168 

高圧計器用変成器の二次電路及び中性点( 注 3)  

（ EVT、 CT等の二次電路及び中性点）  
電 28 

EA-7 高圧イ ンバータ 、 盤等 ― 

B種 EB 高圧、 特高変圧器の低圧電路側の中性点又は一端 電 24 

C種 

低 圧 

EC-1 300Vを 越える 低圧機器の鉄台、 外箱、 電線管等 

電 29, 110, 132,  

158, 159, 160,  

162, 163, 164, 166 

EC-2 計装機器 ― 

EC-3 プロ セス コ ント ロ ーラ 、 情報処理装置 ― 

EC-4 低圧イ ンバータ （ 300V超）、 無停電電源装置、 盤等 ― 

D種 
ED-1 

300V以下の低圧機器の鉄台、外箱、 電線管、 盤等 D種接地

を 必要と する も の 

電 29, 110, 123,  

128, 132, 158,  

159, 160, 161,  

162, 163, 164, 166 

ED-2 低圧イ ンバータ （ 300V以下）、 無停電電源装置、 盤等 ― 

注 1  適用条文欄の略号は、 下記を表す。  

労： 労働安全衛生規則 

電： 電気設備の技術基準の解釈 

注 2 人が触れる おそれがない場合、 架空ケーブル及び地中電線は、 電気設備技術基準の解釈上 D

種と なっている が、 配線工事を簡略化する ため本表では盤等と 共通接地と し た。  

注 3  高圧計器用変成器の二次電路は、 電気設備技術基準の解釈上 D種と なっている が、 同上の理

由で盤等と 共通接地と し た。  

注 4  用途の説明 
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ア （ EA-1）   

受電線の接地極は、 停電作業時において誤送電によ る 感電事故を防止する ために使用する

も のである が、平常時においては使用し ないので予備極を兼ねる こ と ができ る も のと する 。予

備極と し ての使用方法は、 接地抵抗測定時における 被測定極の代替極と し て使用する 。  

イ  （ EA-2）   

受電点の接地装置付断路器（ EDS） は、 GI S 設備等の場合に該当し 、 独立極と する 。  

ウ  （ EA-3）   

特高機器の鉄台外箱等の接地は、（ EA-4） の機器以外の特高機器すべてを 対象と する 。  

エ （ EA-4）   

特高計器用変成器の二次電路及び中性点は、（ EA-3） と 別極を原則と する 。 こ れは、 他の特

高機器と 共通接地と し た場合、こ の地絡事故で対地電位が上昇し 、特高変成器の二次電路に接

続さ れている 低圧機器に異常を来たすおそれがある から である 。こ のこ と によ り 、地絡電流及

び接地極の抵抗から 判断し て、 前記のよ う な対地電位上昇によ る 機器の異常を 来たすおそれ

がなければ共通接地も 可と する 。  

オ （ EA-5）   

放電装置又は避雷器は、 地絡電流が他回路に比べて非常に大き く なる ので独立極と する 。  

カ （ EA-6）   

高圧機器の鉄台、 外箱、 高圧変成器の二次電路等高圧機器で、 接地を 必要と する も の全部を

共通接地する 。  

キ （ EA-7）   

高圧イ ンバータ 及び電力変換装置等から 発生する ノ イ ズ、 高調波等によ る 機器の動作不良

等の防止を目的と する 。  

ク  （ EB）   

高圧及び特別高圧の低圧電路の中性点又は一端を 接地し て高低圧混触によ る 危険防止を 図

る も のである が、 低圧機器の地絡時における 接触電圧を低く する ため、（ EC）、（ ED） と は別極

と する 。  

ケ （ EC-1）   

300Vを越える 低圧機器を 対象と する 。  

コ  （ EC-2）  

計装機器のケース 接地及び計装信号のシールド を 目的と する 。  

サ （ EC-3）  

プロ セス コ ント ロ ーラ 、 情報処理装置、 電子応用機器の回路保護を目的と する 。（ ただし 、

シーケンス 制御装置は ED-1 でも 可と する 。）   
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シ （ EC-4）   

低圧イ ンバータ 及び電力変換装置等（ 300V 超） から 発生する ノ イ ズ、 高調波等によ る 機器

の動作不良等の防止を 目的と する 。  

ス  （ ED-1）   

300V以下の低圧機器を対象と する 。  

セ （ ED-2）   

低圧イ ンバータ 及び電力変換装置等（ 300V 以下） から 発生する ノ イ ズ、 高調波等によ る 機

器の動作不良等の防止を 目的と する 。  
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附則－３  設備工事記録写真撮影要領 

 

１  適用 

こ の要領は、 東京都下水道局が発注する 設備工事に適用する 。  

ま た、 写真データ の作成・ 整理は、 デジタ ル写真管理情報基準（ 令和 2 年 3 月 国土交通省。 以

下「 デジタ ル管理基準」 と いう 。） に準拠する 。  

 

２  撮影計画 

( 1)  工事記録写真撮影計画書の作成 

受注者は、 施工前に工事記録写真撮影計画書（ 以下「 撮影計画書」 と いう 。） を 作成し 、 施工

計画書と と も に監督員に提出する 。  

なお、軽易な工事施工に当たっては、監督員の承諾を得た上で撮影計画書の作成を省略する こ

と ができ る 。 ただし 、 撮影計画書を 省略し た場合でも 、 こ の撮影要領に従い工事記録写真を 撮影

し 、 監督員に提出する 。  

( 2)  「 撮影計画書」 記載事項 

ア 撮影者 

責任者、 補助者 

イ  撮影箇所 

平面図等に撮影箇所を 記入する 。  

ウ  撮影方法等 

撮影手段： カメ ラ の種類 

機材仕様： デジタ ルカメ ラ の場合は有効画素数を 記載 

提出方式： 整理方法、 提出物形式 

 

３  写真撮影 

( 1)  写真の分類 

写真の分類は、 状況写真、 品質管理写真、 出来形管理写真及びその他写真と し 、 次の点に留意

し て撮影を行う 。  

ア 状況写真は、 施工の位置及び周辺状況が容易に確認でき る よ う 既設構造物等を 背景に入れ

て撮影する 。  

なお、 1 枚で状況が確認でき ない場合は、 組写真にする 。  

イ  品質管理写真は、 検査・ 試験・ 測定の状況を 遠距離にて撮影する と と も に、 規格・ 基準等と

照合又は対比し て確認する 必要がある 箇所では近距離で撮影する 。  
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ウ  出来形管理写真は、 所定の形状寸法の判定が必要な場合、 必ず寸法を 示す。 寸法を示す測定

器具は、 撮影後判読ができ る も のと し 、 次のいずれかを使用し て撮影する 。  

①箱尺 ②リ ボンテープ ③定規等 

エ その他写真と は、 着手前及び完成写真、 安全管理写真、 防災写真、 災害及び事故写真等であ

る 。  

( 2)  撮影箇所 

撮影箇所は、「 別表」 を 参考と し て、 主に工事完成後の確認が困難な箇所と し 、 その他に監督

員が指定する 箇所も 対象と する 。  

なお、 撮影に当たっては、 工事件名、 撮影箇所、 撮影年月日、 工種名、 撮影対象、 受注者名等

を明記し た黒板等を入れる 。  

ま た、 黒板等に「 デジタ ル工事写真の小黒板情報電子化」 を導入する 場合は、 ４  デジタ ル工

事写真の小黒板情報電子化によ る 。  

( 3)  撮影時期 

撮影に当たっ ては、 常に工事の進捗状況、 施工内容を把握し 、 適切な時期に撮影する 。  

( 4)  写真編集等 

写真の信憑性を考慮し 、 原則と し て写真編集は認めない。 ただし 、 撮影内容を容易に確認する

ために、 回転、 パノ ラ マ、 明る さ 補正を行う 場合は、 監督員の承諾を受ける 。  

( 5)  撮影方法 

ア 事故・ 災害等緊急にその状況を報告する 必要がある 場合は、こ の要領に拠ら ず直ちに再現で

き る 適切な手段で撮影する 。  

イ  撮影は、 必要に応じ て遠距離と 近距離から 行う 。  

ウ  写真の有効画素数は小黒板の文字が判読でき る こ と を指標と する 。  

（ 100 万画素程度～300 万画素程度＝1, 200×900 程度～2, 000×1, 500 程度）  

ま た、 色彩はカラ ーと し 、 大き さ はＬ サイ ズ又はサービス サイ ズ程度と する 。  

エ デジタ ルカメ ラ によ る 工事記録写真の撮影を 行う 場合であっ ても 、 監督員が必要と 認める

と き は、 銀塩写真（ フ ィ ルム） 方式のカメ ラ によ る 撮影、 整理を行う こ と ができ る 。  

オ 写真によ る 状況説明が困難な場合は、監督員の許可の下、ビデオカメ ラ 等を使用する こ と が

でき る 。  

カ 撮影対象が判別し にく い場合には、写真と 併せて見取り 図等を添付する など 、適宜工夫を行

う 。  

 

４  デジタ ル工事写真の小黒板情報電子化 

デジタ ル工事写真の小黒板情報電子化（ 以下「 電子黒板」 と いう 。） は次によ る 。  
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電子黒板と は、 被写体画像の撮影と 同時に工事写真へ小黒板の記載情報を 電子的に記入する も

のである 。  

受注者は、 電子黒板の導入を希望する 場合、 その旨を監督員へ申請し 、 承諾を 得た上で、 電子黒

板対象工事と する こ と ができ る 。  

( 1)  対象機器の導入 

受注者は、 電子黒板の導入に必要な機器、 ソ フト ウ ェ ア等（ 以下「 使用機器」 と いう 。） につ

いて、 ３ ( 2) に示す項目の電子的記入ができ 、 かつ信憑性確認機能（ 改ざん検知機能） を有する

も のを 使用する 。 信憑性確認機能（ 改ざん検知機能） には、「 電子政府における 調達のために参

照すべき 暗号のリ ス ト （ CRYPTREC暗号リ ス ト ）」 に記載し ている 技術を 使用する 。  

なお、 受注者は監督員に対し 、 工事着手前に、 本工事での使用機器について提示する 。  

使用機器の事例と し て、「 デジタ ル工事写真の小黒板情報電子化対応ソ フ ト ウ ェ ア」 を参照す

る 。 ただし 、 こ こ から の選定に限定する も のではない。  

ま た、 高温多湿、 粉じ ん等の現場条件の環境によ り 、 使用機器の使用が困難な場合は、 使用機

器の利用を限定する も のではない。  

「 電子政府における 調達のために参照すべき 暗号のリ ス ト （ CRYPTREC暗号リ ス ト ）」  

URL ht t ps: //www. crypt rec. go. j p/l i st . html  

「 デジタ ル工事写真の信憑性確認( 改ざん検知機能) 検定合格ソ フ ト ウ ェ ア一覧」  

URL  ht t ps: //www. j comsi a. org/kokuban/sof t ware/ 

( 2)  小黒板情報の電子的記入の取扱い 

小黒板情報の電子的記入の取扱いは、 本要領によ る 。  

なお、 ３ ( 4) の写真編集等には該当し ない。  

( 3)  提出について 

電子黒板を用いた写真の提出については、 本要領によ る 。  

ま た、 提出時に受注者は J-COMSI A（ 一般社団法人 施工管理ソ フ ト ウ ェ ア産業協会） が提供し

ている チェ ッ ク シス テム（ 信憑性チェ ッ ク ツ ール） 等を用いて、 電子黒板写真の信憑性確認を行

い、 その結果を書面で監督員に提出する 。  

なお、 提出さ れた信憑性確認の結果を 監督員が確認する こ と がある 。  

「 J-COMSI Aが提供し ている チェ ッ ク シス テム（ 信憑性チェ ッ ク ツ ール）」  

URL  ht t ps: //dcpadv. j comsi a. org/phot of i nder /pac_ aut h. php 

 

５  整理・ 編集 

( 1)  写真の整理 

ア 写真撮影後は、 直ちに撮影内容の確認を行い、 データ を 整理する 。  

https://www.cryptrec.go.jp/list.html
https://www.jcomsia.org/kokuban/software/
https://dcpadv.jcomsia.org/photofinder/pac_auth.php
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イ  撮影内容が確認でき る よ う に写真一覧を作成する 。  

ウ  電子媒体の記録画像フ ァ イ ル形式は、 JPEG形式（ 非圧縮～圧縮率 1/8 ま で） を 原則と し 、

こ れ以外の場合は、 監督員の承諾を受ける 。  

エ 電子媒体は、「 デジタ ル管理基準」 に準拠し たフ ァ イ ル、 フ ォ ルダ構成で作成する 。  

（ 2） 写真閲覧ソ フ ト  

次の要件を満たす写真閲覧ソ フ ト で閲覧が可能なよ う 、 データ の整理、 編集を行う 。  

ま た、 写真閲覧ソ フ ト の操作が容易に行える よ う 、 簡単な操作マニュ アル等を添付する 。  

ア デジタ ル管理基準に準拠し 、 XML 形式に対応し ている 。  

イ  工事写真の仕分け・ 分類は、 工程順及び工種別に整理さ れ、 検索が容易である 。  

ウ  パーソ ナルコ ン ピ ュ ータ へソ フ ト ウ ェ アを イ ンス ト ールする 必要がなく 、 電子媒体から 直

接写真を閲覧する こ と ができ る 。  

エ 電子媒体が複数になる 場合は、 それぞれに写真閲覧ソ フ ト を添付する 。  

オ 対応する OS については、 Mi crosof t  Wi ndows で動作可能である 。  

  なお、 詳細は、 監督員と 協議する 。  

 

６  工事記録写真の提出 

( 1)  工事記録写真の提出は、原則と し てデータ 量に応じ た追記不可の光学メ ディ ア記憶媒体（ 以下

「 電子媒体」 と いう 。） と し 、 十分な耐久性及び信頼性を持つも のと する 。  

こ れ以外の場合は、 監督員の承諾を得る 。  

( 2)  工事の進行に合わせて整理し 、 必要に応じ て監督員が提出を求めた場合は、 直ちに提出する 。 

( 3)  工事が完成し たと き は、 電子媒体を監督員に 2 部提出する 。  

( 4)  電子媒体本体及びケース には、次のよ う な情報を容易に消えない方法でラ ベルを 貼る 、又は直

接記入し て提出する 。（ 図 1、 2 参照）  

ア 工事番号 

イ  工事件名 

ウ  工期 

エ 受注者名 

オ 監理技術者名 

カ 閲覧ソ フ ト 名 

キ ウ ィ ルス 対策ソ フ ト 名 

ク  ウ ィ ルス 定義年月日（ 又はパタ ーンフ ァ イ ル名）  

ケ ウ ィ ルス チェ ッ ク 年月日 
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( 5)  提出する 電子媒体には、 閲覧でき る ソ フ ト を 添付する 。  

( 6)  電子媒体で提出し た工事の完成検査において、検査員又は監督員が必要と 認める と き は、工事

記録写真をカラ ー印刷し て提出する 。  

( 7)  電子媒体提出前に、 以下の項目に従い、 全フ ァ イ ルのウ ィ ルス チェ ッ ク を行う も のと する 。  

ア 納品すべき 最終成果物が完成し た時点で、 ウ ィ ルス チェ ッ ク を行う 。  

イ  ウ ィ ルス 対策ソ フ ト は、 信頼性の高いも のを使用する 。  

ウ  最新のウ ィ ルス も 検出でき る よ う に、 ウ ィ ルス 定義は常に最新のデータ に更新し たも のを

利用する 。  

 

７  銀塩写真で提出する 場合 

やむを 得ず、工事写真帳を銀塩写真（ フ ィ ルム方式） で提出する 場合は、以下の方法によ り 整理・

作成し 提出する 。  

( 1)  写真は、 写真帳に整理する 。 写真帳の大き さ は、 A4 版を標準と する 。  

なお、 表紙には、 工事番号、 工事件名、 受注者名等を記入する 。  

( 2)  写真撮影後は、 速やかに工事の進行順に写真を整理し 、 余白に撮影内容、 索引番号、 寸法等を

記入する 。  

( 3)  写真帳の冒頭に案内図及び位置図を添付し 、 撮影箇所と 写真が対比でき る よ う にする 。  

( 4)  ネガ帳を 作成する 。  

なお、 APS の場合は、 密着写真（ イ ンデッ ク ス プリ ント ） を添えたネガアルバム（ カート リ ッ

ジフ ィ ルム） を作成する 。  
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工事記録写真 

工事番号： ○○○○第○○○○ 

工事件名： ○○設備○○工事 

工期： ○○年○○月○○日～○○年○○月○○日 

受注者名： ○○○○ 閲覧ソ フ ト 名： ○○○○ 

ウ ィ ルス 対策ソ フ ト 名： ○○○○ 

ウ ィ ルス チェ ッ ク 年月日： ○○年○○月○○日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 電子媒体への記載例（ ケース 用）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 電子媒体への記載例（ 本体用）  

  

工事記録写真 

工事番号 ： ○○○○第○○○○  

工事件名 ： ○○設備○○工事  

工期 ： ○○年○○月○○日～○○年○○月○○日 

受注者名 ： ○○○○○○ 

監理技術者名 ： ○○○○  

閲覧ソ フ ト 名 ： ○○○○  

ウ ィ ルス 対策ソ フ ト 名 ： ○○○○  

ウ ィ ルス 定義年月日 ： ○○年○○月○○日 

ウ ィ ルス チェ ッ ク 年月日 ： ○○年○○月○○日 
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工種 主な撮影箇所及び内容 撮影頻度 

一
般 

施工現場 

・ 施工前、 施工中、 施工後の状況を同一箇所で同一方向から 撮影する 。  
・ 既設物と 占用位置等の関連を 撮影する 。  
・ 既設構造物、 施工済部分等に対する 防護措置状況について撮影する 。  

施工前、 施工中及び施工後 

・ その他重要箇所及び指定箇所 全箇所 

安
全
管
理 

安全管理 

・ 各種標識類の設置状況 
・ 各種保安施設の設置状況 
・ 保安要員等及び交通整理状況 
・ 安全教育、 社内パト ロ ール実施状況 

実施箇所 
  

作
業
環
境 

使用材料 
・ 規格、 メ ーカ ー名又は寸法等の指定がある も のについて、 大き さ 、員数等が確

認でき る よ う に撮影する 。  
その都度 

工事用機械器具等 ・ 工事用の機械器具、 仮設物を 撮影する 。  全箇所  

調査 ・ 現場調査等の実施状況 実施箇所  

支障物件 ・ 支障物件の位置及び寸法、 処理状況等 実施箇所   

施
工
管
理 

仮設工事 
・ 材料置場、 作業員詰所の全景を撮影する 。  
・ 機器、 材料の保管状況 
・ 仮設足場等の設置状況 

全箇所  

土工事 

・ 掘削状況 
・ 埋戻し 状況 
・ 発生土処分 
・ 復旧状況 

実施箇所ごと   

基礎 ・ 割ぐ り 石、 砂利、 コ ンク リ ート 打設等の厚さ 、 形状、 配筋、 型枠の状況 
工程ごと  
コ ン ク リ ート 打設は打設ロ
ッ ト ごと   

搬出入 ・ 主要機器の搬出入状況  

施設の停止 
・ 稼動施設の停止を 伴う 停電及び止水等の切替作業を 実施し た場合は、 その作

業状況、 切り 離し 後の機器、 配管への処置状況を撮影する 。（ 復旧作業でも 同
様と する 。 ）  

実施箇所ごと   

据付 
・ 架台及び機器の芯出し 、 据付状況 
・ 耐震対策の実施状況 

実施箇所ごと   

分解・ 組立 

・ 機器の分解、 組立て 工程ごと   

・ 組立後、 容易に内部を目視でき ない機器の内部構造 実施箇所ごと   

・ 新旧部品の比較 全体で 1 回（ 分割も 可能）  

補修 
・ 機器の取り 外し 、 分解清掃の状況 
・ 危険箇所に対する 表示等対策状況 

 

配管 
・ 使用配管の規格、 寸法等 
・ 土中埋設箇所（ 土中埋設については寸法を 明示） 、 被覆箇所の状況、 水中に  

没する 箇所及び構造物等によ る 遮蔽箇所の状況 
実施箇所ごと  

配線 
・ 使用ケーブルの規格、 寸法等 
・ 土中埋設箇所（ 土中埋設については寸法を 明示） 、 水中に没する 箇所及び構 

造物等によ る 遮蔽箇所の状況 
実施箇所ごと  

塗装 
・ 下地処理、 素地調整及び塗装状況 
・ 仕上り 状況 

工程ごと   

各種試験 
・ 単体調整、 単体試験状況 
・ 組合せ試験、 総合試運転の状況 

当該機種及び試験項目ごと  

支給材料 
発生品 

・ 保管状況 
・ 発生品処理状況 

その都度  

建
設
副
産
物 

建設発生土 

・ 運搬状況 運搬中を適宜 

・ 運搬経路 運搬中を適宜 

・ 現場内利用状況 処理中を適宜 

・ 工事間利用状況 処理中を適宜 

・ ス ト ッ ク ヤード 状況 処理中を適宜 

・ 受入地状況（ 再資源化施設等を含む）  処理中を適宜 

建設廃棄物 

・ 運搬状況 運搬中を適宜 

・ 運搬経路 追跡写真を適宜 

・ 現場内利用状況 処理中を適宜 

・ 工事間利用状況 処理中を適宜 

・ 再資源化施設状況 処理中を適宜 

・ 最終処分場状況（ 直接最終処分の場合）  処理中を適宜 

現場での分別の状況 
・ 現場内・ 現場事務所等における 建設発生土、建設廃棄物及び一般廃棄物の分別

状況、 収集状況 
適宜 

再生資源の利用状況 
・ 再生砕石、 再生アス 混、 改良土、 粒状改良土、 流動化処理土、 メ ト ロ レ ンガ、

コ ンク リ ート 塊、 建設発生土等の再生資源の利用状況 
使用状況を適宜 

そ
の
他 

災害及び事故 
・ 工事中災害又は事故が発生し た場合の状況及び復旧状況（ 適宜、 克明かつ速 

やかに再現でき る も のを活用する （ ビ デオ等） ）  
その都度 

補償関係 ・ 被害又は損害状況 その都度  

 

別表 撮影箇所( 参考)  
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※建設副産物について 

1 運搬状況の撮影に当たっ ては、 積込み状況、 荷下し 状況、 土質、 運搬車両のナンバープレ ート 、 産業廃棄物収集運搬車表示等

が確認でき る よ う に行う 。  

2 運搬経路の撮影に当たっ ては、 主要な交差点や幹線道路等が確認でき る よ う に行う 。  

3 現場内利用や工事間利用状況の撮影に当たっては、 利用工事の確認ができ る よ う に背景を 入れる も のと する 。  

4 再資源化施設状況や最終処分状況の撮影に当たっては、 原則と し て施設名称等が確認でき る よ う に行う 。  

5 建設副産物のリ サイ ク ルの状況写真については、 他の工種で撮影し た写真と 兼ねる 事ができ る 。  

6 適宜と は、 監督員の指示によ る 回数をいう 。  
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附則－４  契約後 VE 対象工事実施要領 

 

１  一般事項 

本要領は、 東京都下水道局（ 以下「 当局」 と いう 。） が施行する 設備工事（ 以下「 工事」 と いう 。）

において、 契約後 VE 対象工事である 旨を入札条件と し た工事に適用する 。  

 

２  VE 提案 

「 VE提案」と は、契約後 VEに関する 特約条項の規定（ 設計図書の変更に係る 乙の提案）に基づき 、

設計図書に定める 工事目的物の機能、 性能等を低下さ せる こ と なく 契約金額を低減する こ と を可能

と する 施工方法等に係る 設計図書の変更について、 受注者が当局に行う 提案をいう 。  

 

３  VE 提案の範囲 

受注者が VE 提案を行う 範囲は、 設計図書に定めら れている 内容のう ち、 工事材料、 施工方法等に

係る 変更によ り 契約金額の低減を伴う も のと し 、 原則と し て、 工事目的物の変更を伴わない範囲と

する 。  

 

４  VE 提案確認書 

受注者等は、 VE 提案の有無について示し た VE 提案確認書を当局に提出する 。  

 

５  VE 提案書の提出 

( 1)  前項の VE提案を行う 場合は、 当局と あら かじ め協議の上、 VE提案書を作成し 、 契約締結の日よ

り 、 当該 VE 提案に係る 部分の施工に着手する 35 日前ま でに、 監督員に提出する 。  

( 2)  VE提案の提出に係る 全ての費用は、 受注者の負担と する 。  

( 3)  VE提案の提出でき る 回数は、 原則と し て１ 回と する 。  

 

６  VE 提案の採否 

( 1)  当局は、 VE提案の採否について、 VE提案の受付後 14 日以内に VE提案採否通知書によ り 受注者

に通知する 。 ただし 、 こ の期間は、 受注者の同意を得た上でこ れを延長する こ と ができ る 。  

( 2)  VE提案を採用し ない場合、 前号の通知はその理由を付し て行う 。  

 

７  VE 提案が適正と 認めら れた場合の設計変更等 

( 1)  当局は、 VE提案を採用し た場合は、 当局の積算基準等によ り 変更金額を算出する 。  

( 2)  VE提案を採用し た後、 VE提案以外の理由によ り 契約書の規定（ 条件変更等） によ る 条件変更が
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生じ た場合であっても 、 VE管理費については原則と し て変更し ない。  

( 3)  VE 管理費と は、 VE 提案によ り 契約金額が低減する と 見込ま れる 額の 10 分の 5 に相当する 金額

をいう 。  

( 4)  VE提案に係る 工事部分については、 採用通知を受けたと き から 施工でき る 。  

 

８  責任の所在 

( 1)  VE提案が採用さ れ、 設計図書の変更が行われた場合においても 、 VE提案を行った受注者は、 責

任を免れない。  

( 2)  VE 提案に係る 工事部分において、 特許権等の対象と なっ ている 工事材料、 施工方法等を使用

する と き は、 その使用に関する 一切の責任を負う 。  
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附則－５  I SO9001 適用工事実施要領 

 

１  一般事項 

１ －１  適用範囲及び一般事項 

( 1)  当局が施行する 設備工事において、 契約後の協議によ り I SO9001 適用工事と し て定めた工

事に適用する 。  

( 2)  本要領が適用さ れる 設備工事において、 受注者は、 次に示す書類を 作成する 。  

① 品質管理計画表 

② 品質管理記録表 

③ 品質管理チェ ッ ク 表 

 

１ －２  用語の定義 

( 1)  「 品質管理計画表」 と は、 受注者が JI S Q 9001： 2015（ I SO 9001： 2015） の規格要求事項

「 8 運用」 及び品質管理項目に基づき 、 受注者が作成する 品質に関する 管理計画表をいう 。  

( 2)  「 品質管理記録表」、「 品質管理チェ ッ ク 表」 と は、 品質管理項目を網羅し た記録であり 、 受

注者の「 品質管理計画表」 に基づく 作業を記録し たも のをいう 。  

( 3)  「 提示」 と は、 受注者が監督員に対し 、 又は監督員が受注者に対し 、 工事に係る 書面その他

の資料を示し て説明する こ と をいう 。  

 

１ －３  提出書類 

( 1)  受注者が提出する 工事施行に係る 提出書類の様式、 提出時期等は、 別表「 I SO9001 適用工事 

受注者提出書類処理一覧」 によ る 。 ただし 、 定めのない提出書類については、 監督員と 協議の

上、 定める 。  

( 2)  受注者は、 別表「 I SO9001 適用工事 受注者提出書類処理一覧」 に示す保管文書について、

常に提示及び提出が可能なよ う に適切に保管する と と も に、 検査時に提出する 。  

 

２  着 手 

( 1)  受注者は、「 施工計画書」 に「 品質管理計画表」 を添付し 、 監督員に提出する 。  

( 2)  「 品質管理計画表」 並びに「 品質管理記録表」 及び「 品質管理チェ ッ ク 表」 には、 原則と し て

次の事項を記載する 。 ただし 、 こ れによ り 難い場合は監督員と 協議する 。  

ア 品質管理計画表 

①工種 ②細目 ③管理項目 ④管理基準値 ⑤基準図書 ⑥検査方法 ⑦検査頻度 ⑧

監督員立会頻度 ⑨検査担当者 ⑩検査責任者 ⑪検査・ 確認する ための帳票名（ 品質管理
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記録表又は品質管理チェ ッ ク 表）  ⑫是正方法 ⑬再検査担当者 ⑭再検査責任者 ⑮是

正処置の記録 

イ  品質管理記録表 

①記録名 ②管理基準値 ③検査日 ④記録箇所 ⑤設計値又は基準値 ⑥測定値 ⑦合

否判定 ⑧検査担当者 ⑨検査責任者 

ウ  品質管理チェ ッ ク 表 

①記録名 ②記録箇所 ③実施日 ④チェ ッ ク 項目 ⑤合否判定 ⑥検査担当者 ⑦検査

責任者 

( 3)  「 品質管理計画表」 には、「 品質管理記録表」 又は「 品質管理チェ ッ ク 表」 で管理する 項目（ 品

質管理項目） を記載する 。  

( 4)  品質管理項目は、 監督員と 受注者が協議の上、 定める 。  

 

３  施工管理 

受注者は、 工事目的物の品質記録について、 受注者の責任によ り 遅滞なく 「 品質管理記録表」 又

は「 品質管理チェ ッ ク 表」 に記載し 、 監督員の要求があった場合は提示する 。  

 

４  工事材料の品質及び検査 

受注者は、 本工事に使用する 材料の品質を証明する 資料を受注者の責任において整備、 保管し 、

監督員の要求があった場合は提示する 。  

ま た、 当局が別途定める「 材料検査手続及び方法一覧」 に基づき 、 指示さ れた材料の使用に当た

っては、「 材料検査請求書」 を監督員に事前に提出し 、 検査を 受ける も のと する 。  

 

５  工事一般 

５ －１  品質管理の実施 

( 1)  本工事について、 受注者は、「 品質管理計画表」 に示し た品質管理計画に基づき 管理を 実施

し 、その結果を 遅滞なく「 品質管理記録表」 又は「 品質管理チェ ッ ク 表」 に記録し 、保管する 。  

ま た、 監督員から の要求があった場合には、 直ちに書類を提示する 。  

( 2)  受注者は、「 品質管理計画表」 並びに「 品質管理記録表」 及び「 品質管理チェ ッ ク 表」 に記

載する 検査担当者及び検査責任者を「 施工計画書」 の組織表に記載する 。  

５ －２  内部品質監査 

( 1)  受注者は、本工事における 内部品質監査の監査員名及び資格（ 自社の品質シス テム又は品質

マネジメ ント シス テム で規定し たも の） 並びに内部品質監査の実施計画を「 施工計画書」 に記

載する 。 ただし 、 こ れによ り 難い場合は監督員と 協議する 。  
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( 2)  本工事について受注者は、 工事の品質向上を目的と し た内部品質監査を 現場着手後に実施

し 、 監督員の要求があっ た場合、 監査結果（ 記録写真を含む。） を 提出する 。 ただし 、 こ れに

よ り 難い場合は監督員と 協議する 。  
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※保管： 施工中は、 常に提示及び提出が可能な よ う に適切に保管し 、 監督員の要求があ っ た 場

合に提示する 。  

ま た 、 検査時に提出する と と も に、 完成図書と し て 紙又は電子データ で 1部提出する 。  

 

 書類の名称 
工事 
区分 

事務処理区分 
関係規定等 備  考 

提出 保管 不要 

工
事
着
手
に 

関
す
る
も
の 

施工計画書 
土 
設 

○   仕様書 品質管理計画表を 添付 

注入工事施工計画書 土 ○   〃  

日
・
月
報
等
に
関
す
る
も
の 

作業日報 
土 
設 

 ○  〃  

シールド 掘進日報 土  ○  〃  

注入日報 土  ○  〃  

埋設物点検日誌 土  ○  〃  

pH測定記録 

土  ○  〃  
添付 
書類 

分析回数総括
表 

酸素濃度測定日報 土  ○  〃  

工事施工予定週報 土  ○  〃  

材
料
に
関 

す
る
も
の 

材料搬入予定調書   ○  「 下水道局材料検査
等の実施基準に関す
る 要綱」  

 

材料調査請求書   ○   

施
工
に
関
す
る
も
の 

工期延長協議書 

 ○   契約書 

 

添付 
書類 

理由書  

実施工程表  

工事施工に係る 条件
変更の確認請求書 

 ○   〃  

承諾申請書  ○   仕様書 
J I S 規格、 土木工事標準仕様

書中に規定さ れた認定資器材

以外 

承諾申請書    ○ 〃 
J I S 規格、 土木工事標準仕様

書中に規定さ れた認定資器材

について 

協議書  ○   契約書  

承諾書  ○   〃  

検討図 設 ○   仕様書  

承諾図 設 ○   〃  

品質管理記録表   ○  
本附則で定める 事項を

記載し た任意の様式 
 

品質管理チェ ッ ク 表   ○  〃  

別 表 

I SO9001 適用工事 受注者提出書類処理一覧 
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附則－６  施工計画書における 工事現場の震災対策に関する 記載例 

 

 施工計画書記載要領「 ５  記載項目と その内容」 ( 14) 震災時対策 イ ～カにおいて指定し た項目に

関する 記載例を、 以下に記す。  

 

１  現場関係者の参集計画 

    

参集する 現場事務所名 ：  ○○○○○工事事務所 

   住        所 ：  東京都○○○区○○丁目○番○号 

   電  話  番  号 ：  ０ ３ －○○○○－○○○○ 

 

 

震災時の職員の出勤手段と 所要時間 

役職名 氏名 

公共交通機関運行、  

一般道通行可能時 

公共交通機関運休、  

一般道通行止時 

出勤手段 所要時間 出勤手段 所要時間 

現場代理人 ○○ ○○   ○○分   ○時間 

監理技術者 ○○ ○○   ○○分   ○時間 

現場担当 ○○ ○○   ○○分   ○時間 

現場担当 ○○ ○○   ○○分   ○時間 

現場担当 ○○ ○○   ○○分   ○時間 

現場担当 ○○ ○○   ○○分   ○時間 

事務担当 ○○ ○○   ○○分   ○時間 

公共交通機関運行、 一般道通行可能時については、 通常出勤に使用し ている 交通機関等を記入する 。  

（ 自動車、 電車、 バス 等）  

公共交通機関運休、 一般道通行止時については、 交通機関等が使用でき ないこ と を 想定し て記入する 。  

（ 自転車、 徒歩）  
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２  現場関係者の現場体制の確保と 役割分担 

 

震災発生時（ 震度６ 弱以上） 及び警戒宣言発令時の現場関係者の役割分担 

  
現場稼働時 夜間・ 休日・ 休工時 

現場にいる 時 現場外にいる 時 通勤途上 在宅時 

職

員 

現
場
代
理
人
・
監
理
技
術
者 

① 職員や作業員の

所在を確認 

 

 

② 現場内被害状況

の把握と 報告 

  

① 現場に急行し 、

左記の行動を 速やか

に実施 

 

② 現場に急行不能

な場合は、 携帯メ ー

ルにて現場職員に指

示を伝達 

  

① 家族の安全確認

後、 速やかに現場に

急行し 、 現場点検及

び報告 

  

  

① 自分及び家族の

安否確認を行い、 安

否確認の連絡を実施 

 

② 出社可能と なり

次第出社、 現場に急

行し 、 現場点検及び

報告 

  

上 記 記 載 は 例 で あ

り 、 必要な行動を記

載する  

上 記 記 載 は 例で あ

り 、 必要な行動を 記

載する  

上 記 記 載 は 例 で あ

り 、 必要な行動を 記

載する  

上 記 記 載 は 例 で あ

り 、 必要な行動を 記

載する  

各
担
当
者 

① 現場代理人又は

監理技術者の指示に

よ り 行動（ 対策活動

等）  

  

① 原則と し て現場

に急行 

 

 

② 急行不能な場合

は携帯メ ールにて現

場代理人又は監理技

術者に連絡 

  

① 帰宅し 安否連絡

を 現場代理人又は監

理技術者に実施 

 

② 出社可能と なり

次第出社、 現場代理

人又は監理技術者に

連絡 

  

① 自分及び家族の

安否確認を行い、 安

否確認の連絡を実施 

 

② 出社可能と なり

次第出社、 現場代理

人又は監理技術者に

連絡 

  

上 記 記 載 は 例 で あ

り 、 必要な行動を記

載する  

上 記 記 載 は 例で あ

り 、 必要な行動を 記

載する  

上 記 記 載 は 例 で あ

り 、 必要な行動を 記

載する  

上 記 記 載 は 例 で あ

り 、 必要な行動を 記

載する  

震災発生時（ 震度 5 強以下） についても 、 上記表を参考に役割分担を記載する 。  
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①の
ケース

②の
ケース

○○業
東京都○○区○丁目
０ ３ -○○○○-
○○○○

電車
○○分

自転車
○時間

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

①の
ケース

②の
ケース

○○業
東京都○○区○丁目
０ ３ -○○○○-
○○○○

電車
○○分

自転車
○時間

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

現場事務所
 ０ ３ －○○○○

　 　 　 　 －○○○○

現場代理人　 ○○ ○○

監理技術者　 ○○ ○○

所要時間

○○建設株式会社

・ ・ ・ ・

住所、 電話

協力
会社

○○建設株式会社

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

近隣
現場

業種 会社名

所要時間

夜間・
休日・
休工時

   ○○○株式会社（ 本社） 　 　 ０ ３ －○○○○－○○○○

　 ○○部　 ０ ３ －○○○○－○○○○　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 ○○部　 ０ ３ －○○○○－○○○○　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

業種 会社名 住所、 電話

  ○○○株式会社（ 本社） 　 　 ０ ３ －○○○○－○○○○

　 ○○部　 ０ ３ －○○○○－○○○○　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 ○○部　 ０ ３ －○○○○－○○○○　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

現場
稼動時

社内

３  社内及び現場の連絡体制 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表の①のケース と は、 公共交通機関運行、 一般道通行可能時（ 自動車、 電車、 バス 等）  

表の②のケース と は、 公共交通機関運休、 一般道通行止時（ 自転車、 徒歩）  
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４  応急資機材の確保 

 

資 機 材 品 目 数 量 

①土のう 袋 ○○ 袋 

②常温合材 ○○ 袋 

③水中ポンプ（ ○イ ンチ）  ○ 台 

④懐中電灯（ 避難用）  ○ 台 

⑤拡声器（ 誘導用）  ○ 台 

⑥担架 ○ 台 

・  ・  ・  ・  ・  ・       

・  ・  ・  ・  ・  ・       

・  ・  ・  ・  ・  ・       

・  ・  ・  ・  ・  ・       

上記は例であり 、 現場に設置する も のを記入     

    

当該施工現場と 上記の保管場所の位置がわかる 案内図及び応急資機材の配置図を 添付

する と と も に、 現場から 保管場所への所要時間を表記する 。  
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５  現場の具体的な震災対策 

( 1)  地震時における 現場初動体制フ ロ ー 

ア 地震が発生し た際の連絡方法、 被害状況・ 安否確認等、 受注者が定める 具体的な現場の初動

体制を時系列順に記載する 。  

ま た、 現場稼動時及び夜間・ 休日・ 休工時において行動内容が異なる 場合についても 、 時系

列順に記載する 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どのよう な行
動をと るか記
載。

どのよう な行
動をと るか記
載。

震度３

現場稼働時
夜間・ 休日・

休工時

どのよう な行
動をと るか記
載。

どのよう な行
動をと るか記
載。

どのよう な行
動をと るか記
載。

現場稼働時
夜間・ 休日・

休工時

どのよう な行
動をと るか記
載。

どのよう な行
動をと るか記
載。

現場点検に用いるチェッ ク リ ス
ト 等を添付

震度４ 以上

現場稼働時
夜間・ 休日・

休工時

震度６ 弱以上

どのよう な行
動をと るか記
載。

どのよう な行
動をと るか記
載。

どのよう な行
動をと るか記
載。

どのよう な行
動をと るか記
載。

どのよう な行
動をと るか記
載。

どのよう な行
動をと るか記
載。

どのよう な行
動をと るか記
載。

どのよう な行
動をと るか記
載。

どのよう な行
動をと るか記
載。

　 どのよう な
行動をと るか
記載。

　 どのよう な
行動をと るか
記載。

現場点検に用いるチェッ ク リ ス
ト 等を添付

どのよう な行
動をと るか記
載。

どのよう な行
動をと るか記
載。

　 どのよう な
行動をと るか
記載。

どのよう な行
動をと るか記
載。

　 どのよう な
行動をと るか
記載。

　 どのよう な
行動をと るか
記載。

　 どのよう な
行動をと るか
記載。

現場点検に用いるチェッ ク リ ス
ト 等を添付

地　震　発　生
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( 2)  現場稼働時の避難場所 

 

区  分 施  設  名 

一時避難場所 ○○児童公園 

避難場所 ○○公園一帯 

 

作成に当たっ ては、 当該施工場所の地域防災計画等を調査し 、 その情報と 整合さ せる 。  

ま た、 当該施工現場と 上記の避難場所の位置がわかる 案内図を添付する と と も に、 現場から 避

難場所への所要時間についても 表記する 。  
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附則－７  電気点検清掃作業、 委託及び工事施工における 安全確保のため

の方針 

 

１  手順書の整備及び事前確認の徹底 

 電気点検清掃作業、 委託及び工事施工（ 以下「 作業等」 と いう 。） に係る 電気設備の停電、 復

電、 切替え等については、 手順書で危険箇所が容易に判別でき る よ う 、 図など を用いて充電部と

停電部を明示する だけでなく 、 電気保安担当若し く は電気主任技術者又は代務者（ 以下「 電気保

安担当等」 と いう 。） 及び作業予定者での現場事前確認を実施する など 、 関係者全員に危険箇所等

を周知徹底する 。  

  

( 1)  手順書には、作業対象機器、作業手順、作業責任者、作業者、連絡体制、作業場所、作業範囲、

作業工具等を 明記する 。  

( 2)  作業範囲は、 危険箇所が容易に判別でき る よ う 、 単線結線図、 盤姿図等を用いて、 充電部、 停

電部、 接地箇所等を明確に、 分かり やすく 記載する 。  

( 3)  作業等を実施する 前に、 電気保安担当等及び作業予定者全員で作業現場での充電部等危険箇

所の確認を行う 。  

( 4)  万一の事故に備え、 作業範囲を緊急に停電状態と する 手順も 記載する 。  

( 5)  手順書は、 関連部署と の調整後、 電気保安担当と 協議する 。  

( 6)  手順書に、「 作業開始前における 点検対象機器、 作業内容の確認」 や「 作業終了時における 作

業終了・ 未了箇所の報告」 を確認する 項目を記載する 。  

( 7)  手順書に、 予定外作業を禁止する 旨を記載する 。  

 

２  停電措置の徹底 

 目視点検を 除く 作業等を行う 際には、 電気保安担当等が立会いの下、 作業範囲を必ず停電状態

と する 。 盤内の電気点検清掃作業を行う 場合は、 対象盤の一次側電源部分についても 停電状態と

し て実施する 。  

 母線の共通部分等で、 必要な停電時間を確保でき ない場合は、 点検清掃を行わない。 こ の場合

は、 短時間の停電を実施の上で絶縁抵抗測定のみ行う 。  

 

( 1)  誤認によ る 充電部への接触等を防ぐ ために、 作業範囲外の盤等には施錠、 表示札、 ロ ープでの

区画等を施す。  

( 2)  予定外作業は行わない。 異常等を発見し て予定外作業が必要と なっ た場合は、 再度安全・ 手順

の確認を行い、 電気保安担当等及び作業責任者の立会いの下で行う 。  
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( 3)  作業等の際は、 作業全体を把握する 作業責任者と 作業を 行う 作業者と を明確に分ける 。  

( 4)  盤内に充電箇所がある 場合には、 盤内には入ら ず盤外から の目視点検と する 。  

 

３  危険箇所の周知 

ヒ ュ ーマンエラ ーを防ぐ ため、 充電部に近接する 等、 危険箇所と 考えら れる 場所には明瞭・ 簡潔

な危険表示を 行い、 再度注意を強く 喚起する 。  

 

( 1)  機械的ロ ッ ク や危険表示など 、間違った操作を行わないよ う 、ある いは間違った操作を気づか

せる ための措置を施す。  

( 2)  危険表示等は、 明瞭・ 簡潔に一目で分かる よ う に表示する 。  

 

４  近接作業時の留意点 

 作業等に当たって、 やむを得ず充電部に近接する 作業を行う 場合には、 事前に作業範囲、 充電

部の養生方法等を明確にさ せ、 施設管理者の承認を得る だけでなく 、 作業等前後における 現場で

の電気保安担当等の立会い確認を徹底する 。  

 

( 1)  充電部への近接作業を行う 場合は、 電気保安担当等と 事前に十分協議を行い、「 施設停止願」

等にその内容を具体的に記載し 、 施設管理者の承認を得る 。  

( 2)  作業等前後に、 養生等について現場での確認を電気保安担当等が行い、 安全確認を 徹底する 。 

( 3)  充電部への近接作業を行う 場合は、作業者は必ず電気作業用安全保護帽、絶縁用保護具等を装

着する 。  

 

５  保安教育の徹底 

 安全管理を 徹底し ていく ため、 各事業所での電気設備に係る 保安教育は、 人事異動終了後の早

い時期に、 設備系職員を 対象と し て一斉に実施する 。  

 

＊低圧回路においても 原則、 停電作業と する が、 停電作業が困難な場合は、 電気主任技術者と 協議

し て実施する 。  
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附則－８  下水道用設備工事電子成果品作成要領 

（ 参考図及び試験成績表用）  

 

 「 下水道用設備工事電子成果品作成要領（ 参考図及び試験成績表用）」（ 以下、「 本要領」 と いう 。）

は、 設備工事標準仕様書に規定する 完了図等の一部を電子成果品と し て提出する 場合等における 電子

データ の仕様を定めたも のである 。  

 

1 電子成果品の作成 

1-1 作業の流れ 

受注者は、 電子媒体に格納する 前に、 作業フ ォ ルダをハード ディ ス ク 上に作成し 、 作業を 行う 。  

ウ イ ルス チェ ッ ク は、 ウ イ ルス 存在の有無の確認及び駆除を 確実に行う ため、 電子媒体格納前の

ハード ディ ス ク 上の電子成果品と 電子成果品格納後の電子媒体で、 計 2 回行う 。  

 

1-2 電子成果品の作成 

電子成果品作成に当たっては、 次の点に留意する 。  

( 1)  用紙サイ ズ  

ア 参考図 

原則と し て、 フ ァ イ ル変換時の用紙サイ ズ設定は「 A4～A1」 と する 。  

イ  試験成績表 

原則と し て、 フ ァ イ ル変換時の用紙サイ ズ設定は「 A4」 と する 。  

( 2)  解像度・ 圧縮率設定 

フ ァ イ ル変換では、 作成し た電子データ フ ァ イ ルを A3 用紙で印刷し た際に、 文書中の文字、

表、 図等の内容が判読でき る よ う 解像度及び圧縮率を設定する 。  

( 3)  フ ァ イ ル形式、 フ ァ イ ルサイ ズ  

ア 電子データ フ ァ イ ルのフ ァ イ ル形式は、「 PDF 形式（ PDF,  Ver si on 1. 7 ( I SO 32000-1: 2008) ）」

と する 。  

イ  画像の向き は、 1 画像単位でモニタ ーに正立状態で文字が読める 向き と する 。  

ウ  原則と し て、 製本時の 1 冊分を 1 つのフ ァ イ ルと する 。  

ただし 、 1 つのフ ァ イ ルが 50MBを超える 場合には、 閲覧時の利便性を 考慮し て、 1 フ ァ イ ル

あたり 50MB以下に分割する 。  

エ 図書の表紙と 目次も 含めた全てのページを 電子化する 。  

( 4)  フ ォ ルダ、 フ ァ イ ルの構成及び名称等 

フ ォ ルダ、 フ ァ イ ルの構成及び名称は別添-1 のと おり 作成する 。  
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( 5)  使用文字 

ア 半角文字を JI S X 0201 で規定さ れている 文字から 片仮名用図形文字を除いたラ テン文字用

図形文字のみと する 。  

イ  全角文字を JI S X 0208 で規定さ れている 文字から 数字と ラ テン文字を除いた文字のみと す

る 。  

なお、 地名や人名等の表現で特殊な文字が必要なと き （ 利用者が作成し た外字や機種依存文字

の使用が必要な場合等） は、 平仮名、 片仮名等の標準化さ れた全角文字で表現する 。  

( 6)  し おり データ の作成 

ア し おり は図書目次を元に作成する 。  

イ  し おり の名前は原則「 図面名称」 と する 。  

ウ  し おり のリ ンク が全て正し いこ と を確認する 。  

エ PDFフ ァ イ ルを開く 際の初期値を 「 し おり を表示」「 単一ページを表示」 と する 。  

( 7)  電子データ フ ァ イ ル原稿の作成 

電子データ フ ァ イ ルの原稿は、 CAD、 ワ ープロ 、 表計算ソ フ ト 等で作成し 、 PDF フ ァ イ ルは、 そ

れら のソ フト ウ ェ アから 直接変換し 作成する こ と を原則と する 。  

印刷物等のス キャ ン で PDF ファ イ ルを 作成し た場合は、 次の点に留意する 。  

ア 原則白黒 2 値の PDF フ ァ イ ルを作成する 。 解像度は 400dpi と する 。  

イ  ス キャ ン を行って作成し た PDF フ ァ イ ルは「 テキス ト 認識」 を行う 。 認識の精度は使用する

ソ フ ト ウ ェ アに依存し 、 ソ フト ウ ェ アで認識し た文字の修正・ 追記等は行わない。  

ウ  PDFフ ァ イ ルの最適化によ り 、 PDF フ ァ イ ルのサイ ズを縮小する 。  

 

1-3 電子媒体作成 

受注者は、 ハード ディ ス ク 上で整理し た電子成果品を、 発注者へ提出する ために電子媒体に格納

する 。  

電子媒体は、 十分な耐久性及び信頼性を持つも のと する 。  

電子媒体作成での留意事項は、 次のと おり である 。  

( 1)  ハード ディ ス ク 上で電子媒体への格納イ メ ージど おり に電子成果品が整理さ れている こ と を 確

認する 。  

( 2)  電子媒体への書込み前の電子成果品及び書込み後の電子媒体についてウ イ ルス チェ ッ ク を 行う 。 

( 3)  電子媒体への書込みを追記ができ ない形式で行う 。  

ま た、基本的に電子媒体は、CD-R又は DVD-R（ 一度し か書き 込みができ ないも の） を使用する 。  

( 4)  電子媒体本体及びケース には、 次のよ う な情報を容易に消えない方法で記入し て提出する 。  

なお、 電子媒体本体の場合、 こ れら の情報は電子媒体に直接書き 込むか、 プリ ンタ ブルな電子
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媒体を 使用し て直接印字を行う も のと する 。 ケース の場合、 こ れら の情報はラ ベルを 貼る か、 直

接記入する 。（ 別添-2 参照）  

ア 工事番号 

イ  工事件名 

ウ  工期 

エ 受注者名 

オ ウ イ ルス 対策ソ フ ト 名 

カ ウ イ ルス 定義年月日（ 又はパタ ーンフ ァ イ ル名）  

キ ウ イ ルス チェ ッ ク 年月日 

ま た、 電子媒体本体には、 以下の情報を記録する 。  

ア～オ、 キ  

 

1-4 その他留意事項 

( 1)  ウ イ ルス 対策 

ア 受注者は、 電子成果品が完成し た時点で、 ウ イ ルス チェ ッ ク を行う 。  

イ  ウ イ ルス 対策ソ フ ト は特に指定はし ないが、 信頼性の高いも のを利用する 。  

ウ  最新のウ イ ルス も 検出でき る よ う に、 ウ イ ルス 対策ソ フ ト は常に最新のデータ に更新（ アッ

プデート ） し たも のを 利用する 。  
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別添-1 

 

フ ォ ルダ名     フ ォ ルダ名     フ ォ ルダ名     フ ァ イ ル名 

 

 

 

 

 

※各フ ォ ルダと フ ァ イ ルの名称は次のと おり と する 。 使用する 数字やカンマ等は全て半角と す

る 。  

ディ ス ク 名： di sc_ 1 

センタ ーポン プ所名： ○○水再生セン タ ー、 ○○ポンプ所 

工事件名：【 元号】 ＋【 ○○（ 年度）】 ＋【  _  】 ＋【 工事件名】  

（ 例：「 令和 1_ ○○処理場電気設備整備その 2 工事」）  

工事図書名：【 元号】 ＋【 ○○（ 年度）】 ＋【  _  】 ＋【 工事件名】 ＋【  _  】 ＋【 図書名称

（ 参考図、 試験成績書）】 ＋【 ○‐ ○（ 分冊）】  

（ 例：「 令和 1_ ○○処理場電気設備整備その 2 工事_ 参考図_ 1-4」）  

工事の年度は単年度工事では「 令和 1」、 複数年度工事は「 令和 1, 2, 3, 4」 と す

る 。  

  

工事図書名 工事件名 センタ ー 

ポンプ所名 

ディ ス ク 名 
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工事番号： ○○○○第○○○○ 
 
工事件名： ○○設備○○工事 
 
工期： ○○年○○月○○日～○○年○○月○○日 

受注者名： ○○○○ 

ウ イ ルス 対策ソ フ ト 名： ○○○○ 

ウ イ ルス チェ ッ ク 年月日： ○○年○○月○○日 

別添-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 電子媒体への記載例（ ケース 用）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 電子媒体への記載例（ 本体用）  

参考図及び試験成績表 

工事番号 ： ○○○○第○○○○  

工事件名 ： ○○設備○○工事  

工期 ： ○○年○○月○○日～○○年○○月○○日 

受注者名 ： ○○○○○○ 

ウ イ ルス 対策ソ フ ト 名 ： ○○○○ 

ウ イ ルス 定義年月日 ： ○○年○○月○○日 

ウ イ ルス チェ ッ ク 年月日 ： ○○年○○月○○日 

 

  参考図及び試験成績表  
 
工事番号： ○○○○第○○○○  
工事件名： ○○設備○○工事  
工期： ○○年○○月○○日 ～ ○○年○○月○○日 
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附則－９  下水道用設備工事の提出図面作成要領 

 

図面名称 寸 法 製本方法 共 通 事 項 個  別  事  項 

検 討 図

既 済 部 分      

検 査 図

承 諾 図 

Ａ ４  

（ 図面はＡ

４ ～Ａ １ ）  

フ ァ イ ル等

によ る 仮と

じ  

１  目次 に は ペ ージ 数   

図面名称及び図面番号

を記入する 。  

 

２  ページ番号は、 図面

の見やすい場所に、 黒

又は青で表示する 。  

 

３  図面番号が見えない

場合は、 その部分を 折

り 返す。  

 

４  分冊と する 場合は表

紙及び背表紙に分冊番

号を表示する 。  

扱いやすい枚数に分冊する 。  

１  図面の１ ページ目は一般平面

図と する 。  

２  図面は発注者から 指示さ れた

も のをつづり 込む。  

３  表紙及び背表紙の色は表－１

によ る 。  

工事完了図   

(検査図) 

表紙は厚手

で、 背表紙

付と する 。  

（ 表紙の色

は別途指示

する ）  

試験成績書 

１  整理の方法及び内容は別途指

示する 。  

２  表紙、 背表紙の色は表－１ に

よ る 。  

参 考 図 

１  図面の１ ページ目は一般平面

図と する 。  

２  発注者の承諾を 得た全ての検

討図、 その他必要な図書類を 製

本する 。  

３  表紙、 背表紙の色は表－１ に

よ る 。  

展開接続図 Ａ ３ 横 配線表を含む。  

縮 刷 版 Ａ ４  

１  参考図及び試験成績表を Ａ ４

に縮小し 、 製本する 。  

２  紙質及び表紙の色は、 表－２ 、

表－３ によ る 。  

な お、 債務負担工事の 表紙

は、 起工年度の色と する 。  

３  表紙、 背表紙と も 同紙質及び

同色と する 。  
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図 1 図面の体裁 

 

 

表 1 図面の色 

 

工事種別 
表紙 背表紙 

色 文字色 色 文字色 

建 設 黒 金 黒 金 

改 良 白 黒 黒 金 

補 修 黒 金 白 黒 

 

 

 

 

  

工事件名 

図面名称 

施工年度 

受注者名 

受注者名
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表 2 縮刷版・ 表紙の紙質 

番号 紙質（ 相当品）  

参考色（ 類似色）  

日本塗料工業会 

色票番号 

（ 令和２ 年度）  

マンセル値（ 参考）  

 １   ダイ ヤボード   ＨＭ １ ５ ０ ６  Ｐ ５ ７ －６ ０ Ｃ   7.5Ｂ Ｇ  6／1.5 

 ２      〃     〃  ２ ０ ０ ２  Ｐ ２ ２ －８ ０ Ｌ   2.5Ｙ    8／6  

 ３      〃     〃   １ ６ ０ ４  Ｐ １ ９ －７ ５ Ｄ    10Ｙ Ｒ  7.5／2 

 ４      〃     〃  １ ５ ０ ９  Ｐ ０ ９ －６ ０ Ｌ    10Ｒ    6／6 

 ５   シルバーボード  Ｌ Ａ  黒     Ｐ Ｎ  －１ ０      Ｎ    1.0  

 ６   ダイ ヤボード   ＨＭ １ ５ ０ ２  Ｐ ２ ９ －８ ５ Ｄ    10Ｙ    8.5／2 

 ７        〃         ＨＡ  １ ６ ２ ５  Ｐ ２ ５ －８ ０ Ｂ     5Ｙ    8／1 

 ８        〃         ＨＭ １ ５ ０ ７  Ｐ ４ ９ －５ ０ Ｄ    10Ｇ     5／2 

 ９      〃     〃   ２ ０ ０ ７  Ｐ ５ ９ －６ ０ Ｈ    10Ｂ Ｇ   6／4  

１ ０      〃     〃   ２ ０ ０ １  Ｐ １ ７ －８ ０ Ｈ   7.5Ｙ Ｒ  8／4 

 

 

表 3 年度別表紙色 

年    度 表－２ の番号 

２ ０ ２ ６ 年度 １  

２ ０ ２ ７ 年度 ２  

２ ０ ２ ８ 年度 ３  

２ ０ ２ ９ 年度 ４  

２ ０ ３ ０ 年度 ５  

２ ０ ３ １ 年度 ６  

２ ０ ３ ２ 年度 ７  

２ ０ ３ ３ 年度 ８  

２ ０ ３ ４ 年度 ９  

２ ０ ３ ５ 年度 １ ０  

 

 


